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徳
島
県
告
示
第
二
百
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
六
合
同
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
六
合
同
庁
舎
の
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

一
、
八
一
五
、
八
七
九
キ
ロ
ワ
ッ

ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

仕
様
書
に
よ
る
。

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

電
気
を
使
用
す
る
施
設
名

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
合
同
庁
舎

徳
島
県
東
部
県
税
局
企
画
総
務
担
当

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
六
七

（
電
話
〇
八
八
―
六
二
六
―
八
八
一
二
）

吉
野
川
合
同
庁
舎

徳
島
県
東
部
県
税
局
収
税
担
当

吉
野
川
市
川
島
町
宮
島
七
三
六
―
一

（
電
話
〇
八
八
三
―
二
六
―
三
九
一
一
）

南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
経
営
企
画
部
総
務
企
画
担
当

阿
南
市
富
岡
町
あ
王
谷
四
六

（
電
話
〇
八
八
四
―
二
四
―
四
一
一
〇
）

同

美
波
庁
舎

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
経
営
企
画
部
県
民
生
活
・
総
務
担
当

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
弁
才
天
一
七
番
地
一

（
電
話
〇
八
八
四
―
七
四
―
七
三
一
二
）

西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
企
画
振
興
部
県
民
生
活
・
総
務
担
当

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
建
神
社
下
南
七
三

（
電
話
〇
八
八
三
―
五
三
―
二
〇
一
一
）

同

三
好
庁
舎

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
企
画
振
興
部
県
民
生
活
・
総
務
担
当

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
四
一
五
番
地

（
電
話
〇
八
八
三
―
七
六
―
〇
三
六
三
）

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社

―
F

P
o
w
e
r

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
八
番
七
号

五

落
札
金
額

三
千
二
百
六
十
三
万
四
千
六
百
十
五
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続



一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
八
年
一
月
八
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

鳴
門
塩
業
株
式
会
社

住

所

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
松
島
五
三
番
地

代
表
者

代
表
取
締
役
社
長

宮
﨑
勝
彦

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

鳴
門
塩
業
株
式
会
社
製
塩
工
場

所
在
地

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
松
島
五
三
番
地

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
二
十
七
号
ロ
に

規
定
す
る
遠
心
分
離
機

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
県
民
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら

平
成
二
十
八
年
四
月
十
四
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
県
民
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
鳴
門
市
市
民
環
境
部
環
境
政
策
課



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

有
限
会
社
美
馬
グ
リ

美
馬
市
美
馬
町
字
宮
南

美
馬
市
美
馬
町
字
中
筋

一
、
一
二
〇
・
〇
〇

ー
ン
サ
ー
ビ
ス

一
一
一
番
地
二

八
九
番
三

二

認
可
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

徳
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
企
業
局
長

酒

池

由

幸

徳
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
そ
の
一
勘
定
科
目
表
（
電
気
事
業
会
計
）
の
収
益
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



款 項 目 節 備 考

事業収益

営業収益

電力料

他社販売電力料 他へ販売する水力発電の電力料金をいう。

太陽光発電電力

料

太陽光発電電力 他へ販売する太陽光発電の電力料金をいう。

料

営業雑収益 上記の科目に該当しない収益で，電気事業に伴って通常発生

するものをいう。

使用料 公舎使用料等をいう。

雑口 営業収益中他の項目に属さないもの及びたな卸益等を計上す

る。

財務収益

受取利息及び配

当金

預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

雑利息

事業外収益

長期前受金戻入

再評価積立金

受贈財産評価額

寄附金

負担金

工事負担金

他会計補助金

(何)補助金

その他資本剰余

金

雑収益

固定資産売却収

益

有価証券売却収



益

事業外固定資産

売却収益

不用品売却収益

物品売却収益

その他雑収益

消費税及び地方

消費税還付金

消費税及び地方

消費税還付金

特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益

過年度損益修正

益

過年度損益修正

益

その他特別利益

その他特別利益



別
表
第
一
そ
の
一
勘
定
科
目
表
（
電
気
事
業
会
計
）
の
費
用
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



款 項 目 節 備 考

事業費用

営業費用

水力発電費

給料 職員の本俸をいう。

手当等 管理職手当，初任給調整手当，扶養手当，住居手当，通

勤手当，特殊勤務手当，特地勤務手当，超過勤務手当，

休日勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当，期末勤勉手

当，管理職特別勤務手当、児童手当等に整理する。

賞与引当金繰入 期末勤勉手当の次期の支給見込額のうち，当期の負担に

額 属する額を繰入れる。

給料手当振替額

(貸方)

報酬 臨時又は非常勤の顧問，参与，嘱託員等に対する報酬を

いう。

法定福利費 法令の規定によつて事業主が負担するものをいう。職員

共済組合費，職員災害補償負担金，健康診断費等に整理

する。

法定福利費引当 法定福利費の次期の支給見込額のうち，当期の負担に属

金繰入額 する額を繰入れる。

厚生福利費 職員の福利厚生に要するものをいう。文化体育費，保健

費，厚生施設費等に整理する。

賃金 職員以外の者の本俸，手当，法令の規定によつて事業主

が負担する保険料等をいう。

潤滑油脂費 機械の潤滑油脂に関する費用をいう。ただし，変圧器油

及び開閉器油は「修繕費」に，自動車に使用する油類及

び燈火用油類は「燃料費」に整理する。

被服費 職員に貸与する被服代をいう。

印刷製本費 文書，図面，帳簿等の印刷費及び伝票，帳簿等の製本費

をいう。

燃料費 自動車用燃料費並びに暖房及び炊事用薪炭費をいう。

光熱水費 電灯料，ガス使用料等をいう。

備消品費 事務用消耗品及び耐用年数１年未満又は相当価格以下の

器具及び備品をいう。じゆう器工具費，事務用品費，図

書費及びその他に整理する。

建物修繕費 「水力発電設備」の「建物」に関するものをいう。（賃

借資産に関するものを含む。）以下修繕費については，

材料費，請負代及び諸費に整理する。



構築物修繕費 「水力発電設備」の「水路」及び「貯水池（又は調整池

）」に関するものをいう。

機械装置修繕費 「水力発電設備」の「機械装置」に関するものをいう。

雑修繕費 「水力発電設備」の「土地」及び「備品」に関するもの

をいう。

修繕引当金繰入

額

特別修繕引当金

繰入額

水利使用料

補償費 定期的又は臨時的補償料及び賠償費をいう。ただし，建

設工事又は修繕工事に係るものは，該当する建設費又は

修繕費に整理する。

賃借料 水力発電のために他の者の資産を使用した場合の借地借

家料，線路使用料，電柱敷地料，雑賃借料等に整理する

。

損害保険料

交付金 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律に

基づき所在市町村に交付する交付金をいう。

通信運搬費 はがき，郵便切手，電信，電話，インターネット等の通

信費及び運送料等をいう。

旅費

寄附金

分担金

会議費

食糧費

委託料

貸倒引当金繰入 破産更生債権等の回収不能額を算出し，繰入れる。

額

(何)引当金繰入

額

雑費 広告費，諸会費，手数料，報償費及びその他に整理する

。

雑損 電気事業の運営に伴つて通常発生する損失で他の節に該

当しないものをいう。例えば，たな卸評価損等をいう。

減価償却費

固定資産除却費 固定資産除却費及び固定資産除却損に整理する。

固定資産除却引

当金

共有設備費分担



金

一般管理費 「業務設備」に係る費用及び電気事業の運営の全般に関

連する総括的事務に係る費用をいう。

「一般管理費」の節については，「水力発電費」の節に

準ずる。

給料 「水力発電費」の節に準ずる。以下同じ。

手当等

賞与引当金繰入

額

給料手当振替額

（貸方）

退職給付費

退職給付引当金 引き当てておくべき退職給付費を簡便法で算定した場合

繰入額 の不足額を繰入れる。

報酬

法定福利費

法定福利費引当

金繰入額

厚生福利費

賃金

被服費

印刷製本費

燃料費

光熱水費

備消品費

建物修繕費 「業務設備」の「建物」に関するものをいう。

構築物修繕費 「業務設備」の「構築物」に関するものをいう。

機械装置修繕費 「業務設備」の「機械装置」に関するものをいう。

その他雑修繕費 「業務設備」の「土地」及び「備品」に関するものをい

う。

修繕引当金繰入

額

特別修繕引当金

繰入額

補償費

賃借料 「業務設備」に係る借地借家料，線路使用料，電柱敷地

料，雑賃借料等に整理する。

損害保険料

交付金

負担金



研究養成費

通信運搬費

旅費

寄附金

分担金

会議費

食糧費

交際費

委託料

貸倒引当金繰入

額

(何)引当金繰入

額

雑費

雑損

減価償却費

固定資産除却費

固定資産除却引

当金

建設分担関連振

替額

太陽光発電費 「太陽光発電設備」に係る費用をいう。

「太陽光発電費」の節については，「一般管理費」の節

に準ずる。

給料 「一般管理費」の節に準ずる。以下同じ。

手当等

賞与引当金繰入

額

給料手当振替額

(貸方)

退職給付費

退職給付引当金

繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当

金繰入額

厚生福利費

賃金

被服費



印刷製本費

燃料費

光熱水費

備消品費

建物修繕費 「太陽光発電設備」の「建物」に関するものをいう。

機械装置修繕費 「太陽光発電設備」の「機械装置」に関するものをいう

。

雑修繕費 「太陽光発電設備」の「土地」及び「備品」に関するも

のをいう。

修繕引当金繰入

額

特別修繕引当金

繰入額

補償費

賃借料 「太陽光発電設備」に係る借地借家料，線路使用料，電

柱敷地料，雑賃借料等に整理する。

損害保険料

交付金

負担金

研究養成費

通信運搬費

旅費

委託料

貸倒引当金繰入

額

(何)引当金繰入

額

雑費

雑損

減価償却費

固定資産除却費 固定資産除却費及び固定資産除却損に整理する。

固定資産除却引

当金

資産減耗費

たな卸資産減耗

費

財務費用

支払利息及び企

業債取扱諸費

企業債利息



長期借入金利息

一時借入金利息

雑利息

企業債取扱諸費

建設中利子振替

額(貸方)

事業外費用

雑損失

建設準備勘定償

却費

固定資産売却原

価

事業外固定資産

管理費

有価証券売却損

物品売却原価

財産偶発損

その他雑損失

消費税及び地方

消費税

消費税及び地方

消費税

特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損

減損損失

減損損失

災害による損失

災害による損失

過年度損益修正

損

過年度損益修正

損

その他特別損失

その他特別損失
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款 項 目 節 備 考

（電気事業固定 括弧の款は財務諸表作成時の科目とし，日常整理はそれ

資産） 以下とする。

水力発電設備

(何)所 所別に整理する。ただし，貯水池，専用鉄道，水源かん

養林，水力総括事務所等で1発電所に所属しないものは

，単独に項別に整理する。

土地 土地の取得に関して要した買収代及び整地費(建物又は

構築物に直接に関係あるものを除く。)，登録税，周旋

料，消耗品等の諸経費をいう。

水源かん養林 水源かん養林の取得に関して要した買収代及び土地の取

得に要する諸経費に準ずるものをいう。植林費を含む。

建物 建物の取得に関して要した工事費(基礎工事費及び附属

施設工事費を含む。)，材料代，買収代(買収建物を使用

するために要した修繕，模様替え，改造等の諸経費を含

む。)，人夫賃，消耗品費，登録税，周旋料等をいう。

鉄筋コンクリー 鉄骨鉄筋コンクリート造を含む。

ト造

金属造 鉄骨造り，石造り，ブロツク造り及び土蔵造りを含む。

木造 木造モルタル造りを含む。

水路 基礎工事費，運搬費，据付費，消耗品費及びその他の諸

経費を含む。

えん堤 貯水池又は調整池に属するものを除く。

取水口 洪水取水口及びでき堤を含む。

導水路

沈砂池

水槽

水圧管路

放水路

雑工事 水路の建設に伴う道路付替費用，寄附金等本項の他の目

に該当しないものをいう。揚水設備及び歩道を含む。

貯水池（又は調

整池）

えん堤 「水路」に整理されるものを除く。

雑工事 「水路」の同節に準ずる。

機械装置 運搬費，据付費，消耗品及びその他の諸経費を含む。

水車 所内用水車及び励磁機用水車を含む。

発電機 所内用発電機を含む。



主要変圧器 地方配電用変圧器を含む。

配電盤開閉装置 母線ケーブル及び所内用配電盤開閉装置を含む。

自動制御装置 自動制御装置と一体となつている測定装置及び監視装置

を含み配電盤に取り付けられているものを除く。

屋外鉄構 電線及び碍子は，配電盤開閉装置で整理する。

基礎

通信電灯電力装

置

修繕試験装置

その他機械装置 電気事業会計規則の「機械装置，諸機械装置」及び「諸

装置，雑装置」をいう。その他機械，その他装置に整理

する。

備品 耐用年数が1年以上であつて取得価格又は製作価格が10

万円以上のものをいう。

工具

器具及び備品

車両及び船舶

無形固定資産 種類別に節に整理する。

リース資産

(何) リース資産の内容については上記有形固定資産及び無形

固定資産の節の例による。

建設仮勘定 工事件名別に整理する。ただし金額が少額であるときは

，同種の工事を一括して整理することができる。別に定

める「建設仮勘定整理科目表」による。附帯事業固定資

産又は，事業用固定資産に係るものがあるときは項別に

整理する。

(何)

建設準備勘定

(何)

除却仮勘定 「建設仮勘定」に準じて整理する。

(何)

減価償却累計額

(貸方)

共有者持分額 「水力発電設備」を他と共有する場合は，該当する目又

(貸方) は節の貸方に計上する。

共有者持分額

(貸方)

業務設備

（何） 本局等に整理する。

土地 「水力発電設備」の同目に準ずる。



建物 同上

構築物

独立電話線路 交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続するまで

，それがない場合は電話器までとする。電気事業会計規

則の同目に準じて整理する。

添架電話線 その支持物又は管路が他の科目に整理された電話線をい

う。交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続する

まで，それがない場合は電話器までとする。電気事業会

計規則の同目に準じて整理する。

空中線施設 無線通信用の構築物をいう。電気事業会計規則の同目に

準じて整理する。

その他構築物

機械装置

通信機械装置 電気事業会計規則の同目に準じて整理する。

その他機械装置 電気事業会計規則の諸装置に属するものを同目に準じて

整理する。

備品 「水力発電設備」の同目に準ずる。

無形固定資産 同上

リース資産 リース資産の内容については上記有形固定資産及び無形

固定資産の節の例による。

(何)

建設仮勘定 工事件名別に整理する。ただし金額が少額であるときは

，同種の工事を一括して整理することができる。別に定

める「建設仮勘定整理科目表」による。附帯事業固定資

産又は，事業用固定資産に係るものがあるときは項別に

整理する。

建設準備勘定

(何)

除却仮勘定 「建設仮勘定」に準じて整理する。

(何)

減価償却累計額

(貸方)

太陽光発電設備

(何)所 所別に整理する。「水力発電設備」の同目に準ずる。

機械装置

発電機

（何）

備品

器具及び備品

（何）



建設仮勘定

（何）

建設準備勘定

（何）

除却仮勘定

(何)

減価償却累計額

(貸方)

共有者持分額

(貸方)

共有者持分額

(貸方)

(事業外固定資 電気事業又は附帯事業の用に供されないことが確定した

産) 設備であつて，「除却仮勘定」又は「貯蔵品勘定」へ振

り替えられないものを含む。

事業外固定資産

(何) 本局等に整理する。

廃止設備 該当する稼働設備の科目に準じて整理する。

(何)

土地 「水力発電設備」の同目に準ずる。

建物 同上

立木

(何)

無形固定資産

減価償却累計額

(貸方)

(投資その他の

資産)

投資有価証券 長期投資の目的をもつて所有する有価証券をいう。

(何) 本局等に整理する。項について以下同じ。

地方債

国債

政府保証債

株式

社債

その他有価証券

出資金

(何)

(何)出資金



長期貸付金 長期貸付金のうち、貸借対照表日後１年を超えて履行期

限の到来するものをいう。

(何)

他会計貸付金

一般貸付金

貸倒引当金

(何)

貸倒引当金

基金 口別に整理する。

(何)

減債基金

雑特定基金 積立金，引当金，預り金等に対応して保有する資産及び

これに準ずるものをいう。目的別に整理する。

長期前払消費税

及び地方消費税

(何)

長期前払消費税

及び地方消費税

その他投資

(何)

預託金

雑口

減価償却費累計

額

(何)

(何)
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款 項 目 節 備 考

現金預金

現金 支払の確実な小切手等，官庁支払通知書等で割引なく

して現金に引き換え得るものを含む。

預金 貸借対照表日後1年以内に満期の到来するものをいう。

定期預金

通知預金

普通預金

当座預金

未収金

(何) 本局等に整理する。項について以下同じ。

営業未収金 「営業収益」の各科目に係る未収金をいう。

電力料

太陽光発電電力

料

営業雑収益

営業外未収金 「財務収益，風力電力料及び事業外収益」の各科目に

係る未収金をいう。

財務収益

事業外収益

その他未収金

諸売却代

雑口

有価証券 一時所有の目的をもつて，保有する市場性のある有価

証券をいう。

(何)

株式

社債

（何）

貯蔵品 物品別又は種類別及び品質別に区分し，かつ，単価を

付して整理する。

(何）

一般貯蔵品 類別に節に整理する。

特殊品

短期貸付金 貸借対照表日後１年以内に履行期限の到来するものを

いう。

(何）

他会計貸付金



一般貸付金

前払費用

(何）

未経過保険料

その他前払費用

前払金 物品代等で前払したものをいう。

(何）

請負代

買入物品代

その他前払金

未収収益

(何）

(何）

貸倒引当金

未収金貸倒引当

金

短期貸付金貸倒

引当金

未収収益貸倒引

当金

その他流動資産 流動資産のうち上記の各科目に該当しないものをいう

。

（何）

仮払金

仮払消費税及び

地方消費税

雑口

保管有価証券 担保として預かつた有価証券をいう。預り先別に整理

する。

一年内償還 長期貸付金のうち、貸借対照表日後１年を以内に履行

長期貸付金 期限の到来するものをいう。

(何)

他会計貸付金

一般貸付金
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款 項 目 節 備 考

一時借入金 貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをい

う。

(何) 本局等に整理する。項について以下同じ。

他会計借入金

一般借入金 政府資金，公庫資金，金融機関等からの借入金をいう。

企業債 貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをい

う。

(何)

建設改良費等の

財源に充てるた

めの企業債

建設改良費等の

財源に充てるた

めの企業債

その他の企業債

その他の企業債

他会計借入金 貸借対照表日後１年以内に履行期限の到来するものをい

う。

(何)

(何)会計借入金

建設改良費等の

財源に充てるた

めの長期借入金

その他の長期借

入金

リース債務 貸借対照表日後１年以内に履行期限の到来するものをい

う。

(何)

リース債務

未払金

(何)

営業未払金

その他未払金

未払費用

(何)

前受金 他からの前受金及び次期以降に属する収益をいう。

(何)



営業前受金

営業外前受金

前受利息

前受雑収益

その他前受金

諸売却代 器具，物品等の売却代で未精算のものをいう。

雑口

前受収益

(何)

前受収益

引当金

賞与引当金

退職給付引当金

法定福利費引当

金

修繕引当金

特別修繕引当金

固定資産除却引

当金

(何)引当金

その他流動負債 他から預かつた現金等に係る債務をいう。

(何)

預り金

所得税

市町村民税

共済組合掛金

健康保険料

厚生年金保険料

雇用保険料

仮受消費税及び

地方消費税

雑口

預り有価証券 担保として預かつた有価証券をいう。預り先別に整理す

る。
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款 項 目 節 備 考

事業収益

営業収益

電力料

他社販売電力料

太陽光発電電力

料 太陽光発電電力

料

営業雑収益

使用料

雑口

財務収益

受取利息及び配

当金

預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

雑利息

事業外収益

他会計補助金

他会計補助金

補助金

（何）補助金

長期前受金戻入

再評価積立金

受贈財産評価額

寄附金

負担金

工事負担金

他会計補助金

（何）補助金

その他資本剰余

金

雑収益

固定資産売却収

益



有価証券売却収

益

事業外固定資産

管理収益

不用品売却収益

物品売却収益

その他雑収益

消費税及び地方

消費税還付金

消費税及び地方

消費税還付金

特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益

過年度損益修正

益

過年度損益修正

益

その他特別利益

その他特別利益
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款 項 目 節 備 考

事業費用

営業費用

水力発電費

給料

手当等

賞与引当金繰入

額

報酬

法定福利費

法定福利費引当

金繰入額

厚生福利費

賃金

潤滑油脂費

被服費

印刷製本費

燃料費

光熱水費

備消品費

修繕費

修繕引当金繰入

額

特別修繕引当金

繰入額

水利使用料

補償費

賃借料

損害保険料

交付金

通信運搬費

旅費

寄附金

分担金

会議費

食糧費

委託料

貸倒引当金繰入



額

（何）引当金繰

入額

雑費

雑損

減価償却費

固定資産除却費 固定資産除却費及び固定資産除却損に区分する。

固定資産除却引

当金繰入額

共有設備費分担

金

一般管理費

給料

手当等

賞与引当金繰入

額

退職給付費

退職給付引当金

繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当

金繰入額

厚生福利費

賃金

被服費

印刷製本費

燃料費

光熱水費

備消品費

修繕費

修繕引当金繰入

額

特別修繕引当金

繰入額

補償費

賃借料

損害保険料

交付金

負担金



研究養成費

通信運搬費

旅費

寄附金

分担金

会議費

食糧費

交際費

委託料

貸倒引当金繰入

額

（何）引当金繰

入額

雑費

雑損

減価償却費

固定資産除却費 固定資産除却費及び固定資産除却損に区分する。

固定資産除却引

当金繰入額

建設分担関連振

替額

太陽光発電費

給料

手当等

賞与引当金繰入

額

退職給付費

退職給付引当金

繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当

金繰入額

厚生福利費

賃金

被服費

印刷製本費

燃料費

光熱水費

備消品費



修繕費

修繕引当金繰入

額

特別修繕引当金

繰入額

補償費

賃借料

損害保険料

交付金

負担金

研究養成費

通信運搬費

旅費

委託料

貸倒引当金繰入

額

（何）引当金繰

入額

雑費

雑損

減価償却費

固定資産除却費 固定資産除却費及び固定資産除却損に区分する。

固定資産除却引

当金繰入金

資産減耗費

たな卸資産減耗

費

財務費用

支払利息及び企

業債取扱諸費

企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

雑利息

企業債取扱諸費

事業外費用

雑損失

建設準備勘定償

却費

固定資産売却損



事業外固定資産

管理費

物品売却原価

有価証券売却損

財産偶発損

その他雑損失

消費税及び地方

消費税

消費税及び地方

消費税

特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損

減損損失

減損損失

災害による損失

災害による損失

過年度損益修正

損

過年度損益修正

損

その他特別損失

その他特別損失

予備費

予備費

予備費
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第１章 包括外部監査の概要 

１ 外部監査の種類 

  地方自治法第２５２条の３７第１項及び徳島県外部監査契約に基づく監査に関する

条例第２条に基づく包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件の名称（テーマ） 

 ① 監査テーマ 

   過去の包括外部監査結果に対する措置状況の検証 

② 監査対象 

   平成２０年度から平成２４年度までの５年間の包括外部監査結果報告書に記載さ

れた指摘及び意見に対する措置の状況 

 ③ 監査の対象とした期間 

   包括外部監査が実施された当該年度（平成２０年度から平成２４年度）から平成

２６年度。ただし，必要な範囲で過年度及び平成２７年度も監査の対象とした。 

 

３ 監査を実施した期間 

  平成２７年６月３０日から平成２８年３月２３日まで 

 

４ 監査従事者 

 ① 包括外部監査人 

   弁 護 士 山本 啓司 

 ② 包括外部監査人補助者 

   弁 護 士 森本 健夫 

   公認会計士 井関 勝令 

 

５ 利害関係 

  包括外部監査人及び補助者は，いずれも監査の対象とした事件について地方自治法

第２５２条の２９に定める利害関係を有していない。 
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６ 監査テーマ選定の理由 

  包括外部監査は，平成１１年度から実施され，これまでに多くの指摘や意見が示さ

れてきた。これらの指摘・意見は，いずれも外部の専門家が熱意と時間をかけて示し

たものであって尊重されるべきであり，また一定のコストを要している点に鑑みても

以後に十分生かされるべきである。 

  この点，徳島県は，包括外部監査の結果に対して随時措置を講じ，その内容を徳島

県報及びホームページで公表している。 

  しかし，徳島県では，平成１９年度に過去の包括外部監査の結果に対する措置状況

の検証がなされて以来，基本的には措置状況に対する客観的な検証がなされていない。

したがって，それ以降の包括外部監査の結果に対する措置が当時の包括外部監査人の

意図を十分にくみ取ったものかどうか，以後それをしっかり活用してきたのか否かが，

必ずしも明らかでない。 

  そこで，改めて包括外部監査人の立場で客観的な措置状況の検証をすることが非常

に有益であると考え，平成２０年度から平成２４年度までの５年間に実施された包括

外部監査での指摘・意見に対して適切な措置が講じられているか検証するため，外部

監査を実施することとした。 

 

７ 監査の着眼点 

 ① 包括外部監査の結果に対して徳島県が講じると公表した措置の妥当性 

 ② 上記措置の内容と指摘・意見の趣旨との整合性 

 ③ 上記措置が以後実際に講じられたか否かの確認 

 ④ 実際に講じた措置による効果 

 ⑤ 措置を講じていない場合の理由及びその妥当性 

 

８ 主な監査手続 

  それぞれの担当者へのヒアリングを行い，また，関係する文書，資料を取り寄せ，

これらを精査，分析した。 

  これらの結果を整理，検討し，報告書を作成した。 
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第２章 外部監査の対象の概要 

１ 徳島県における過去の包括外部監査一覧表 

  平成１１年度の外部監査制度の導入から平成２６年度までの徳島県における包括外

部監査の監査テーマは，以下のとおりである。 

 

年度 監査テーマ 

平成１１年度 未収金について  

平成１２年度 (1)県立病院事業 

 (2)出資団体の運営 

平成１３年度 (1)補助金について 

 (2)港湾等整備事業特別会計について 

平成１４年度 徳島県の地方債発行とその管理  

平成１５年度 公有財産（不動産）について  

平成１６年度 (1)委託契約  

 (2)外郭団体の財務事務及び事業の管理 

平成１７年度 (1)文化の森総合公園文化施設の管理運営  

 (2)滞留債権と偶発債務及びオフバランス債権の管理と今後の

改善策 

平成１８年度 (1)議会費の執行について  

 (2)保健福祉部に係る補助金の執行について 

平成１９年度 (1)過去の包括外部監査の措置状況の検証  

 (2)財団法人とくしま産業振興機構の事業内容・財務事務の検証

平成２０年度 指定管理者制度導入施設における管理者の選定，事務執行及び

管理運営について  

平成２１年度 徳島県教育委員会及びその所管の団体の財務に関する事務の執

行全般について  

平成２２年度 県税の賦課徴収事務について  

平成２３年度 情報通信関連事業及び情報通信システムについて  

平成２４年度 観光及びこれに関連する事業について   
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平成２５年度 徳島県企業局に関する事務の執行全般について   

平成２６年度 徳島県の病院事業の財務に関する事務の執行全般並びに地方独

立行政法人徳島県鳴門病院の財務に関する事務の執行全般  

 

  これらの包括外部監査の結果報告書には，数多くの指摘及び意見が記載されており，

これに対して徳島県は地方自治法に基づき措置を講じてきている。 

 

２ 本年度の包括外部監査の対象 

  平成１１年度から平成２６年度までの包括外部監査結果のうち，本年度は平成２０

年度から平成２４年度までの５年間の包括外部監査結果に対する措置状況を監査対象

とした。 

監査対象を平成２０年度から平成２４年度までの５年間としたのは以下の理由に基

づくものである。 

まず，平成１１年度から平成１３年度までについては，平成１９年度において「過

去の包括外部監査の措置状況の検証」として監査対象とされていることから除外した。

次に，平成１４年度から平成１９年度までについては，この度対象とした年度と併せ

てそのすべてを監査対象とすると指摘及び意見の数が膨大となってしまうため，ある

程度絞る必要があること，及び，それらの包括外部監査の実施から１０年程度期間が

経過しており現在とは状況が異なっていたり，包括外部監査の対象となった事業等が

すでに廃止となったりしているケースも多いことから，監査対象から除外した。また，

平成２５年度については，平成２６年９月１９日に措置状況が公表されているが，措

置状況として検討中のものが少なからず見受けられること，及び，措置済みのものに

ついても措置後の期間が短く措置状況の検証を行うには時期尚早と思われたことから

監査対象から除外した。さらに，平成２６年度については，本年度の監査開始時点で

未だ措置状況が公表されていないことから監査対象から除外した。 

なお，平成２０年度から平成２４年度までの５年間についても，以下の部分につい

ては，監査対象から除外した。 

 

  平成２０年度 

「指定管理者制度導入施設における管理者の選定，事務執行及び管理運営について」
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のうち，「徳島県藍場町地下駐車場，徳島県松茂駐車場」の部分 

→平成２５年度に実施した「徳島県企業局に関する事務の執行全般について」にお

いて措置状況の検証を行っているため 

 

平成２１年度 

「徳島県教育委員会及びその所管の団体の財務に関する事務の執行全般について」

のうち，「文化の森総合公園文化施設」の部分 

→監査の内容自体が，平成１７年度実施した「文化の森総合公園文化施設の管理運

営」に対する措置状況の検証であるため 
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第３章 監査の結果及び意見 

 

Ⅰ 平成２０年度「指定管理者制度導入施設における管理者の選定，事務執行及び管理

運営について」 

第１ 全施設共通 

１ 選定委員の選定等 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   指定管理者選定委員会の委員の構成は，８名の委員のうち４名が内部委員（現職

県職員）であり，全体の半分を占めている。このような構成は，選定委員会による

選定手続及び結果の公平性，客観性に疑問を生じさせるおそれがある。特に，県と

の関係が密である場合は，その選定結果の公平性，客観性には一層疑問を生じさせ

るおそれがある。 

   また，４名の外部委員についても，各団体からの推薦を受けるなどの手続を経た

ものではなく，県において個別に就任を依頼したものであって，その点でも公平性，

客観性に疑問がある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   選定委員会について，全体に占める内部委員の割合や外部委員選任の手続等の点

に疑問があるところ，公平性，客観性が確保される構成にすべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   選定委員の構成については，現在，外部有識者を半数以上選任することとしてい

るが，さらに公平性，客観性を高める措置として，外部有識者が委員数の過半数を

占めるよう改善する。例えば，選定委員が７名の場合は，外部委員が４名以上とな

る。 

   また，外部有識者は，４つの分野（「各施設分野」「効率的な経営」「良好な就業環

境」「財務状況の分析」）毎に，各施設の特殊性も勘案の上，県行政に対しても見識

のある方を選任しているが，これらの方の選任については，選任委員名を，申請団

体名，選定団体名，選定理由，申請団体毎の総合採点数等とともに県のホームペー



 

7 
 

ジで公表しており，公平性，客観性が確保されるよう努めている。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

指定管理者選定委員会の委員の構成は，７名の委員のうち４名が外部委員となり，

外部委員が過半数を占めるようになった。この点，平成２０年度の指摘及び意見に

沿った対応がなされたといえる。しかしながら，一般の団体のみが応募する場合は

問題ないが，県と人事や財務等で密接な関係のある外郭団体が応募する場合には公

平性，客観性の観点からさらに慎重な考慮が必要である。 

 

  〔意見〕 

   指定管理者選定委員会の委員の過半数を外部委員となるよう改めた点は評価でき

るが，県と人事や財務等で密接な関係のある外郭団体が応募する場合には，公平性，

客観性の観点からすべて外部委員で構成する方向で検討すべきである。 

 

２ 募集期間等 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   募集要項公表から申請書類等の提出期限まで，１ヶ月から 1 ヶ月半程度となって

いるが，このようなタイトなスケジュールを組んだ場合，従前本施設の管理運営に

関与していた者が，そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含めて，各申請者

が公平に申請準備ができるように，余裕を持った募集期間等のスケジュールにする

など，配慮すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   現状では，募集要項の公表から申請書類等の提出までの期間を，原則として「１

ヶ月程度」としているが，より一層，申請者の利便性の向上を図るため，募集期間

を「２ヶ月程度」確保するよう努める。 
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 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

今回措置の検証の対象とした１１施設において，平成２１年度以降合計２３回の

募集が行われている。このうち２０回については，募集要項の公表から申請書類等

の提出までの期間が約２ヶ月となっていたが，下記については２ヶ月を切っていた。 

 

  ・徳島県立産業観光交流センター 平成２７年度募集 

    募集要項公表日 H27.7.31 申請書類提出期限 H27.9.18 

  ・徳島県立あすたむらんど 平成２７年度募集 

    募集要項公表日 H27.7.31 申請書類提出期限 H27.9.18 

  ・徳島県月見が丘海浜公園 平成２７年度募集 

    募集要項公表日 H27.7.31 申請書類提出期限 H27.9.24 

 

   これら３施設はいずれも前回の募集時には募集要項の公表から申請書類等の提出

まで約２ヶ月の期間を確保していたが，今回は短縮されている。いずれの施設も申

請書類提出者数がわずか１者となった施設であることに鑑みれば，むしろ従前より

も参加しやすい環境を作る必要があったのであって，その意味からも２ヶ月程度の

期間を確保すべきである。 

 

  〔意見〕 

   ほとんどの募集で募集要項の公表から申請書類等の提出までに約２ヶ月の期間が

確保されており，必要な対応がなされているといえる。しかしながら，一部の募集

で２ヶ月の期間が確保されていない事例があるところ今後はさらに２ヶ月程度の確

保を徹底することが望まれる。 

 

３ 情報提供 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   施設に関する情報については，募集要項及びその資料に記載されている一定の内

容のほか，現地説明会により提供されることになる。しかし，現地説明会に関する

スケジュールがタイトであるものや１回しか現地説明会が行われないものがあり，
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その情報提供の程度は極めて乏しい。そうなると，従前から本施設の管理運営に関

与していた者とそうでない者との間で情報の質及び量に格差が生じることは明らか

である。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含めて，各申請者

ができるだけ公平に情報を得られるように，現地説明会に十分な時間を確保し，ま

たその日程を複数回設け，さらにはその他施設や経営状況に関する具体的な資料を

提供するなど，十分に配慮すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   現地説明会については，申請者にできる限り参加を呼びかけ実施しているが，更

に，申請者の拡大や利便性向上のため，必要に応じて日程を複数回設けるなど，申

請者が公平に情報を得ることができるよう努めて参りたい。 

また，資料提供については，施設の支出状況，利用状況等の資料を提示しており，

さらに募集内容等についての質問・要望には対応することとしている。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

現地説明会についてのスケジュールや開催回数は概ね改善されているが，下記の

とおりなお改善の余地があるものがあった。 

 

  ・徳島県鳴門総合運動公園スポーツ施設・徳島県蔵本公園スポーツ施設・徳島県立

中央武道館 平成２７年度募集 

    募集要項公表日 H27.7.22 現地説明会参加申込締切日 H27.7.30 

    （募集要項公表日から現地説明会参加申込締切日までの期間が短い） 

 

   また，資料提供については，施設の支出状況等を提示しているとのことである。

しかしその情報提供の程度は施設によりまちまちであり，詳細な情報を提供してい

る施設がある反面，不十分な施設も多い。 
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   例えば，あすたむらんどの平成２７年度募集時の参考資料における管理運営費は

次のようなものである。 

                              （単位：千円） 

区分 H２４ H２５ H２６ 

人件費 140,150 152,565 159,212

光熱水費  53,505 53,385 59,856
固
定
費 

事務所運営費 92,826 82,328 82,150

運営費 165,998 168,503 169,884

清掃費  31,841 31,449 32,348

施設警備費  11,411 12,077 12,422

設備運転等管理費  16,188 18,971 19,513

建築物・工作物・備品

等維持管理費   9,417 8,861 9,114

植栽管理費  23,507 24,197 24,888

メーカー等発注業務費  16,093 16,448 16,918

その他業務費  6,000 6,667 9,053

維
持
管
理
費 

修繕費 29,250 27,337 27,357

管理費 54,675 54,300 56,068

管理運営費計 650,861 657,088 678,783

 

   管理運営費の内訳の中には，人件費や光熱水費，清掃費等内容のわかるものもあ

るが，事務所運営費や運営費，その他業務費，管理費等内容のわからないものもあ

り，その金額は各年度約３億円と管理運営費総額の約半分を占めている。このよう

な情報を提供されてもそれほど参考にならず，実質的な意味で情報提供していると

はいいがたい。 

   さらに，新規に応募しようという者にとっては，募集期間以外でも前回募集時の

資料を確認できることが事前の準備に資すると考えられるが，徳島県のホームペー

ジでは平成２７年７月から９月にかけて行った募集の時の資料が平成２７年１０月

８日時点ではすでに削除されているなど，ほとんどの施設で募集終了後速やかに削
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除されている。 

 

  〔意見〕 

   現地説明会のスケジュールについては，ほとんどの募集で改善されており，必要

な対応がなされているといえるが，なお改善を要する募集があった。また，情報提

供についても不十分な点が一部見られた。これらについては，今後さらに改善する

ことが望まれる。 

 

第２ 徳島県立文学書道館（とくしま文化振興課） 

１ 特別展示等の経費など 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設については，特別展示等を年間に一定回数開催することなどが求められて

いるが，特別展示等に要する経費を県が直接負担する規定はなく，結局指定管理者

が受領した指定管理料の中から支出することになる。 

   しかし，このような規定のあり方では，理論上，指定管理者は特別展示等を充実

させればさせるほどその利益が減少してしまうため，特別展示等を充実させて利用

者増を図るというインセンティブは働きにくい。むしろ特別展示等に要する経費を

安価に抑えて自己の利益を確保しようという意識を生じさせてしまうおそれがある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   利用者数に応じた報奨金給付制度の導入や，特別展示等に要する経費につき，事

前事後にその内容を確認することを前提として，県が最終的に負担する制度の導入

など，その展示内容の充実や利用の促進を確保するための方策を検討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   文学書道館においては，一般的な知名度，集客力が高くない題材でも，地域にお

ける文化的評価が高く，また，子どもや地域の人たちへの教育・啓発にも資すると

思われる分野を展示で取り上げやすいよう，利用料金制を敷いていない。報奨金制

度の導入は，利用者実績のみを求めた内容（著名作家や漫画展など）に企画を偏ら
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せ，本来の施設の設置目的である「文学及び書道に関する研究，鑑賞，創作活動等

を促進し，もって豊かな県民文化の振興に寄与する」を見失う可能性が高く，同館

への導入には慎重を期すべきと考える。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   文学書道館の直近１０年間の利用人数は下記のとおり右肩下がりとなっている。 

 

年度 利用者数（人） 

H17 ６７，３６７ 

H18 ６２，６５４ 

H19 ６７，４６１ 

H20 ６１，５２４ 

H21 ４７，２４０ 

H22 ４３，２２２ 

H23 ４５，１１４ 

H24 ４４，４０２ 

H25 ４１，５６７ 

H26 ４１，２２５ 

 

   報奨金制度等の導入に伴う弊害として，利用者実績のみを求めた内容（著名作家

や漫画展など）に企画を偏らせ，本来の施設の設置目的である「文学及び書道に関

する研究，鑑賞，創作活動等を促進し，もって豊かな県民文化の振興に寄与する」

を見失う可能性が高いという点も理解できなくはない。 

   しかしながら，その一方で多くの人に利用してもらうことも重要であり，上記の

ように利用人数が右肩下がりとなっている現状を改善するための具体的な方策を検

討することが必要である。外部監査人としては，その検討に際して，報奨金制度等

の導入も有力な選択肢ではないかと考える。 

   また，「平成２０年度の指摘及び意見の背景」にも記載されているとおり，特別展

示等を充実させればさせるほど指定管理者の利益が減少してしまうという契約につ
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いては再検討が必要であると思われる。 

 

  〔意見〕 

   文学書道館の展示内容の充実や利用の促進を確保するため，報奨金制度の導入を

含めて具体的な方策を検討すべきである。 

 

２ 修繕費 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設に要する修繕費について，基本的には，大規模修繕は県の負担，それ以外

の修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２５条）。 

   しかしこのような抽象的な規定では，具体的に修繕の必要が生じた場合に，それ

が大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 

そのため，事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし，指定

管理者募集段階においても，申請の意向を持つ団体が，そのような事態を懸念して

申請を躊躇する可能性もある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について，もっと明確な規定の導

入を検討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   施設の日常的運用の中で生じる破損等の修繕は，基本協定書第２５条の基準に基

づき，基本的に管理運営業務として指定管理者の負担として行うべきものと考えて

いる。 

また，日常的運用の中で生じた破損等であるかどうかが不明な修繕については，

同協定書に基づき双方協議の上，負担のあり方を決定することとなっている。 

なお，指定管理者の募集に当たっては，当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

するなど，応募しようとする者への情報提供に努めている。 
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 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   規定の見直しは行われておらず，大規模修繕であるか否かが明確でないままであ

る。 

   また，指定管理者の募集に当たっては，当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

しているとのことであるが，年度ごとの修繕費の総額だけであり，個々の修繕内容

は明示されていない。 

 

  〔意見〕 

   修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について，もっと明確な規定の導

入を検討すべきである。また，指定管理者の募集に当たっての過去の修繕実績の明

示に際しては個々の修繕内容についても明示すべきである。 

 

３ 委託契約 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設に関する基本協定書では，第三者への委託については事前に県の書面によ

る承諾が必要とされているところ（基本協定書第１５条），指定管理者から県に提出

された「徳島県立文学書道館管理運営業務計画書承認申請書」には，委託業者名や

委託業務内容を記載した一覧表が添付されているが，これだけでは委託金額等具体

的な委託契約の内容が把握できない上，県の側がこの内容について個別に検討を加

えて承諾をした経過はうかがわれない。 

   また，委託先について，委託金額上位１０契約中１０契約全てが，管理委託時と

指定管理移行後で委託先が同一となっている上，上位１０契約のうち８契約が一者

随意契約にて締結しているところ，真実効率性を追求したものといえるのかという

点で，疑問が残る。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に，指定管理者にお

いて，真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契

約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう，指導すべきである。 
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 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   県としては，原則として，相見積もり又は入札を導入するよう指導している。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   第三者への委託についての県の承認の手続きについては，何ら改善されておらず，

委託金額等具体的な委託契約の内容の記載のない「徳島県立文学書道館管理運営業

務計画書承認申請書」が指定管理者から提出され，それに対して「徳島県立文学書

道館管理運営業務計画書承認通知書」が交付されるだけである。そして，平成２６

年度の例でいえば，承認申請書と同一の日付で承認書が作成されており，県の側が

この内容について個別に検討を加えた経過はうかがわれない。 

   また，この点については，講じた措置でも何ら記載されていない。 

   委託先については，平成２６年度の委託金額上位１０契約について７契約が一者

随意契約で締結されている上，３者相見積もりを行っている植栽管理業務について

は長年同一の業者と契約しているが見積もり業者を増やす等の対応はとられておら

ず，真実効率性を追求したものといえるのかという点で，疑問が残る。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘意見については，措置するかどうかにかかわらずすべて対応す

べきである。第三者への委託についての県の承認手続きは，平成２０年度の外部監

査時から何ら改善されていない。委託内容の詳細が記された書面を入手することに

より，委託内容を事前に十分把握した上で承認すると共に，指定管理者において，

真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契約は可

能な限り競争原理を追求したものとなるよう，再度指導を徹底すべきである。 

 

第３ 徳島県鳴門総合運動公園スポーツ施設，徳島県蔵本公園スポーツ施設，徳島県立

中央武道館（県民スポーツ課） 

１ 委託契約 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本件各施設に関する基本協定書では，第三者への委託契約については事前に県の
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書面による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条），指定管理者から

県に提出された「徳島県蔵本公園，徳島県鳴門総合運動公園及び徳島県立中央武道

館管理運営業務体制報告書」には，委託業者名や委託業務内容を記載した一覧表が

添付されているが，これだけでは委託額等具体的な委託契約の内容が把握できない

上，県の側がこの内容について個別に検討を加えて承諾した経過はうかがわれない。 

   また，委託先について，徳島県鳴門総合運動公園スポーツ施設では委託金額上位

１０契約中９契約が，徳島県蔵本公園スポーツ施設では委託金額上位１０契約全て

が，徳島県立中央武道館では委託契約全てが，管理委託時と指定管理移行後で委託

先が同一となっているところ，真実効率性を追求したものといえるのかという点で，

疑問が残る。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に，指定管理者にお

いて，真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認すべきであ

る。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   契約内容の具体的な内容を確認すると共に，可能な限り入札を導入するよう指導

している。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   第三者への委託についての県の承認の手続きについては，何ら改善されておらず，

委託金額等具体的な委託契約の内容の記載のない「徳島県蔵本公園，徳島県鳴門総

合運動公園及び徳島県立中央武道館管理運営業務計画承認申請書」が指定管理者か

ら提出され，それに対して「徳島県蔵本公園，徳島県鳴門総合運動公園及び徳島県

立中央武道館管理運営業務計画承認書」が交付されるだけである。そして，平成２

６年度の例でいえば，承認申請書と同一の日付で承認書が作成されており，県の側

がこの内容について個別に検討を加えた経過はうかがわれない。 
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  〔意見〕 

   外部監査人の指摘意見については，措置するかどうかにかかわらずすべて対応す

べきである。第三者への委託についての県の承認手続きは，平成２０年度の外部監

査時から何ら改善されていない。委託内容の詳細が記された書面を入手することに

より，委託内容を事前に十分把握した上で承認すると共に，指定管理者において，

真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契約は可

能な限り競争原理を追求したものとなるよう，再度指導を徹底すべきである。 

 

２ 施設全体の安全性等 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本件各施設は，それぞれ供用開始時期が昭和２７年，昭和４４年，昭和６３年で

あり，いずれの施設も築後相当の年数が経過している。 

   本件各施設の修繕費として，県が１，７００万円までを負担することとなってい

るが，施設の老朽化に伴う修繕必要箇所からすると１，７００万円では全く不足す

る状態である。 

   したがって，指定管理者が平成１８年度は６９４万円，平成１９年度は２，６３

６万円もの修繕費を自己負担しており，所管課も十分認識しているようである。 

しかし，すでに述べたとおり，県自身はモニタリングを実施していないし，修繕

の必要性について具体的に確認した形跡もなく，本件各施設についての利便性はも

ちろん，安全性についても十分な配慮がなされているのか，疑問なしとしない。 

このような状態は，広く住民の利用に供されるべき公の施設の，あるべき姿とは

いいがたい。 

   なお，本件各施設についての申請が，スポーツ振興財団だけにとどまったのは，

老朽化に伴う修繕費の負担を負わせられかねないと危惧したことが影響した可能性

もある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   施設の安全性，利便性を十分に点検し，必要な修繕等を速やかに実施すべきであ

る。 
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 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   従来より，指定管理者において毎月，施設及び設備の点検を実施しており，安全

性，利便性が阻害される事象が生じた場合は，直ちに県に対して報告すると共に，

必要な修繕を実施している。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   平成２３年度から平成２７年度までの指定管理の契約では，１，７００万円まで

の負担を４，３００万円までに変更している。なお，実際の修繕費は以下のとおり

である。 

 

    平成２３年度   ５１，０５０，１８５円 

    平成２４年度   ５３，７４３，１６３円 

    平成２５年度   ４６，２７２，３５４円 

    平成２６年度   ９１，５２１，３３０円 

 

   その中で，修繕費の負担のあり方については問題が見受けられた。 

   平成２３年度から平成２７年度までの期間の基本協定書では，以下のように定め

られている。 

 

  （本件施設の修繕） 

   第２６条 乙は，管理運営期間中の本件施設の大規模修繕を除く修繕については，

自己の費用と責任において実施するものとする。 

     ただし，乙は，修繕に要する費用（以下「修繕費用」といい，第１８条第３

項の規定により乙が負担すべき費用を除く。）について，年間４，３００万円ま

での範囲で負担するものとし，甲は，当該年度に実際に要した修繕費用を指定

管理料に含め，乙に対して支払うものとする。 

 

   ただ，上記規定は不明確であり，修繕費が年間４，３００万円を超えた場合その

差額を県と指定管理者のどちらが負担するのか定かではない。 
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   この点，指定管理の導入された平成１８年度以降平成２５年度まで毎年基準額を

超えているが差額の支払が行われていないこと，また県の他の施設でも基準額を超

える場合その差額は指定管理者が負担するものとされていることからして，基準額

を超える差額は指定管理者が負担すべきものとして運用されていると理解できる。 

   しかしながら，平成２６年度では以下の修繕費について指定管理料の増額により

対応されている。この対応は，過去の運用や他の施設の例と整合せず，妥当な処理

であるかは疑問である。 

 

    鳴門総合運動公園中央監視装置更新工事  ８，６４０，０００円 

    オロナミンＣ球場バックネット改修工事 １０，６４６，４２４円 

    野球場照明スタンドタラップ補強及び照明器具脱落防止装置 

                        ２，１１２，４８０円 

 

   また，平成２６年度の修繕費総額は９１，５２１，３３０円であり，４，３００

万円を大幅に超えているが，上記３つの修繕だけを県の負担で行い，それ以外は指

定管理者の負担で行っている。このように，上記修繕だけ県の負担で行いそれ以外

は指定管理者の負担で行っている点についても合理的な理由がなく，妥当とはいい

がたい。 

   さらに，指定管理料の増額を行うにしても実際に要した費用にて行うべきところ，

実際の修繕費は鳴門総合運動公園中央監視装置更新工事は８，１００，０００円，

オロナミンＣ球場バックネット改修工事は１０，５８４，０００円であり，指定管

理料の増額が実際の修繕費を超えているにもかかわらず返金は行われていない。 

   加えて，それ以外の指定管理料の増額についても以下のような不適切な点が見受

けられた。 

 

    平成２６年度 

    建築基準法検査委託  ３，６００，０００円 

    ・・・指定管理業務の遂行上指定管理者が実施すべき業務であり，指定管理料

に当然含まれていると考えられる。 
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    平成２７年度 

    浄化槽維持管理委託  ５，４００，０００円 

    ・・・うち３，６００，０００円は指定管理契約後の新たな設備に係るもので

あるが，残りの１，８００，０００円については従来からある浄化槽に

係るものであるため指定管理料に当然含まれていると考えられる。 

なお，県民スポーツ課によれば，外部監査人から本件監査実施中に上

記問題点を示された後に対応をし，その結果平成２８年１月２５日に指

定管理者との間で変更契約を締結して指定管理料を１，８００，０００

円減額したとのことである。 

 

    鳴門総合運動公園陸上競技場検定用備品  ５，５１８，８００円 

    ・・・県の新規備品の購入であるため，指定管理料の増額ではなく，指定管理

料とは別に予算計上して購入すべきものと考えられる。 

 

  〔指摘〕 

   修繕費の負担についての基本協定書の規定が不明確であること，また実際の負担

のあり方に基準がなく合理性に欠ける運用がなされてしまっていること，さらには

指定管理料の増額を行うべきではない事項についても指定管理料の増額を行ってい

ること等不適切な点が見受けられた。早急に改善すべきである。 

 

第４ 徳島県立大鳴門橋架橋記念館（エディ），徳島県立渦の道（にぎわいづくり課） 

１ 審査基準等 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本件各施設の審査基準は，所管課の提案により，県全体の基準と比較して，下記

の項目の配点を下記のとおり変更した。 

 

  ・県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 ３０点 → ３５点 

  ・効率的な管理運営（経済性の追求） ３０点 → ２５点 

 

   この点，本件各施設のような有料施設において，「効率的な管理運営（経済性の追
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求）」が重要であることは明らかであり，これに対する配点を県全体の基準から下げ

ること，１００点満点中わずか２５点にとどめてしまうことには疑問がある。 

しかも，「効率的な管理運営（経済性の追求）」については，所管課が提案した点

数の計算方法により，機械的に算出されることとされ，各選定委員による裁量の余

地はない。この点，募集要項に添付された審査基準では，「審査の視点」として，「管

理運営に係る県の負担額について将来にわたって，削減が期待できるか。」「収支の

内容が適正かつ実現可能であるか。」との内容が記載されているが，上記計算方法に

よって機械的に算出されるという審査の手法は，この「審査の視点」と整合しない

ように思われる。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   審査基準の内容の決定や変更は，施設の性質を踏まえて慎重になされるべきであ

り，特に有料施設について，安易に経済性を軽視するような決定，変更をすべきで

はない。また，審査基準は各選定委員の裁量を尊重する方法を採用すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   審査基準は，審査前に選定委員会に諮って決定されており，外部委員の意向を反

映した審査基準になっていると考えている。 

次回の審査に際しては，審査基準の内容，配点について，施設の性質を踏まえ慎

重に検討して参りたい。また，「効率的な管理運営」の審査についても検討して参り

たい。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「講じた措置」の記載として，「検討して参りたい。」で終わっているのは不十分

である。第一段階の公表としては「検討して参りたい。」でもよいが，その後検討の

結果どのように対応したかを記載すべきである。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

   なお，実際の平成２３年度以降の募集においては，「経済性の追求」の項目の配点
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を２５点から３０点としており，外部監査人の指摘・意見に沿った対応といえる。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点

では「検討して参りたい。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も行

われているにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していないに

等しい。検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはどの

ような対応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理由

を早急に公表すべきである。 

 

２ 修繕費 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本件各施設に要する修繕費について，基本的には，大規模修繕は県の負担，それ

以外の修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２６条）。 

   しかしこのような抽象的な規定では，具体的に修繕の必要が生じた場合に，それ

が大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 

   そのため，事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし，指定

管理者募集段階においても，申請の意向を持つ団体が，そのような事態を懸念して

申請を躊躇する可能性もある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について，もっと明確な規定の導

入を検討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   次回に向け当該施設の実績や，他施設の事例等を検証し，検討して参りたい。 

なお，指定管理者の募集に当たっては，当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

するなど，応募しようとする者への情報提供に努めている。 
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 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について，もっと明確な規定の

導入を検討すべき」との意見に対する，「講じた措置」の記載として，「検討して参

りたい。」で終わっているのは不十分である。第一段階の公表としては「検討して参

りたい。」でもよいが，その後検討の結果どのように対応したかを記載すべきである。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

   また，以下の修繕工事については，指定管理者ではなく県が修繕を実施している。 

 

  ・平成２４年度 渦の道給水ポンプ改修工事 契約金額  １，２４９，５００円 

  ・平成２５年度 渦の道床面蓋改修工事   契約金額  ８，３３２，８００円 

  ・平成２６年度 渦の道塗装工事      契約金額 ５０，６５５，２４０円 

 

   まず，「渦の道給水ポンプ改修工事」については，「本件施設の耐用年数を著しく

延長することとなる修繕」であり，したがって基本協定書で定める「大規模修繕」

に該当するため県にて実施したとのことである。しかしながら，「渦の道給水ポンプ

改修工事」が「本件施設の耐用年数を著しく延長することとなる修繕」に該当する

かどうかは疑問である。 

   また，「渦の道床面蓋改修工事」及び「渦の道塗装工事」については，大鳴門橋の

躯体部分に係る工事であり，関係諸団体との協議も必要であることから県の予算と

して執行したとのことである。しかしながら基本協定書で定める「大規模修繕」に

該当し県の負担で実施すべきものに該当するかどうかは定かではない。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点

では「検討して参りたい。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も行

われているにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していないに

等しい。検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはどの



 

24 
 

ような対応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理由

を早急に公表すべきである。 

   また，修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲については不明確なままで

ある。もっと明確な規定の導入を検討すべきである。 

 

３ 委託契約 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本件各施設に関する基本協定書では，第三者への委託については事前に県の書面

による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条），指定管理者から県に

提出された「徳島県立大鳴門橋架橋記念館及び徳島県立渦の道管理運営業務体制報

告書」には，委託業者名や委託業務内容を記載した一覧表が添付されているが，こ

れだけでは委託金額等具体的な委託契約の内容が把握できない上，県の側がこの内

容について個別に検討を加えて承諾をした経過はうかがわれない。 

また，委託先について，委託金額上位１０契約中６契約が，管理委託時と指定管

理移行後で委託先が同一となっている上，上位１０契約のうち８契約が一者随意契

約にて締結しているところ，真実効率性を追求したものといえるのかという点で，

疑問が残る。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に，指定管理者にお

いて，真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契

約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう，指導すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   委託契約の内容については，事前に書面により報告が出され，内容を確認の上承

認している。委託先の選考に関しては，業務内容により一律の取扱いは困難である

が，できる限り相見積もりを取るなど，より一層適正な執行に努める。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 
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   第三者への委託についての県の承認の手続きについて，「講じた措置」の記載では

何らかの改善が行われたかのような記載となっているが，実際には何ら改善されて

おらず，委託金額等具体的な委託契約の内容の記載のない「徳島県立大鳴門橋架橋

記念館及び徳島県立渦の道管理運営業務体制報告書」が指定管理者から提出され，

それに対して「徳島県立大鳴門橋架橋記念館及び徳島県立渦の道管理運営業務体制

完了確認通知書」が交付されるだけである。そして，平成２６年度の例でいえば，

承認申請書と同一の日付で承認書が作成されており，県の側がこの内容について個

別に検討を加えた経過はうかがわれない。 

   委託先の選考については，「講じた措置」では「できる限り相見積もりを取るなど，

より一層適正な執行に努める。」としているが，平成２６年度の委託金額上位１０契

約について確認したところすべて一者随意契約で締結されていた。 

 

  〔意見〕 

   第三者への委託についての県の承認手続きは，平成２０年度の外部監査時から何

ら改善されていない。委託内容の詳細が記された書面を入手することにより，委託

内容を事前に十分把握した上で承認すると共に，指定管理者において，真実効率を

追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契約は可能な限り競

争原理を追求したものとなるよう，再度指導を徹底すべきである。 

 

４ 事業報告書 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   指定管理者から提出された事業報告について，内容が極めて概括的で具体的な事

業状況が把握できないようなものや，事業報告の内容が事実に反するものがあった。 

事業報告の内容が事実に反する場合，実際には本件各施設の管理運営については

相当程度の利益が出ているにもかかわらず，その事実を県が把握できないこととな

り，加えて，今後指定管理へ新規に申請を検討しようとする者に対して事実に反す

る情報を与え，その参入を妨げる結果にもなりかねない。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 
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   事業報告書等，収支に関する報告は，具体的，かつ正確な数字を提示させるよう

指導することは当然として，その数字が正確なものであるか否かについて，当該指

定管理者の決算書を精査するなどして県自らその真実性を確認すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   今後，指定管理者からは正確な数字の提出を求めるとともに，その内容を精査し，

適正な執行に努めて参りたい。なお，現在は，指定管理者の決算が確定した段階で，

収支状況報告を改めて徴収し，正確な収支内容の把握に努めているところである。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「講じた措置」では，「指定管理者からは正確な数字の提出を求めるとともに，そ

の内容を精査し，・・・正確な収支内容の把握に努めているところである。」と記載

されている。 

   この点，平成２５年度の管理運営費の状況を確認すると，総額は１３３，１２５

千円であるが，その内訳の中には事務所運営費 ３１，２８９千円，運営費 ５１

０千円等内容がよくわからないものが含まれていた。そこで，これらの内容を担当

課に確認したが，具体的な内容についての説明は得られなかった。 

これでは，「講じた措置」の記載の対応がとられていないといわざるを得ない。 

 

  〔指摘〕 

   「講じた措置」の記載では，外部監査人の指摘・意見に沿って対応したかのよう

に記載されているが，実際にはかかる内容の対応はとられていない。このような対

応は県民に誤解を生じさせうるものであり，改めるべきである。 

 

第５ 徳島県立出島野鳥公園（にぎわいづくり課） 

１ 指定管理の基本的内容 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設は，有料施設も含めて「利用料金制」も「報奨金制」も採用していない。 

この点，利用料金制あるいは報奨金制の趣旨は，収入実績や対象施設の利用実績

に応じて指定管理者の利益が増加することにより，指定管理者にインセンティブを
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与え，より効率的な管理運営や施設利用の充実を図ることにある。 

そして，本施設については，後記のとおり，その利用状況が不十分であることに

鑑みれば，特にその利用の充実を図る必要性が高い。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   利用状況が不十分である本施設については，利用料金制あるいは報奨金制その他

指定管理者にインセンティブを与える制度を導入するなど，施設利用の充実を図る

ための具体的な方策を検討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   施設利用の充実を図るための方策について検討して参りたい。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   講じた措置の記載は，「検討して参りたい。」で終わっており，その後の検討の結

果どのように対応したかが開示されていない。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点

では「検討して参りたい。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も行

われているにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していないに

等しい。検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはどの

ような対応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理由

を早急に公表すべきである。 

 

２ 審査基準 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 
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   本施設の審査基準は，所管課の提案により，県全体の基準と比較して，下記の項

目の配点を下記のとおり変更した。 

 

   ・県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 ３０点 → ３５点 

   ・効率的な管理運営（経済性の追求） ３０点 → ２５点 

 

   この点，本施設のように一部有料施設がある場合，「効率的な管理運営（経済性の

追求）」が重要であることは明らかであり，これに対する配点を県全体の基準から下

げること，１００点満点中わずか２５点にとどめてしまうことには疑問がある。 

   しかも，「効率的な管理運営（経済性の追求）」については，所管課が提案した点

数の計算方法により，機械的に算出されることとされ，各選定委員による裁量の余

地はない。この点，募集要項に添付された審査基準では，「審査の視点」として，「管

理運営に係る県の負担額について将来にわたって，削減が期待できるか。」「収支の

内容が適正かつ実現可能であるか。」との内容が記載されているが，上記計算方法に

よって機械的に算出されるという審査の手法は，この「審査の視点」と整合しない

ように思われる。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   審査基準の内容の決定や変更は，施設の性質を踏まえて慎重になされるべきであ

り，特に有料施設について，安易に経済性を軽視するような決定，変更をすべきで

はない。また，審査基準は各選定委員の裁量を尊重する方法を採用すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   審査基準は，審査前に選定委員会に諮って決定されており，外部委員の意向を反

映した審査基準になっていると考えている。 

次回の審査に際しては，審査基準の内容，配点について，施設の性質を踏まえ慎

重に検討して参りたい。また，「効率的な管理運営」の審査についても検討して参り

たい。 
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 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「講じた措置」の記載として，「検討して参りたい。」で終わっているのは不十分

である。第一段階の公表としては「検討して参りたい。」でもよいが，その後検討の

結果どのように対応したかを記載すべきである。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

   なお，実際の平成２３年度以降の募集においては，「経済性の追求」の項目の配点

を２５点から３０点としており，外部監査人の指摘・意見に沿った対応といえる。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点

では「検討して参りたい。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も行

われているにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していないに

等しい。検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはどの

ような対応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理由

を早急に公表すべきである。 

 

３ 修繕費 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設に要する修繕費について，基本的には，大規模修繕は県の負担，それ以外

の修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２６条）。 

   しかしこのような抽象的な規定では，具体的に修繕の必要が生じた場合に，それ

が大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 

そのため，事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし，指定

管理者募集段階においても，申請の意向を持つ団体が，そのような事態を懸念して

申請を躊躇する可能性もある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 
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   修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について，もっと明確な規定の導

入を検討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   次回に向け当該施設の実績や，他施設の事例等を検証し，検討して参りたい。 

なお，指定管理者の募集に当たっては，当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

するなど，応募しようとする者への情報提供に努めている。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について，もっと明確な規定の

導入を検討すべき」との意見に対する，「講じた措置」の記載として，「検討して参

りたい。」で終わっているのは不十分である。第一段階の公表としては「検討して参

りたい。」でもよいが，その後検討の結果どのように対応したかを記載すべきである。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

   また，平成２６年度に出島野鳥公園テニスコートの人工芝修繕を行っているが，

当該修繕は指定管理者ではなく県が実施している。 

   テニスコートの人工芝修繕については，通常は機能を維持するための修繕である

と考えられ基本協定書で定める「大規模修繕」には該当しないと思われるところ，

県の負担で実施している処理は疑問である。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点

では「検討して参りたい。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も行

われているにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していないに

等しい。検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはどの

ような対応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理由

を早急に公表すべきである。 

   また，修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲については不明確なままで
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ある。もっと明確な規定の導入を検討すべきである。 

 

４ 委託契約 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設に関する基本協定書では，第三者への委託契約については事前に県の書面

による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条），指定管理者から県に

提出された「徳島県立出島野鳥公園管理運営業務体制報告書」には，委託業者名や

委託業務内容を記載した一覧表が添付されているが，これだけでは委託額等具体的

な委託契約の内容が把握できない上，県の側がこの内容について個別に検討を加え

て承諾した経過はうかがわれない。 

   また，委託契約は，その全てが管理委託時と指定管理移行後で委託先が同一とな

っているところ，真実効率性を追求したものといえるのかという点で，疑問が残る。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に，指定管理者にお

いて，真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認すべきであ

る。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   委託契約の内容については，事前に書面により報告が出され，内容を確認の上承

認している。委託先の選考に関しては，業務内容により一律の取扱いは困難である

が，できる限り相見積もりを取るなど，より一層適正な執行に努める。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   第三者への委託についての県の承認の手続きについて，「講じた措置」の記載では

何らかの改善を行うかのような記載となっているが，実際には何ら改善されておら

ず，委託金額等具体的な委託契約の内容の記載のない「徳島県立出島野鳥公園管理

運営業務体制報告書」が指定管理者から提出され，それに対して「徳島県立出島野

鳥公園管理運営業務体制完了確認通知書」が交付されるだけである。そして，県の
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側がこの内容について個別に検討を加えた経過はうかがわれない。 

   委託先の選考については，「講じた措置」では「できる限り相見積もりを取るなど，

より一層適正な執行に努める。」としているが，平成２６年度の委託契約は３契約あ

るがすべて一者随意契約で締結されていた。 

 

  〔意見〕 

   第三者への委託についての県の承認手続きについては，平成２０年度の外部監査

時から何ら改善されていない。委託内容の詳細が記された書面を入手することによ

り，委託内容を事前に十分把握した上で承認すると共に，指定管理者において，真

実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契約は可能

な限り競争原理を追求したものとなるよう，再度指導を徹底すべきである。 

 

第６ 徳島県立産業観光交流センター（アスティとくしま）（にぎわいづくり課） 

１ 審査基準 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設の審査基準は，所管課の提案により，県全体の基準と比較して，下記の項

目の配点を下記のとおり変更した。 

 

   ・県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 ３０点 → ３５点 

   ・効率的な管理運営（経済性の追求） ３０点 → ２５点 

 

   この点，本施設のような有料施設において，「効率的な管理運営（経済性の追求）」

が重要であることは明らかであり，これに対する配点を県全体の基準から下げるこ

と，１００点満点中わずか２５点にとどめてしまうことには疑問がある。 

   しかも，「効率的な管理運営（経済性の追求）」については，所管課が提案した点

数の計算方法により，機械的に算出されることとされ，各選定委員による裁量の余

地はない。この点，募集要項に添付された審査基準では，「審査の視点」として，「管

理運営に係る県の負担額について将来にわたって，削減が期待できるか。」「収支の

内容が適正かつ実現可能であるか。」との内容が記載されているが，上記計算方法に

よって機械的に算出されるという審査の手法は，この「審査の視点」と整合しない
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ように思われる。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   審査基準の内容の決定や変更は，施設の性質を踏まえて慎重になされるべきであ

り，特に有料施設について，安易に経済性を軽視するような決定，変更をすべきで

はない。また，審査基準は各選定委員の裁量を尊重する方法を採用すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   審査基準は，審査前に選定委員会に諮って決定されており，外部委員の意向を反

映した審査基準になっていると考えている。 

次回の審査に際しては，審査基準の内容，配点について，施設の性質を踏まえ慎

重に検討して参りたい。また，「効率的な管理運営」の審査についても検討して参り

たい。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「講じた措置」の記載として，「検討して参りたい。」で終わっているのは不十分

である。第一段階の公表としては「検討して参りたい。」でもよいが，その後検討の

結果どのように対応したかを記載すべきである。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

   なお，実際の平成２３年度以降の募集においては，「経済性の追求」の項目の配点

を２５点から３０点としており，外部監査人の指摘・意見に沿った対応といえる。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点

では「検討して参りたい。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も行

われているにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していないに

等しい。検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはどの
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ような対応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理由

を早急に公表すべきである。 

 

２ 委託契約 

① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設に関する基本協定書では，第三者への委託については事前に県の書面によ

る承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条），指定管理者から県に提出

された「徳島県立産業観光交流センター管理運営業務体制報告書」には，委託業者

名や委託業務内容を記載した一覧表が添付されているが，これだけでは委託金額等

具体的な委託契約の内容が把握できない上，県の側がこの内容について個別に検討

を加えて承諾をした経過はうかがわれない。 

   また，委託先について，委託金額上位１０契約中９契約が，管理委託時と指定管

理移行後で委託先が同一となっている上，上位１０契約のいずれもが一者随意契約

にて締結しているところ，真実効率性を追求したものといえるのかという点で，疑

問が残る。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に，指定管理者にお

いて，真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契

約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう，指導すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   委託契約の内容については，事前に書面により報告が出され，内容を確認の上承

認している。委託先の選考に関しては，業務内容により一律の取扱いは困難である

が，できる限り相見積もりを取るなど，より一層適正な執行に努める。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   第三者への委託についての県の承認の手続きについて，「講じた措置」の記載では

何らかの改善を行うかのような記載となっているが，実際には何ら改善されておら
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ず，委託金額等具体的な委託契約の内容の記載のない「徳島県立産業観光交流セン

ター管理運営業務体制変更報告書」が指定管理者から提出され，それに対して「徳

島県立産業観光交流センター管理運営業務体制変更確認通知書」が交付されるだけ

である。そして，県の側がこの内容について個別に検討を加えた経過はうかがわれ

ない。 

   委託先の選考については，「講じた措置」では「できる限り相見積もりを取るなど，

より一層適正な執行に努める。」としているが，平成２６年度の委託金額上位１０契

約について確認したところすべて一者随意契約で締結されていた。 

 

  〔意見〕 

   第三者への委託についての県の承認手続きについては，平成２０年度の外部監査

時から何ら改善されていない。委託内容の詳細が記された書面を入手することによ

り，委託内容を事前に十分把握した上で承認すると共に，指定管理者において，真

実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契約は可能

な限り競争原理を追求したものとなるよう，再度指導を徹底すべきである。 

 

３ 事業報告書 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設の平成１８年度の事業報告書では，指定管理者が提出したものを県が独自

の判断で事実に反する内容に変更されていた。 

   また，事業報告書は，翌年度の４月に提出されることになっているが，その時点

では決算処理の関係から最終的な収支が確定していない。そのため，事業報告書添

付の収支計算書は，提出時点での暫定的なものであり，最終の収支とは異なるもの

である。ところが，最終収支に基づく収支計算書は県に提出されていなかった。 

   さらには，事業報告書に添付されている収支計算書には，平成１８年度，平成１

９年度とも，みなし寄付金支出１，０００万円，特定預金積立金支出５００万円が

計上されている。しかしながら，これらの支出は当該年度の管理運営経費とは全く

関係ないものであり，これらの支出を管理運営経費として計上した収支計算書では，

真実の収支の状況を誤認させるおそれがある。 
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 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   指定管理者から提出された内容を合理的理由なく修正することは絶対に許されな

い。また，事業報告書等，収支に関する報告については，正確な数字を提示させる

よう指導することは当然であり，決算処理の結果，収支が最終的に確定した時点で，

改めてその収支の内容を提出させるべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   今後，指定管理者からは正確な数字を提出いただくとともに，その内容を精査し，

適正な執行に努めて参りたい。なお，現在は，指定管理者の決算が確定した段階で，

収支状況報告を改めて徴収し，正確な収支内容の把握に努めているところである。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「講じた措置」では，「指定管理者からは正確な数字の提出いただくとともに，そ

の内容を精査し，・・・正確な収支内容の把握に努めているところである。」と記載

されている。 

   この点，平成２６年度の収支計算書の支出を確認すると，総額は２７１，９７４

千円であるが，その内訳の中には事務所運営費 １４，０４４千円，運営費 ２９，

３０１千円，その他の業務費 ２１，３１２千円等内容がよくわからないものが含

まれていた。そこで，これらの内容を担当課に確認したが，具体的な内容について

の説明は得られなかった。 

これでは，「講じた措置」の記載の対応がとられていないといわざるを得ない。 

 

  〔指摘〕 

   「講じた措置」の記載では，外部監査人の指摘・意見に沿って対応したかのよう

に記載されているが，実際にはかかる内容の対応はとられていない。このような対

応は県民に誤解を生じさせうるものであり，改めるべきである。 

 

４ 修繕費の内容について 

① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 
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   基本協定書では，本施設の修繕費について，実際に要した修繕費用のうち，年間

２，５００万円までは県が指定管理料の範囲で負担することになっている（基本協

定書第２７条）。すなわち，当該年度に実際に要した修繕費が２，５００万円を下回

った場合には，２，５００万円と当該年度に実際に要した費用との差額に５％上乗

せした額を，指定管理料から減額することとされている（基本協定書第９条５項）。 

   そして，本施設の事業報告書添付の「修繕・備品購入費の内訳」では，平成１８

年度に２，４９２万３，９２３円，同１９年度に２，６０５万７，８５０円の修繕

費が発生したと報告されている。 

   この点，その修繕費の具体的な内容には，この２，５００万円を意識したと推測

されるものが散見され，その中には会計処理として問題があると思われるものがい

くつかあった。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   修繕費の内容について，指定管理者が誤った報告あるいは請求をしないよう指導

するとともに，報告等される修繕費の内容を精査し，県自らその真実性を確認すべ

きである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   修繕内容の事前協議等を密に行い，内容を精査して参りたい。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   平成２６年度の修繕費は総額２７，３９３，８００円であるが，その中で１６，

８４８，０００円と最も多額な自動火災報知器更新工事について担当課に内容を確

認したところ，当該修繕を実施したことについては把握していたが，修繕の期間や

完了時期等については把握していなかったと説明した。また，当該修繕は平成２６

年度と平成２７年度の２ヵ年にまたがる工事であるが，平成２６年度に計上された

金額がなぜ１６，８４８，０００円になったかについても指定管理者任せで把握し

ていないと説明した。 

   この点，再確認してもらったところ，契約金額３３，６９６，０００円に対して
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年度末の進捗率が５０％であったため半額の１６，８４８，０００円を計上したと

のことであるが，契約金額や進捗状況についても指定管理者任せで県では一切確認

していないと説明した。 

   ところが，その後担当課は外部監査人に対して，口頭でではあるが修繕期間や完

了時期等についても連絡会議において把握していた，工事の進捗状況についても連

絡会議において確認していたと説明した。しかし，これら連絡会議の内容を記録し

た書面には，少なくとも修繕期間や完了時期，工事の進捗状況について全く記載さ

れておらず，その他上記事項を確認したことをうかがわせる書面は一切添付されて

いない。このような客観的な状況や説明の経過に照らせば，外部監査人としてはや

はり修繕の期間や完了時期，工事の進捗状況等についての確認はなされていなかっ

たものと認定せざるを得ない。 

   平成２０年度の意見では「報告等される修繕費の内容を精査し，県自らその真実

性を確認すべき」とあるのに対して，講じた措置の記載は「修繕内容の事前協議等

を密に行い，内容を精査して参りたい。」としている。しかしながら，上記のように，

実際には一部修繕については事後に精査されているもののそれ以外については何ら

確認しておらず指定管理者任せの状態となっているといわざるを得ない。 

   また，今後予定されている修繕のうち非常用電池更新工事，照明制御更新工事，

エレベータ改修工事については，県での実施を予定している。 

   この点，基本協定書では，「機能を維持するために行う修繕は規模にかかわらず，

大規模修繕から除き，管理運営業務に含める」とされているところ，これらの工事

は基本的には経年劣化により実施が必要になってきたものであり，大規模修繕に該

当するかどうか，換言すれば指定管理者が実施すべきか県が実施すべきかが必ずし

も明確とはいえない。 

 

  〔指摘〕 

   「講じた措置」の記載では，外部監査人の指摘・意見に沿って対応するかのよう

に記載されているが，実際の対応が異なっている。このような対応は県民に誤解を

生じさせうるものであり，改めるべきである。 

   また，修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について，もっと明確な規

定の導入を検討すべきである。 
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５ 修繕費の削減 

① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設について，修繕費は２，５００万円までの範囲については実質的に県が負

担する規定となっているところ，不必要な修繕を未然に防止する観点から，一定の

金額等の基準を設けて，それを超える金額の修繕については事前協議することが必

要である。 

   また，修繕は一者随意契約によって行われていることが多いようであるが，やは

り修繕費が実質的に県の負担となることからすれば，一定の金額等の基準を設けて，

それを超える金額の修繕については，相見積もり，入札等により修繕費の削減を図

るべきである。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   修繕について，事前に県と協議することや相見積もり，入札等によって行うこと

などを指導し，今後はそのような内容を基本協定書に規定するなどして，修繕費の

削減を図るよう対策を講じるべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   修繕の内容により一律の取扱いは困難であるが，できる限り相見積もりを取るな

ど，より一層適正な執行に努める。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   修繕について必要に応じて事前協議を行っているとのことであるが，事前協議を

行う場合の基準等は設けられていない。また，事前協議に関する書面は残されてい

ない。そのため，修繕の要否について十分検討されたのかは不明である。 

   さらに，平成２６年度に行われた修繕費契約上位５契約では１契約は指名競争入

札により行われているものの，残りの契約は一者随意契約で行われているが，その

中には必ずしも一者随意契約による必要がないと思われるものも含まれていた。 
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  〔意見〕 

   事前協議を行った場合には書面で残しておくようにすべきとともに，金額基準等

により事前協議に付すべき場合を規定するほうが望ましい。 

   また，他の施設では金額基準により入札や相見積もりを実施すべき旨が基本協定

書で定められている施設があるところ，本施設でも基本協定書で規定し可能な限り

競争原理を導入することが望まれる。 

 

第７ 徳島県立あすたむらんど（にぎわいづくり課） 

１ 報奨金制 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設には，一部有料施設があるが，これについては「報奨金制」を採用してい

る。 

   「報奨金制」の導入趣旨は，管理実績に応じて指定管理者に対して報奨金を与え

ることにより，指定管理者にインセンティブを与え，より効率的な管理運営を図る

ことにある。 

   しかしながら，本施設において報奨金を支払う基準となるべき金額が，年度を追

うごとに下げられているが，これでは効率的な管理運営を図るという「報奨金制」

の趣旨にそぐわず，施設の安易な管理運営にもつながりかねない。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   「報奨金制」の導入に当たっては，それが当該施設の効率的な管理運営に資する

かという視点をもって，具体的に検討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   次回に向け当該施設の実績や，他施設の事例等を検証し，検討して参りたい。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「講じた措置」の記載として，「検討して参りたい。」で終わっているのは不十分

である。第一段階の公表としては「検討して参りたい。」でもよいが，その後検討の
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結果どのように対応したかを記載すべきである。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

   なお，実際の平成２３年度以降の契約においては，基準となるべき金額を契約期

間中を通じて各年度定額とし，平成２３年度の契約に比べて平成２８年度の契約で

はその金額をより高く設定しており，外部監査人の指摘・意見に沿った対応がなさ

れているといえる。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点

では「検討して参りたい。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も行

われているにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していないに

等しい。検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはどの

ような対応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理由

を早急に公表すべきである。 

 

２ 審査基準 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設の審査基準は，所管課の提案により，県全体の基準と比較して，下記の項

目の配点を下記のとおり変更した。 

 

   ・県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 ３０点 → ３５点 

   ・効率的な管理運営（経済性の追求） ３０点 → ２５点 

 

   この点，本施設のように一部有料施設がある場合，「効率的な管理運営（経済性の

追求）」が重要であることは明らかであり，これに対する配点を県全体の基準から下

げること，１００点満点中わずか２５点にとどめてしまうことには疑問がある。 

   しかも，「効率的な管理運営（経済性の追求）」については，所管課が提案した点

数の計算方法により，機械的に算出されることとされ，各選定委員による裁量の余
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地はない。この点，募集要項に添付された審査基準では，「審査の視点」として，「管

理運営に係る県の負担額について将来にわたって，削減が期待できるか。」「収支の

内容が適正かつ実現可能であるか。」との内容が記載されているが，上記計算方法に

よって機械的に算出されるという審査の手法は，この「審査の視点」と整合しない

ように思われる。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   審査基準の内容の決定や変更は，施設の性質を踏まえて慎重になされるべきであ

り，特に有料施設について，安易に経済性を軽視するような決定，変更をすべきで

はない。また，審査基準は各選定委員の裁量を尊重する方法を採用すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   審査基準は，審査前に選定委員会に諮って決定されており，外部委員の意向を反

映した審査基準になっていると考えている。 次回の審査に際しては，審査基準の

内容，配点について，施設の性質を踏まえ慎重に検討して参りたい。また，「効率的

な管理運営」の審査についても検討して参りたい。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「講じた措置」の記載として，「検討して参りたい。」で終わっているのは不十分

である。第一段階の公表としては「検討して参りたい。」でもよいが，その後検討の

結果どのように対応したかを記載すべきである。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

   なお，実際の平成２３年度以降の募集においては，「経済性の追求」の項目の配点

を２５点から３０点としており，外部監査人の指摘・意見に沿った対応といえる。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点
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では「検討して参りたい。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も行

われているにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していないに

等しい。検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはどの

ような対応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理由

を早急に公表すべきである。 

 

３ 委託契約 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設に関する基本協定書では，第三者への委託契約については事前に県の書面

による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１９条），指定管理者から県に

提出された「徳島県立あすたむらんど管理運営業務計画書」には，委託業者名や委

託業務内容を記載した一覧表が添付されているが，これだけでは委託額等具体的な

委託契約の内容が把握できない上，県の側がこの内容について個別に検討を加えて

承諾した経過はうかがわれない。 

   また，委託先について，委託金額上位１０契約中８契約が，管理委託時と指定管

理移行後で委託先が同一となっていること，上位１０契約のいずれもが一者随意契

約にて締結していることから，真実効率性を追求したものといえるのか疑問が残る。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に，指定管理者にお

いて，真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契

約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう，指導すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   委託契約の内容については，事前に書面により報告が出され，内容を確認の上承

認している。委託先の選考に関しては，業務内容により一律の取扱いは困難である

が，できる限り相見積もりを取るなど，より一層適正な執行に努める。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 
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   第三者への委託についての県の承認の手続きについて，「講じた措置」の記載では

何らかの改善を行うかのような記載となっているが，実際には何ら改善されておら

ず，委託金額等具体的な委託契約の内容の記載のない「徳島県立あすたむらんど管

理運営業務体制変更報告書」が指定管理者から提出され，それに対して「徳島県立

あすたむらんど管理運営業務体制変更確認通知書」が交付されるだけである。そし

て，平成２６年度の例でいえば，変更報告書と同一の日付で変更確認通知書が作成

されており県の側がこの内容について個別に検討を加えた経過はうかがわれない。 

   委託先の選考については，「講じた措置」では「できる限り相見積もりを取るなど，

より一層適正な執行に努める。」としているが，平成２６年度の委託金額上位１０契

約について確認したところ９契約が一者随意契約で締結されていた。 

 

  〔意見〕 

   第三者への委託についての県の承認手続きについては，平成２０年度の外部監査

時から何ら改善されていない。委託内容の詳細が記された書面を入手することによ

り，委託内容を事前に十分把握した上で承認すると共に，指定管理者において，真

実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契約は可能

な限り競争原理を追求したものとなるよう，再度指導を徹底すべきである。 

 

４ 事業報告書 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設について指定管理者から提出された事業報告書の収支状況の内容について

確認したところ，事業報告書は管理費の一部を水増しして収支を一致させるように

調整した内容となっているとのことである。 

   このような取り扱いは，事業報告書の内容が事実に反するものであるという点で

極めて重大な問題がある。さらにいえば，実際には本施設の管理運営については相

当程度の利益が出ているにもかかわらず，その事実を県が把握できないこととなり，

今後の指定管理料の適切な設定に支障を来す。加えて，今後指定管理へ新規に申請

を検討しようとする者に対して事実に反する情報を与え，その参入を妨げる結果に

もなりかねない。 
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 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   事業報告書等，収支に関する報告は，正確な数字を提示させるよう指導すること

は当然として，その数字が正確なものであるか否かについて，当該指定管理者の決

算書を精査するなどして，県自らその真実性を確認すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   今後，指定管理者からは正確な数字を提出いただくとともに，その内容を精査し，

適正な執行に努めて参りたい。なお，現在は，指定管理者の決算が確定した段階で，

収支状況報告を改めて徴収し，正確な収支内容の把握に努めているところである。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「講じた措置」では，「指定管理者からは正確な数字の提出いただくとともに，そ

の内容を精査し，・・・正確な収支内容の把握に努めているところである。」と記載

されている。 

   この点，平成２６年度の事業報告書に添付された「使用料収入及び自主事業収入

の実績並びに管理運営経費等の収支の状況」の支出を確認すると，総額は６７８，

７８３千円であるが，その内訳の中には事務所運営費 ８２，１５０千円，運営費 

１６９，８８４千円，その他業務費 ９，０５３千円，管理費 ５６，０６８千円

等内容がよくわからないものが含まれていた。そこで，これらの内容を担当課に確

認したが，具体的な内容についての説明は得られなかった。 

これでは，「講じた措置」の記載の対応がとられていないといわざるを得ない。 

 

  〔指摘〕 

   「講じた措置」の記載では，外部監査人の指摘・意見に沿って対応したかのよう

に記載されているが，実際にはかかる内容の対応はとられていない。このような対

応は県民に誤解を生じさせうるものであり，改めるべきである。 

 

５ 修繕費の削減 

① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 
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   本施設について，修繕費は２，５００万円までの範囲については県が負担する規

定となっているところ，不必要な修繕を未然に防止する観点から，一定の金額等の

基準を設けて，それを超える金額の修繕については事前協議することが必要である。 

   また，ほとんどすべての修繕が，一者随意契約によって行われているが，やはり

修繕費が県の負担となることからすれば，一定の金額等の基準を設けて，それを超

える金額の修繕については，相見積もり，入札等により修繕費の削減を図るべきで

ある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   修繕について，事前に県と協議することや相見積もり，入札等によって行うこと

などを指導し，今後はそのような内容を基本協定書に規定するなどして，修繕費の

削減を図るよう対策を講じるべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   修繕の内容により一律の取扱いは困難であるが，できる限り相見積もりを取るな

ど，より一層適正な執行に努める。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   修繕について必要に応じて事前協議を行っているとのことであるが，事前協議を

行う場合の基準等は設けられていない。また，事前協議に関する書面は残されてい

ない。そのため，修繕の要否について十分検討されたのかは不明である。 

   さらに，平成２６年度に行われた修繕費契約上位５契約では１契約は指名競争入

札により行われているものの，残りの契約は一者随意契約で行われているが，その

中には必ずしも一者随意契約による必要がないと思われるものも含まれていた。 

 

  〔意見〕 

   事前協議を行った場合には書面で残しておくようにすべきとともに，金額基準等

により事前協議に付すべき場合を規定するほうが望ましい。 

   また，他の施設では金額基準により入札や相見積もりを実施すべき旨が基本協定
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書で定められている施設があるところ，本施設でも基本協定書で規定し可能な限り

競争原理を導入することが望まれる。 

 

第８ 徳島県立神山森林公園（林業戦略課） 

１ 修繕費 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   施設に要する修繕費について，基本的には，大規模修繕は県の負担，それ以外の

修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２４条）。 

   しかしこのような抽象的な規定では，具体的に修繕の必要が生じた場合に，それ

が大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 

   そのため，事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし，指定

管理者募集段階においても，申請の意向を持つ団体が，そのような事態を懸念して

申請を躊躇する可能性もある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について，もっと明確な規定の導

入を検討すべきである。 

 

③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   次回指定管理者の公募時にあたっては，当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

するなど，応募しようとする者への情報提供に努める。 

また，修繕費の県負担及び指定管理者負担の在り方については，他施設の事例を

検証するなど，規定の検討を行いたい。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   講じた措置の記載は，「検討を行いたい。」で終わっており，その後の検討の結果

どのように対応したかが開示されていない。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 
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  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点

では「検討を行いたい。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も行わ

れているにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していないに等

しい。検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはどのよ

うな対応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理由を

早急に公表すべきである。 

 

２ 委託契約 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設に関する基本協定書では，第三者への委託については事前に県の書面によ

る承諾が必要とされているところ（基本協定書第１５条），指定管理者から県に提出

された「徳島県立神山森林公園管理運営業務体制報告書」には，委託業者名や委託

業務内容を記載した一覧表が添付されているが，これだけでは委託金額等具体的な

委託契約の内容が把握できない上，県の側がこの内容について個別に検討を加えて

承諾をした経過はうかがわれない。 

   また，委託先について，委託金額上位１０契約中８契約が，管理委託時と指定管

理移行後で委託先が同一となっている上，上位３契約を一者随意契約にて，それも

３契約とも同一委託先との間で締結しているところ，真実効率性を追求したものと

いえるのかという点で，疑問が残る。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に，指定管理者にお

いて，真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契

約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう，指導すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 
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   平成２１年度の指定管理業務から，委託事業の実施については，業務体制報告書

に具体的内容を明記させ，競争入札や見積書を取り寄せるなど適正な執行に努める

よう指導を行っている。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「講じた措置」では，「委託事業の実施については，業務体制報告書に具体的内容

を明記させ」となっているが，実際には従来から記載されていた委託業務内容と同

一であり何ら変更されていない。 

   また，委託契約について，「競争入札や見積書を取り寄せるなど適正な執行に努め

るよう指導を行っている。」となっているが，実際の委託契約を確認したところ必ず

しも一者随意契約による必要がない契約についても，長年委託しており信頼がある

という理由ですべて一者随意契約で行われている。 

 

  〔意見〕 

   第三者への委託についての県の承認手続きについては，平成２０年度の外部監査

時から何ら改善されていない。委託内容の詳細が記された書面を入手することによ

り，委託内容を事前に十分把握した上で承認すると共に，指定管理者において，真

実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的に確認し，委託契約は可能

な限り競争原理を追求したものとなるよう，再度指導を徹底すべきである。 

 

第９ 徳島県日峯大神子広域公園，徳島県文化の森総合公園（都市計画課） 

１ 審査方法 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本件各施設について，具体的な審査は，書類審査のみであり，面接等は実施され

ていない。 

   しかし，書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握し，

イメージできるか，疑問であるし，申請者の側としても，直接自己の意向を説明し

たいという希望を有している可能性もある。 

   また，面接等を公開して実施すれば，審査過程が客観的なものとなり，その公正

性が担保されるというメリットもある。 
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 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   面接等を公開して実施するなど，申請者の意向を具体的に把握し，また審査過程

の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   書類審査の結果，特に必要があると認められるときは，審査対象者の出席を求め，

ヒアリングによる面接審査を行うこととしており，今後とも審査過程の客観性が確

保されるよう配慮する。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   平成２０年度の外部監査人の意見では，審査過程の客観性の確保のために面接等

を公開して実施すべきとしているが，「講じた措置」では面接等の公開について何ら

言及されていない。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，すべて対応状況を記載すべきである。審査

過程の客観性の確保のためには面接の実施だけでは十分ではないと思われるし，少

なくとも外部監査人が意見を述べた面接等の公開について何ら言及していないのは

措置の記載としては不十分である。なお，面接の公開が困難であるにしても，他県

で実施されているような選定委員会の議事録のホームページ上の公表等も検討して

みる必要があるのではないか。 

 

２ 審査基準 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本件各施設の審査基準は，所管課の提案により，県全体の基準と比較して，下記

の項目の配点を下記のとおり変更した。 

 

   ・効率的な管理運営（経済性の追求） ３０点 → ２０点 
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   ・安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 ３０点 → ４０点 

 

   この点，公園の維持管理においても，「効率的な管理運営（経済性の追求）」が重

要であることは明らかであり，これに対する配点を１００点満点中わずか２０点に

とどめてしまうことには違和感がある。 

   他方で，「安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況」が重要であることに

異論はないが，これを重視しすぎると，結果として従前からの管理者が新規参入者

と比較して有利となってしまうという弊害がある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   審査基準の内容の決定や変更は，公平性，公正性に配慮すべきであり，特に従前

管理者と新規参入者との間に不公平が生じないよう，十分留意して行うべきである。 

 

③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   審査基準の配点については，公平性，公正性に配慮して，審査基準案を作成し，

選定委員会に提示し，選定委員会の審査を経て審査基準として決定されたものであ

る。 

平成２３年度の募集に当たっては，従前管理者と新規参入者との間に不公平が生

じている等の誤解を招かないような審査基準案を選定委員会に提示できるよう検討

する。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「講じた措置」の記載として，「検討する。」で終わっているのは不十分である。

第一段階の公表としては「検討する。」でもよいが，その後検討の結果どのように対

応したかを記載すべきである。 

   この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

また，実際の平成２３年度以降の募集においては，「経済性の追求」の項目の配点

を２０点から３０点としており，外部監査人の指摘・意見に沿った対応に見える。
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しかしながら，「経済性の追求」の配点の内訳を見ると，「管理運営費の縮減」の項

目の配点は１５点のまま不変であり，「収支計画～収支の内容が適正かつ妥当性があ

るか」の項目の配点が５点から１５点に増えている。この点，定額の指定管理料を

支払う契約である本施設の場合，「収支の内容が適正かつ妥当性があるか」は経済性

の追求には何ら関係のない項目である。経済性の追求の配点を増やすのであれば「管

理運営費の縮減」の項目で増やすべきである。 

 

  〔意見〕 

   「講じた措置」の記載として，「検討する。」のまま終わるのは不十分である。ま

た，「経済性の追求」の配点を増加させるときに「管理運営費の縮減」ではなく，「収

支計画～収支の内容が適正かつ妥当性があるか」の項目で増加させた対応は疑問で

ある。 

 

第１０ 徳島県鳴門ウチノ海総合公園（都市計画課） 

１ 審査方法 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設について，具体的な審査は，書類審査のみであり，面接等は実施されてい

ない。 

   しかし，書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握し，

イメージできるか，疑問であるし，申請者の側としても，直接自己の意向を説明し

たいという希望を有している可能性もある。 

   また，面接等を公開して実施すれば，審査過程が客観的なものとなり，その公正

性が担保されるというメリットもある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   面接等を公開して実施するなど，申請者の意向を具体的に把握し，また審査過程

の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 
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   書類審査の結果，特に必要があると認められるときは，審査対象者の出席を求め，

ヒアリングによる面接審査を行うこととしており，今後とも審査過程の客観性が確

保されるよう配慮する。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   平成２０年度の外部監査人の意見では，審査過程の客観性の確保のために面接等

を公開して実施すべきとしているが，「講じた措置」では面接等の公開について何ら

言及されていない。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，すべて対応状況を記載すべきである。審査

過程の客観性の確保のためには面接の実施だけでは十分でないと思われるし，少な

くとも外部監査人が意見を述べた面接等の公開について何ら言及していないのは措

置の記載としては不十分である。なお，面接の公開が困難であるにしても，他県で

実施されているような選定委員会の議事録のホームページ上の公表等も検討してみ

る必要があるのではないか。 

 

２ 審査基準 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設の審査基準は，所管課の提案により，県全体の基準と比較して，下記の項

目の配点を下記のとおり変更した。 

 

   ・効率的な管理運営（経済性の追求） ３０点 → ２０点 

   ・安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 ３０点 → ４０点 

 

   この点，公園の維持管理においても，「効率的な管理運営（経済性の追求）」が重

要であることは明らかであり，これに対する配点を１００点満点中わずか２０点に

とどめてしまうことには違和感がある。 

   他方で，「安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況」が重要であることに

異論はないが，これを重視しすぎると，結果として従前からの管理者が新規参入者
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と比較して有利となってしまうという弊害がある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   審査基準の内容の決定や変更は，公平性，公正性に配慮すべきであり，特に従前

管理者と新規参入者との間に不公平が生じないよう，十分留意して行うべきである。 

 

③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   審査基準の配点については，公平性，公正性に配慮して，審査基準案を作成し，

選定委員会に提示し，選定委員会の審査を経て審査基準として決定されたものであ

る。 

平成２３年度の募集に当たっては，従前管理者と新規参入者との間に不公平が生

じている等の誤解を招かないような審査基準案を選定委員会に提示できるよう検討

する。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「講じた措置」の記載として，「検討する。」で終わっているのは不十分である。

第一段階の公表としては「検討する。」でもよいが，その後検討の結果どのように対

応したかを記載すべきである。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

   また，実際の平成２３年度以降の募集においては，「経済性の追求」の項目の配点

を２０点から３０点としており，外部監査人の指摘・意見に沿った対応に見える。

しかしながら，「経済性の追求」の配点の内訳を見ると，「管理運営費の縮減」の項

目の配点は１５点のまま不変であり，「収支計画～収支の内容が適正かつ妥当性があ

るか」の項目の配点が５点から１５点に増えている。この点，定額の指定管理料を

支払う契約である本施設の場合，「収支の内容が適正かつ妥当性があるか」は経済性

の追求には何ら関係のない項目である。経済性の追求の配点を増やすのであれば「管

理運営費の縮減」の項目で増やすべきである。 
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  〔意見〕 

   「講じた措置」の記載として，「検討する。」のまま終わるのは不十分である。ま

た，「経済性の追求」の配点を増加させるときに「管理運営費の縮減」ではなく，「収

支計画～収支の内容が適正かつ妥当性があるか」の項目で増加させた対応は疑問で

ある。 

 

３ 修繕費 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設に要する修繕費について，基本的には，大規模修繕は県の負担，それ以外

の修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２５条）。 

   しかしこのような抽象的な規定では，具体的に修繕の必要が生じた場合に，それ

が大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 

   そのため，事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし，指定

管理者募集段階においても，申請の意向を持つ団体が，そのような事態を懸念して

申請を躊躇する可能性もある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について，もっと明確な規定の導

入を検討すべきである。 

 

③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲については，今後の実績等も踏ま

えて，明確な規定を検討してまいりたい。 

なお，指定管理者の募集に当たっては，当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

するなど，応募しようとする者への情報提供に努める。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   講じた措置の記載は，「検討してまいりたい。」で終わっており，その後の検討の

結果どのように対応したかが開示されていない。 
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この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点

では「検討してまいりたい。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も

行われているにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していない

に等しい。検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはど

のような対応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理

由を早急に公表すべきである。 

 

第１１ 徳島県月見が丘海浜公園（都市計画課） 

１ 審査方法 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設について，具体的な審査は，書類審査のみであり，面接等は実施されてい

ない。 

   しかし，書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握し，

イメージできるか，疑問であるし，申請者の側としても，直接自己の意向を説明し

たいという希望を有している可能性もある。 

   また，面接等を公開して実施すれば，審査過程が客観的なものとなり，その公正

性が担保されるというメリットもある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   面接等を公開して実施するなど，申請者の意向を具体的に把握し，また審査過程

の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   書類審査の結果，特に必要があると認められるときは，審査対象者の出席を求め，
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ヒアリングによる面接審査を行うこととしており，今後とも審査過程の客観性が確

保されるよう配慮する。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   平成２０年度の外部監査人の意見では，審査過程の客観性の確保のために面接等

を公開して実施すべきとしているが，「講じた措置」では面接等の公開について何ら

言及されていない。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，すべて対応状況を記載すべきである。審査

過程の客観性の確保のためには面接の実施だけでは十分でないと思われるし，少な

くとも外部監査人が意見を述べた面接等の公開について何ら言及していないのは措

置の記載としては不十分である。なお，面接の公開が困難であるにしても，他県で

実施されているような選定委員会の議事録のホームページ上の公表等も検討してみ

る必要があるのではないか。 

 

２ 審査基準 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本施設の審査基準は，所管課の提案により，県全体の基準と比較して，下記の項

目の配点を下記のとおり変更した。 

 

   ・県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 ３０点 → ３５点 

   ・効率的な管理運営（経済性の追求） ３０点 → ２５点 

 

   この点，本施設のように一部有料施設がある場合，「効率的な管理運営（経済性の

追求）」が重要であることは明らかであり，これに対する配点を県全体の基準から下

げること，１００点満点中わずか２５点にとどめてしまうことには疑問がある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 
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   審査基準の内容の決定や変更は，施設の性質を踏まえて慎重になされるべきであ

り，特に有料施設について，安易に経済性を軽視するような決定，変更をすべきで

はない。また，審査基準は各選定委員の裁量を尊重する方法を採用すべきである。 

 

③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   審査基準の配点については，「住民サービスの向上」という施設の性格を重視して

審査基準案を作成し，選定委員会に提示し，選定委員会の審査を経て審査基準とし

て決定されたものである。平成２１年度の募集に当たっては，「経済性」等について

再検討を行い，審査基準案を選定委員会に提示する。 

審査基準は，審査前に選定委員会に諮って決定されることから，委員の意向を反

映した審査基準になると考えている。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   平成２１年度の募集においては，「経済性の追求」の項目の配点を２５点から３０

点としており，外部監査人の指摘・意見に沿った対応を行っているといえる。しか

しながら，平成２４年度以降の募集においては，「経済性の追求」の配点は同じ３０

点であるが，その内訳を見ると，「管理運営費の縮減」の項目の配点は１５点から１

０点に減らす一方で，「収支計画～収支の内容が適正かつ妥当性があるか」の項目の

配点を１５点から２０点に増えしている。この点，定額の指定管理料を支払う契約

である本施設の場合，「収支の内容が適正かつ妥当性があるか」は経済性の追求には

何ら関係のない項目である。 

 

  〔意見〕 

   平成２１年度の募集においては，外部監査人の指摘・意見に沿った対応がなされ

ているが，平成２４年度以降の募集において経済性の追求の配点の内訳を変更した

のは疑問が残る。 
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第１２ 徳島県富田浜第一駐車場，徳島県富田浜第二駐車場，徳島県幸町駐車場（都市

計画課） 

１ 審査方法 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本件各施設について，具体的な審査は，書類審査のみであり，面接等は実施され

ていない。 

   しかし，書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握し，

イメージできるか，疑問であるし，申請者の側としても，直接自己の意向を説明し

たいという希望を有している可能性もある。 

   また，面接等を公開して実施すれば，審査過程が客観的なものとなり，その公正

性が担保されるというメリットもある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   面接等を公開して実施するなど，申請者の意向を具体的に把握し，また審査過程

の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   書類審査の結果，特に必要があると認められるときは，審査対象者の出席を求め，

ヒアリングによる面接審査を行うこととしており，今後とも審査過程の客観性が確

保されるよう配慮する。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   平成２０年度の外部監査人の意見では，審査過程の客観性の確保のために面接等

を公開して実施すべきとしているが，「講じた措置」では面接等の公開について何ら

言及されていない。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，すべて対応状況を記載すべきである。審査

過程の客観性の確保のためには面接の実施だけでは十分ではないと思われるし，少
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なくとも外部監査人が意見を述べた面接等の公開について何ら言及していないのは

措置の記載としては不十分である。なお，面接の公開が困難であるにしても，他県

で実施されているような選定委員会の議事録のホームページ上の公表等も検討して

みる必要があるのではないか。 

 

２ 利用時間 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本件各施設の利用時間は，下記のとおりである。 

   〔富田浜第一駐車場〕 ８時～２０時 

   〔富田浜第二駐車場〕 ０時～２４時 

   〔幸町駐車場〕 ８時～２０時 

   これは，指定管理者の募集前に募集要項によって一律に決定されてしまっている。

つまり，申請者において，申請段階で，利用時間についてさらに利用者の利便を図

る内容を提示することができないシステムになっている。このように，申請段階で

利用時間に関する条件面での競争ができないシステムは，利用者の利便を図るべき

駐車場の管理運営という観点からは疑問である。 

   なお，上記利用時間は，従前の管理委託時の利用時間をそのまま維持したもので

あり，このような条件設定のあり方は，従前管理者に対する配慮につながりかねな

い。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   利用時間について，申請段階における自由な競争をできるだけ確保できる条件の

募集要項にすべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   平成２３年度の募集に当たっては，利用時間の延長など，利便性の向上に繋がる

内容については，自由に御提案いただける募集要項の内容になるよう検討する。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 
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   講じた措置の記載は，「検討する。」で終わっており，その後の検討の結果どのよ

うに対応したかが開示されていない。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

   また，実際の募集時の募集要項・要求水準書を確認すると，富田浜第一駐車場と

幸町駐車場について，保管業務を行う時間は午前８時から午後９時までとしか記載

されていなかった。この点結果的には応募者から利用時間の延長の可否について質

問があり，２４時間営業の提案がなされているが，提案により利用時間の延長が可

能なことについて募集要項・要求水準書でも記載すべきであった。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点

では「検討する。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も行われてい

るにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していないに等しい。

検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはどのような対

応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理由を早急に

公表すべきである。 

   また，結果的には利用時間を延長した提案を受けた形になっているが，本来は募

集要項等で利用時間の延長など，利便性の向上に繋がる内容の提案が可能であるこ

とを明記すべきであった。 

 

３ 審査基準 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景（④ 措置状況についての検証及び問題の所

在に関連する部分のみ記載） 

   本件各施設の審査基準のうち，「効率的な管理運営（経済性の追求）」に対する配

点は，１００点満点中３０点とされている。 

   この点，有料施設，無料施設を含めた県全体の基準では，「効率的な管理運営（経

済性の追求）」に対する配点が１００点満点中３０点であり，それぞれの施設に応じ

てその配点を上下１０点の範囲で増減できることになっている。 
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   そして，本件各施設のように営利を目的とする施設であり，少なくとも現在では

公益的な意義が著しく低下している施設において，「効率的な管理運営（経済性の追

求）」が特に重要であることは明らかであり，これに対する配点を県全体の基準その

ままの１００点満点中わずか３０点にとどめてしまうことには強い疑問がある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   審査基準の内容の決定は，施設の性質を踏まえて慎重になされるべきであり，特

に有料施設では経済性を重視すべきである。そして，審査基準のうち，特に「管理

運営費の縮減」に関する項目について，申請書類提出後にその採点方法を修正した

点は，その内容の合理性や手順の公平性，公正性の観点から不適切である。 

 

③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   審査基準の配点については，「利用者サービスの向上」という観点から審査基準案

を作成し，選定委員会に提示し，選定委員会の審査を経て審査基準として決定され

たものである。平成２３年度の募集に当たっては，「経済性」等について再検討を行

い，審査基準案を選定委員会に提示する。 

また，「管理運営費の縮減」に関する採点方法については，平成２０年度の更新に

おいて，既に内容や手順を見直している。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   「効率的な管理運営（経済性の追求）」に対する配点は，１００点満点中３０点の

ままであり，３０点の内訳は「管理運営費の縮減」が２０点，「収支計画及び増収対

策～収支の内容が適正でかつ妥当性があるか，増収対策が適正かつ実現可能である

か」が１０点である。なお，本件各施設は利用料金制を導入しており，「収支計画及

び増収対策～収支の内容が適正でかつ妥当性があるか，増収対策が適正かつ実現可

能であるか」は県にとっての経済性の追求には直接関係のない項目である。 

 

  〔意見〕 

   本件各施設のように営利を目的とする施設では，「効率的な管理運営（経済性の追
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求）」が特に重要であることは明らかであるところ，県にとっての経済性に関連する

「管理運営費の縮減」の配点を増やすように再検討するよう望まれる。 

 

４ 修繕費 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本件各施設に要する修繕費について，基本的には，大規模修繕は県の負担，それ

以外の修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２６条）。 

   しかしこのような抽象的な規定では，具体的に修繕の必要が生じた場合に，それ

が大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 

   そのため，事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし，指定

管理者募集段階においても，申請の意向を持つ団体が，そのような事態を懸念して

申請を躊躇する可能性もある。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について，もっと明確な規定の導

入を検討すべきである。 

 

③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲については，今後の実績等も踏ま

えて，明確な規定を検討してまいりたい。 

なお，指定管理者の募集に当たっては，当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

するなど，応募しようとする者への情報提供に努める。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   講じた措置の記載は，「検討してまいりたい。」で終わっており，その後の検討の

結果どのように対応したかが開示されていない。 

この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及び

監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

   また，修繕実績の明示について，平成２３年度募集時には明示されていたが，平
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成２６年度募集時には修繕費について実績が記載されていなかった。この点担当課

に確認したところ修繕実績がなかったため記載しなかったとのことであるが，修繕

実績がなくてもその旨明示すべきであり，何ら記載がないのは明示していないに等

しい。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見については，それに対してどのように対応したかを明確

に記載すべきである。平成２１年８月２０日に「講じた措置」として公表した時点

では「検討してまいりたい。」でもよいが，その後数年経過しており，次回の募集も

行われているにもかかわらず，検討した結果を公表しないのは何も公表していない

に等しい。検討を行った結果，対応したのかしなかったのか，対応した場合にはど

のような対応をしたのか，対応しなかった場合にはなぜ対応しなかったのかその理

由を早急に公表すべきである。 

   また，「講じた措置」では，修繕実績を明示するとしているが，平成２６年度の募

集時には明示されておらず，「講じた措置」どおりの対応を行っているとはいえない。 

 

５ 委託契約 

 ① 平成２０年度の指摘及び意見の背景 

   本件各施設に関する基本協定書では，第三者への委託については事前に県の書面

による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条），指定管理者から県に

提出された「徳島県駐車場（富田浜第一，富田浜第二，幸町）管理運営業務体制報

告書」には，外部委託なしとなっており，委託契約についての事前の承諾手続きは

行われていない。 

   しかしながら，実際には保守契約等について，外部委託を行っており，基本協定

書の規定に反している。 

   この点，所管課に確認したところ徳島県管理運営業務要求水準書で，特定会社と

保守契約等を締結するように定められているため，それに従ったものであるとのこ

とであった。 

 

 ② 平成２０年度の指摘及び意見の内容 



 

65 
 

  （意見） 

   県が特定の会社と委託契約を締結するように要求している点について，その妥当

性には疑問がある。また，たとえ徳島県管理運営業務要求水準書で要求されている

とはいえ，基本協定書で事前の承諾が必要と定められている以上，その手続を履行

すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 21 年 8 月 20 日公表分） 

   平成２３年度の募集に当たっては，委託契約の相手方を特定しないよう是正する。 

   また，事前承認手続については，平成２１年度から実施するよう是正する。 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

   指定管理者から提出される「管理運営業務体制報告書」では，「外部委託」の項目

に委託業者名や委託業務内容は記載されているものの，これだけでは委託金額等具

体的な委託契約の内容が把握できない。 

   また，平成２６年度の例で言えば，平成２６年３月３１日付けで「管理運営業務

体制報告書」が提出され，同日付で「管理運営業務体制完了確認通知書」により承

認されているが，詳細な資料がないままわずか１日で委託内容について個別に検討

を加えて承認をしたのか疑問である。 

   さらには「管理運営業務体制完了確認通知書」は平成２６年３月３１日付けでの

作成となっているが，「管理運営業務体制完了確認通知書」に押された公印の使用日

は平成２６年５月７日となっており，果たして本当に事前に承認していたかも疑わ

しい。 

 

  〔意見〕 

   委託契約の相手方を特定しないよう是正した点は評価できるが，委託契約の事前

承認手続きについてはなお改善が必要である。 
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Ⅱ 平成２１年度「徳島県教育委員会及びその所管の団体の財務に関する事務の執行全

般について」 

第１ 教育委員会の組織及び事務分掌 

 ① 平成２１年度の指摘及び意見の背景 

   教育委員会は大きく分類して１５の課等に分かれており，それ以外に各学校や教

育委員会以外の部局が所管する事務があるため，事務分掌が細分化されている。 

   例えば，大型機械等の備品については，購入金額，学校の種類，目的，購入・入

札事務・管理の各段階などによって複雑に事務分掌が分かれている。 

   また，各施設の工事・管理・処分等については，工事金額，予算及び計画と入札

事務の各段階，具体的な施設の種類などによって複雑に事務分掌が分かれている。 

   授業料に関する事務は，３つの課と各学校にまたがって分掌されている。 

   生徒の事故や教職員に関するトラブルも複数の課や室に分掌されている。 

 

 ② 平成２１年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   事務処理の効率化，責任の所在の明確化，手続の適正化などの観点から，課や室

の統合を含め，事務処理の一元化を図る方向で，事務分掌を見直すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 22 年 8 月 26 日公表分） 

   平成２２年度組織改正において，「授業料に関する事務」を学校政策課に一元化し

た。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）教育総務課の説明 

    教育委員会事務局では，様々な教育課題に対応するため，これまでにもその都

度必要な組織改正を行い，業務の最適化を進めてきた。 

    備品等の購入・管理及び施設の管理については，関係規則に基づき適正に行っ

ている。その中で，ＡＥＤの購入は教育総務課が，コンピュータの一部について

の購入は施設整備課が，それぞれ一括して手続を行うようになった。 

    平成２２年度には予算・財産管理の調整機能強化のため，施設整備課に施設・
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助成担当を改組新設し，施設整備課で執行する工事契約の範囲を広げる等，事務

処理の効率化を図ってきた。 

    平成２６年度には，人権教育課内にいじめ問題等対策室を新設し，いじめ問題

に限らず生徒の問題については全般的に窓口になるようになった（問題の内容に

応じて体育学校安全課やその他の専門性の高い課が対応することになっているが，

いじめ問題等対策室もその情報を共有することになった。）。 

    また，教育委員会各課と知事部局との速やかな連携を図るために新たに政策調

査幹が１名置かれている。 

 

  ２）問題の所在 

    結果として，教育委員会の組織については，現在に至るまで全く統廃合されて

いない。事務分掌についても，大きな変更があったのは授業料に関する事務くら

いである（それについても各学校現場での事務は依然として残っている。）。 

    講じた措置の記載は乏しく，教育総務課による説明は上記意見とはかみ合わな

い内容に終始しているところ，どれほど上記意見に対する具体的な検討がなされ

たのか，検討の際に上記意見の背景事情（これは当時の報告書本文に詳細に記載

されている。）を十分理解していたのかなど，疑問が残るところである。 

    この問題は極めて大きな問題であり，教育委員会だけで解決できるようなもの

ではない。当時の外部監査人もそれを承知の上で，全庁的な議論のきっかけにな

ればという意識で上記意見を述べたものと考えられる。これに対して，教育委員

会はその内部で対応できる部分にしか目を向けていないように思われる。 

    これでは，当時の外部監査人の意見はほとんど意味のないものになっていると

いう外はない。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人による意見に対しては，真剣な検討をしていただきたい。 

   その意見の内容により必要な場合には全庁的な議論もしっかりしていただきたい。 
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第２ 各種契約 

１ 一般競争入札参加者が少ない例とその問題点 

 ① 平成２１年度の指摘及び意見の背景 

   一般競争入札により，契約締結がなされているものの，入札参加者が１者ないし

２者といった極めて少ない例が複数存在した。それらの契約の中には，契約金額が

１，０００万円以上，２，０００万円以上になっているものもあった。 

   入札については，県のホームページで公告されていたが，県のホームページには

様々な入札情報が公告されており，その中からの検索ができない状況にあった。 

 

 ② 平成２１年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   形式的には入札が実施されているものの，入札参加者が極めて少ない例があり，

その場合には，実質的な価格競争がなされたと言いがたい。入札を実施する場合に

は，その参加者数をできるだけ多く確保することを念頭に，公告方法を工夫し，広

く周知を図るべきである。 

   少なくとも県のホームページについては，入札情報を容易に検索できるシステム

に変更できないか，検討すべきであろう。 

 

 ③ 講じた措置（平成 22 年 8 月 26 日公表分） 

   徳島県ホームページにより入札の実施について公告したところであるが，全庁的

な問題であるため，問題を提起していきたい。 

   県ホームページの「入札・調達・売却・契約」属性のページにおいて，より分か

りやすく入札情報を閲覧することができるよう，各情報の掲載方法やタイトルの表

示方法について改善した。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）施設整備課の説明 

    後記秘書課の説明のとおり，平成２１年１０月にホームページをリニューアル

したことにより，入札情報にたどりつきやすくした。 

    ３者以上が参加しての一般競争入札実施件数は，平成２２年度が７件であった
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のに対して，平成２６年度には１９件まで増加しており，一般競争入札の原則に

沿った事務執行が行われている。 

    なお，平成２４年度以降の入札参加数が２者以下あるいは３者以上の件数の推

移は以下のとおりである。 

 

 入札参加者数 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

２者以下   ４  １２  １０ 委託契約 

 ３者以上  １１  １２   ９ 

 ２者以下   ４  １４   ３０ 備品購入契約 

  ３者以上   ８  １３  １８ 

 ２者以下   ８  ２６  ４０   計 

 ３者以上  １９  ２５  ２７ 

 

  ２）教職員課の説明 

    入札の公告方法については，平成２２年８月ころに当時の担当者から秘書課担

当者に対して口頭で確認を行ったところ，平成２１年１０月のリニューアルの際

にトップページからワンクリックで部局別の入札情報にアクセスできるよう改善

を行ったとの回答を得ていた。 

    その後は特に問題提起をしてこなかったところ，この度，外部監査人からのヒ

アリングを受けて再度秘書課担当者と話をしたが，秘書課担当者からはすでに構

築している公共工事の入札検索システムの利用状況も検証しながら，平成２８年

度以降に行う県ホームページのリニューアルに合わせて，より利用しやすい検索

機能の強化を検討したいとの回答がなされた。 

 

  ３）秘書課の説明 

   ア）平成２１年１０月に県ホームページをリニューアルし，トップページの目立

つところに「入札情報」のタブを置いた。 

     部局別，日付別に情報を表示するようにした。 

     各組織のページにも入札情報を表示するようにした。 
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     ＲＳＳ配信機能を付加し，利用者が新着情報を自動で取得できるようにし

た。 

 

   イ）県ホームページにおける各情報の掲載方法やタイトルの表示方法について基

準を設けて周知した。 

 

   ウ）お気に入りの記事を利用者自身のＳＮＳに取り込める「ＳＮＳ関連リンク機

能」を付加し，情報拡散しやすくした。 

     スマートフォン専用レイアウトを導入した。 

 

   エ）ホームページ全体の検索システム，公共事業の入札情報の検索システムはあ

るが，委託契約や備品購入契約などのその他の契約についての入札情報の検索

システムは導入していない。 

     平成２８年度からホームページのリニューアル作業に着手する予定であるが，

その中で入札情報も含めた検索機能を強化していきたい。 

 

  ４）問題の所在 

    一定の改善が図られたことは事実であるが，実際のホームページを見る限り，

必ずしも入札情報が見やすいようには感じられない。 

    やはり，入札情報について検索システムがあった方が，見る側に対して親切で

あることは間違いないと思われる。 

    また，当時の外部監査人からは入札情報についての検索システムの検討を示唆

されていたにもかかわらず，これについてあえて導入をしなかった積極的な理由

が見あたらない。 

    当時の外部監査人の問題意識や意見の具体的な内容を踏まえた措置がなされた

とは評価しがたい。 

 

  〔意見〕 

   ホームページ改善の具体的な内容が十分なものとは考えがたい。 

   また，外部監査人から意見が出された事項については，その内容を踏まえた具体
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的な検討と措置がなされるべきである。 

 

２ 指名競争入札の指名者数が少ない例とその問題点 

① 平成２１年度の指摘及び意見の背景 

   指名競争入札により契約締結がなされているものの中で，その契約金額と比較し

て指名者数が少ないと思われる例が複数存在した。例えば，総合教育センターの庁

舎総合管理業務については，契約金額が３，５９１万円と高額であるにもかかわら

ず，指名者数が６者に留まっていた。 

 

 ② 平成２１年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   指名競争入札を実施する場合には，そもそも指名者数が少ないと実質的な価格競

争がなされない結果となってしまう。入札が価格競争によって経済合理性を追求す

る手段であるとの意識を明確に持ち，指名競争入札による場合には，できるだけ多

くの指名者数を確保するべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 22 年 8 月 26 日公表分） 

   庁舎管理業務及び清掃管理業務について，指名競争入札における指名者数を，前

年度の６者から８者に増やした。 

   契約事務の適正執行について，通知文書を送付するとともに，会議等において周

知徹底を図った。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）総合教育センターの説明 

    庁舎総合管理業務については，その後庁舎管理業務と清掃管理業務に分けて指

名競争入札を実施してきた。 

    平成２２年度以降の契約の実績は，下記のとおりである。 
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 庁舎管理業務 清掃管理業務 

年度 指名業者数 落札業者 契約額(円) 指名業者数 落札業者 契約額(円) 

H22  ８ Ａ 16,833,600  ８ Ａ 15,548,400 

H23 １０ Ａ 13,129,200 １０ Ａ 13,671,000 

H24 １０ Ｂ 12,921,300 １０ Ａ 14,464,800 

H25 １０ Ａ 12,915,000 １０ Ａ 14,364,000 

H26  ８ Ａ 12,516,768 １４ Ａ 13,737,600 

H27 １３ Ａ 12,960,000 １５ Ａ 14,256,000 

 

  ２）問題の所在 

    指名業者数は，平成２２年度は８者，平成２３年度以降は基本的に１０者以上

となっており，庁舎管理業務については契約額が減額の傾向となっている。 

    ただ，落札業者は，平成２４年度の庁舎管理業務を除き，すべてＡとなってい

る。なお，Ａは平成２１年度以前も継続して落札していた業者である。また，清

掃管理業務については契約額が必ずしも減額の傾向を示していない。 

    指名業者数を増やしたことで一定の効果は現れていると思われるものの，依然

として落札業者が固定化している傾向が見られ，それが上記効果を限定的なもの

にしているおそれがある。 

 

  〔意見〕 

   総合教育センターの庁舎管理業務，清掃管理業務については，落札業者が偏る傾

向が顕著となっているところ，その要因を調査し，何らかの要因がある場合にはそ

の是正を検討すべきである。 

 

第３ 授業料 

 ① 平成２１年度の指摘及び意見の背景 

   県立高等学校の授業料は，授業料に関する事務は３つの課と各学校長にまたがっ

て分掌されている。 

   その中で，教職員課は，授業料の納付義務者について生徒本人とその保護者であ
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るとの見解を示しているが，その義務を生徒やその保護者に対して明示していると

はいいがたい。 

   また，授業料の減免手続，不納欠損処理が，規則等に基づいた適切な処理がなさ

れていない面がある。 

   授業料の徴収手続・未収金の回収は基本的には学校現場に任されているが，教員

が学校にて生徒に対して金銭の請求をするにはやりにくい面もあると思われ，現に

苦労をしている学校も少なくないようである。 

 

 ② 平成２１年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   法的な効果や既存の規定の趣旨を十分検討せず，これらを無視した安易な運用が

なされている傾向がある。 

   例えば，授業料の納付義務者について，法的な意味での義務の負担が不明確とな

っていることや，授業料の減免手続で既存の規定を没却するような手続が行われて

いること，未収授業料の適切な不納欠損処理がなされていないことなどが挙げられ

る。 

   授業料は，歳入に関する事項であり，金銭債権の存否に関わる事項でもあるから，

法的な意味や法的根拠などをきちんと検討した上で取り扱う必要がある。上記取り

扱いについては，それぞれ今一度根拠を伴う取り扱いであるか，確認する必要があ

る。 

  （意見） 

   事務分掌が必ずしも適切とはいいがたく，それ故に問題が生じているのではない

かと思われる点が見受けられる。 

   例えば，授業料の徴収手続・未収金の回収に対する対応，未収授業料の適切な不

納欠損処理がなされていないことなどが挙げられる。 

   このような問題も意識して，適切な事務分掌を検討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置 

  （指摘に対し）（平成 23 年 8 月 24 日公表分） 

   平成２２年度から原則として公立高等学校の授業料は不徴収とされ，法規の改正
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による授業料の納付義務者の明確化に関する実益性は弱くなっている。授業料に関

する保護者の法的な義務については，類似事例をもとに保証債務であるとの整理を

行った。 

   また，授業料の減免手続に関しては，各年度の２回目以降の決定に当たっても減

免審査委員会を開催することとしたとともに，未収金となっている授業料の不納欠

損処分の手続きについては，該当する生徒の各月の未収授業料の処理を，時効が完

成した年度毎に行うこととしたことなど，授業料に関する手続きにおける不備がな

いよう適切に処理した。 

  （意見に対し）（平成 22 年 8 月 26 日公表分） 

   平成２２年度組織改正において，「授業料に関する事務」を学校政策課に一元化

した。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）学校政策課の説明 

   ア）学校政策課内では，保護者の法的な義務について保証債務であるとの整理を

行ったが，平成２２年度から授業料が不徴収となったことから，それについて

は各学校へは周知していない。 

     その後，平成２６年度から高等学校等就学支援金制度が導入され，原則とし

てすべての者に授業料納付義務があることになった。そして，高等学校等就学

支援金制度の対象外，あるいは申請をしなかった者については，平成２１年度

以前と同様に授業料の納付義務が生じることになる。こうして納付義務を負担

することになる生徒は，全体の２割弱程度ではないかと思われる。 

     こうして授業料の納付義務を負担することになる生徒本人やその保護者に対

して，保護者の法的な義務が保証債務であることについて，特に明示する書面

等は出していない。 

 

   イ）授業料の徴収手続・未収金の回収は基本的には学校現場でなされている状況

は，従前と同じである。 

 

  ２）問題の所在 
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   ア）授業料の不徴収という制度が創設され，その後高等学校等就学支援金制度に

なるなど，制度が二転三転している事情は理解できるが，それだけに授業料の

納付義務について明確にする必要があるといえる。 

     内部で保証債務であるとの整理を行ったとしても，それを義務者である保護

者に明示すらしていないのであれば法的な位置づけが明確化したとは到底いえ

ない。 

 

   イ）学校現場での授業料の徴収手続・未収金の回収に困難な面があるとの問題に

ついては，何ら改善が図られていない。 

 

  〔意見〕 

   授業料について，保護者が保証債務を負担するとの位置づけを維持するのであれ

ば，最低限それを明示する必要がある。 

   学校現場における授業料の徴収手続・未収金の回収についても，改善の余地がな

いかを検討すべきである。 

 

第４ 奨学金 

 ① 平成２１年度の指摘及び意見の背景 

   徳島県奨学金は，未収額は多額に上っており，毎年増加し，かつその増加額は年

を追うごとに増える傾向にある。平成２０年度には３６，３９７，８２０円に達し

ていた。 

   奨学金についての記録は，データ上のものと紙媒体のものがあるが，いずれも検

索ができる状況にはなかった。 

   条例上，期日から遅れた場合に延滞利息の発生が規定されているが，実際には延

滞利息の計算すらなされている様子がない。 

   奨学金の貸与では保証人が必要とされ，実際に保証人がいるものの，返還が滞っ

ていても一定の場合には保証人への請求手続が行われていない。 

 

 ② 平成２１年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 
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   少なくともその返還状況を漏れなく把握できるよう，検索可能な管理をすべきで

あり，それによって適切な時効中断，延滞利息の処理を行うことは必要である。ま

た，保証人に対する保証債務の履行請求をきちんと行うことも必要である。 

   これらの処理等をきちんと行った上で，なお回収困難である場合には，適切な手

続を経て不納欠損処分とすべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 23 年 8 月 24 日公表分） 

   奨学金の返還に関しては，「徳島県奨学金貸付金返還指導マニュアル」に基づき処

理しているが，平成２２年度において，効率的かつ適正な債権管理を行うため，徳

島県奨学金システムを改修し，債権管理機能を強化した。 

   また，時効，延滞利息及び不納欠損処分に関する考え方や対応等についてあらた

めて整理し，こうした内容を平成２３年２月に改訂した「奨学金貸付金返還指導マ

ニュアル」に盛り込むなど，返還に関する手続きを整備して，時効中断，延滞利息

等の処理をより適切に行うこととした。 

   なお，こうしたマニュアルの改訂により，保証債務の履行請求についてもより適

切に行うこととしたとともに，回収困難である場合で，所定の要件を満たす場合に

は不納欠損処分を行うこととした。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）学校政策課の説明 

   ア）平成２２年のシステム改修により，奨学金についての記録はすべてデータ化

してパソコンで管理するようになった。 

     ただ，返還金の未収額はその後も増加し続けている。具体的には以下のとお

りである。 

 

年 度 返 還 金 未 収 額 

平成２１年度 ４２，４２４，６６０円 

平成２２年度 ５４，８１５，０７５円 

平成２３年度 ７０，４７６，３６０円 
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平成２４年度 ８４，５７８，５８０円 

平成２５年度 ９７，０１８，９７５円 

 

   イ）延滞利息については，条例上「正当な理由がなくて奨学金を返還すべき日ま

でにこれを返還しなかったとき」に徴収することになっているが，平成２５年

３月３１日に立案した学校政策課内の伺いにより，正当な理由がない者とは法

的措置を行う者であると解釈することとし，それまでと同様に延滞利息の計算

をしない運用を継続している。 

 

   ウ）滞納者本人及び連帯保証人が所在不明，死亡，自己破産その他明らかに支払

いができない状況にならなければ，滞納者本人や連帯保証人が返還できると考

え，保証人への連絡はしていない。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）記録はパソコン管理をし，マニュアルにしたがった督促をしていると言うも

のの，未収額は右肩上がりであり，その総額は膨大となっている。 

 

   イ）学校政策課内の伺いにより解釈を変えたとしているが，その変更内容は解釈

の限界を超えていることはいうまでもなく，現状は条例の文言とは明らかに異

なる解釈をしているというしかない。 

 

   ウ）マニュアル上，「督促は，原則として滞納者本人に対して行う」とされ，連帯

保証人への請求は「督促した後相当の期間（１年間程度）を経過してもなお履

行されないとき又は再三の催告にも応じないとき」に行うとされている。他方

で，督促通知は，「滞納者が返還金の全部又は一部を返還期日までに納入しない

とき」には，本人及び連帯保証人に対して送付することになっている。そして，

保証人への督促は本人や連帯保証人が返還できない場合に行うとされている。 

     しかし，滞納者本人及び連帯保証人が所在不明，死亡，自己破産その他明ら

かに支払いができない状況にならなければ，保証人への連絡はしないという現

在の運用には疑問がある。 
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  〔指摘〕 

   奨学金の延滞利息については，条例にしたがった処理をするべきである。条例の

文言につき，課内文書で明らかに異なる解釈をすることは許されない。 

   保証人への督促も妥当な運用がなされているか，再検討すべきである。 

 

第５ 各県立学校の実情 

１ エアコンの設置 

 ① 平成２１年度の指摘及び意見の背景 

   各県立学校のエアコンで，県費で設置されたものはほとんど存在しない。 

   各県立学校では，ＰＴＡによるリース契約によりエアコンを設置していたり，同

窓会の負担で設置していたり，そもそもエアコンが設置されていなかったりするな

ど，その状況はまちまちである。また，ＰＴＡによるエアコン会計の管理が必ずし

も適切とはいえない状況もあった。 

   平成１７年に茨城県が実施した調査によれば，エアコンは多くがＰＴＡ等の負担

によって設置されていたものの，都道府県による負担で設置しているところも複数

認められた。 

 

 ② 平成２１年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   エアコンは本来県負担による設置が望ましいというべきであり，この方向で具体

的に検討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 22 年 8 月 26 日公表分） 

   県立高校の普通科教室棟へのエアコン設置については，限られた財源の中で，整

備の優先順位や後年度の維持管理費用等を考慮すると，公費による整備は現状では

困難な状況にある。こうしたことから，平成１６年度に「県立学校の管理運営への

民間活力の導入指針」を定め，エアコンの設置及び運営について民間活力の導入を

図り，その経費を保護者等の負担で行っている。 
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 ④ 措置状況についての検証 

  １）施設整備課の説明 

    学校現場からは，校舎の耐震工事や老朽化対策などの差し迫った要望が強く，

それにも対応し切れていない状況であり，エアコン設置までは直ちに対応できな

いのが現状である。 

    現時点では，すべてのエアコンを県費により設置することは困難である。 

 

  ２）問題の所在 

    公舎の耐震工事，老朽化への対応が重要であることはいうまでもない。 

    しかし，特に夏季にはエアコンのない状態で学習をすることが困難であること，

ＰＴＡ等の負担による設置とすると学校ごとにエアコンの設置状況やそれに関す

る負担の程度がまちまちとなること，少なくとも平成２１年度当時はＰＴＡによ

るエアコン会計の管理状況に問題が見られたことなど，現状には少なからず問題

がある。 

    これを，予算上の限界があるとして何らめどを立てないままにしてある姿勢に

はいささか疑問がある。 

    この問題は，比較的大きな予算を要する問題であり，教育委員会だけで解決す

ることは困難である。当時の外部監査人もそれを承知の上で，全庁的に議論をす

るなどしてこの問題を解決するべく検討してもらえたらという意識で上記意見を

述べたものと考えられる。これに対して，教育委員会の意識は，従前の枠組み内

で対応できる部分にとらわれてしまっているように思われる。 

    これでは，当時の外部監査人の意見はあまり活かされていないといわざるを得

ない。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人による意見に対しては，真剣な検討をしていただきたい。 

   その意見の内容により必要な場合には全庁的な議論もしっかりしていただきた

い。 
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２ 自動販売機の設置，収入の扱い（自動販売機会計） 

 ① 平成２１年度の指摘及び意見の背景 

   ほとんど県立学校で飲料水の自動販売機が設置されているところ，その実情は以

下のとおりであった。 

  ・ＰＴＡ会長名で学校施設の使用許可を受ける。 

  ・ＰＴＡ会長名で業者との間で自動販売機設置の契約を締結する。 

  ・自動販売機売上による収入は，ＰＴＡ会長名義等の預金口座に入金される。 

  ・通帳，印鑑は学校（事務長など）が管理する。 

  ・具体的な使途は学校にて決めている。 

  ・自動販売機収入の使途につき，ＰＴＡにきちんと報告している例はほとんど見あ

たらない。 

   また，具体的な使途にはＰＴＡにて負担すべきと思われない内容が多いが，他方

で学校施設等にとって必要な支出であり，私的流用はない。かかる支出については

予算配当をしてもらいにくく，支出の手続にも時間がかかるので，上記収入に頼っ

ている実情がある。しかし，これらの使途が本当に必要であれば県費にて支出すべ

きである。 

   自動販売機の設置自体は生徒等の利便にかない，災害対策にもなりうる。 

 

 ② 平成２１年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   自動販売機による収入は，学校現場において，経費捻出のための財源として，ま

た，迅速な経費支出を行えるという意味でも非常に重要な存在となっている。しか

し，学校運営に本当に必要な経費は県費によってまかなうべきであるし，また，県

費による支出の手続が煩雑で時間がかかるために自動販売機会計の収入で経費を捻

出するというのは本末転倒の感がある。 

   現在の自動販売機会計の扱いは，純然たる県費でないため明確な取り扱いが存在

せず，各学校によりまちまちに運用されている。自動販売機会計についての帳簿が

ない学校や通帳と印鑑の保管者が同一であるなど支出時の手続に十分な内部統制が

とられていない学校もある。使途も学校運営の経費に使っているもの，他会計等へ

の貸付を行っているもの，ＰＴＡ関係の経費に使っているもの等さまざまであり，
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教室のエアコン設置の追加費用を自動販売機会計から支払った例もあった。また，

本来申告納付すべき法人税等の納税を行っていないＰＴＡもある。 

   自動販売機は県有の土地建物上に設置されるものである以上その収入は県に帰属

すべきである。したがって，県が業者と直接契約し収入は県に帰属するように改め，

学校運営に必要な経費については県費から支出するようにすべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 23 年 8 月 24 日公表分） 

   教育財産についても自動販売機設置に際して貸付が行えるよう「徳島県教育財産

管理規則」の改正を行い，平成２３年４月１日から施行した。 

   県立学校内の自動販売機設置については，一般競争入札により業者を選定し，貸

付を行う方向で検討中である。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）施設整備課の説明 

    従前から設置されている自動販売機の位置づけについては，ＰＴＡの理解と協

力が必要となるために現時点では変更されていない。 

    自動販売機の新規の設置について，一般競争入札による契約の準備をしたが，

採算性が問題となって実現に至らなかった。 

 

  ２）問題の所在 

    一定の対応はなされたものの，結論からいえば，基本的な状況は変わっていな

い。実質的な措置がないと評価するしかない。 

    なお，当時の外部監査人も，上記の「平成２１年度の指摘及び意見の背景」や

指摘の全文を読めば分かるとおり，自動販売機の有用性やその利益金が実際に使

われている内容は必要なものであることには理解を示しており，他方で様々なゆ

がみが生じてしまっていることに問題がある旨指摘しているのである。 

    したがって，まずは学校運営に必要な経費の支出について従前と異なる対応が

必要であるし，自動販売機設置の形態については新規設置分だけではなく従前か

ら設置されているものを含めて改める必要がある。 
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  〔指摘〕 

   従前自動販売機の収入によって学校運営に必要な経費がまかなわれていた実情を

十分把握し，かかる経費については簡易迅速に県費から支出できるような体制を整

えるべきである。 

   自動販売機の設置については，従前から設置されているものを含めて県が業者と

直接契約し，収入は県に帰属するように改めるべきである。 

 

３ 学校再編 

 ① 平成２１年度の指摘及び意見の背景 

   徳島県の県立学校では，すでに学校再編がなされ，以後も再編が予定されている

学校があった。 

   学校再編には大変な事務手続と費用を要する。担当教職員は多忙を極め，契約締

結にあたっては経済合理性追求のための十分な手順が取られたとは言えない様子が

あった。 

   少なくとも，徳島科学技術高等学校の例では，統合に関する事務処理について，

統合後に具体的な課題や問題点の洗い出し作業をする等の検証がなされていない。 

 

 ② 平成２１年度の指摘及び意見の内容 

  （意見１） 

   教職員は多忙であるといわれていることから，通常業務の分掌や繁閑に配慮した

スケジュールなど，対象校の教職員に配慮しながら学校再編を進める必要がある。 

  （意見２） 

   学校統合等，再編に要する事務処理や費用は莫大である。今後も各学校の再編が

予定されているところ，すでになされた再編についてはぜひとも実のある検証を実

施し，そのノウハウも今後の再編手続に生かしていくべきである。 

 

 ③ 講じた措置 

  （意見１に対し）（平成 22 年 8 月 26 日公表分） 

   従来から，職員の通常業務の分掌や繁閑に配慮したスケジュールに努めてきたと

ころであるが，再編業務にかかわる教職員の一層の負担軽減の検討資料として活用
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するため，徳島科学技術高校の再編に携わった教職員に対してアンケートを実施し，

その結果を取りまとめた。 

  （意見２に対し）（平成 22 年 8 月 26 日公表分） 

   再編統合する際には，対象校の教職員及び当課の職員で組織する開校準備委員会

を設置して，具体的な作業スケジュールや課題などを定期的に協議検討した上で

個々の作業を進めており，過去の再編におけるノウハウも構築できていると認識し

ているが，より効率的な再編手続きに向けた検討資料として活用するため，徳島科

学技術高校の再編業務に携わった教職員に対してアンケートを実施し，その結果を

取りまとめた。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）教育戦略課の説明 

    アンケート結果の取りまとめはしている。 

    なお，アンケート結果の取りまとめは，学校再編時における検討部会ごとにア

ンケート回答内容を整理したものであり，それを踏まえた検討内容などは記載さ

れていない。 

    アンケートは書類のやりとりによって提出を受けたものであり，学校現場でヒ

アリングなどを実施したわけではない。学校再編について作業工程などは作って

いるが，それは県庁内の教育委員会にある情報から作ったものであり，学校現場

からの情報を直接得て作ったものではない。 

 

  ２）問題の所在 

    当時の外部監査人は，実際に徳島科学技術高等学校に出向き，学校再編に関わ

った現場の教職員の声を聞いて，上記意見を述べている。 

    課題の把握やそれについての対応を検討する上で，直接の当事者から生の声を

聞くことは極めて重要であり，その労を惜しんでいては実質的な意味での課題の

把握や課題に対する地に足のついた対応は困難であると思われる。 

    講じた措置として記載されている文章を見ても，直接のヒアリングやアンケー

ト結果を踏まえた具体的な検討の形跡が見られないことなどからも，上記意見に

対して真剣な対応がなされているようには感じられない。 



 

84 
 

 

  〔意見〕 

   県庁内の教育委員会と学校現場との間で，直接的な情報交換，意思疎通をもっと

充実させ，双方が，学校再編など学校現場に関わる重要な課題を実質的に解決して

いく意識を共有すべきである。 
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Ⅲ 平成２２年度「県税の賦課徴収事務について」 

第１ 個人県民税 

１ 県内に事務所，事業所又は家屋敷を有する個人でその所在する市町村内に住所を有

しない者の把握について 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   個人県民税は，県内に住所を有する個人のほか，県内に事務所，事業所又は家屋

敷を有する個人でその所在する市町村内に住所を有しない者に対しても課せられる。 

   この点，個人住民税の納税義務者の把握は，市町村による賦課行為の前提ではあ

るが，県としても課税もれがないよう，市町村との連携強化を図るべきである。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   県は，市町村に対してヒアリングを実施するなど，納税義務者の把握に対しても

っと積極的で具体的な役割を果たすべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   「家屋敷等課税」を含めた個人住民税の納税義務者の概要等について，各市町村

のホームページ等に掲載するなど，広く住民に周知を図るよう市町村税務担当課長

会議等を通じて助言する。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    平成２２年度の外部監査で対象となった最終年度である平成２１年度以降の

「家屋敷等課税」の状況は，次のとおりである。 

 

    平成２１年度 美波町 ２８人，２８，０００円 

    平成２２年度 徳島市  １人， １，０００円 

           美波町 ２７人，２７，０００円 

           北島町  ２人， ２，０００円 

    平成２３年度 徳島市  １人， １，０００円 
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           阿波市  １人， １，０００円 

           美波町 ２７人，２７，０００円 

           北島町  ２人， ２，０００円 

    平成２４年度 徳島市  １人， １，０００円 

           北島町  ６人， ６，０００円 

    平成２５年度 徳島市  １人， １，０００円 

           北島町  ３人， ３，０００円 

    平成２６年度 徳島市  １人， １，５００円 

           北島町  ４人， ６，０００円 

 

  ２）問題の所在 

    課税の状況の推移からすると，徳島市と北島町だけに「家屋敷等のみを有する

者」が若干名存在し，それ以外には存在しないということになるが，そのような

状況は不自然である。市町村に対しては，毎年度の課税状況調ヒアリング等の機

会を通じて，周知広報や適正課税について継続的に助言しているとのことである

が，現状では適正な課税が行われているとはいいがたい。 

 

  〔意見〕 

   市町村による賦課行為の前提となることから対応が難しい面もあるが，市町村と

十分に連携して，納税義務者の把握に対して更に積極的で具体的な取組みが必要で

ある。 

 

２ 延滞金の処理 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   個人県民税についても，延滞金が発生する。個人県民税についての延滞金は，県

の有する債権であり，その徴収が必要であるとともに，これを厳密に徴収すること

によって全体的な納税意識を上げる効果を生むものと考えられる。 

   ところが，その延滞金の処理は厳密なものとはなっていない。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 
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  （意見） 

   延滞金も県の有する債権である以上，県としても，市町村に対してヒアリングな

どを実施することにより延滞金の徴収もれがないか確認し，市町村の延滞金徴収に

積極的に関与する必要がある。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   延滞金の徴収については，市町村へのヒアリング等を通じて助言する。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    延滞金の徴収の徹底に関しては，市町村に対してヒアリング等を通じて助言し

ている。延滞金の状況については「県民税の払込状況報告書」により回収額の報

告は受けているが，未納となっている延滞金の状況は個人住民税が市町村にて賦

課徴収するものであるため把握していない。 

 

  ２）問題の所在 

    平成２２年度の報告書では，意見に至る背景として，「個人県民税については，

市町村長から知事への報告がなされるが，この報告の際に提出される書面には未

納延滞金が記載されない。したがって，この報告からのみでは本来は発生してい

るはずの未納延滞金の状況は把握できない。そして，県はその他の方法によって

未納延滞金を確認するなどの手段は講じていない。」と記載されている。その上で

「延滞金も県の有する債権である以上，県としても，市町村に対してヒアリング

などを実施することにより延滞金の徴収もれがないか確認し，市町村の延滞金徴

収に積極的に関与する必要がある。」としている。 

    外部監査人の意図からすると，未納延滞金の管理は不可欠であり，個人住民税

は市町村が賦課徴収しているため未納となっている延滞金の把握は行わないとい

う対応は外部監査人の意図とは相容れないものである。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっ
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かり読んで問題意識を正確に理解し，「講じた措置」にはその問題意識に対応した記

載をすべきである。外部監査人の意図に沿うように措置するのであれば，未納延滞

金の管理を行うべきである。 

 

第２ 法人県民税・法人事業税 

１ 申告書用紙送付について 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   法人二税は申告納付制度が採られているところ，申告書用紙は確定申告及び予定

申告の時期に先立って県から事前に郵送されている。 

   この申告書用紙には，県から発送される時点で，法人番号，住所，会社名の他，

予定申告用紙の場合前事業年度の税額や予定申告税額等が，すでに印刷されている。 

   そして，その法人又は関与税理士から一度税理士宛への送付依頼があった場合は，

以後県は法人や税理士に事前に確認することなく，上記の申告書用紙を法人ではな

く，直接送付依頼した税理士に送っている。 

   しかし，申告をする法人が，当初送付依頼した税理士に対し，当期も申告手続を

依頼するとは限らない。平成２１年度に担当税理士以外に申告書用紙が送付された

ケースが２６８件あった。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   県は，法人二税の申告書用紙の送付にあたって，送付先に十分注意をすべきであ

り，仮に税理士に直接送付する場合には当期の申告手続を当該税理士に依頼してい

るか否かを確実に確認しなければならない。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   これまで，行政サービスとして，依頼のあった税理士等に対して申告書用紙の送

付を行ってきたところである。 

   しかし，関与している税理士が変更になった際に「変更届」の提出がなく，既に

関与していない税理士に送達してしまう例があったことから，平成２４年度におい

て，原則，各法人宛に送付することを基本に，コスト面についての検討を行うこと
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とした。 

   このことについては，送付方法変更前に税理士等に対し，周知を行う。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    平成２５年４月，税理士あてに「お知らせ」を送付し，関与状況，申告書の送

付の要否及び送付先等についての調査を行い，また，法人あてについては，同年

度の法人への申告書送付時に「お知らせ」を同封し，申告書の送付の要否と送付

先を調査した。 

    しかし，上記以降はこのような調査を実施していない。 

    なお，県ホームページに送付先等の（変更）届出書を掲載し，関与先の変更等

があった場合には，提出を求めている。 

 

  ２）問題の所在 

    平成２５年度において，税理士及び法人あてに「お知らせ」を送付して確認す

ることにより，その時点での送付先については確認できているといえる。 

    しかしながら，その後関与税理士が変更になった場合には，上記のような確認

ではなく，県ホームページの「法人県民税・事業税等申告書送付先等の（変更）

届出書」を提出してもらうことにより対応することが予定されている。 

    この点，そもそも「法人県民税・事業税等申告書送付先等の（変更）届出書」

の提出自体任意のものであるし，従来税理士あてに申告書用紙を送付してもらっ

ていた法人は「法人県民税・事業税等申告書送付先等の（変更）届出書」の存在

を知らないのが通常と思われる。現在の対応では関与税理士が変更になったにも

かかわらず，従来の関与税理士へ申告書用紙が送付される可能性は従来と同じ程

度に高いといえる。 

 

  〔指摘〕 

   平成２２年度の指摘及び意見に対して，平成２５年４月に税理士及び法人あてに

「お知らせ」を送付すること等により対応したことは一応評価できる。しかしなが

ら，現在の対応では担当税理士以外に申告書用紙が送付されるリスクは少なくない。
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国税である法人税等の申告書用紙はすべて関与税理士ではなく法人あてに送付され

ているところ，法人県民税・法人事業税の申告書用紙も関与税理士ではなく法人あ

てに送付するようにすべきである。 

 

第３ 個人事業税 

１ 事業所得と雑所得等それ以外の収入の区別 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   個人事業税は，一定の事業がその対象であり，対象事業による収入に対して課税

される。したがって，個人事業税の確定にあたっては，対象事業による収入と雑所

得等それ以外の収入の確認が必要である。 

   これに対する県の対応としては，雑所得に該当するか，あるいは事業所得に該当

するかは税務署が確認しているため，県では所得区分の判定についての統一的な処

理方針を定めていない。個人事業税の課税にあたって担当者が雑所得について疑義

を感じた場合には，追加で詳細を確認することにより判定しているとのことであっ

た。 

   しかし，県における対応は十分とはいい難く，課税漏れが生じる余地がある。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   県は，一定金額以上の雑所得について内容の照会を行うなど，一定の指針を作成

して，課税のもれが生じないようにすべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   雑所得については，所得税の確定申告書第２表の「雑所得（公的年金等以外），総

合課税の配当所得・譲渡所得，一時所得に関する事項」欄の，所得の種類，種目・

所得の生ずる場所，収入金額，必要経費等の内容を確認している。 

   当該欄において，所得区分等が不明瞭な雑所得がある場合は，課税漏れが生じな

いよう，照会等を行っている。 

 

 ④ 措置状況についての検証 
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  １）税務課の説明 

    雑所得についての対応は，「③ 講じた措置」に記載のとおり，所得税の確定申

告書第２表の「雑所得（公的年金等以外），総合課税の配当所得・譲渡所得，一時

所得に関する事項」欄の，所得の種類，種目・所得の生ずる場所，収入金額，必

要経費等の内容を確認し，当該欄において所得区分等が不明瞭な雑所得がある場

合は，課税漏れが生じないよう，照会等を行っている。 

 

  ２）問題の所在 

    「③ 講じた措置」は，一見すると「② 平成２２年度の指摘及び意見の内容」

に対応して何らかの措置を新たに講じたような記載である。 

    しかしその実質的な内容は，担当者が雑所得について疑義を感じた場合には，

追加で詳細を確認することにより判定しているというものであり，「① 平成２２

年度の指摘及び意見の背景」で問題としたものとまったく同一である。また，「② 

平成２２年度の指摘及び意見の内容」で示された一定の指針の作成についても作

成されていない。 

 

  〔指摘〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっ

かり読んで問題意識を正確に理解し，「講じた措置」にはその問題意識に対応した記

載をすべきである。何ら措置を講じていないにもかかわらず，あたかも措置を講じ

たかのように記載するのは，県民に対して誤解を生じさせうる行為であり，改める

べきである。従来どおりの処理で問題がなく措置を講じる必要がないと判断したの

であれば，外部監査人の意見とは異なる旨を理由を付して明記すべきである。 

 

２ 医業等の調査 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   個人事業税について，医業または歯科医業を行う者の社会診療報酬事業について

は，非課税とされている。 

   したがって，医業等の個人事業税の確定にあたっては，社会保険診療事業部分と

自由診療事業分の確認が必要である。 
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   この点，県は一定の場合には社会保険診療収入等について，課税対象者に照会を

しているようである。 

   しかし，その内容は極めて概括的であり，しかも，具体的な資料の添付は要求し

ていない。 

   また，県は医院等に出向いて直接帳簿等を確認するなどの調査は行っておらず，

社会保険事務所等に存在するデータを何らかの方法で確認するなどの方法もとって

いない。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   県は，医業等の非課税部分について，具体的な資料の添付を求めたり，社会保険

事務所等関係機関に存在するデータとの整合性を確認したり，定期的に医院等へ出

向いて調査したりするなど，客観的に調査確認等する方法を策定実施し，課税漏れ

防止に取り組むべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   これまで，「医療法人等に係る所得金額の計算書」及び記載の手引きを用いて，申

告者の制度に対する理解を深めるとともに，確定申告書に付表の添付がないなど，

診療収入等の内訳が確認できない者に対しては照会を行い，「社会保険診療収入等の

明細について(回答)」の返送を受け，申告内容の確認を行ってきたところである。 

   さらに，平成２３年度の県税事務執行者会議ワーキンググループにおいて「医療

法人等及び医業個人等に対する調査要領」等を策定，平成２４年度以降，帳簿調査

等を行うこととした。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

「③ 講じた措置」に記載のとおりである。 

具体的には，平成２４年度は，社会保険診療の可能性がある個人事業者に照会

様式及び記載の手引きを送付し周知を行った。事業税の非課税所得となる社会保

険診療報酬にかかる取り扱いは，医療法人と医業個人が同じものであることから，
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平成２５年度から事業規模などの観点から医療法人等に対する実地調査を先行し

て行った。これまで医業個人に対する実地調査は行っていないが，医療法人等に

対する調査により，ノウハウが蓄積されたことから，平成２８年度から医業個人

に対する実地調査を行う。 

 

  ２）問題の所在 

    「医療法人等及び医業個人等に対する調査要領」の策定や照会様式の改正等，

平成２２年度の指摘及び意見に対して対応している点も見受けられた。しかしな

がら，「平成２４年度以降，帳簿調査等を行うこととした。」と記載しながら，い

まだ実地調査は実施されていない。 

 

  〔意見〕 

   「講じた措置」として，「平成２４年度以降，帳簿調査等を行うこととした。」と

記載した以上早急に実施すべきである。いまなお実施していないというのは，「講じ

た措置」と実際の対応が異なるといわざるを得ない。 

 

第４ 不動産取得税 

１ 申告手続の実情について 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   不動産取得税は，不動産取得の日から６０日以内に申告しなければならないとさ

れている（県税条例第２０条の２７第１項）。 

   しかし，この申告義務については十分な周知がなされておらず，県から通知をし

て事後的に申告を促しているのが実情で，その結果，期限内の申告がなされる例は

ほとんどないとのことである。 

   他方，不動産取得税については，一定の住宅や住宅用土地を取得した場合に軽減

される措置がある。これらの軽減措置を受けるためには，上記の期限内に申告する

ことが前提とされている。 

   ところが，実際には，期限内の申告手続がなされていなくても，軽減措置を認め

ているようである。 

   このように申告義務を有名無実なものとし，不申告に対するペナルティーを課さ
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ない取扱いは，不申告を助長し，課税漏れが生じるおそれがある。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   県は，申告義務については，不動産の取得手続に関与することの多い不動産業者

や建築業者，金融機関，司法書士などに対しても協力を依頼するなど積極的に周知

を行うべきである。 

   その上で，軽減措置の的確な取扱いを行い，さらには不申告に対する過料の適用

を検討するなどし，期限内申告を徹底させるよう努めるべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   不動産取得税の申告義務については，不動産の取得者の多くが税法の知識に乏し

い一般個人であることや，一部不動産業者を除いては不動産を取得すること自体が

希であり，期限内に申告がなされないことが多いことから，「地方税のしおり」を始

め，各種パンフレットに記載し，周知を図っているところである。 

   さらに，平成２３年度から，(社)徳島県宅地建物取引業協会を通じて，不動産業

者に対する周知を依頼するなど，期限内申告の周知に努めた。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

 「③ 講じた措置」に記載のとおりであり，さらに申告書提出に関する電話照

会などに対して申告義務制度を説明している。 

    なお，徳島県税条例第２０条の２８では，不動産取得税に係る不申告等に関す

る過料として，「不動産を取得した者が前条の規定によって申告し，又は報告すべ

き事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては，

その者に対し，十万円以下の過料を科する。」と定められている。しかしながら，

実際に過料を科した例はなく，そもそも過料を科すか否かの判断にあたって必要

となるはずの「正当な理由」の有無の確認も行っていない。 

    また，徳島県税条例第２０条の２９の２では，住宅の用に供する土地の取得に

対する不動産取得税の減額に係る申告として，「法第七十三条の二十四第一項又は
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第二項の規定の適用を受けようとする者は，当該土地の取得の日から六十日以内

に，次の各号に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

ただし，知事がやむを得ない理由があると認める場合には，当該期間は，知事が

相当と認める期間とする。」と定められている。しかしながら，土地の取得の日か

ら６０日以内に申告書を提出しなかった場合においても軽減措置を認めているが，

軽減措置を認めるにあたって「知事がやむを得ない理由があると認める」手続き

を経ていない。 

 

  ２）問題の所在 

    不動産取得税に係る不申告等に関する過料を科すか否かの判断にあたって必要

となるはずの，条例で定められている「正当な理由」の有無の確認が行われてお

らず，実際に過料を科した例もない。 

    また，住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額に係る申告が

６０日以内に行われない場合に，条例で定められている「知事がやむを得ない理

由があると認める」手続きを経ずに軽減措置を認めている。 

 

  〔意見〕 

   不動産の取得者の多くが税法の知識に乏しい一般個人であることや，一部不動産

業者を除いては不動産を取得すること自体が希であり，期限内に申告がなされない

ことが多いことから，ある程度弾力的な運用にならざるを得ない点は理解できなく

もないが，現在の運用は条例で定める手続きを経ないものであり，早急に是正すべ

きである。 

 

第５ 県たばこ税 

１ 納税義務者に対する調査 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   県たばこ税は，たばこ製造者等が小売販売業者や消費者へ売り渡し等した場合に

発生するが，納税すべき先は小売業者の営業所等が所在する都道府県である。 

   したがって，製造されたたばこが実際にどの県で販売されたのかは各都道府県の

歳入にとって非常に重要である。 
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   この点，県が県たばこ税について行っている調査の内容は，申告本数合計（つま

り各都道府県での申告本数の合計数）と製造者が本店所在地の都道府県に報告して

いる合計本数の整合性を見るというものである。 

   これでは，本来は徳島県にて販売されているはずの本数が，他県にて販売されて

いるかのような申告がなされていても，一切確認できない。 

   県たばこ税の納税義務者数は決して多くはないところ，例えば一定の周期で納税

義務者数に対する個別の照会を行う，場合によってはその際に一定の資料の提示を

求めるなどの形で調査を実施することは決して困難ではない。そして，このような

調査の実施により，納税義務者側が正確な納税すべきとの意識を持つようになるこ

とも期待できる。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   県は，従前の合計本数の比較だけの調査にとどまるのではなく，個別具体的な調

査を検討し，実施すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   県たばこ税の適正な申告納付を目的とし，本県に本店を置く卸売販売業者等に対

し，県たばこ税の申告納付までの事務手続きについて確認を行うこととした。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    本県に本店を置く個人の卸売販売業者１名に対し，平成２３年度から調査協力

を依頼しているが，実地調査を行えていない。今後は，書面調査等協力を得やす

い方法を検討し，早期の調査実現を図る。 

 

  ２）問題の所在 

    平成２３年度から相応の年数が経過しているが，いまなお実地調査を実施でき

ていない。 
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  〔意見〕 

   外部監査人による指摘・意見については，できるだけ速やかに対応しなければな

らない。いまなお実地調査を実施していないのは問題であり，早急に実施すべきで

ある。 

 

第６ ゴルフ場利用税 

１ 納税義務者に対する調査 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   ゴルフ場利用税について，県は，定期的にゴルフ場へ赴いて調査を行っているよ

うである。 

   しかしその具体的な調査の内容は，２週間くらい前に事前連絡をした上で，毎回

決まった資料を閲覧するというものである。そして，閲覧する資料は受付表や非課

税利用申出書などにとどまっており，ゴルフ場の売り上げや税務申告に関係する書

類等は確認していないようである。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   県は，ゴルフ場の調査にあたっては，売り上げや税務申告に関係する書類を見る

などして，厳正な調査をすべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   ゴルフ場利用税は「売上げ」等に対して課されるものではなく，「課税対象となる

利用人員」に対して課される税であり，一人当たりの支払料金は受けるサービスに

より異なるため，「売上げ」等からの総利用人員等の把握は困難であるが，平成２４

年度以降において，ゴルフ場利用税の適正な申告納入を目的とした，新たな調査手

法の研究を行うこととした。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    平成２４年度に県税事務執行者会議ワーキンググループにおいて「ゴルフ場利
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用税調査要領」を策定した。 

    決算書の利用料金収入と申告税額の整合性を確認する事項を追加し，利用者か

らの料金収入から申告納入に至る事務作業の内容を聞き取っている。 

 

  ２）問題の所在 

    実際の対応としては，平成２２年度の指摘及び意見に沿った内容であり，税務

課による措置自体に特段問題はないと思われる。 

    しかしながら，公表された「講じた措置」としては，「平成２４年度以降におい

て，ゴルフ場利用税の適正な申告納入を目的とした，新たな調査手法の研究を行

うこととした。」と記載されているだけであり，その後のフォローは記載されてい

ない。そのため，県民としては新たな調査手法を研究したのか否か，また，研究

した結果どのように対応したのかが一切わからない。 

    この点は，実際にとった措置の公表のあり方の問題であるので，行政改革室及

び監査事務局がもっと所管課に対して積極的に対応することが望まれる。 

 

  〔意見〕 

   「講じた措置」として公表するにあたっては，最終的にどのような対応を行った

のかまでフォローすべきである。「新たな調査手法の研究を行うこととした。」とだ

け記載し，その後の対応を記載しないのは情報提供として不十分である。 

 

２ 特別徴収義務者に対する交付金 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   県は，規則を制定し，ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に対して交付金を支払っ

ている。 

   この交付金制度は，ゴルフ場の経営者団体からの強い要望に基づき導入された制

度であり，その目的は，ゴルフ場利用税の特別徴収制度の適正な運営を図るととも

に，県税収入の確保を期するということにあるようである。 

   しかし，ゴルフ場利用税の最終的な負担者はゴルフ場利用者であり，特別徴収義

務者は利用者が負担することになるゴルフ場利用税を一次的に預かって納めている

に過ぎず，極めて当然の義務を果たしているにすぎない。にもかかわらず，県から
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特別徴収義務者に交付金を支払う必要があるのか，疑問がある。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   県は，ゴルフ場利用税の納入促進のために不申告者等へのペナルティの導入を検

討すべきであり，他方で交付基準（交付額）や，場合によってはそもそもこの交付

金制度を維持するのか否かについて，再検討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   ゴルフ場利用税特別徴収義務者交付金は，殆どの都道府県で交付等されており，

本県の交付率・交付額は全国の極めて下位に位置している。 

   本県においては，当該交付金を昭和５３年度から交付しているが，以後，軽減税

率の創設，非課税措置の創設等，特別徴収義務者の事務負担は増えており，他方，

交付率については，昭和５３年度から「２／１,０００」に据え置いているところで

ある。 

   なお，当該交付金の目的は「ゴルフ場利用税の特別徴収制度の適正な運営を図る

とともに，県税収入の確保を期する」ことにあり，昭和５３年度から現在まで，適

正な申告納入が行われているところである。 

   さらに，より適正な「申告納入」に資するため，平成２３年度において，現行規

則における「納期限までに納入した額」を，「申告期限までに申告し，かつ，納入し

た額」に改め，期限後申告となった額を算定基礎から除くこととした。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    「③ 講じた措置」に記載のとおりである。 

 

  ２）問題の所在 

    外部監査人の「交付基準（交付額）や，場合によってはそもそもこの交付金制

度を維持するのか否かについて，再検討すべき」との意見に対して，県としては

再検討の結果変更の必要はないと判断したものである。 
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  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見に対して異なる意見を持つことはあり得るところ，その

ような意見を前提に理由を付して変更の必要はないとした県の対応はそれはそれで

評価できる。 

   しかしながら，ゴルフ場利用税の最終的な負担者はゴルフ場利用者であり，特別

徴収義務者は利用者が負担することになるゴルフ場利用税を一次的に預かって納め

ているに過ぎず，極めて当然の義務を果たしているにすぎないこと，４７都道府県

中１２都道府県では交付していないことから，今一度再検討すべきと思われる。 

 

第７ 自動車取得税・自動車税 

１ 課税保留の手続 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   自動車税は，本来道路運送車両法第４条の規定による登録の有無によって課税さ

れるところ，県は，車体検査の有効期限を６ヶ月以上経過した自動車に対する課税

を保留にするという取扱いをしている。 

   この取扱いについて，県は，以下の総務部長通達に基づくものであると説明する。 

『所在が不明の自動車 

   自動車の所在が不明のもので車体検査の有効期限を六月以上経過した自動車のう

ち，近隣者，当該自動車の購入先その他関係者と認められる者について綿密な調査

を行っても自動車の所在が不明と認められるものは，課税を保留する。』 

   しかし，実際の課税保留の取扱いは，上記総務部長通達に明らかに反している。 

   具体的には，上記総務部長通達で要件とされている「近隣者，当該自動車の購入

先その他関係者と認められる者について綿密な調査」がなされている形跡はなく，

「自動車の所在が不明」であることの確認がなされていない。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   県は，自動車税の課税保留の手続の際には，上記総務部長通達が存在する以上そ

の要件を厳格に守るべきである。 
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 ③ 講じた措置（平成 23 年 8 月 24 日公表分） 

   自動車税の課税保留の手続きについては，通達で要件とされている滞納者自宅の

周辺などにおける当該自動車の綿密な所在調査を行っているところである。 

   平成２３年度以後も適切に行うとともに，当該調査内容を滞納処分票に記載し，

課税保留の手続きの一層の適正化に努めている。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    自動車税の課税保留の手続きについては，通達で要件とされている滞納者自宅

の周辺などにおける当該自動車の綿密な所在調査を行っている。 

 

  ２）問題の所在 

    課税保留としたものの滞納処分票を確認したところ，「平成２６年１１月１２日 

当該車両 住所地になし」，「平成２６年１１月１２日 住所地に当該車両見当た

らず」と記載されているだけであり，「近隣者，当該自動車の購入先その他関係者

と認められる者について綿密な調査」がなされている形跡はない。 

 

  〔指摘〕 

   講じた措置では，「当該調査内容を滞納処分票に記載し，課税保留の手続きの一層

の適正化に努めている。」としているにもかかわらず，実際には住所地での当該車両

の有無しか記載されておらず，調査内容は記載されていない。 

   また，実際には課税保留の近隣者，当該自動車の購入先その他関係者と認められ

る者について綿密な調査を行っているとのことであるが，調査した形跡は残ってい

ない以上はそもそも綿密な調査自体を行っているとは認めがたい。 

   「講じた措置」として記載した以上はそのとおりに実施すべきであり，「講じた措

置」と実際の内容が異なる対応を行うのは，県民に誤解を生じさせうるものであり，

改めるべきである。 
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２ 身体障がい者等への減免手続（条例等との齟齬） 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   自動車取得税，自動車税は，身体障害者の運転する自動車等に対しては，申請に

より課税が減免される（実際には全部減免のみであり一部減免はない）。 

   減免申請にあたって，「専ら」身体障害者のための用途に供されていることが要件

となっているものがあるが，県は，「専ら」の要件を満たしているかの判断を，月４

回程度あるか否かにより，行っているとのことであった。 

   しかし，月４回程度の使用で「専ら」の要件を満たしているとの運用は，明らか

に条例及びそれに基づく施行規則の文言と齟齬がある。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   県は，月４回程度の使用をもって条例及びそれに基づく施行規則の「専ら」の要

件を満たしているとするが，この判断は合理的といえない。条例及びそれに基づく

施行規則と運用の齟齬の解消に努めるべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   身体障害者等の減免制度は，身体障害者等が使用する自動車が当該身体障害者等

の日常生活にとって不可欠の生活手段となっており，当該自動車について自動車取

得税・自動車税を減免することにより，身体障害者等が身体障害又は精神障害を克

服し，健全な者に伍して社会生活を営むことができるよう（身体障害者等の積極的

な社会活動の一助となるよう），税制上の配意を加えているものである。 

   継続して「月４回程度」確実に身体障害者等の方の利用があれば，減免の趣旨に

沿っているものと判断する（証明書を発行できる機関が限られているという問題も

ある）。 

   なお，全国の状況を見ると，４６都道府県が「月４回程度」以下の回数要件とし

ており，うち，約２０都府県では，使途制限又は回数要件を設けておらず，本県の

取扱いは全国的に見て，厳しいものとなっている。 

   「齟齬」の問題については，現行の証明書による要件確認の取扱いを改めるなど，

抜本的な見直しも必要であるが，議論されている自動車関係税制の改正を踏まえ，
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その際に「専ら」の要件も含め，身障減免制度全体の検討を行う。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    「③ 講じた措置」に記載のとおりである。 

 

  ２）問題の所在 

    「講じた措置」では，身体障がい者等の減免制度について，「月４回程度」の使

用で減免することの是非について記載されているが，平成２２年度の指摘及び意

見ではそもそもその点については問題視していない。 

    すなわち，当時の外部監査人も，「月４回程度」の使用で減免するべきではない

という趣旨の意見は一切述べていない。当時の外部監査人は，条例及びそれに基

づく施行規則の文言である「専ら」と実際の運用である「月４回程度」との間に

齟齬が生じていることを問題視しているのである。 

    しかるに，条例及びそれに基づく施行規則の文言と運用の齟齬については何ら

対応していない。 

 

  〔指摘〕 

   「講じた措置」には，外部監査人が問題としていない点について長々と記載して

いるが，外部監査人の意見を正確に理解しないものといわざるを得ず，不適切であ

る。 

   また，外部監査人が問題とした点については，措置していない。月４回程度の使

用に対して減免を認める必要があると考えるのであれば，条例を早急に改正するよ

うに手続きを行うべきであり，条例を改正しないまま条例と異なる運用を継続して

いる現状は問題といわざるを得ない。 

 

３ 身体障がい者等への減免手続（手帳の原本確認） 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   減免申請の手続では，障害者手帳の原本の提示を求め，受付を担当した職員が，

減免申請書の「手帳番号」「障害等級」等の記載内容を原本で確認しているとのこと



 

104 
 

である。 

   しかし，減免申請書には受付担当職員の押印をする欄が１ヶ所あるものの，それ

とは別に障害者手帳の原本を確認したことを記す欄などはなく，受付に際して確実

に原本確認されているか否か，必ずしも明らかではない。これでは，原本の確認漏

れも否定できない。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   県は，減免申請書に障害者手帳の原本を確認したことを記す欄を設けるなどして，

確実に原本確認がなされるような手順に改めるべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 23 年 8 月 24 日公表分） 

   身体障害者等の減免申請については，従来より，減免申請書の記載内容を，受付

を担当した職員が障害者手帳等の原本にて確認し，受付者欄に押印しており，原本

確認ができないものについては，減免申請を受け付けない取扱いとしているところ

である。 

   平成２３年度からは，減免申請書に「原本確認済欄」を設け，受付した職員が押

印することとした。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    「③ 講じた措置」に記載のとおりである。 

 

  ２）問題の所在 

    平成２３年度と平成２６年度の減免申請書を確認したところ，平成２３年度に

おいてはほぼすべてに原本確認済の記載が行われているが，平成２６年度では一

部原本確認済の記載が行われていたものの大部分は行われていなかった。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見に対して速やかに対応し，平成２３年度においてはほぼ
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確実に履行されていた点は評価できる。 

   しかしながら平成２６年度ではほとんど原本確認済の記載が行われておらず，結

果として講じた措置に反する対応となっている。原本確認済の記載を履行するよう

周知徹底が必要である。 

 

４ 身体障がい者等への減免手続（使用状況の確認） 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   障害者本人運転の場合には，一度減免申請した以降の年度については，現況確認

の往復はがきを送付し，返送されるはがきの内容によって確認しているとのことで

ある。そして，はがきが返送されない場合には，個別に電話をして現況を確認して

いるとのことであった。 

   しかし，はがきの内容だけで正確な使用状況が確認できるとは考えがたい（返送

されるはがきに記載してもらうのは自動車の登録番号，住所氏名等，免許証の有効

期限だけである）。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   毎年の来庁は障害者本人に負担が大きいことは理解できるが，ある程度の年数お

きに来庁を依頼して直接使用状況等を確認するなど，もっと正確な使用状況の確認

方法を検討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   本人運転については年に一度，４月に往復はがきで現況確認を行っており，家族

運転については，毎年度４月１日から納期限前７日まで申請を受け付けている。 

   全国照会の結果，本人運転については，殆どの都道府県で，１～３年に一度の割

合で往復はがき等にて現況確認を行っている。 

   本県の取扱いについては，家族運転の申請時期等を変更せず，本人運転について

のみ，何年かに一度来庁をお願いしての確認となれば事務量が膨大なものとなるた

め，取扱いを見直す際には，申請時期の通年度化や家族運転の申請を２年に一度に

変更するなどの見直しも必要である。 
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   自動車関係税制の改正を踏まえ，その際に確認方法も含め，身障減免制度全体の

検討を行う。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    「③ 講じた措置」に記載のとおりである。 

 

  ２）問題の所在 

    「③ 講じた措置」の記載では，他都道府県も同様の状況であることを理由に

今後検討を行う旨だけ記載されており，外部監査人の指摘・意見に対する回答に

なっていない。 

 

  〔指摘〕 

   外部監査人による指摘・意見については，できるだけ速やかに対応しなければな

らない。措置不要と判断したのならば，理由を付してその旨を明記すべきである。

一方，問題点を認識し，改善すべきと考えるならば，自動車関係税制の改正を待つ

のではなく，早急に対応すべきである。 

 

５ 身体障がい者等への減免手続（減免制度の弾力的運営） 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   減免の金額について，条例上は減免となっているものの実際には申請に対して要

件を具備する以上，大型乗用車であっても全部減免されることになっている。 

   身体障害者等への減免制度は，身体障害者等の積極的な社会活動の一助となるよ

う税制上で配慮を加えたものであるところ，大型乗用車に対してまで全部減免する

という現行の取扱いは一般的な県民感情にそぐわないものであると思われる。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   自動車税について，一律に全部減免とするのではなく，一部減免の制度も取り入

れて，減免制度の弾力的な運営を図ることを検討すべきである。 
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 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   約半数の都道府県が，減免額等に上限を設けているが，障害の程度により，大き

めの車両を必要とする身体障害者の方もいる。 

   自動車関係税制の改正を踏まえ，その際に一部減免も含め，身障減免制度全体の

検討を行う。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    「③ 講じた措置」に記載のとおりである。 

 

  ２）問題の所在 

    「③ 講じた措置」の記載では，今後検討を行う旨だけ記載されており，外部

監査人の指摘・意見に対する回答になっていない。なお，障害の程度により大き

めの車両を必要とする身体障がい者の方がいる点については，上限を設けた上で，

大きめの車両を必要とする場合には個別に申請をしてもらうようにすれば対応可

能と思われる。 

 

  〔指摘〕 

   外部監査人による指摘・意見については，できるだけ速やかに対応しなければな

らない。措置不要と判断したのならば，理由を付してその旨を明記すべきである。

一方，問題点を認識し，改善すべきと考えるならば，自動車関係税制の改正を待つ

のではなく，早急に対応すべきである。 

 

６ Ａ協会との契約関係 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   自動車取得税及び初回の自動車税の納付は，自動車税証紙の購入という形で納税

される。県は，この自動車税証紙の「証紙売りさばき人」及び自動車税証紙の代用

納付方法である自動車税証紙代金収納印の押印を行う「証紙代金収納計器取扱者」

として，Ａ協会一者を指定し，さらに，このＡ協会と，「自動車取得税及び自動車税
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に係る申告書等の精査検算業務並びに自動車税の納税証明書（継続検査用）の交付

業務」についての委託契約（以下「本委託契約」という）を，一者随意契約にて締

結している。 

   これによりＡ協会は，証紙売りさばき人及び証紙代金収納計器取扱者として，県

から証紙売りさばき手数料（現在は証紙売りさばき手数料は取扱いがないため発生

していない）及び証紙代金収納計器取扱手数料を受け取り，かつ本委託契約に基づ

く委託料を受け取っている。 

   本委託契約は，昭和５８年からずっと一者随意契約にて締結されているが，この

ような契約について，競争原理が働かず，したがって経済合理性の追求がなされな

い一者随意契約にて締結することは，疑問がある。 

   また，本委託契約の業務を行ううえで証紙代金収納計器の取扱いは不可分に発生

する作業であり，いわば一連の作業といえる。この一連の作業に対して実際は上記

のとおりＡ協会が，証紙代金収納計器取扱者としての手数料と本委託契約に基づく

委託料を受け取っており，その金額は合計２７，７３６，２２５円にも上る。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   県は，同一業者に対し委託料に加えて証紙代金収納計器取扱者としての手数料を

支払うにしてもその額はかなりの低額とすべきである。さらには，証紙や証紙代金

収納計器を使用しない方法やその他入札による契約締結が可能な事務処理を具体的

に検討し，早期に入札による契約締結への移行をすべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   自動車取得税等に係る委託業務は，事務量が多い煩雑な自動車登録手続きの一環

であるとともに，国や民間の各種手続きと一連かつ密接に関わる業務であり，業務

委託に際し，自動車取得税等に関する専門知識及び当該業務に適した施設・設備が

求められることから，Ａ協会以外にはなく，競争入札にはなじまない。 

   また，自動車取得税等の証紙徴収は，委託する「申告書等の精査検算業務」と密

接不可分であり，Ａ協会を「証紙売りさばき人」及び「証紙代金収納計器取扱者」

に指定することは，自動車登録手続きの迅速化及び県民の利便性の向上を図るうえ



 

109 
 

で不可欠である。 

   その結果，Ａ協会に対し証紙代金収納計器取扱手数料を支払っているが，この手

数料は自動車取得税等の税額に応じた証紙取扱額に県税条例施行規則で定める率を

乗じて算出しており，この率については一般の県証紙売りさばき手数料の率の３分

の１以下に設定されていること，また，他の都道府県と比較しても標準的な率であ

ることから，手数料の算定は適切になされている。 

   なお，自動車取得税等の徴収方法は，地方税法及びこれに基づく県税条例で「証

紙や証紙代金収納計器によること」と定められ，さらに，総務省からは「みだりに

現金徴収しない」旨の通知もなされており，本県の取扱いは法令や通知に沿ったも

のであり，証紙や証紙代金収納計器を使用しない方法を採用することはできない。 

   自動車関係税制の改正を踏まえ，その際に証紙代金収納計器取扱手数料率の改定

やその他入札による契約締結が可能な事務処理などについて検討を行う。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    「③ 講じた措置」に記載のとおりである。 

 

  ２）問題の所在 

    Ａ協会とは依然一者随意契約により契約を締結している。その理由としては，

自動車取得税等に関する専門知識及び当該業務に適した施設・設備が求められる

とされているが，要求される自動車取得税等に関する専門知識が他の者がなしえ

ないほど高度であるとは到底思われない。 

    また，密接不可分な業務であるにもかかわらず本委託契約に基づく手数料と証

紙代金収納計器取扱者としての手数料を払っている点についても，見直しは行わ

れていない。この点，一般の県証紙売りさばき手数料の率の３分の１以下に設定

されていること等を理由に挙げているが，単独で売りさばく一般の県証紙売りさ

ばき手数料とは比較が困難であるし，そもそも本委託契約の業務を行ううえで証

紙代金収納計器の取扱いは不可分に発生する作業であり，いわば一連の作業とい

え，この一連の作業に対する手数料率としては相当高額であると思われる。 
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  〔意見〕 

   外部監査人の指摘については，何らの措置も講じていない。この点競争入札等の

早期導入が必要であるし，手数料についても見直しが必要であると考える。 

   しかしながら，外部監査人の指摘に対して異なる意見を持つことはあり得るとこ

ろ，そのような意見を前提に理由を付して措置しないことを公表している点は評価

できる。 

 

第８ 軽油引取税 

１ 軽油引取税の免税等に係る手続 

 ① 平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   軽油引取税は，船舶の動力源や農業，林業用の機械の動力源に軽油を使用する場

合など，法令に定められた特定の用途に使用される軽油については，一定の手続を

受けることにより，軽油引取税の課税が免除される。 

   このような免税を受けられる軽油の使用者には，県から免税証が交付される。そ

して，免税軽油使用者が実際に免税対象となる目的のみに使用しているか否かにつ

いては，報告書を提出してもらうことで確認する取扱いとなっている。 

   この点，徳島県税事務処理要綱では，この報告書の提出手続を簡素化している。

例えば，農業用の機械の動力源に使用する軽油に関する免税については，レシート

の提出だけでよいとされている。 

   しかし，軽油引取税の免税については，事後的な使用の実態の確認こそが課税漏

れを防ぐもっとも有効な手段であるのであるから，安易に報告書の提出手続を簡素

化するのは問題である。 

   また，報告書の内容について，具体的な裏付け資料の提示を求める，あるいは個

別に聞き取り等調査をするなど，確認の手続をとっている様子はない。 

   さらに，実際に免税証の発行状況を確認したところ，免税証を森林組合名義や漁

業組合（あるいは組合代表者）名義で発行されているケースが散見された。これら

のケースでは，軽油をまとめて購入して各組合員の使用量を取りまとめて報告する

という形式を採っている。しかし，このような形式であれば，なおさら正確な報告

がなされているのかどうか，疑問が残る。 

   また，軽油を保管するタンクを管理している組合ならまだしも，このようなタン
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クを管理していない組合についても，組合代表者名義でまとめて購入しているケー

スがあり，このような形式で免税を認めてよいのか，疑問がある。 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   軽油引取税の免税等の手続はたぶんに形骸化しており，このような実情では課税

漏れが発生するおそれがあることから，県は今一度その手続を見直し，報告書の形

式や調査方法等をもっと充実させるべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 4 月 18 日公表分） 

   軽油引取税免税証交付申請の際に，所要数量算定明細書（使用する機械の名称，

燃料消費率，型式及び馬力数，稼働時間等から所要見込数量を算定する）を提出さ

せ，審査を行い，初回申請時，添付の証明書類等で確認出来ない場合等については，

現場にて確認を行っている。 

   また，免税軽油の引取り等に係る報告書提出の際には，裏付け資料として，個別

の機械別に稼働時間，使用燃料数量などを記載する受払簿の作成・添付をさせ，疑

義があれば個別に聞取り調査等を行い，「用途外使用」等に対して課税を行ってきた

ところである。 

   平成２４年度税制改正において，当該課税免除制度が，一部を除き，３年間の期

間延長される見込みとなったことから，報告書の形式や調査方法等を再確認し，免

税軽油の「用途外使用」等の発見に努める。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    「③ 講じた措置」に記載のとおりである。 

 

  ２）問題の所在 

    免税軽油の引取り等に係る報告書を確認したところ，「免税軽油の引取りに関す

る事実及びその数量」については記載があるものの，「免税軽油の使用に関する事

実及び数量」等地方税法上報告が義務付けられている項目について記載されてい
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ないものが散見された。 

    これは一定数量未満の免税軽油使用者について報告義務の簡素化を認める徳島

県税事務処理要領によるものである。 

    しかしながら，法律で罰則を設けて報告義務を課している事項を徳島県税事務

処理要領で簡素化したことは問題といわざるを得ない。 

    使用について厳格な報告義務を課してこそ用途外使用の防止につながるところ，

用途について報告が省略可能な現状では事後的な用途外使用の発見は著しく困難

であり，軽油引取税の免税等の手続はたぶんに形骸化しているといえよう。 

 

  〔指摘〕 

   講じた措置では，平成２２年度の指摘に対応して報告義務を徹底し，軽油引取税

の免税等の手続の適正化を図ったかのように記載されているが，実質的な改善がな

されたとは評価しがたい。一定の手続きを経た上で初めて免税が認められる制度で

あることを理解し，直ちに改めるべきである。 

 

第９ 徴税手続 

１ 滞納処分等の手続 

①  平成２２年度の指摘及び意見の背景 

   県の徴税手続では，滞納処分の停止や欠損処分に際して，必ずしも厳密で慎重な

処理がなされているとはいいがたい。 

   滞納処分の停止は，その要件が明確に定められ，かつ滞納処分停止の継続によっ

て徴収金の納付等の義務が消滅するという重大な効果を発生させることに鑑みれば，

滞納処分の停止をする場合には，上記の要件に該当しているか否かについてきちん

と調査確認をする必要がある。ところが，実際の手続でなされている調査は不十分

という他はない。 

   また，滞納処分を停止する際には，その旨を滞納者に通知をしなければならない

（地方税法第１５条の７第２項）。ところが，実際の手続では，このような通知はな

されていない。 

   さらに，県では即時欠損をする場合の明確な基準が作られておらず，清算手続中

の法人について即時欠損を行っている例などがあった。 



 

113 
 

 

 ② 平成２２年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   県は，滞納処分の停止等については地方税法の趣旨を十分に理解して法に基づい

た厳格な手続をすべきであり，即時欠損についても慎重な判断をするための統一的

な基準を設けるべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 23 年 8 月 24 日公表分） 

   滞納処分の停止等については，徹底した財産調査等を行うとともに，即時欠損に

ついては適正に行ってきたところである。 

   平成２３年度からは，即時欠損に係る明確な基準を定め，より適正な処理に努め

ている。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    「③ 講じた措置」に記載のとおりである。 

    なお，滞納処分を停止する際には，その旨を滞納者に通知をしなければならな

いが，執行停止処分の通知を行うことが，かえって滞納者の自主納税の意識をな

くすことにならないか懸念するとともに，このことを他の滞納者に伝えることが

考えられること，また，執行停止処分の通知は執行停止処分の効力発生要件では

ないことを理由に，執行停止処分の通知は行っていない。 

 

  ２）問題の所在 

    地方税法では，滞納処分を停止する際には，その旨を滞納者に通知をしなけれ

ばならないが，執行停止処分の通知は行っていない。 

 

  〔指摘〕 

   即時欠損について統一的な基準を設けた点については評価できる。 

   これに対して，滞納処分の停止については必要な対応がとられていない。 

   地方税法では，滞納処分を停止する際にはその旨を滞納者に通知をしなければな



 

114 
 

らないと定められており，その点について外部監査人の指摘を受けているにもかか

わらず，いまなお従前の取扱いを継続している。 

   早急に，滞納処分を停止する際にはその旨を滞納者に通知するよう，改めるべき

である。 
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Ⅳ 平成２３年度「情報通信関連事業及び情報通信システムについて」 

第１ ホームページ作成システム 

 ① 平成２３年度の指摘及び意見の背景 

   本システムの運用・保守契約については，一者随意契約が繰り返されている。 

また，具体的な契約金額の内容を見ると，作業工数単価は県職員と比較して高額

となっている。 

   他方，本システムの運用・保守業務の中には，毎年継続される作業もある。 

 

 ② 平成２３年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   新システムは，フルオープンソースシステムとして開発され，入札に先立つ平成

２２年３月２３日にプログラムソースについて公開されているものの，結果からす

れば，広く入札に参加可能な状況を形成したとは評価できない。オープンソースで

開発した目的（競争の実現によるコスト削減）を達成すべく，入札に先立って公開

されたプログラムの内容が十分であったか，他社の参加を妨げたものは何であった

のか，といった点について十分な検証を行い，今後の入札に生かしていくことが求

められる。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 8 月 17 日公表分） 

   平成２４年度においても「オープンソース Joruri 公式サイト」や各種の説明会を

はじめとする様々な機会を通じ「Joruri CMS」を広く周知しているところであり，

その結果，県内外での利用実績も平成２４年２月１日から平成２４年４月２７日ま

での間に５７団体から７０団体へと増加しているところである。 

   今後もさらなる認知度の向上に努めるとともに，次回の入札時には入札公告期間

を長めに設定するなどの工夫を図りたいと考えている。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）秘書課の説明 

    平成２２年度と比較して，平成２５年度の入札では以下のとおりの変更を行っ

た。 
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 Ｈ２２ Ｈ２５ 

公告期間 ８９日間 ９４日間 

入札説明会 実施せず 一度開催 

技術的要件 

 

 

 JoruriCMS を使用した課

題を提出させる 

 （一財）Ruby アソシエーシ

ョンの認定資格を持つ技術者

を雇用している 

 

    この結果，平成２５年度には２者が入札に参加し，平成２２年度よりも減額し

た金額により落札がなされた。 

    上記のように入札条件を変更するに先立って，課内で「入札に先立って公開さ

れたプログラムの内容が十分であったか，他者の参加を妨げたものは何であった

か」についても検証をしている。ただし，その分析等については何らの書面も残

されておらず，その検証がいつ，どのような形で，何回なされたのかなどは不明

である。 

 

  ２）問題の所在 

    前回の入札と比較して若干の変更が加えられ，また結果として複数による入札

がなされて契約金額が減額された点は評価できる。 

    ただ，平成２３年度の外部監査人は「入札に先立って公開されたプログラムの

内容が十分であったか，他者の参加を妨げたものは何であったか，といった点に

ついて十分な検証を行い，今後の入札に生かすことが求められる。」との意見を

述べているが，「講じた措置」の内容から直ちにはその検証がなされたのか否か，

なされたとしてその具体的な内容がどうであったのか，読み取ることができな

い。 

    この点，対象課はこの部分についても検証をした旨説明するものの，少なくと

もその検証の事実を裏付ける書面等は全く残っておらず，外部監査人としても対

象課からの説明内容をどこまで事実に合致したものと認定すべきか悩ましいとこ

ろである。 

少なくとも，外部監査の意見や指摘に対して検討をしたというにはその検討内



 

117 
 

容が何らかの形で記録されていなければならないし，記録されない形ではあった

が真摯な検討をしたと言われてもおよそ説得力がない。また，事後にその検討内

容が正確に引き継がれているのかについても疑念が残る。 

 

  〔意見〕 

   外部監査による指摘・意見に対しては，真摯な検討をすることはもちろんのこと，

その検討内容については，事後にその事実・内容の確認や正確な引き継ぎができる

ように，書面などの形でとどめておくべきである。 

 

第２ 物品管理システム 

 ① 平成２３年度の指摘及び意見の背景 

   本システムの運用・保守契約は，３６．５人／日を要する見込みで積算がなされ，

その積算に基づいて契約金額を決めて，一者随意契約による契約締結がなされてい

る。しかし，現に業者から提出された作業報告書によって作業が行われたことが確

認できるのは２時間３０分にとどまる。この点，担当課は，電話・メールでの問い

合わせや委託先業者内部での作業が相当時間に上るとしている。 

 

 ② 平成２３年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   作業時間の積算根拠については，疑問がないとはいえず，また報告書面から確認

できる限りでいえば，上記積算内容と実態とは，大きく乖離している。こうした事

態を招いたのには，安易に一者随意契約の方式を採用していることに一要因がある

と考えられるが，その点を措くとしても，必要な作業時間を精査し，委託金額の積

算内容を根本的に見直すことが求められるといえる。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 8 月 17 日公表分） 

   作業報告書等から必要な作業時間の精査に努めて，平成２５年度以降の業務委託

内容の検討に活用する。 

 

 ④ 措置状況についての検証 
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  １）管財課の説明 

    現在も，作業報告書の内容は県庁内での作業のみが対象になっている。 

    実際には，委託業者社内での電話・メール対応や，システム障害時の原因分析

等の作業が大部分を占める。 

    今後は，県庁内で行った作業の報告書だけでなく，上記のような委託業者社内

での作業についても提出を受け，必要な作業時間を精査する。 

 

  ２）問題の所在 

    外部監査人が「指摘事項」としていた作業時間の精査がなされていない。 

当時の外部監査人が，電話・メールでの問い合わせ，委託業者内部での作業が

相当時間に上るという担当課からの説明を受けた上で，作業時間の精査を求めて

いたにもかかわらず，この部分についての確認作業がなされていない。 

    しかも，平成２４年８月１７日に出された「講じた措置」では，必要な作業時

間の精査に努めること，平成２５年度以降の業務委託内容の検討に活用すること

が明記されているが，これは平成２４年度中に作業時間の精査を進めることを前

提にしたものである。にもかかわらず，平成２７年度に入った時点で電話・メー

ルでの問い合わせや委託業者内部での作業等についての精査が未了であるという

事態は，上記「講じた措置」の記載内容と明らかに齟齬を来している。 

    なお，本件監査実施中である平成２７年１０月１日に委託業者との間で変更契

約を締結して作業報告書の様式の見直しを明確化したとのことであり，時期が大

幅に遅れたものの，現時点では一応の対応がなされた状態となっている。 

 

  〔指摘〕 

   外部監査人により指摘がなされた点については，速やかに対応しなければならな

い。 

   「講じた措置」記載の内容が実際にとられた対応と異なることは，県民に誤解を

生じさせうるものであり，改めるべきである。 

 

第３ 県税トータルシステム 

 ① 平成２３年度の指摘及び意見の背景 
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   本システムの運用・保守契約については，一者随意契約が繰り返されている。 

   その理由につき，税務課は，本システムは大規模かつ複雑で，緊急対応が必要で

あること，毎年の税制改正に対して迅速な対応が求められることなどから，開発業

者以外にシステム全体の安定稼働を保障できる事業者は限りなくゼロに近いなどと

説明する。 

   他方で，本システムは他の自治体のシステムと共通する部分があり，汎用性があ

るとも考えられる。また，委託先がその業務を再委託していることからすれば，当

該委託先だけが運用・保守業務を遂行できると断定することに矛盾がある。 

 

 ② 平成２３年度の指摘及び意見の内容 

  １）意見 

    運用・保守契約について，開発業者以外の業者に運用・保守業務を委託するこ

とができないのか，再度具体的に検証する必要がある。仮に，開発業者のみと一

者随意契約を繰り返すことがやむを得ないのであれば，契約金額の最大限の削減

に努力すべきである。 

 

  ２）指摘 

    運用・保守契約について，業務の一部を再委託している点につき，再委託内容

を詳細かつ個別に文書として把握し，特定の業者と随意契約を継続する理由が正

当なものであるか，契約を分割することにより契約金額を減額できないか検討す

る必要がある。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 8 月 17 日公表分） 

  １）税務電算処理においては，毎年度，税制度改正に伴うシステム改修があるとと

もに，緊急対応，トラブル発生時の迅速な対応など，システムの安定稼働が，適

正な税務事務や県民サービスの基本となることから，システム仕様を熟知する開

発業者以外に運用・保守業務を委託することは困難である。 

    契約金額についても，平成２４年度以降も引き続き，運用・保守業務の点検を

行い，削減に努める。 

    また，次期システム開発時には，ベンダーロックインの解消に向けたオープン
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なシステムの採用などについて研究する。 

 

  ２）平成２４年度からは，再委託内容を詳細かつ個別に文書として提出させること

とした。 

    県税トータルシステムは，全ての県税を扱う大規模な税務電算処理システムで

あり，安定稼働のためには，委託先のシステム対応能力が最優先され，再委託先

にも，それに準ずる税知識等が要求される。 

    この再委託を含めた運用・保守体制は，システムの詳細仕様を熟知し，マネジ

メント能力を有する委託先を「運用管理責任者」とすることにより，安定稼働が

図られていることから，緊急対応，トラブル発生時の迅速な対応などに支障を来

す分割契約を採用することは困難である。 

    なお，当該再委託は国の再委託基準を踏襲しており，期待された契約金額の削

減効果も実現している。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

   ア）再委託している点についてであるが，開発業者を「運用管理責任者」とし，

開発業者が再委託先を指揮，監督していることで，安定稼働が得られている。

そのような実情からいっても，開発業者以外に委託することは困難である。 

ただし，契約書上「運用管理責任者」の文言はない。再委託に際して開発業

者と再委託先の関係を明記する具体的な書面を作成しているわけでもない。開

発業者の職員がローテーションで県庁に常駐する体制によりチェックをしてい

る事実はある。 

 

   イ）契約金額の削減については，開発業者との協議により，委託する作業の内容

を減少させることで実現している。 

 

   ウ）ベンダーロックインについては，次期システムの開発時にオープンなシステ

ムの採用を検討することを考えているが，可用性や安定性，開発費等の課題が

あるため，情報収集に努めている。 
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     これに対し，外部監査人から上記情報収集の具体的な内容について確認した

ところ， 

・ 平成２５年１月と同２６年７月に情報システム課を交えて内部で協議をし

た。 

・ 現在契約している開発業者に最近の状況を尋ねている。 

・ 平成２６年６月に各都道府県への照会を実施した。 

・ 平成２７年１０月には香川県に出向いて開発に関しての考えを尋ねるなど

した。 

    との説明であった。 

 

   エ）再委託内容を記載した文書は提出されている。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人は，本システムに汎用性があると考えられることと業務を

再委託していることを挙げて，開発業者以外の業者への委託ができないのかを

検証することを求めた。 

     ところが，この点に対する「講じた措置」記載の内容は，当時の外部監査人

にすでに説明をしていた内容を繰り返しているだけであり，上記外部監査人の

問題意識に対応していない。 

     外部監査人は外部監査人の視点で各問題を具体的に検討し，その検討に基づ

いて意見等を述べていると思われる。ところが，対象課がこの外部監査人の問

題意識を正確に理解しなければ，その措置は外部監査人の意見等とかみ合わな

いものになってしまうおそれがある。 

 

   イ）講じた措置にカギ括弧付きで「運用管理責任者」との記載があり，一見する

と契約書などにこの文言が明記され，またそれについて重要な意味づけがなさ

れているかのような印象を受けるが，実際には契約書などは「運用管理責任者」

なる文言はない。 

 

   ウ）「次期システム開発時にオープンなシステムの採用を研究する」としているも
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のの，次期システム開発の予定は決まっておらず，現時点までの対応は「研究」

とは評価できない。 

     この点，税務課は上記のような「情報収集」に努めていると説明するが， 

・ 平成２５年１月と同２６年７月の協議はあくまで内部の協議でしかなく，

また継続的なものでもない。 

・ 現在契約している開発業者との話もどの程度の内容，頻度か不明であり，

またこれをもって少なくとも「研究」といえる対応ではない。 

・ 各都道府県への照会内容は，税務システムの状況に関するものではあるも

のの，「ベンダーロックイン解消に向けたオープンなシステムの採用」につ

いて具体的な情報を収集するものにはなっていない。 

など，いずれも上記「講じた措置」記載の内容がすでに実施されていたものと

は評価しがたい。 

なお，他の「講じた措置」でも同様の記載があるが，このように予定未定の

将来の時期における対応について，いかに現時点での問題意識を維持していく

のかは問題である。特に，一定の期間での異動が予定されている，県の組織の

実情に鑑みれば，その課題を確実に引き継ぐ方策を講じる必要がある。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっ

かり読んで問題意識を正確に理解し，「講じた措置」にはその問題意識に対応した記

載をすべきである。 

   「講じた措置」には，誤解を与えるような記載は控えるべきである。 

   「講じた措置」に，予定未定の将来の時期における対応を記載する場合には，そ

の課題を確実に引き継いでいくための具体的な方策を講じる必要がある。 

 

第４ 電子申告審査システム 

 ① 平成２３年度の指摘及び意見の背景 

   本システムの運用・保守契約については，一者随意契約が繰り返されている。 

その理由につき，税務課は，本システムについては，調達仕様書上は，様々な機

器の限定，指定があるため，基盤構築を行った落札業者でなければ，その後の運用
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は能力的に不可能と説明する。 

   しかし，この状況は他の自治体でも同様であると考えられるので，他の自治体と

の共同発注等を検討すべきであった。 

   なお，平成２２年度よりＡＳＰサービスを利用することで運用・保守コストが削

減されていることは，当時の報告書にも記載されている。 

 

 ② 平成２３年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   今後，国主導型のシステム導入が進められることがあるならば，今回のケースを

参考に他の自治体と連携する等の手法により，契約金額の減額に取り組むべきであ

る。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 8 月 17 日公表分） 

   地方税の電子申告システムは，国主導型で進められ，他の自治体と連携すること

により，システム改修費等の削減が図られたシステムである。 

   このシステムでは，全ての自治体の申告窓口を全国一箇所とする「受付システム」

等は共同システムであるが，申告処理件数など，各自治体の実情に応じた「審査シ

ステム」は費用対効果の面から，提示された仕様に則した個別の構築となったもの

である。 

電子申告の導入当時は，本県専用の「審査システム」を構築せざるを得なかった

ものの，平成２２年度から，複数のベンダーが都道府県に対するＡＳＰ型審査シス

テムの提供を開始したことから，本県においてもＡＳＰサービスを導入し，契約金

額の減額に努めているところである。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

   ア）本システム（審査システム）について，他の自治体と共同でサーバを持ち，

システムを構築することを意味するのであれば，困難である。 

 

   イ）現在，本システムについては，ベンダーが持っているサーバを他の自治体と
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共同で利用するＡＳＰサービスを利用することで業務の効率化や経費の削減を

図っている。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人の意見は，ＡＳＰサービスの利用を開始していることを認

識した上でのものである。 

 

   イ）これに対し，「講じた措置」に記載されている内容は，ＡＳＰサービスを導入

してコスト削減に努めているということにとどまっている。これでは当時の外

部監査人がすでに認識していた内容を繰り返しているだけであり，何ら発展が

なく，当時の外部監査人の意見とかみ合った内容になっていない。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっ

かり読んで問題意識を正確に理解し，「講じた措置」にはその問題意識に対応した記

載をすべきである。 

 

第５ 自動車二税課税システム 

 ① 平成２３年度の指摘及び意見の背景 

   本システムの運用・保守契約については，一者随意契約が繰り返されている。 

   また，具体的な契約金額の内容を見ると，作業工数単価は県職員と比較して高額

となっている。 

   他方，本システムの運用・保守業務の中には，毎年継続される作業もある。 

 

 ② 平成２３年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   現状の委託業務内容を十分に把握し，担当課において処理可能な業務がある場合

は，担当課において作業することにより委託金額の削減を図るべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 8 月 17 日公表分） 
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   平成２４年度以降，処理可能な業務について調査を行うこととした。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）税務課の説明 

    平成２４年度以降，処理可能な業務について調査したものの，そのような業務

が見あたらなかった。 

    そのため，以後の契約金額は特に減少していない。 

 

  ２）問題の所在 

    本当に処理可能な業務が全くなかったのかについても疑問があるが，それはさ

ておくとして，当時の外部監査人の意見は処理可能な業務の有無について調査す

べきというものではなく，かかる業務があれば一定の対応をすべきとしているの

であるから，措置のあり方として「調査を行うこととした。」でとどめたのでは不

十分である。 

    仮に，調査の結果，そのような業務が見あたらなかったのであれば，調査の経

緯や見あたらなかったという結果についても具体的に措置の内容として記載すべ

きである。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっ

かり読んで問題意識を正確に理解し，「講じた措置」には，具体的な措置に至った調

査内容や結果を含めて，その問題意識に対応した記載をすべきである。 

 

第６ 大気汚染監視テレメータ・システム 

 ① 平成２３年度の指摘及び意見の背景 

   本システムの運用・保守契約については，一者随意契約が繰り返されている。 

   本システムは，昭和４９年に開発・導入され，平成８年に全面更新，平成１８年

３月に一部更新したものであり，保健製薬環境センターは，他のシステムとの共同

化等は困難である，複数の自治体での共同開発，共同利用の事例もないと説明した。 

   ただ，本システムは，基本的には他の自治体等と共通のシステムであり，大部分
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は汎用性を有すると考えられる。 

 

 ② 平成２３年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   本システムは，法令に基づき導入され，基本的には，他の自治体等のものと共通

しており，大部分は汎用性を有すると考えられることに鑑みて，担当課の主張にか

かる国への要望を行うとともに，今後のシステムの更新に向けて，他自治体との共

同開発，共同利用等について，その課題を整理した上で，積極的に検討していくべ

きである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 8 月 17 日公表分） 

   これまでに，都道府県・政令指定都市大気環境・水環境主管課長会議（平成２４

年５月２１日 環境省主催）において国による基本システムの作成及び配布につい

て要望するとともに，「環境大気自動測定機のテレメーター取り合いの共通仕様に係

る検討業務」（環境省委託業務）を行っている公益社団法人 日本環境技術協会から

のシステムに関するアンケート調査においても要望を行った。 

   今後も，機会を捉えて国への要望を行う。 

   なお，他自治体との共同開発，共同利用等については，課題を整理する。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）保健製薬環境センターの説明 

   ア）上記措置以降，「環境大気自動測定機のテレメーター取り合いの共通仕様に係

る検討業務」について，これまでの検討結果を受け，平成２６年２月に公益社

団法人日本環境技術協会から自治体向け「環境大気自動測定機のテレメーター

取り合いの共通仕様」説明会が開催された。本県からも同説明会に参加し，情

報収集を行った。 

 

   イ）講じた措置を発表して以降に，平成２５年９月３０日開催の「大気環境行政

にかかる自治体会議」の際に本県から国への要望を行ったが，それに対して国

からはかみ合わない内容の回答がなされた。 
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   ウ）平成２６年にシステムを更新した。その際には，大気汚染が社会問題となっ

た PM2.5 対策として緊急に更新する必要があったため，本県単独での更新とな

った。 

この時には入札を行い，従前とは異なる業者との間で契約をした。 

     この入札に先立って，他の自治体との共同開発等に向けた検討としては，香

川県と愛媛県から同様のシステムの仕様書を取り寄せて内部で検討をし，平成

２４年１０月１２日に香川県を訪問してシステムの内容等についての説明を受

けたことが挙げられる。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人の意見に「担当課の主張にかかる国への要望を行うととも

に・・・」との記載があり，それを受けて「講じた措置」に「今後も，機会を

捉えて国への要望を行う。」としているが，実際にしたのは上記の要望だけであ

り，そのやりとりは実質的な意義を有するものとなり得ていない。 

     このような状況では，客観的に見て「講じた措置」記載の対応がなされたと

は評価できない。 

 

   イ）当時の外部監査人は，システム更新の際に他の自治体との共同開発等の実現

を目指して積極的に検討すべきとの意見を述べていた。 

     これに対し，保健製薬環境センターは，「他自治体との共同開発，共同利用等

については，課題を整理する。」として，上記意見を踏まえた対応をする趣旨の

記載をしていた。 

     この点，保健製薬環境センターは，上記のとおり香川県から仕様書を取り寄

せて説明を聞くとともに，愛媛県からは仕様書を取り寄せて内部で検討したに

とどまっている。なお，保健製薬環境センターは，それ以外の自治体との共同

開発等についても内部で検討したとするが，それについては特に記録は残され

ていないとのことである。いずれにしても，上記二県以外の自治体との共同開

発等については具体的な検討をしたものとは評価しがたい。当時の外部監査人

の意見を踏まえた検討をするとすれば，この平成２６年のシステム更新は絶好
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の機会だったはずである。 

     これは，外部監査人の意見に対して必要な対応がなされておらず，また「講

じた措置」記載の内容の対応がなされているとは評価しがたい。 

 

  〔指摘〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，対象課等はその意見の内容をしっ

かり把握して措置を検討すべきであり，職員の異動があった場合にもそれらを確実

に引き継ぎ，上記意見やそれに対応する「講じた措置」の内容を踏まえた業務の実

施を心掛けるべきである。 

 

第７ 電子入札システム 

 ① 平成２３年度の指摘及び意見の背景 

   本システムの運用・保守契約については，システムの開発業者との間で一者随意

契約が繰り返されている。 

   本システムについては，平成２１年に SaaS 利用型へ移行し，運用・保守業務につ

いて５年間の長期継続契約を締結したが，その際には従前と同じ開発業者との間で

の一者随意契約となっている。平成２２年度以降は，年額７，０００万円を上回る

支出が予測される。 

   建設管理課は，上記開発業者が本システムの著作権等を有しているために同業者

に運用・保守を委託せざるを得ないと主張するが，これでは価格競争の原理が働か

ない。 

 

 ② 平成２３年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   運用・保守契約について，開発業者以外の業者に運用・保守業務を委託すること

ができないのか，再度具体的に検証する必要がある。仮に，開発業者のみと一者随

意契約を繰り返すことがやむを得ないのであれば，契約金額の最大限の削減に努力

すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 8 月 17 日公表分） 
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   現在の電子入札システムの運用・保守契約は，平成２１年度のシステム更新にあ

たり，SaaS 型契約へ移行するとともに，地方自治法に基づく平成２１年度～２６年

度の５年間の長期継続契約を締結しており，開発コストの単年度集中の軽減や契約

金額の削減を図っている。 

   平成２６年度の次期契約締結時には，契約金額の更なる削減が図れるよう，ソフ

トウェア利用料の検証等を行う。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）建設管理課の説明 

   ア）平成２６年度の契約は，再調達の場合には多額の開発費と時間を要すること

から引き続き SaaS 方式での運用が効率的と判断し，前 SaaS 方式を引き継ぐこ

ととした。 

 

   イ）契約は，一者随意契約により締結した。 

     他の業者による SaaS 方式の費用は確認していない。 

     それは，県が使用している SaaS 方式には独自のカスタマイズ（仕様変更・機

能追加）があり，業者によって追加費用が異なるために比較が難しいからであ

る。 

 

   ウ）今後の市町村共同利用団体の増加を考慮して使用年間予定件数の見直しを行

い，また，業務委託料の低減について交渉し，コスト縮減に努めた。なお，年

間委託料は，７，７９５万２，０００円（消費税別）であるが，共同利用する

市町村が増えることによって市町村から入金する利用負担金が増えるので，そ

の意味での実質的なコスト縮減も得られている。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人は，契約金額が高いにもかかわらず，一者随意契約を継続

している点に着目して，それがやむを得ないものかどうか検討すべきこと，契

約金額の削減に向けた努力をすべきこと，将来のベンダーロックインの解消に

向けた検討をすべきことなどの問題意識を持ち，上記意見を述べたものである。 
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   イ）この点，上記「講じた措置」記載の内容は，当時の外部監査人が意見を出し

た平成２４年３月より前の経過の説明が中心となっており，意見を出した後に

対応する部分は平成２６年度の契約に関する内容であるが，その内容は具体性

に乏しく，分量も極めて少ない。 

 

   ウ）しかも，建設管理課は，平成２６年度の契約時には他者の見積もりの確認等

をすることなく一者随意契約により従前の契約を更新する形を選択した。 

     この理由につき，建設管理課は，過去の実績や他県の実例などから再調達の

場合に多額の開発費と時間を要するとするものの，実際に他の業者に委託した

場合の費用の確認はしていない。また，将来のベンダーロックイン解消のため

の具体的な方策も講じていない。 

     その結果，契約金額を含めて実質的な契約条件は従前のそれとあまり変更さ

れていない。建設管理課は，コスト縮減に努めたと強調するものの，その具体

的な内訳を見るとそれは初期費用（ソフトウェアの更新・移行，データの移行

等）の削減によるものであり（これは従前の契約を更新した以上は当然減額対

象となるべきである。），それ以外の項目に減額されたと評価できるものはない。

なお，共同利用をすることになった市町村からの入金については，本システム

の運用・保守の契約金額の経済合理性追求とは次元の異なる問題である。 

 

   エ）以上のような建設管理課の対応は，当時の外部監査人の問題意識の本質的な

部分，すなわち，経済合理性を追求するためにいかにして価格競争を実現する

か，その実現に障害となる要因をいかにして取り除くかについて意識したもの

とは思われない。 

少なくとも，従前の問題点を改善するとすれば平成２６年度の契約時が好機

であったのであるから，その際にはそれに向けた具体的な調査，検討が必要で

あった。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，その問題意識の本質を理解してそ
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れに対応した措置を講じるべきである。 

   特に契約更新時は，従前の契約の問題点を改善するまたとない機会であるから，

その際にはより一層具体的な調査，検討をするべきである。 

 

第８ 土砂災害警戒システム 

１ システムの有効性等の検討について 

 ① 平成２３年度の指摘及び意見の背景 

   本システムの費用対効果については特段の検証がなされていない。 

   本システムの性質上，安易な費用対効果の測定は危険であるし，困難ではある。 

   しかし，技術の進歩に合わせて，測定箇所の設置数や場所の合理性，システムの

共同化など，費用対効果，システムの有効性，さらなる合理化の余地等の検討は考

えられる。 

 

 ② 平成２３年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   およそ防災が関連する事業は一切の費用対効果の測定をすべきでないとはいえな

いのだから，可能な限り，費用対効果やシステムの有効性，更なる合理化の余地に

ついて検討が行われるべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 8 月 17 日公表分） 

   台風時等に気象台と共同で発表する「土砂災害警戒情報」は，住民の避難行動に

活用されている。今後，発表地域内において発生した土砂災害の捕捉率等を分析し，

システムの有効性の検討に努める。また，費用対効果については，このようなソフ

ト対策事業に対する分析手法が確立されていないため，今後，国の動向を見ながら

研究を進める。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）砂防防災課の説明 

    本システムは，土砂災害防止法上，提供が必要になる土砂災害警戒情報を出す

上で不可欠な雨量情報等を得るために活用されている。 



 

132 
 

本システムにより得られた情報は，地方気象台に送られる。情報の分析は，地

方気象台にて行われる。 

    平成２５年１月，平成２６年２月，平成２７年１月には，県も地方気象台と共

同して土砂災害の捕捉率等について分析した。 

 

  ２）問題の所在 

    当時の外部監査人は，「費用対効果」という文言を使用しているものの，本シス

テムの必要性に対しては全く疑問を示していない。むしろ，安易な費用対効果の

測定に対して危惧を示していた。 

    その上で，技術の進化に応じた，本システムのさらなる有効活用を提案してい

た。 

    この点，「講じた措置」を見る限り，その当時，砂防防災課が上記意見を正確に

理解していたのかについてはやや疑問がある。 

    この度なされた砂防防災課の説明でも，本システム自体の有効性というよりは

出された土砂災害警戒情報についての検証を強調しており，やはり上記意見の真

意を理解しかねている部分があるように思われる。 

    そして，上記「講じた措置」では「今後，発表地域内において発生した土砂災

害の捕捉率等を分析し，システムの有効性の検討に努める。」とし，砂防防災課は

地方気象台と共同して分析をしていると説明し，それを裏付ける資料として平成

２５年１月２４日付書面，同２６年２月４日付書面，同２７年１月７日付書面が

示された。しかし，これらの書面は外形的には気象台の土砂災害気象官にて作成

されたとしか思われないものであった。そこで，外部監査人にて疑問を感じ，こ

れら書面の作成等について県の具体的な関わりの程度をさらに確認したところ，

これらの書面は地方気象台側で作成してそれを確認のために県に送付し，完成さ

れているものであるが，作成前にも作成後にも県と地方気象台との間で協議など

の場を持っているわけではない，上記書面について県がその内容に加筆訂正等を

求めたこともない，とのことである。これをもって県が地方気象台と共同して分

析していると説明すること自体，強い違和感を覚えた次第である。 
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  〔意見〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，対象課等はその意見の内容をしっ

かり把握して措置を検討すべきであり，課内での情報共有に努めるとともに職員の

異動があった場合にもそれらを確実に引き継ぎ，上記意見やそれに対応する「講じ

た措置」の内容を踏まえた業務の実施を心掛けるべきである。 

 

２ 再委託契約について 

 ① 平成２３年度の指摘及び意見の背景 

   本システムに関する委託業務の一部については，別の業者への再委託がなされて

いる。本体たる委託契約については年度により落札業者は異なるが，再委託する業

者は同一である。 

   再委託の対象となっている業務に特殊性があることは事実であるが，指名競争入

札によって入札参加資格を絞り込んでおきながら，業務の一部についてその資格を

有しない業者への再委託が常に予定されているといって差し支えない事態は，分か

りやすいとはいえない。 

 

 ② 平成２３年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   再委託については，再委託する業務の内容と全体に占める金額割合等から，やむ

を得ない面があるが，再委託金額の全体に占める割合等の今後の推移については注

視する必要がある。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 8 月 17 日公表分） 

   再委託に関しては，業務の主たる部分の再委託は認めないこととするとともに，

委任（下請負）承諾申請書及び再委託先との委託契約書により業務分担範囲を確認

し，業務割合と業務における責任の所在を確認する。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）砂防防災課の説明 

   ア）契約書には，業務全部の一括委託，及び発注者が設計図書において指定した
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主たる部分の第三者への委任等を禁止する条項は明記している。 

     また，同じく契約書には，業務の一部の再委任等に際しては，あらかじめ発

注者の承諾を得なければならないとの条項も明記されている。 

     そして，この条項に対応して，委任（下請負）承諾申請書の提出も現実に受

けている。 

 

   イ）しかし，実際に契約書を確認したところ，設計図書には業務の「主たる部分」

の指定はなかった。 

 

  ２）問題の所在 

    講じた措置の内容から，再委託について一定の制限を設けるという意識は十分

に伝わってくるが，残念ながら契約書上の記載から「主たる部分」を特定できな

い以上，この点についての制限は不十分といわざるを得ない。 

 

  〔意見〕 

   措置を講じる際には，その措置内容が確実なものとなるよう，書面の細部まで確

認をすべきである。 

 

第９ 徳島県教育情報ネットワーク 

 ① 平成２３年度の指摘及び意見の背景 

   本システムの運用・保守契約は，平成２１年度上期までは一者随意契約が繰り返

されていたが，平成２１年度以降については一般競争入札を実施して５年間の長期

継続契約を締結し，その契約金額の大幅な減額に成功した。 

   ただし，上記一般競争入札に対して入札した業者は１者だけであった。 

 

 ② 平成２３年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   所内における機器のリースについて，一般競争入札を行うことにより，契約金額

を大きく減額したことについては評価できるが，入札業者が１社に留まったことに

ついては，さらに調査，分析が必要である。 
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 ③ 講じた措置（平成 24 年 8 月 17 日公表分） 

   入札業者が１社に留まった経緯等について，調査等を行った。 

   御意見の趣旨を踏まえ，機器更新等の際には，一般競争入札のメリットが最大限

発揮できるよう，今後とも適正な事務執行に努めたい。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）学校政策課の説明 

   ア）平成２１年度の入札の際には，３者が応札仕様書を提出したが，うち１者は

期限後の提出であり，もう１者は必要な入札説明書の交付を受けていなかった

ため，いずれも不受理とし，結果として１者のみの入札になった。 

     上記はいずれも業者側の事情によるものである。その他，仕様書，入札日程

については特に問題はなかった。 

     ただ，平成１６年度に実施した入札と比較して，落札から納期までの期間が

１４日間短かった事実はあった。 

 

   イ）平成２６年度の入札の際には，落札から納期までの期間を，平成２１年度よ

り２０日以上長くした。 

     結果として，４者の入札があった（５者が応札，１者無効）。 

 

   ウ）上記平成２１年度入札時の問題の調査・分析については，特に書面等には残

しておらず，これまで口頭での引き継ぎをしてきた形になっている。 

 

  ２）問題の所在 

    説明を聞く限りは，一応の調査・分析を行い，平成２６年度にはその結果に基

づいた対応がなされているように見える。 

    ただ，このような調査・分析の内容が書面の形で残されていないことについて

は違和感を覚える。これでは，当時実際に調査・分析がなされたのか否か自体が

確認できないし，調査・分析がなされていたとしてもその内容が正確に引き継が

れているのかについての確認もできない。 

    特に，外部監査による意見に対する措置としてなされた調査であり，「講じた措
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置」に「調査等を行った。」と明記した事項については，確実にその事実，内容を

残す必要がある。 

 

  〔意見〕 

   外部監査による指摘・意見に対する措置としてなされた対応については，事後に

その事実・内容の確認や，正確な引き継ぎができるように，書面などの形でとどめ

ておくべきである。 

 

第１０ 情報システム全体について 

 ① 平成２３年度の指摘及び意見の背景 

   徳島県では，体制やガイドラインの整備，オープンソースソフトウェアの活用，

調達における審査などの管理により，情報システムにかかるコストの削減を実現し

てきた。 

   それでも，ベンダーロックインによる弊害などの状況が見られる。 

 

 ② 平成２３年度の指摘及び意見の内容 

  １）一者随意契約，ベンダーロックインについて（指摘） 

    一部のシステムにつき，オープンソース化を実現している点で一定の評価がで

きるが，それ以外のシステムについても，オープンソース化を実現したシステム

の事例を参考にして，以下の観点に基づき，今後とも積極的にオープンソース化

に取り組んでいくなど，一者随意契約，ベンダーロックインの状況を解消するた

めの不断の努力を重ねるべきである。 

   ア 他業者に対する発注の可否についての精査 

     当該システムの開発業者以外に運用・保守を発注することができないかどう

かについて，プログラムを含めた当該システムの具体的内容や著作権等の権利

の帰属に関する契約条件の内容を個々具体的に精査すべきである。その際，シ

ステム開発時の契約上開示し得るプログラム情報等をできる限り広範に開示し

て競争入札等を実施し，その結果により判定することがより望ましい（市場に

よる判断）。 
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   イ 特定業者との更なる交渉，契約条件の見直し 

     上記アの精査を経た上で，なお競争契約を行うことができないとの結論に至

った場合には，契約条件が当該業者にとって有利に偏りがちになるというベン

ダーロックインの危険性を十分に認識した上で，契約条件や仕様の細部まで精

査して，緻密な交渉を行うべきである。 

 

   ウ 競争が実現できる状態の確保 

     競争が成立する状態を実現するために，次の方法を検討すべきである。 

    (ｱ) ベンダーロックインされないシステムの構築 

      ハードウェアについては汎用性のある部品等で構成し，ソフトウェアにつ

いてもオープンソース系のものを活用することで，特定の開発業者によって

囲い込まれないシステムを構築して，ベンダーロックインを回避する方法に

よることができないかどうかを十分に検討すべきである。 

    (ｲ) 導入後の運用・保守を契約条件とする競争入札の実施 

      開発業者以外の業者に運用・保守を委託することができない例外的な場合

に当たるといわざるを得ない場合には，次善の策として，将来の運用・保守

業務も当初の開発・導入時の契約条件に組み込み，運用・保守の委託も競争

に晒すことで，弊害を一定程度緩和すべきである。 

 

   エ 既にベンダーロックインされているシステムへの対処 

     契約条件について，更なる交渉の余地がないかどうかを検討すべきである。 

     同時に，仮にオープンソース系の新システムに移行した場合や運用・保守込

みの新システムに移行した場合に発生する開発・導入コストを試算し，現行シ

ステムを継続した場合と比較して顕著に有利になる見込みが立てば，システム

の切替えを検討すべきである。 

 

  ２）入札における実質的な競争の機会の確保について（意見） 

競争入札を実施したにもかかわらず，参加者・応札者が１，２社に留まり，広

く競争の機会が確保されたかどうかの判定が困難な事例については，広く多数の

者が参加するのに支障となる事情がなかったかどうか，すなわち，①プログラム
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の公開は十分に実施できていたか，②旧システムの内容等を引きずり，これに過

度に拘束されるような開発・導入の委託内容で入札を実施していないか，③新規

参入の意欲を有する者が安心して入札に参加できる情報の公開がなされていたか，

④新規参入が行いやすい業務内容とするために委託する契約が適切に統合され，

または，切り分けられて入札に付されたか，⑤それらを十分に検討して入札に適

する準備が整った段階で入札を実行したか，といった諸々の点を検証し，今後の

入札において，実質的な競争の機会を確保するように努めるべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 24 年 8 月 17 日公表分） 

  １）一者随意契約，ベンダーロックインについて 

    「徳島県情報システム調達指針」の中で，情報システム調達に関する基本方針

として，情報システムの調達に当たっては，原則として，特定事業者の独自技術

に依存しないオープンな技術仕様（オープンソースソフトウェア等）を積極的に

採用すること等を掲げ推進してきたことにより，様々なシステムでオープンソー

ス化を実現するとともに，保守運用経費の大幅な削減を達成してきたところであ

る。 

    今後もオープンソース系システムの導入に積極的に取り組むとともに，一者随

意契約，ベンダーロックインの状況を解消するため，調達管理委員会での個別シ

ステムの調達審査等において， 

    ア 他業者に対する発注の可否についての精査 

    イ 特定業者との更なる交渉，契約条件の見直し 

    ウ 競争が実現できる状態の確保 

    エ 既にベンダーロックインされているシステムへの対処 

などの観点から審査を行うほか，これまで経験して得られた知識やノウハウを蓄

積・活用することにより，継続的なＩＣＴガバナンスの確保に努める。 

 

  ２）入札における実質的な競争の機会の確保について 

    競争入札の実施にあたっては，透明性，公平性及び競争性の観点から，システ

ム所管課はもとより，一定額を超える調達については，調達管理委員会での審査

も行い，適正に行ってきたところである。 
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    このため，結果的に参加者・応札者が少数に留まったとしてもやむを得ないも

のと考えているが，今後はなお，調達管理委員会において個別システムにおける

入札結果についても情報を集約・共有し調達審査や指導に活かしていくことによ

り，入札における実質的な競争機会の確保に努める。 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）情報システム課の説明 

   ア）オープンソースソフトウェアによるシステムを導入すれば，以後の運用・保

守契約については競争原理が働く契約方法を採用できる「可能性が広がる」と

認識している。 

しかし，オープンソースソフトウェアはソースコードが公開され，低コスト，

カスタマイズが自由というメリットがある一方で，開発コミュニティーには不

具合の責任がなく，サポート面が不十分といったデメリットもある。また，熟

練技術者の少ないオープンソースソフトウェアで開発した場合，結果として運

用・保守契約の際に競争原理が働かない可能性もある。 

     こうしたことから，県では，個別開発，パッケージソフトウェアの利用に加

え，アプリケーションサービスプロバイダそれぞれのメリット・デメリットを

勘案しながらシステム調達の最適化を図っている。 

 

   イ）「入札における実質的な競争の確保の機会について」（意見）中の①ないし⑤

の点は，調達前に審査しており，結果的に参加者・応札者が少数に留まったと

してもやむを得ないものと考えているため，入札後に上記①ないし⑤について

もう一度検証はしていない。 

     入札結果については，落札額，落札者，参加者数等を調達管理委員会に報告

している。 

 

   ウ）率直に言って，オープンソースソフトウェアを導入するメリット，デメリッ

トに対する考え方や参加者・応札者が少数に留まった際の理由，講じるべき手

段の内容などについて，当時の外部監査人の意見と情報システム課の意見はか

み合っていない。上記「講じた措置」を記載した時点からそうだったと思う。 
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  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人は，オープンソースソフトウェアを導入することでベンダ

ーロックインの状況を解消するという視点を基本に置いて，上記指摘を述べて

いる。 

 

   イ）これに対し，情報システム課は，従前の経過の説明を記載しつつも，上記視

点に対する意見は述べることなく，「一者随意契約，ベンダーロックインについ

て」（指摘）中のアないしエを列挙してかかる観点からの審査を行うとし，当時

の外部監査人の意見に沿う方向の措置内容を記載している。 

     少なくとも，この記載内容を客観的に見るかぎりは，情報システム課が当時

の外部監査人の上記視点に対して異なる意見を持っているようには感じられな

い。 

しかし，実際には上記のとおり情報システム課は，上記視点について当時の

外部監査人とは異なる意見を持っていたようである。 

 

   ウ）また，当時の外部監査人は，実際に入札がなされた後に，参加者・応札者が

少なかった事例について検証するべきとの意見を述べている。 

 

   エ）これに対し，情報システム課は，やはり従前の経過の説明を記載しつつも，

最後には「・・・入札結果についても情報を集約・共有し調達審査や指導に活

かしていく・・・」としている。 

     この記載は，外部監査人の意見に対応するものであるから，一見，競争入札

後に何らかの検証をする方向であるかのように読める。少なくとも，外部監査

人の述べた意見に明確に反論しているものではない。 

     しかし，実際には情報システム課は外部監査人が述べたような検証はしてい

ない。上記説明から理解するに，情報システム課は「講じた措置」を記載した

時点でそのような検証をする意思がなかったものと考えられる。 

 

   オ）また，「講じた措置」の記載を客観的に読む限り，情報システム課も大筋で外
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部監査人と同じ方向の意見である，少なくとも明確な異論はないと理解される

内容となっている。 

     仮に，この記載が意図したものでないとしても，読む者に誤解を与えるおそ

れがあることは否定できない。 

     出された指摘や意見に対し，相容れない意見を有しているのであれば，「講じ

た措置」にはそれを明示して自らの意見をはっきり記載するのが誠実な態度で

あると考える。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人により意見等が出された場合に，それと異なる意見がある場合には，

「講じた措置」に相違点を明示した上で自らの意見をはっきり記載すべきである。 
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Ⅴ 平成２４年度「観光及びこれに関連する事業について」 

第１ 徳島県物産観光交流プラザ運営事業 

１ 事業，イベントのチェック報告体制について 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本事業は，阿波おどり会館１階に徳島県物産観光交流プラザ（通称「あるでよ徳

島」）を設置し，運営を行うものである。 

   本事業の報告体制については，委託先である徳島県物産協会から毎年度末に，委

託業務完了報告書が提出されているが，内容として非常に簡素なものに留まってい

る。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   本事業には，支出金額に見合った事業報告がなされているといえるか疑問がある

ため，今後は，事業内容について，課題の発見や後日の検証可能性という観点も考

慮した，より詳細な報告を事業完了報告書にも記載させるべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   これまでも事業推進にあたって適宜，詳細な報告がなされていたが，委託契約の

事業完了報告書に添付できていないものもあったため，指摘を受け，各月の売上額

や購入客数や販売状況についての分析結果を添付するなど，平成２４年度の事業実

績報告についての充実を図った。【平成 25 年 8 月末時点】 

 

   プラザに導入しているＰＯＳシステムに基づき，月ごとの商品部門別の売上や過

去の部門別売上推移などを比較・分析するとともに，出展業者へフィードバックす

ることにより，ユーザーのニーズを踏まえた商品開発や販売戦略を実施し，県産品

の販売促進，販路拡大に繋げている。【平成 27 年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）観光政策課の説明 

    包括外部監査結果により，事業完了報告書に，各月ごとの売上額，購入客数及
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び販売状況についての１年間の分析結果等を添付し，特に販売額の大きい阿波お

どり期間中については，別途抽出し，同様の分析結果を添付するようになったと

のことである。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）確かに，委託業務完了報告書記載の項目が増加している点は一定の改善がな

されたと言える。 

 

   イ）しかし，当時の包括外部監査人が求めていたのは，課題の発見や後日の検証

可能性の観点も考慮した詳細な報告である。この点からは，まだ不十分な内容

に留まっていると言わざるを得ない。包括外部監査人は，その包括外部監査結

果報告書の中で，報告書に記載すべき内容を具体的に掲げており，それらの記

載をするよう求めている。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の意見を受けて一定程度の改善が見られたが，未だ外部監査人の具体

的な問題意識を踏まえた改善がなされているとはいいがたい。 

   外部監査人により意見等が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっ

かり読んで問題意識を正確に理解した上で対応すべきである。 

 

２ ユーザーからの意見聴取，反映について 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本事業には多額の委託料，費用が支出されている。そして阿波おどり会館という

観光施設内に位置するという立地条件などからすれば，多数の県外客が訪問し利用

することが見込まれ，かつ，その購買動向やニーズについても情報を収集しやすい

施設である。 

   ところが，購買動向に関する情報の収集や分析は行われているものの，県による

情報の活用が十分になされているとはいえない。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 
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  （意見） 

   委託先を介し，あるいは，委託先から適切な情報提供を受けた上で，徳島県自ら

が，ユーザーの購買動向に関する情報やニーズを収集し，これを分析して広く活用

する仕組みを導入すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   委託先からの情報提供については，県が推進する「とくしま県産品振興戦略」の

中の市場調査に関するデータとして活用し，今後の県産品振興施策を推進するにあ

たって具体的に活かしていくとともに，広く県民にも周知を図るため，平成２５年

５月には物産協会ホームページにて，平成２４年度の売上動向等を掲載するなど，

積極的に公開をしていくこととした。【平成 25 年 8 月末時点】 

 

委託先からの情報提供については，県が推進する「とくしま県産品振興戦略」の

中の市場調査に関するデータとして活用し，今後の県産品振興施策を推進するにあ

たって具体的に活かしていくとともに，広く県民にも周知を図るため，平成２５年

度から，ホームページや書面で前年度の売上動向等を公開している。こうした情報

を活用し，閲覧した業者による商品開発や，物産展やイベントへの売れ筋商品の出

展など，ユーザーのニーズを踏まえた販売戦略に繋がっている。【平成 27 年 3 月末

時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）観光政策課の説明 

   ア）委託先からの情報提供については，県が推進する「とくしま県産品振興戦略」

の市場調査，すなわち県物産観光交流プラザやアンテナショップでの新商品の

お試し販売，県内・県外（主に三大都市圏）でのマーケットインの検証，認知

度・購入意欲アンケート調査の実施，首都圏などでの商談会，展示会にてバイ

ヤーや消費者からの情報提供によって，データを得て活用している。 

 

   イ）上記で得た情報により，取扱地区ごとの県産品イメージや認知度，売れ筋商

品などの分析を行い，出展事業者にフィードバックすることで，事業者が行う
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商品開発や販路拡大等の販売戦略に活用してもらい，県内経済の活性化に繋げ

ている。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人は，購買動向に関する情報収集や分析は行われているもの

の，徳島県による情報の活用が十分になされていないとし，投じた費用を最大

限活用するという観点からは，徳島県下全域の物産販売にとって，より大きな

効果を生み出すように情報の活用方法について検討されることが望ましいとし，

続けて，ここでの情報活用とは，単に販売データ等そのものを広く公開するこ

とを意味しないと付言している。 

 

   イ）ところが，物産観光交流プラザや県外などでの情報収集や分析はされている

とのことであるが，出展業者にフィードバックすることに留まっており，当時

の外部監査人がいうような，徳島県による，徳島県下全域の物産販売にとって

大きな効果が出るような情報の活用が，十分なされているとは言えない。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の意見が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっかり読

み込んで問題意識を正確に理解し，速やかに適切な対応をすべきである。 

 

３ 委託先の選定について 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本事業は，運営の公平性や透明性を重視するとの理由で，長期にわたり徳島県物

産協会と随意契約することで運営委託されている。 

   しかしながら，展示商品の構成や販売手数料は委託先に一任されているのが実情

で，その当否について，担当課が施設設置者及び運営委託者として，綿密な監督が

できているとはいいがたい実情にある。また委託先は展示商品選定基準を策定して

いるが，同規定には委託先の関連企業の商品を優先的に取り扱うと定められている

など，公平性の点において疑問がある。 
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 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   本事業については，運営の公平性を確保しつつ，展示商品の販促及びＰＲ活動を

積極的に展開するという観点から，委託先の選定ないし委託先との契約内容等を見

直し，さらなる改善について検討を行うべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   徳島県物産協会は食品や工芸品など幅広い分野の県産品関係事業者が加盟し，現

在も会員数は増加している。平成２５年４月に公益社団法人に移行し，販売所とし

て直接商品販売を行うほか，マーケティングや商品開発，県外バイヤーへの商談会

など，県産品振興のための取り組みを地道に推進している県内唯一の公的団体であ

る。今後は運営の公平性をより確保するため，会員以外の商品の展示販売について

も幅広く募集を行い，さらに積極的に対応するとともに，契約内容については必要

性，費用対効果などを十分に考慮し，公正性を確保する。【平成 25 年 8 月末時点】 

 

   平成２５年度以降，運営の公平性をより確保するため，市町村や商工関係団体へ

の出展者募集依頼や，年４回発行の「協会だより」での募集を行うなど，会員以外

の商品についても，幅広く募集を行うとともに，「お試し展示販売コーナー」をはじ

めとしたプラザでの企画展で幅広い商品販売を展開し，販売方法に関するアドバイ

スやユーザーからの声のフィードバック，販売方法に関するアドバイス等を行って

いる。契約内容については必要性，費用対効果などを十分に考慮し，公正性を確保

しつつ，今後はより大きな費用対効果が得られるよう内容を充実していく。【平成

27 年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）観光政策課の説明 

    委託先については，販売所として直接商品販売を行うほか，マーケティングや

商品開発，県外バイヤーへの商談会など，県産品振興のための取り組みを推進し

ている県内唯一の公的団体である公益社団法人徳島県物産協会を選定している。

もっとも，今後，公平性等が確保できる同様の団体ができた場合には，委託先と
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して比較検討するなど，引き続き委託先や契約内容の検討を続けるとのことであ

る。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人は，運営の透明性や公平性を確保ないし担保するために施

設管理者自身が施設運営に積極的に関与するよう求めている。 

     しかしながら，現在においても，『「あるでよ徳島」での展示商品の選定基準』

によれば，展示商品の構成は委託先に一任されているようであり，外部監査が

実施された当時と同様，施設設置者及び運営委託者として，綿密な監督ができ

ているとはいいがたい実情である。 

     また，委託先関連企業の商品を優先して取り扱うと規定されている選定基準

も変更されておらず，公平性確保の点で，問題が残ったままである。 

 

   イ）そして，当時の外部監査人が述べているように，委託先が民間企業であって

も，契約内容を工夫し，十分な監督を実施することにより，運営の公平性や透

明性を確保することも可能である。 

 

   ウ）このように，上記のような問題意識や視点からの委託先の選定ないし委託先

との契約内容等の見直しはなされていない。 

 

  〔指摘〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，その問題意識に即した対応が速や

かになされなければならない。本事業についていえば，現状が運営の透明性や公平

性の点で問題があるとの指摘を踏まえ，民間企業を委託先にすることも含め，現在

の委託先，委託内容の見直しを速やかに検討すべきである。 

 

第２ 新鮮とくしまブランド戦略対策事業 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   新鮮とくしまブランド戦略対策事業のうち，「飛び出す」ブランド産地育成事業

においては，農業関係団体等が「産地改造計画」等に基づいて実施する情報戦略・
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人材育成等の事業を支援するための補助金を交付している。そして担当課は，事業

終了後，当該団体等から，所定の実績報告書の提出を受けているが，その報告内容

は具体性が乏しい。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   「飛び出す」ブランド産地育成事業にかかる補助金の交付につき，より具体的な

報告を求めて補助金が効果的に支出されているかを検証し，かつ，毎年，的確な審

査を行い，場合により新規性のある事業に集中的に補助金を交付するなど，メリハ

リのついた運営が求められる。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   当該事業の実績については，具体的な取組みや成果の報告を求めるなど，これま

で以上に，事業の効果検証を行い，メリハリのある事業実施に努める。また，補助

金の交付にあたっては，ご意見を踏まえ，平成２５年度の重点課題に取り組むため

「野菜増産に向けた生産モデルの作成」をはじめ，新規性のある事業を盛り込んだ

予算編成に努めた。【平成 25 年 8 月末時点】 

 

   補助金の効果的な執行のため，事業実績について各地区から中間報告を求め，そ

の実績を他の地区に情報提供するなどにより，年度後半の事業効果を高めた。 

   また，平成２６年度の予算執行にあたっては，平成２５年度末の実績と残された

課題を求め，効果的な予算執行に努めた。【平成 27 年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）もうかるブランド推進課の説明 

    外部監査人からもうかるブランド推進課に対し，平成２４年度の包括外部監査

結果を受けて，上記事業の実績報告書につき，例えば，「産地改造計画」の記載

内容をどの程度達成できたか等の事項を追加するなど，具体的な報告を求める内

容になっているか否かを照会したが，明確な返答はなかった。 
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  ２）問題の所在 

   ア）当時の包括外部監査人は，報告書の内容が，主に事業費の内訳，補助金の使

途等であって，事業の実施による具体的成果，将来の課題等の記載に乏しいと

している。 

 

   イ）ところが，講じた措置としては，事業実績について各地区から中間報告を求

め，その実績について他の地域に情報提供するなどに留まっており，事業実施

による具体的成果，将来の課題等を踏まえた報告は求めていない。「産地改造

計画」の記載内容をどの程度達成できたかということについても，報告を求め

ないままになっている。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の意見を受けて一定程度の改善がなされたが，なお改善の余地がある。

外部監査人の問題意識を踏まえて，さらに充実した報告書となるように対応すべき

である。 

 

第３ 徳島阿波おどり空港国際線就航促進事業 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本事業は，徳島阿波おどり空港の国際チャーター便の就航促進を図り，もって交

流の活性化による産業，文化の振興等を図ることを目的としている。そして，中国

湖南省との国際チャーター便に対する助成事業を実施したところ，補助金交付の対

象となる旅行会社の方針により，国際チャーター便の運航が一時休止された（現在

まで運航は再開されていない）。その結果，期待された徳島県内への外国人旅行客の

誘客は大きくあてが外れる事態となってしまった。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   定期チャーター便等を利用した国際観光の推進に当たっては，特定地域，路線に

偏重せず，むしろ，複数の地域に目を向けた多面的な事業を展開すべきであり，か

かる観点から，必要に応じて戦略や基本方針の立て直し（変更）にも着手すべきで
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ある。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   平成２５年度から東アジアのみならず東南アジアをも重点地域とする新たな「と

くしまグローバル戦略」を展開しており，エアポートセールスをはじめ，各国・地

域の旅行需要に応じた外国人観光誘客の取組みを進めている。 

   その成果のひとつとして，平成２５年７月１７日から８月３０日まで計１２往復

の香港からの国際チャーター便の誘致に成功したところである。【平成 25 年 8 月末

時点】 

 

   平成２５年度から東アジアのみならず東南アジアをも重点地域とする新たな「と

くしまグローバル戦略」を展開しており，エアポートセールスをはじめ，各国・地

域の旅行需要に応じた外国人観光誘客の取組みを進めている。 

   その成果のひとつとして，平成２５年７月１７日から８月３０日まで計１２往復

の香港からの国際チャーター便の誘致に成功したところである。 

   また，徳島阿波おどり空港は，平成２６年３月から東京便が１日１２往復と充実

していることから，羽田空港から入国した外国人観光客の誘致について,国内線（羽

田－徳島）のアクセスを活用したＰＲにも取り組んでいる。【平成 27 年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）国際戦略課，交通戦略課の説明 

   ア）平成２５年度から，東アジア及び東南アジアを重点地域とする「とくしまグ

ローバル戦略」を展開し，平成２４年度及び平成２５年度には香港や台湾から

の国際チャーター便は就航しているが，東南アジアからの就航には至っていな

い。 

 

   イ）平成２６年度及び平成２７年度は，国際チャーター便の就航が全くない状況

である。その背景には，国内定期路線が充実することに伴い徳島阿波おどり空

港の施設が逼迫し，国際チャーター便誘致に制約が生じているという事情があ

る。 
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   ウ）外国人誘致の取り組みとしては，フェイスブック，メディア，現地の言語に

よるパンフレットなどでの情報発信，現地での旅行展示商談会などを行ってい

る。その成果として，平成２７年度には，ベルギーからのボーイスカウト約５

００人の誘致が実現した。 

 

   エ）平成２６年度に徳島阿波おどり空港の機能強化等に関する調査研究を行い，

その結果を踏まえて，同空港の施設の逼迫を解消するとともに，国際便対応機

能を強化するため，新しい施設を設置して平成２９年度に供用開始すべく取り

組んでいる。また，機能強化を前提に，国際チャーター便の誘致等，エアポー

トセールスに取り組んでいる。 

 

  ２）問題の所在 

    本事業においては，「とくしまグローバル戦略」によって東アジア及び東南アジ

アを重点地域として誘致活動を展開しているものの，平成２６年度も平成２７年

度も国際チャーター便の就航が全くない状況が続いている。結果がすべてという

わけではなく，問題解決に向けた取り組みも進められているものの，重点地域と

している東アジア及び東南アジアからの誘致について何らの成果も上げられてい

ない以上，現時点で事業として成功しているとはいえない。 

 

  〔意見〕 

   本事業については成功とはいいがたい状況にある事実を直視し，事業を継続する

以上は，現在の問題解決に向けた取り組みを進めることはもちろん，成果を上げる

ために何が必要であるかを具体的に検討し，実行するべきである。 

 

第４ 阿波おどり活性化支援事業 

１ ユーザーからの意見聴取，反映について 

① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本事業が対象とするイベントは徳島県の観光振興にとって最大かつ最重要なイベ

ントであり，ユーザーのニーズやクレームを収集し，改善につなげていく仕組みが
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必要である。しかも本事業には約１，０００万円近い補助金が支出されており，ユ

ーザーの意見を聴取して，補助金のあり方について検討する必要がある。 

   上記の観点から，ユーザーの多様な情報提供を受ける県としては，ユーザーのク

レームやニーズを収集し，これを分析して活用する仕組み・体制を構築すべきであ

るのに，そのような仕組み・体制がない。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   ユーザーから多様な情報提供を受ける徳島県として，独自にユーザーのクレーム

やニーズを収集し，これを分析して活用する仕組み・体制を構築すべきである。 

   具体的には，たとえば，主催者側に書面等を用いた明確な方法で改善要望を行い，

主催者側からは各要望についていかなる措置を採ったかという措置結果について報

告を受け，その後，当該クレームが減少したか否かについて事後のフォローを行う，

といった方法をとることが要請される。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   県に寄せられたユーザーからのニーズ等については，これまで，散発的に主催者

側へ伝えていたところであるが，平成２５年度からは，主催者側に対し，書面等を

用いて改善要望を行うとともに，いかなる措置を採ったか報告を受け，事後のフォ

ローを行うこととする。【平成 25 年 8 月末時点】 

 

県に寄せられたユーザーからのニーズ等については，これまで，散発的に主催者

側へ伝えていたところであるが，平成２５年度からは，主催者側に対し，情報提供

とともに改善要望を行い，いかなる措置を採ったか報告を受け，課題の共有及び事

後のフォローを行っており，観光客からの「おどり広場」でのアナウンスが聞きづ

らいとの要望に対して，音響設備を改善するなどの対応が講じられている。【平成

27 年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）観光政策課の説明 
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   ア）徳島市の阿波おどりでは，毎年阿波おどり実行委員会を開催し，関係者で情

報共有をし，運営改善等の協議を行っている。この実行委員会は，本番中に数

回，終了後にも開催されるなど，毎年複数回開催され，その都度，運動方針や

課題，改善要望等に関する協議，報告が行われている。 

 

   イ）県では，本番中に受けたクレームや要望，気が付いた点については，毎日，

書面により実行委員会に報告するとともに，本番中に開催される実行委員会で

も協議してもらい，口頭で報告してもらっている。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人が指摘していたのは，ユーザーから多様な情報提供を受け

る徳島県として，独自にユーザーのクレームやニーズを収集し，これを分析し

て活用する仕組み・体制を構築すべきということである。 

     すなわち，県に届いたクレームや意見を主催者側や実行委員会に届け，協議

し，その結果の報告を受けるだけで足りるとの意見ではなかった。担当部署が

クレーム等を収集・集約して，その内容を県として独自に分析・検討すること，

そのための仕組み・体制を構築することを求める意見であった。 

 

   イ）当時の外部監査人の指摘を受けて，平成２５年度からは，主催者側に対し書

面等を用いて改善要望を行うようにした点は評価できるが，当時の外部監査人

はそれに留まらず，県として独自にクレーム等を分析・検討するための仕組み・

体制を構築することを求めていたものであり，上記措置では不十分である。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっ

かり読み込んで問題意識を正確に理解して，それに対応した措置を講じるべきであ

る。 

   本事業についての措置は不十分であり，再検討するべきである。 
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２ 課題の把握，改善について 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本事業が対象とするイベントは徳島県の観光振興にとって最大かつ最重要なイベ

ントであり，多額の補助金も支出されており，課題の把握，改善のために当然にな

されるべきことが十分に行われる体制が構築されていない点は問題である。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   観光誘客促進の観点から極めて重要な役割を担うイベントを維持し，さらに発展

させていくため，細部も含めて課題を積極的に発見する仕組みを設け，さらなる改

善について検討を行うべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   平成２５年度から阿波おどり終了後に開催される阿波おどり実行委員会において，

課題の情報共有を図り，改善等について検討を行うこととする。【平成 25 年 8 月末

時点】 

 

   平成２５年度から阿波おどり終了後に開催される阿波おどり実行委員会において，

課題の情報共有を図り，改善等について検討を行っている。例えば，演舞場での踊

りが終わる前に，演舞場外の提灯が一部消えてしまうことがあったため，全体の雰

囲気作りとして，提灯の消灯をあわせるなどの改善を図っている。【平成 27 年 3 月

末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）観光政策課の説明 

   ア）平成２５年度より前から，阿波おどり実行委員会において課題の情報共有が

行われており，平成２５年度から阿波おどり実行委員会で課題の情報共有が行

われるようになったわけではない。 

 

   イ）今年度からは，日々の課題等について，毎日，書面により実行委員会に報告
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することにしており，より迅速な対応が可能になっている。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人は，県において本事業について課題の把握，改善のために

当然になされるべきことが十分に行われる体制が構築されていない点を問題に

していた。 

 

   イ）これを受け，観光政策課としては，講じた措置として，「平成２５年度から阿

波おどり終了後に開催される阿波おどり実行委員会において，課題の情報共有

を図り，改善等について検討を行うこととする。」とする。 

 

   ウ）しかし，上記のとおり当時の外部監査人は県において体制が構築されていな

いことを問題であるとし，課題を積極的に発見する仕組みを設けるべきとの意

見を述べたものであり，阿波おどり実行委員会における情報共有で足りるとの

意見ではなかった。 

 

   エ）また，この度外部監査人が平成２５年度以前は阿波おどり実行委員会で課題

の情報共有は図られていなかったのかを問い合わせたところ，観光政策課から

は，平成２４年度以前も課題の情報共有は図られていたとの回答がなされた。

これに対し，講じた措置の記載は，あたかも当時の外部監査人の意見が反映し

て平成２５年度から新たに講じたものであるかのような誤解を与える内容とな

っている。 

 

  〔指摘〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっ

かり読み込んで問題意識を正確に理解して，それに対応した措置を講じるべきであ

る。 

   「講じた措置」には，誤解を与えるような記載は控えるべきである。 
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第５ 春の阿波おどり支援事業 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本事業は阿波おどりを核に「食」「伝統文化」を加えた大規模イベントである「は

な・はる・フェスタ」を支援するため，県が多額の補助金を支出するものである。 

   もっとも，実施主体の報告書も極めて不十分なものである上，観光政策課もこの

イベントの実施を既定路線と捉えているせいか，その支出（金額）の必要性の検討

過程が詳細に明らかでなく，客観的検証がしづらい状況にある。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （指摘） 

   今後は，支出（各支出項目の金額）の合理性について，客観的な検証が可能とな

るよう，検討過程の記録化について検討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   支出の合理性について，客観的な検証が可能となるよう，平成２５年度以降，検

討過程の記録化を行う。【平成 25 年 8 月末時点】 

 

   支出の合理性について，客観的な検証が可能となるよう，平成２５年度以降，検

討過程の記録化を行っている。【平成 27 年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）観光政策課の説明 

   ア）平成２５年度以降は，実施主体からの実績報告書について，新たに「詳細な

支出明細表」を添付するとともに，各イベントの評判等に対する評価，お客さ

ま等からの苦情等の内容，次年度以降の開催に向けた課題等について報告を求

めるよう改めた。 

 

   イ）県において，上記資料に基づき補助金支出の適否をはじめ，次年度における

イベント開催の意義や改善すべき点について検証をしている。 
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  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人は，本事業のように多額の補助金が支出される場合には，

客観的に合理的な理由が必要であり，その判断が可能となるような客観的な検

証に耐え得る説明等が求められるとする。その上で，支出（各支出項目の金額）

の合理性について，客観的な検証が可能となるよう，検討過程の記録化を要請

している。 

     これに対し，「講じた措置」には，検討過程の記録化を行っている旨が記載さ

れている。 

 

   イ）ところが，上記観光政策課の説明を見る限り，実施主体からの報告書が以前

より詳しくなったようであるが，支出（各支出項目の金額）の合理性について

検討過程の記録化がされているか否かは明確でない。検討過程の記録化が実現

できていなければ，監査意見に対応した措置を講じているとは言えないし，「講

じた措置」の記載とも整合しない。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人により意見等が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっ

かり読み込んで問題意識を正確に理解して，それに対応した措置を講じるべきであ

る。 

    

第６ スポーツ王国立国事業 

１ 委託先の選定について 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本事業は学生・各種スポーツチーム等のスポーツ合宿を誘致しようとする事業で

ある。毎年，徳島県観光協会に事業が委託されており，契約形態は随意契約である。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   現行の契約方式を再検討し，少なくとも，他の団体からのプロポーザルを受ける

方式とし，業務内容の固定化を避ける努力をすべきである。 
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 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   プロポーザル方式の導入等について検討するとともに，関係機関の意見を踏まえ，

業務内容の固定化を避けるよう努める。【平成 25 年 8 月末時点】 

 

   プロポーザル方式の導入も含め，業務内容の固定化を避け，本事業を効果的に実

施する手法について，施設関係者等関係機関の意見を踏まえて検討した結果，これ

までの企業や大学のサークルに加え，新たに大学の体育会や社会人クラブの強豪チ

ームも対象に加えたスポーツ合宿の誘致を行うことで，業務内容の固定化を避けた。

【平成 27 年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）にぎわいづくり課の説明 

   ア）スポーツ合宿の誘致対象は，一般的にスポーツ合宿を専門に扱うエージェン

トがほとんどであるため，新しい手法としてゆかりのある大学体育会等を対象

に加え業務内容の固定化を回避した。 

 

   イ）当業務は，スポーツ施設と宿泊施設との連携はもとより，クライアントのニ

ーズにいかにワンストップで迅速に応えるかという基準が明確なことから，現

在のところはプロポーザル方式を見送っている。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人は，本事業が平成２０年度から徳島県観光協会と随意契約

が締結されており，新しい誘致のアイデアが出づらくなる弊害があり，また他

の旅行代理店等の民間企業に委託できる可能性があるため，随意契約について

再検討し，少なくとも他の団体からのプロポーザルを受ける方式にすべきであ

るとしている。 

 

   イ）ところが，にぎわいづくり課は，関係機関の意見を踏まえて検討した結果，

上記の理由によりプロポーザル方式を見送ったとのことである。 
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     しかしながら，にぎわいづくり課が挙げているスポーツ施設と宿泊施設との

連携については旅行代理店等の民間企業に委託できる可能性があることはもち

ろん，クライアントのニーズに迅速に対応することについても，同協会のみが

対応可能ということはできないはずである。上記にぎわいづくり課の説明が説

得的であるとは思われない。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見に対して異なる意見を持つことはあり得るが，その場合

には説得的な根拠を示すべきである。 

   この点，本事業については説得的な根拠があるとは思われないところ，再度その

意見や意見に基づく措置について検討するべきである。 

 

２ インセンティブについて 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本事業の受託業者にモチベーションを与えるためにも，誘致成功件数に応じて委

託金額が変動する部分を設けた契約内容にすることも一案であり，本事業はインセ

ンティブ契約になじみやすいものである。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   誘致成功件数に応じて委託金額が変動する部分を設けた契約内容とすることを検

討すべきである。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   誘致件数に応じた委託内容など，モチベーションが上がるような方策の導入を図

る。【平成 25 年 8 月末時点】 

 

   新たに，大学の体育会や社会人クラブの強豪チームのスポーツ合宿を誘致するこ

とにより，スポーツツーリズムに係る新たなビジネスモデルをうみ出すチャンスを

設けることで，モチベーションの向上に努めている。【平成 27 年 3 月末時点】 
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 ④ 措置状況についての検証 

  １）にぎわいづくり課の説明 

   ア）現在も，誘致成功件数に応じて委託金額が変動するような契約内容になって

いない。その理由は，スポーツ施設を管理する自治体では，地元住民を優先し

て予約を受け付けており，その合間で県外からのスポーツ合宿を受け入れてい

るため，施設の受入能力に限界があるからである。なお，誘致件数もここ数年

では，ほぼ横ばいである。 

 

   イ）上記のような現状からすれば，新規誘致もさることながら，現在来県してい

る団体について，今後もリピーターになってもらうことが重要であり，手厚く

フォローする必要がある。 

 

   ウ）誘致件数を条件にすると，新規のみに力を入れる恐れがあることから，全体

の実績で判断することにしている。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）当時の外部監査人は，受託業者にモチベーションを与えるためにもインセン

ティブ契約にして，誘致成功件数に応じた事業費を支出すべきとしているが，

本事業がスポーツ合宿を誘致しようとする事業目的であることに鑑みれば，そ

れは理にかなったものである。 

 

   イ）これに対し，にぎわいづくり課は，誘致件数を条件とすると，受託業者が新

規のみに力を入れるおそれがあるということを理由に，インセンティブ契約を

導入していないとする。 

     しかし，誘致件数がここ数年は横ばいという現状に照らせば，新規誘致に力

を入れる必要がある。リピーターへのフォローも大事なことは間違いないが，

それと並行して新規誘致も進めていかなければならない。 

     また，インセンティブ契約を導入すればリピーターへのフォローがおろそか

になるとは限らないし，逆にインセンティブ契約を導入しなければリピーター
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へのフォローが手厚くなるとも限らない。新規誘致に対するインセンティブと

併せてリピーターの確保について何らかの条件を加えるなどの契約内容とする

ことも考えられる。 

     いずれにしても，上記にぎわいづくり課の説明は，論理的なものとはいえな

いし，新規誘致について記載している「講じた措置」の内容とも整合していな

い。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の指摘・意見に対して異なる意見を持つことはあり得るが，その場合

には説得的な根拠を示すべきである。 

   この点，本事業については説得的な根拠があるとは思われないところ，再度その

意見や意見に基づく措置について検討するべきである。 

 

第７ 徳島県立産業観光交流センター 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本事業は，従前より財団法人徳島県観光協会に管理委託していたが，平成１８年

度より指定管理者に管理運営を委託することになった。ただ，これまでずっと観光

協会が指定管理者となっている。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   平成２３年度からの指定管理者の募集において，応募が１社しかなかったことは，

観光戦略の観点においては消極的に評価せざるをえず，指定管理者における募集期

間，情報提供等を再度検討する必要がある。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   平成２３年度からの指定管理者の選定における応募は１団体のみであるが，募集

要項の交付が７団体，現地説明会の参加は５団体であった。 

   指定管理者の選定においては，応募者の拡大を図るため，県ホームページ上への

募集要項の掲載や報道関係への資料提供，応募期間の「１ヶ月程度」から「２ヶ月
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程度」への延長などを行ってきたが，今後は，より多くの広報媒体の活用や他県に

おける取り組みの調査などを行い，さらなる情報提供に努める。【平成 25 年 8 月末

時点】 

 

   平成２３年度からの指定管理者の選定における応募は１団体のみであるが，募集

要項の交付が７団体，現地説明会の参加は５団体であった。 

   次回指定管理者の選定においては，応募者の拡大を図るため，県ホームページ上

への募集要項の掲載や報道関係への資料提供，応募期間の延長などを行うとともに，

「県ＨＰトップページ」を活用するなど，募集案内の周知に努める。【平成 27 年 3

月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）にぎわいづくり課の説明 

   ア）応募者が１者となっている理由については，施設の特殊性から管理運営に対

する難易度の高さの影響が考えられる。 

 

   イ）しかし指定管理者による業務範囲を変更することは不可能であるため，引き

続き県ホームページでの広報や応募期間の十分な確保により募集案内の周知に

努める。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）しかし，当時の包括外部監査人が意見の中で明示し，また「講じた措置」の

中でも明記している募集期間の延長については，以下のとおり平成２２年度募

集に比べ，むしろ平成２７年度募集の方が短縮されている。 

 

募集年度 平成２２年度 平成２７年度 

募集要項公表日 H22.7.29（木） H27.7.31（金） 

現地説明会参加申込締切日 H22.8.6（金） H27.8.11（火） 

申込書類提出期限 H22.9.28（火） H27.9.18（金） 
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   イ）当時の包括外部監査人は，平成２２年度の結果を踏まえて，指定管理者の募

集の情報提供等について，広く周知することにより応募する事業者数を増やす

ようにするためにその方法を再検討することのみならず，同じく応募する事業

者数を増やすために募集期間の延長も求めている。ところが，平成２７年度募

集での募集期間の短縮は，これに逆行する措置になっており，当時の包括外部

監査人の意見にそぐわないものになっている。 

     それに加えて，この措置は結果として「講じた措置」の記載にも反する内容

となっており，この意味でも問題がある。 

 

  〔指摘〕 

   外部監査人の意見を正確に反映する措置を講じるべきである。 

   実際にとられた措置と「講じた措置」記載の内容が異なることは，県民に誤解を

生じさせうるものであり，改めるべきである。 

 

第８ 徳島県立あすたむらんど 

１ 観光戦略における位置付けについて（戦略の明確化） 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   徳島県観光振興基本計画や指定管理者からの事業報告書を見ても，本施設の観光

戦略上の果たすべき役割は不明確なものとなっている。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   今後，より具体的に，どのような戦略で，県の観光客誘致の最終目標に繋げるの

かという方針の明確化が必要である。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   当施設の「徳島県観光振興基本計画」における位置づけは，「『阿波とくしま』ら

しいにぎわいの創出」の項目において，「交流拠点を活用したイベントの充実」と明

確に規定されており，この規定に基づき，指定管理者の募集の際には，「管理運営業
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務要求水準書」において，実施すべきイベントについての内容を提示し，また，指

定管理者において自主的なイベント（自主事業）を行うよう指示している。 

   また，指定管理者が自主事業を行うにあたっては，事前に県へ事業案を提出させ，

当事業が施設の設置目的や観光誘客方針と合致するかを審査した上で，県が事前承

認を行っている。【平成 25 年 8 月末時点】 

 

   平成２７年３月に策定した「徳島県観光振興基本計画（第２期）」における位置づ

けは，「『阿波とくしま』らしいにぎわいの創出」の項目において，「交流拠点を活用

したイベントの充実」と明確に規定されている。 

   この規定に基づき，指定管理者の募集の際には，「管理運営業務要求水準書」にお

いて，実施すべきイベントについての内容を提示し，指定管理者において自主的な

イベント（自主事業）を行うよう指示し，「徳島県観光振興基本計画」の最終目標に

合致したイベントの実施により，交流人口の増加，観光客数の目標値の達成に繋げ

ている。【平成 27 年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

  １）当時の包括外部監査人が報告書の中で本施設の観光戦略上の問題点として述べ

ていたのは，次のとおりである。 

    (a) 徳島県観光振興基本計画において，本施設については，他の指定管理制度

を採用している施設と同様，記載が少なく，県の観光戦略における役割が明

確化されていない。 

    (b) 指定管理者からの事業報告書を見ても，県の観光戦略上，本施設が果たす

べき役割という観点からの記載はない。 

 

  ２）ところが，上記(a)について，現在の徳島県観光振興基本計画（第２期）を見て

も，本施設に関する記載は以前の徳島県観光振興基本計画とまったく同様の内容

であって何らの変更もない。 

    また，上記(b)についても，平成２７年３月に提出された指定管理者からの事業

報告書を見ても，依然として，県の観光戦略上，本施設が果たすべき役割という

観点からの記載はない。 
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    このように，「講じた措置」には包括外部監査人の意見を受けて具体的な措置を

講じたかのように読める内容が記載されているにもかかわらず，実際には特段の

措置を講じていないものであって，誤解を与えるような内容になっている。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の意見が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっかり読

み込んで問題意識を正確に理解し，速やかに適切な対応をすべきである。 

    

 

２ 観光戦略における位置付けについて（県の役割） 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本施設は指定管理制度が採用されており，指定管理者のイベント等に対し県が承

諾するという形を取っている。そのため県の総合的な観光戦略の中における自らの

果たすべき役割という発想は薄くなりがちである。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   本施設のように指定管理者制度を採っている施設においても，県の観光戦略上の

位置づけを明確化した上で，運営上も，県の観光戦略において果たすべき役割とい

う観点が必要である。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   「徳島県観光振興基本計画」において，イベントの充実や「『阿波とくしま』らし

いにぎわいの創出」の推進を掲げており，引き続き，戦略的な観光誘客に取り組む。

【平成 25 年 8 月末時点】 

 

   平成２７年３月に策定した「徳島県観光振興基本計画（第２期）」において，「『阿

波とくしま』らしいにぎわいの創出」の項目中，「イベントの開催などによる集客」

と明記し，本施設などの交流拠点を活用したイベントの充実を図ることで，交流人

口の増加，観光客数の目標値の達成に繋げている。【平成 27 年 3 月末時点】 
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 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

  １）対象課が，講じた措置として徳島県観光振興基本計画を挙げているが，これは

当時の包括外部監査より以前から存在しているものであり，包括外部監査人の意

見を受けて新たに取り組んだ措置ではない。また，徳島県観光振興基本計画（第

２期）も，本施設の記載については，以前から存在する徳島県観光振興基本計画

とほぼ同様のものとなっており，新たに講じた措置として挙げるのは，誤解を与

えるものである。 

 

  ２）当時の包括外部監査人の意見を受けて，対象課がその意見を汲み取って適切に

対応しているとは言えない。 

    このように，包括外部監査人の意見に対し「講じた措置」と言いながら，実際

は措置が講じられていないと言わざるを得ず，誤解を与えるような内容になって

いる。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の意見が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっかり読

み込んで問題意識を正確に理解し，速やかに適切な対応をすべきである。 

 

３ 委託先の選定について 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本施設は，平成１８年度より株式会社ネオビエントに管理運営を委託しており，

再度平成２３年度より，指定管理者の選定が行われたが，再び同社が指定管理者と

なった。平成２３年度は他社からの応募がなかったとのことである。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   平成２３年度からの指定管理者の募集において，応募が１社しかなかったことは，

観光戦略の観点においては消極的に評価せざるをえず，指定管理者選定における募

集期間，情報提供等を再度検討する必要がある。 
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 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   平成２３年度からの指定管理者の選定における応募は１団体のみであるが，募集

要項の交付が４団体，現地説明会の参加は２団体であった。 

   指定管理者の選定においては，応募者の拡大を図るため，県ホームページ上への

募集要項の掲載や報道関係への資料提供，応募期間の「１ヶ月程度」から「２ヶ月

程度」への延長などを行ってきたが，今後は，より多くの広報媒体の活用や他県に

おける取り組みの調査などを行い，さらなる情報提供に努める。【平成 25 年 8 月末

時点】 

 

   平成２３年度からの指定管理者の選定における応募は１団体のみであるが，募集

要項の交付が４団体，現地説明会の参加は２団体であった。 

   次回指定管理者の選定においては，応募者の拡大を図るため，県ホームページ上

への募集要項の掲載や報道関係への資料提供，応募期間の延長などを行うとともに，

「県ＨＰトップページ」を活用するなど，募集案内の周知に努める。【平成 27 年 3

月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）にぎわいづくり課の説明 

   ア）応募者が１者となっている理由については，施設の特殊性，業務の多様性等，

管理運営に対する難易度の高さ等の影響が考えられる。 

 

   イ）しかし指定管理者による業務範囲を変更することは不可能であるため，引き

続き県ホームページでの広報や応募期間の十分な確保により募集案内の周知に

努める。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）しかし，当時の包括外部監査人が意見の中で明示し，また「講じた措置」の

中でも明記している募集期間の延長については，以下のとおり平成２２年度募

集に比べ，むしろ平成２７年度募集の方が短縮されている。 
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募集年度 平成２２年度 平成２７年度 

募集要項公表日 H22.7.29（木） H27.7.31（金） 

現地説明会参加申込締切日 H22.8.6（金） H27.8.11（火） 

申込書類提出期限 H22.9.28（火） H27.9.18（金） 

 

   イ）当時の包括外部監査人は，平成２２年度の結果を踏まえて，指定管理者の募

集の情報提供等について，広く周知することにより応募する事業者数を増やす

ようにするためにその方法を再検討することのみならず，同じく応募する事業

者数を増やすために募集期間の延長も求めている。ところが，平成２７年度募

集での募集期間の短縮は，これに逆行する措置になっており，当時の包括外部

監査人の意見にそぐわないものになっている。 

     それに加えて，この措置は結果として「講じた措置」の記載にも反する内容

となっており，この意味でも問題がある。 

 

  〔指摘〕 

   外部監査人の意見を正確に反映する措置を講じるべきである。 

   実際にとられた措置と「講じた措置」記載の内容が異なることは，県民に誤解を

生じさせうるものであり，改めるべきである。 

 

第９ 徳島県立渦の道及び徳島県立大鳴門橋架橋記念館 

１ 観光戦略における位置付けについて（戦略の明確化） 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   徳島県観光振興基本計画や指定管理者からの事業報告書を見ても，本施設の観光

戦略上の果たすべき役割は不明確なものとなっている。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   今後，より具体的に，どのような戦略で，県の観光客誘致の最終目標に繋げるの

かという方針の明確化が必要である。 
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 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   当施設の「徳島県観光振興基本計画」における位置づけは，「『阿波とくしま』ら

しいにぎわいの創出」の項目において，「交流拠点を活用したイベントの充実」と明

確に規定されており，この規定に基づき，指定管理者の募集の際には，「管理運営業

務要求水準書」において，実施すべきイベントについての内容を提示し，また，指

定管理者において自主的なイベント（自主事業）を行うよう指示している。 

   また，指定管理者が自主事業を行うにあたっては，事前に県へ事業案を提出させ，

当事業が施設の設置目的や観光誘客方針と合致するかを審査した上で，県が事前承

認を行っている。【平成 25 年 8 月末時点】 

 

   平成２７年３月に策定した「徳島県観光振興基本計画（第２期）」における位置づ

けは，「『阿波とくしま』らしいにぎわいの創出」の項目において，「交流拠点を活用

したイベントの充実」と明確に規定されている。 

   この規定に基づき，指定管理者の募集の際には，「管理運営業務要求水準書」にお

いて，実施すべきイベントについての内容を提示し，指定管理者において自主的な

イベント（自主事業）を行うよう指示し，「徳島県観光振興基本計画」の最終目標に

合致したイベントの実施により，交流人口の増加，観光客数の目標値の達成に繋げ

ている。【平成 27 年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

  １）当時の包括外部監査人が報告書の中で本施設の観光戦略上の問題点として述べ

ていたのは，次のとおりである。 

    (a) 徳島県観光振興基本計画において，本施設については，他の指定管理制度

を採用している施設と同様，記載が少なく，県の観光戦略における役割が明

確化されていない。 

    (b) 指定管理者からの事業報告書を見ても，県の観光戦略上，本施設が果たす

べき役割という観点からの記載はない。 

 

  ２）ところが，上記(a)について，現在の徳島県観光振興基本計画（第２期）を見て

も，本施設に関する記載は以前の徳島県観光振興基本計画とまったく同様の内容
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であって何らの変更もない。 

    また，上記(b)についても，平成２７年３月に提出された指定管理者からの事業

報告書を見ても，依然として，県の観光戦略上，本施設が果たすべき役割という

観点からの記載はない。 

    このように，「講じた措置」には包括外部監査人の意見を受けて具体的な措置を

講じたかのように読める内容が記載されているにもかかわらず，実際には特段の

措置を講じていないものであって，誤解を与えるような内容になっている。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の意見が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっかり読

み込んで問題意識を正確に理解し，速やかに適切な対応をすべきである。 

 

２ 観光戦略における位置付けについて（県の役割） 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本施設は指定管理制度が採用されており，指定管理者のイベント等に対し県が承

諾するという形を取っている。そのため県の総合的な観光戦略の中における自らの

果たすべき役割という発想は薄くなりがちである。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   本施設のように指定管理者制度を採っている施設においても，県の観光戦略上の

位置づけを明確化した上で，運営上も，県の観光戦略において果たすべき役割とい

う観点が必要である。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   「徳島県観光振興基本計画」において，情報発信拠点として充実していくことと

されており，現在，指定管理者において，鳴門地域の観光施設への誘客促進のため，

周辺観光施設と連携して，共通チケットの販売等を実施している。【平成 25 年 8 月

末時点】 
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   平成２７年３月に策定した「徳島県観光振興基本計画（第２期）」において，情報

発信拠点として充実していくこととされており，現在，指定管理者において，県内

各地の観光情報を積極的に提供するとともに，鳴門地域への誘客促進のため，周辺

観光施設と連携して，共通チケットの販売等を実施している。【平成 27 年 3 月末時

点】 

 

 ④ 措置状況についての検証及び問題の所在 

  １）にぎわいづくり課は，平成２５年８月末時点で「講じた措置」として徳島県観

光振興基本計画を挙げているが，これは当時の包括外部監査より以前から存在し

ているものであり，包括外部監査人の意見を受けて新たに取り組んだ措置ではな

い。また，平成２７年３月末時点の「講じた措置」に記載されている徳島県観光

振興基本計画（第２期）にも，本施設については，以前から存在する徳島県観光

振興基本計画を踏襲する記載がなされているに過ぎず，新たに講じた措置として

なされたものではなく，誤解を与えるものである。 

 

  ２）にぎわいづくり課は，「講じた措置」として周辺観光施設と連携しての共通チケ

ットの販売について挙げているが，これについても当時の包括外部監査の時点で

すでに行われていたものであり，監査結果を受けての措置でない。 

 

  ３）このように，「講じた措置」には包括外部監査人の意見を受けて具体的な措置を

講じたかのように読める内容が記載されているにもかかわらず，実際には特段の

措置を講じていないものであって，誤解を与えるような内容になっている。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の意見が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっかり読

み込んで問題意識を正確に理解し，速やかに適切な対応をすべきである。 

    

３ 委託先の選定について 

① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   両施設とも，供用開始時から財団法人徳島県観光協会に管理委託していたが，平
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成１８年度より指定管理制度を採用し，株式会社ネオビエント・財団法人徳島県観

光協会共同企業体が指定管理者となっている。その後も平成２１年度及び２４年度

に，再度，指定管理者の選任が行われたが，両年度ともに再度，同共同企業体が指

定管理者となっている。平成２４年度の募集に関しては，他からの応募はなかった。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   平成２４年度からの指定管理者の募集において，応募が１社しかなかったことは，

観光戦略の観点においては消極的に評価せざるをえず，指定管理者選定における募

集期間，情報提供等を再度検討する必要がある。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   平成２４年度からの指定管理者の選定における応募は１団体のみであるが，募集

要項の交付が２団体，現地説明会の参加は２団体であった。 

   指定管理者の選定においては，応募者の拡大を図るため，県ホームページ上への

募集要項の掲載や報道関係への資料提供，応募期間の「１ヶ月程度」から「２ヶ月

程度」への延長などを行ってきたが，今後は，より多くの広報媒体の活用や他県に

おける取り組みの調査などを行い，さらなる情報提供に努める。【平成 25 年 8 月末

時点】 

 

   平成２４年度からの指定管理者の選定における応募は１団体のみであるが，募集

要項の交付が２団体，現地説明会の参加は２団体であった。 

   次回指定管理者の選定においては，応募者の拡大を図るため，県ホームページ上

への募集要項の掲載や報道関係への資料提供，応募期間の「１ヶ月程度」から「２

ヶ月程度」への延長などを行うとともに，平成２６年度から新たに「県ＨＰトップ

ページでの案内サイトを開設」するなど，募集案内の周知に努めた結果，平成２６

年度は募集要項の交付が３団体に増加した。【平成 27 年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）にぎわいづくり課の説明 
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   ア）応募者が１者となっている理由については，施設の特殊性，業務の多様性等，

管理運営に対する難易度の高さ等の影響が考えられる。 

 

   イ）しかし指定管理者による業務範囲を変更することは不可能であるため，引き

続き県ホームページでの広報や応募期間の十分な確保により募集案内の周知に

努める。 

 

  ２）問題の所在 

   ア）しかし，平成２６年度の応募者は１者のままで，これまでどおり株式会社ネ

オビエント及び一般財団法人徳島県観光協会参加グループが指定管理者として

選任されたとのことである。 

     当時の包括外部監査人が意見の中で明示し，また「講じた措置」の中でも明

記している募集期間の延長については，以下のとおり平成２３年度募集と平成

２６年度募集では，同程度となっている。 

 

募集年度 平成２３年度 平成２６年度 

募集要項公表日 H23.7.29（金） H26.7.30（水） 

現地説明会参加申込締切日 H23.8.12（金） H26.8.12（火） 

申込書類提出期限 H23.9.28（水） H26.9.30（火） 

申込書類提出者数 １ １ 

 

   イ）当時の包括外部監査人は，平成２３年度の結果を踏まえて，指定管理者の募

集の情報提供等について，広く周知することにより応募する事業者数を増やす

ようにするためにその方法を再検討することのみならず，同じく応募する事業

者数を増やすために募集期間の再検討も求めている。ところが，平成２６年度

募集での募集期間は，平成２３年度と同程度の募集期間となっており，当時の

包括外部監査人の意見にそぐわないものになっている。 

     それに加えて，この措置は「講じた措置」の記載とも整合しない内容となっ

ており，この意味でも問題をはらんでいる。 
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  〔意見〕 

   外部監査人の意見を正確に反映する措置を講じるべきである。 

   実際にとられた措置と「講じた措置」記載の内容が整合しないことは許されない。 

 

第１０ 徳島県鳴門ウチノ海総合公園 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本施設は，供用開始時から鳴門市に管理を委託していたが，平成１８年度より指

定管理者として鳴門市に管理運営を委託している。その後３年ごとに契約がされた

が，いずれについても鳴門市が指定管理者となった。再度平成２３年度より，指定

管理者の選定が行われたが，再び同市が指定管理者となった。なお，平成２４年度

からの募集に関しては，他社からの応募がなかったとのことである。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   平成２４年度における指定管理者の選定において，他の応募が１社もなかったと

いうことは，今後，本施設を観光目的で積極的に活用すべきであるとの観点におい

ては，消極的に評価せざるをえず，募集期間，情報提供等を再度検討する必要があ

る。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   平成２４年度からの指定管理者の選定における応募は１団体のみであるが，募集

要項の交付が５団体，現地説明会の参加は４団体であった。 

   指定管理者の選定においては，応募者の拡大を図るため，県ホームページ上への

募集要項の掲載や報道機関への資料提供，応募期間の「１カ月程度」から「２カ月

程度」への延長などを行ってきたが，今後は，より多くの広報媒体の活用や他県に

おける取り組みの調査などを行い，更なる情報提供に努める。【平成 25 年 8 月末時

点】 

 

   平成２６年度に実施した指定管理者の募集にあたっては，応募者の拡大を図るた

め，県ホームページ上への募集要項の掲載や報道機関への資料提供などを行った。 
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   結果として３団体から募集関係書類の交付要請があったが，応募は１団体のみで

あった。 

   今後とも応募者数の増加を図るため，指定管理者制度を所管している部局とも連

携しながら，更なる情報提供の手法について引き続き調査検討に努める。【平成 27

年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）都市計画課の説明 

   ア）応募者が１者となっている理由については，指定管理制度を継続していく中

で，県側が設定する指定管理料の上限額が，これまでの指定管理者による「運

営の効率化」を反映した水準になってきているためではないか，と考えている。 

 

   イ）新聞や県ホームページなどを利用して応募内容の周知に努める。 

 

  ２）問題の所在 

    本施設の指定管理者の選定については，平成２４年度に引き続いて平成２７年

度についても，鳴門市以外の者からの応募はなかったとのことである。担当課の

説明によれば，新聞や県ホームページなどを利用して応募内容の周知に努めると

のことであるが，当時の包括外部監査の際も本施設の募集は新聞や県ホームペー

ジを利用して募集しており，その募集方法に特段の変更はない。 

    このように，「講じた措置」には包括外部監査人の意見を受けて具体的な措置を

講じるかのように読める内容が記載されているにもかかわらず，実際には新たな

措置を講じていないものであって，誤解を与えるような内容になっている。 

 

  〔意見〕 

   外部監査人の意見が出された場合には，対象課等はその意見の全体をしっかり読

み込んで問題意識を正確に理解し，速やかに適切な対応をすべきである。 

   「講じた措置」に新たな措置を講じるかのような記載をしているにもかかわらず，

実際にはかかる措置を講じていないという対応は，県民に誤解を生じさせうるもの

であり，改めるべきである。 
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第１１ 統括的な機能の強化について 

 ① 平成２４年度の指摘及び意見の背景 

   本県の観光戦略は，徳島県観光振興基本計画（現在は（第２期）として新たに改

定されている）に規定され，数値目標が設定されている。しかし，もともと目標値

に至るまでの積上計算の過程が細分化できておらず，目標値が達成できなかった原

因の追究や改善が難しいと言わざるを得ない。 

 

 ② 平成２４年度の指摘及び意見の内容 

  （意見） 

   一定の困難が伴うとしても，各イベント，各施設等において，できる限り具体的

な数値目標を明確化し，その積み上げにより目標達成に至るまでの道筋を描くべき

である。 

   仮に，その目標値に到達しなかった場合には，個別具体的に検証してその原因を

明確にすることによって，どのイベント，どの施設等にいかなる問題があるかを把

握し，積上計算を含め，再度，全体的な方策を練り直すという過程を繰り返すべき

である。 

 

 ③ 講じた措置（平成 25 年 9 月 20 日及び平成 27 年 4 月 28 日公表分） 

   各イベントや各観光施設においては，目標集客者数，目標年間来館者数などの数

値目標を設定しており，この数値目標の達成に向けて実施計画，年次計画を策定の

うえ，事業展開を図っているところである。 

   今後は，こうした数値目標の達成状況を踏まえ，各イベントや各観光施設ごとに，

県内での観光周遊や宿泊に繋がっているか等について定期的に効果検証を行った上

で，個別の目標値について必要な見直しを行い，戦略目標の達成を目指していく。

【平成 25 年 8 月末時点】 

 

   各イベントや各観光施設においては，目標集客者数，目標年間来館者数などの数

値目標を設定しており，この数値目標の達成に向けて実施計画，年次計画を策定の

うえ，事業展開を図っているところである。 
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   「観光振興基本計画（第２期）」においても，同様に，数値目標の達成状況を踏ま

え，毎年度，成果を検証の上，ＰＤＣＡサイクルにより，必要な見直しを行い，戦

略目標の達成を目指していく。【平成 27 年 3 月末時点】 

 

 ④ 措置状況についての検証 

  １）観光政策課，国際戦略課の説明 

   ア）徳島県観光振興基本計画（第２期）の戦略目標（宿泊者数，外国人宿泊者数，

コンベンション参加者数）の策定について，以下のとおり説明する。 

    (a) 宿泊者目標については，観光庁による宿泊旅行統計調査の実績推移から設

定した。 

    (b） コンベンション参加者数については，平成２６年度実績（１０万６，００

０人），助成制度の充実，コンベンション開催可能性等についての情報収集，

継続的な誘致活動等の取り組みなどの事情を総合的に勘案して策定している。 

    (c) 外国人宿泊者数については，平成３２年の東京オリンピック，パラリンピ

ックの効果を期待して，日本全体の訪日外国人旅行者は平成２５年の２倍で

ある２，０００万人となることを目指している。それを参考にし，本県の平

成２６年の目標値が５万人であったため，毎年１万人増加させ平成３２年に

１０万人を達成する計画とした。 

 

  【年次計画】 

 宿泊者数 コンベンション参加者数 外国人宿泊者数 

平成２７年 ２６０万人 １１５，０００人 ５万人 

平成２８年 ２７０万人 １２０，０００人 ６万人 

平成２９年 ２８５万人 １２５，０００人 ７万人 

平成３０年 ３００万人 １３０，０００人 ８万人 

 

   イ）平成２６年の外国人宿泊者数の実績は，３５，９４０人であり，徳島県観光

振興基本計画の戦略目標３７，０００人を達成できていない。この点につき，

国際戦略課は，日中関係の悪化，徳島空港の発着枠の逼迫による国際チャータ

ー便の受け入れができなかったことが主たる理由であると説明する。 
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  ２）問題の所在 

   ア）上記１）ア）の各担当課の説明を見る限り，目標値設定にあたり積上計算が

行われていない。これでは，当時の包括外部監査人が述べているように，戦略

目標を追求することは困難である。各イベント，各施設等において具体的な数

値目標を明確化し，その積み上げによる目標達成に至るまでの道筋を描かない

ままでは，戦略目標として抽象的すぎ，合理的なものと言えない。このように

当時の外部監査の意見を反映した措置が講じられていない状況にある。 

 

   イ）上記１）イ）についても，目標を達成できなかった理由についての検討が抽

象的で，目標値が達成できなかった具体的な原因の追究や改善が適切になされ

ていない。 

  

  〔意見〕 

   現状においても戦略目標達成へのコントロールは十分ではない。外部監査人の問

題意識を踏まえた措置を検討し，対応すべきである。 
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第４章 まとめ  

１ 外部監査における指摘・意見の位置付け 

冒頭でも述べたとおり，外部監査における指摘・意見は十分に尊重されるべきであ

り，また事後にしっかり活用されるべきである。すなわち，指摘・意見が出された場

合には，まずはその内容や趣旨を十分に理解し，検討しなければならない。 

  しかし，外部監査における指摘・意見は一つの見解であり，内容によっては必ずし

もそれに拘泥される必要がない場合もありうる。もちろん，それは十分な検討の結果，

外部監査における指摘・意見とは異なる結論を得た場合に限られるべきである。した

がって，そのような場合には，外部監査の内容に対して根拠を持って異なる意見を示

すことができるはずである。 

  そして，指摘・意見を踏まえて措置をする必要がある場合には，具体的に，かつ継

続的に措置を実施するべきである。そうでなければ，外部監査は実質的な意義を持た

ないセレモニーに過ぎないものとなってしまう。 

  外部監査人としては，外部監査における指摘・意見はこのような位置付けになるべ

きであると考える。この度，過去の外部監査結果に対する措置状況を検証したのは，

外部監査における指摘・意見が，実際にはどのような位置付けとなっているのかを確

認する必要があると考えたからである。 

この度外部監査を実施した結果，しっかり措置が実施されている部分が多かったも

のの，必ずしもそうはいえない部分も散見された。具体的には，下記のとおりである。 

 

２ 指摘・意見に対する理解 

  まず，外部監査による指摘・意見の趣旨を十分に理解していないように感じられる

措置がいくつか見られた。 

  この点，指摘・意見の結論部分だけに注目したのでは，外部監査人の問題意識を十

分に理解できないこともあり得るので，指摘・意見の内容を検討する際にはその前提

となっている部分（ここに外部監査人の問題意識が含まれている）をしっかり理解す

る必要がある。 

  なお，どうしても理解しにくい場合には，指摘・意見の趣旨について当時の外部監

査人に照会することも考えられてよいと思われる。 
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３ 指摘・意見に対する検討と引き継ぎ 

  次に，指摘・意見に対する検討については，その検討過程が記録されておらず，あ

るいは事後への引き継ぎが十分になされていないと感じられる措置がいくつか見られ

た。 

  検討がなされたとしても，それが記録されていなければ実際に検討がなされたもの

かどうかを客観的に確認することができないし，事後に引き継ぐことも困難である。 

  また，一度「措置」をしてしまえば終わりという感覚があって，事後に十分な引き

継ぎがなされていないおそれがあるようにも感じられる。 

  問題意識が引き継がれず，改善内容が継続しなければ，その場凌ぎの対応と変わら

ない。それでは実質的な意義が薄いことを認識し，しっかりとした引き継ぎがなされ

るべきである。 

 

４ 措置に対応する体制 

 少し気になったのは，措置に対応する体制が必ずしも十分でないのではないかとい

う点である。 

確かに，多くの措置については特定の課だけで対応できると思われ，またその方が

責任の所在がはっきりしてよい面もある。 

  しかし，指摘・意見の対象には，予算を伴う事項や他の課と協議して対応する必要

がある事項，全庁的に議論しなければならないような事項もある。ヒアリングをして

いると，自分の課ではそこまでできないというニュアンスが感じられる場面もあり，

措置の実施にあたって庁内で十分連携できているのか，疑問を感じるときがあった。 

  外部監査人は，徳島県に対して指摘・意見を述べているのであり，特定の課に対し

てのみ対応を求めているわけではない。特定の課だけでの対応が困難，あるいは十分

な措置になり得ないような場合には，全庁的に連携して対応することを意識すべきで

ある。 

 

５ 運用重視の問題 

  数は少ないものの，現場での運用を重視し，その運用の根拠を確認できていないの

ではないかと感じる部分があった。 

  実際に，現場で具体的な県民の生活に密着した事務処理をする中で，担当者もよか
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れと思って運用しているのであって決して悪意はないと考えているが，その運用が根

拠を伴っていなければそれは行政の事務処理としては大きな問題を生じうる。 

  今一度，現在の運用が根拠を伴ったものであるかについて見直すこと，今後も常に

その意識を持ち続けることが求められる。 

 

６ 措置の公表のあり方 

  指摘・意見の中には，すぐに具体的な対応ができない，将来の課題となるような性

質のものもあり得る。そのような場合に，公表された措置が「今後検討していく」と

いう程度の抽象的な内容にとどまっていることがある。 

  しかし，これでは事後その課題について実際に具体的な対応がなされたのか否か，

対応されたとしてもその具体的な内容はどのようなものかについてが把握できない。

現在では，措置の公表の仕方を変更し，事後に具体的な対応がなされた場合にはそれ

についても重ねて公表をしていくようにしているようであるが，やはり具体的な措置

に至るまで課題は残っているという意識を継続的に持つためにも，公表する「措置」

は抽象的な内容だけで終わらせることのないようにすべきである。 

  また，表面的には指摘・意見を受けて何らかの対応をしたように見える「措置」が

公表されているのに，実際には指摘・意見を受ける以前と実質的な変更がないものも

いくつかあった。このような「措置」の公表は，外部監査人としては大変残念であり，

ぜひとも改めていただきたい。仮に，十分な検討を行った上で，外部監査における指

摘・意見と異なる結論を得た場合には，その根拠と結論を明らかにした公表をすべき

である。 

 

７ 最後に 

  この度の外部監査を実施して，外部監査人としてはどの課にも誠実に対応していた

だいたと感じている。その中で，今後も徳島県及び外部監査制度がよりよいものにな

ることを願って，これまでに述べたような問題点を示しているのである。 

外部監査人としては，今回の指摘・意見は，当時あるいは現在の個別の課や担当者

に向けた後ろ向きなものではなく，現在及び将来の徳島県全体に向けたものであると

理解し，ぜひとも前向きに活用していただきたいと願う次第である。 
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【別紙】措置状況一覧表及び今回の包括外部監査における評価 

平成２０年度監査テーマ：指定管理者制度導入施設における管理者の選定，事務執行及び管理運営について 

項目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 評価 

選定委員

の選定等 

 選定委員会について，全体に占める内

部委員の割合や外部委員選任の手続等の

点に疑問があるところ，公平性，客観性

が確保される構成にすべきである。 

 選定委員の構成については，現在，外

部有識者を半数以上選任することとして

いるが，さらに公平性，客観性を高める

措置として，外部有識者が委員数の過半

数を占めるよう改善する。例えば，選定

委員が７名の場合は，外部委員が４名以

上となる。 

 また，外部有識者は，４つの分野（「各

施設分野」「効率的な経営」「良好な就業

環境」「財務状況の分析」）毎に，各施設

の特殊性も勘案の上，県行政に対しても

見識のある方を選任しているが，これら

の方の選任については，選任委員名を，

申請団体名，選定団体名，選定理由，申

請団体毎の総合採点数等とともに県のホ

ームページで公表しており，公平性，客

観性が確保されるよう努めている。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

募集期間

等 

 指定管理の対象となる施設の状況を初

めて知ることになる者も含めて，各申請

者が公平に申請準備ができるように，余

裕を持った募集期間等のスケジュールに

するなど，配慮すべきである。 

 現状では，募集要項の公表から申請書

類等の提出までの期間を，原則として「１

ヶ月程度」としているが，より一層，申

請者の利便性の向上を図るため，募集期

間を「２ヶ月程度」確保するよう努める。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

情報提供  指定管理の対象となる施設の状況を初

めて知ることになる者も含めて，各申請

者ができるだけ公平に情報を得られるよ

うに，現地説明会に十分な時間を確保し，

またその日程を複数回設け，さらにはそ

の他施設や経営状況に関する具体的な資

料を提供するなど，十分に配慮すべきで

ある。 

 現地説明会については，申請者にでき

る限り参加を呼びかけ実施しているが，

更に，申請者の拡大や利便性向上のため，

必要に応じて日程を複数回設けるなど，

申請者が公平に情報を得ることができる

よう努めて参りたい。 

 また，資料提供については，施設の支

出状況，利用状況等の資料を提示してお

り，さらに募集内容等についての質問・

要望には対応することとしている。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

審査基準  審査基準は，選定委員会の独立した意

見が反映されるような手続によって作成

されるべきである。 

 審査基準の作成に当たっては，あらか

じめ選定委員の意見を聞くこととしてい

る。 

 なお，限られた時間の中で効率よく選

定委員会を運営するため，施設の管理運

営に熟知した所管課が審査基準案を提示

しているが，審査基準は，審査前に選定

委員会に諮って決定されており，外部委

員の意向を反映した審査基準になってい

ると考えている。 

 特段の問題は

ない。 

（文学書道館） 

特別展示

等の経費

など 

 利用者数に応じた報奨金給付制度の導

入や，特別展示等に要する経費につき，

事前事後にその内容を確認することを前

提として，県が最終的に負担する制度の

導入など，その展示内容の充実や利用の

促進を確保するための方策を検討すべき

である。 

 文学書道館においては，一般的な知名

度，集客力が高くない題材でも，地域に

おける文化的評価が高く，また，子ども

や地域の人たちへの教育・啓発にも資す

ると思われる分野を展示で取り上げやす

いよう，利用料金制を敷いていない。報

奨金制度の導入は，利用者実績のみを求

めた内容（著名作家や漫画展など）に企

画を偏らせ，本来の施設の設置目的であ

る「文学及び書道に関する研究，鑑賞，

 再検討が必要

である。 
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項目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 評価 

創作活動等を促進し，もって豊かな県民

文化の振興に寄与する」を見失う可能性

が高く，同館への導入には慎重を期すべ

きと考える。 

修繕費  修繕費の県負担の範囲と指定管理者負

担の範囲について，もっと明確な規定の

導入を検討すべきである。 

 施設の日常的運用の中で生じる破損等

の修繕は，基本協定書第２５条の基準に

基づき，基本的に管理運営業務として指

定管理者の負担として行うべきものと考

えている。 

 また，日常的運用の中で生じた破損等

であるかどうかが不明な修繕について

は，同協定書に基づき双方協議の上，負

担のあり方を決定することとなってい

る。 

 なお，指定管理者の募集に当たっては，

当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

するなど，応募しようとする者への情報

提供に努めている。 

 必要な対応が

なされていない。

委託契約  委託契約の具体的な内容を事前に把握

した上で承認すると共に，指定管理者に

おいて，真実効率を追及した委託契約を

締結しているのかを具体的に確認し，委

託契約は原則として入札か相見積もりに

よって締結するよう，指導すべきである。

 県としては，原則として，相見積もり

又は入札を導入するよう指導している。 

 必要な対応が

なされていない。

モニタリ

ング 

 施設の利用状況について，指定管理者

が正確な報告をするよう指導するととも

に，報告される利用状況を精査し，県自

らその真実性を確認すべきである。 

 文学書道館においては，館内の様々な

部屋を活用し，常設展示，特別展示のほ

か，企画展示や講座といった多様な催し

を行っているほか，図書閲覧室や会議室

の利用者も来館する。 

 無料の催しや図書閲覧室，会議室につ

いては，受付を介さずに入室できること

もあり，来館者一人ひとりの追跡調査等

は極めて困難かつ非効率であると考え

る。 

 施設の利用状況報告としては，館全体

として一括りにした利用者実績報告より

も，それぞれの催しや各機能が，どれだ

けの利用，観覧を頂いたかということの

ほうが，事業の効果検証や今後の事業立

案にとって非常に重要であり，これらの

データについて，指定管理者からは正確

な実績報告を受けているところである。 

 特段の問題は

ない。 

（鳴門総合運動公園スポーツ施設，蔵本公園スポーツ施設，中央武道館） 

対象施設

の組合せ 

 指定管理の対象施設の組み合わせは，

従前の管理状況にとらわれることなく，

管理の合理性等を客観的に検討して決定

すべきである。 

 併設されている駐車場や遊具等の施設

と一括して指定管理者の管理とすること

も考えるべきである。 

 当該３施設は本県のスポーツ施設の中

核施設であることから，大きな大会が集

中しており，３施設のスケジュール調整

は不可欠である。 

 ３施設を一括して管理することには合

理性があると考えるが，分割して管理す

る場合のコストの変動と，メリット，デ

メリットを十分に精査した上で，組み合

わせを検討することとする。 

 特段の問題は

ない。 

委託契約  委託契約の具体的な内容を事前に把握

した上で承認すると共に，指定管理者に

おいて，真実効率を追及した委託契約を

締結しているのかを具体的に確認すべき

 契約内容の具体的な内容を確認すると

共に，可能な限り入札を導入するよう指

導している。 

 必要な対応が

なされていない。
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項目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 評価 

である。 

事業報告

書 

 事業報告書等，収支や管理の実態に関

する報告は，正確な数字を提示させるよ

う指導することは当然であり，決算処理

等の結果その内容が変更された場合に

は，改めてその内容を提出させるべきで

ある。 

 決算書類を厳正に審査し，適正な報告

がされるよう指導した。 

 特段の問題は

ない。 

モニタリ

ング 

 施設の利用状況は，報告される利用状

況を精査して県自らその真実性を確認す

べきであるし，県自ら定期的にモニタリ

ングを実施すべきである。 

 月次報告のチェックや施設訪問により

利用状況を確認し，利用者のニーズにあ

った適切な管理体制がとられているかど

うか確認することとしている。 

 特段の問題は

ない。 

施設全体

の安全性

等 

 施設の安全性，利便性を十分に点検し，

必要な修繕等を速やかに実施すべきであ

る。 

 従来より，指定管理者において毎月，

施設及び設備の点検を実施しており，安

全性，利便性が阻害される事象が生じた

場合は，直ちに県に対して報告すると共

に，必要な修繕を実施している。 

 改善を要する

点が見受けられ

た。 

（エディ，渦の道） 

審査基準

等 

 審査基準の内容の決定や変更は，施設

の性質を踏まえて慎重になされるべきで

あり，特に有料施設について，安易に経

済性を軽視するような決定，変更をすべ

きではない。また，審査基準は各選定委

員の裁量を尊重する方法を採用すべきで

ある。 

 審査基準は，審査前に選定委員会に諮

って決定されており，外部委員の意向を

反映した審査基準になっていると考えて

いる。 

 次回の審査に際しては，審査基準の内

容，配点について，施設の性質を踏まえ

慎重に検討して参りたい。また，「効率的

な管理運営」の審査についても検討して

参りたい。 

 措置の記載が

不十分である。 

審査方法  面接等を公開して実施するなど，申請

者の意向を具体的に把握し，また審査過

程の客観性を確保できる審査方法を積極

的に採用するべきである。 

 面接を実施するかどうかは選考委員会

の判断で決定している。平成２０年度で

は面接を実施したが，面接においては書

類では明らかにならない申請団体の個別

情報が含まれることから，非公開として

いる。今後とも審査過程の客観性が確保

できるよう配慮して参りたい。 

 特段の問題は

ない。 

修繕費  修繕費の県負担の範囲と指定管理者負

担の範囲について，もっと明確な規定の

導入を検討すべきである。 

 次回に向け当該施設の実績や，他施設

の事例等を検証し，検討して参りたい。 

 なお，指定管理者の募集に当たっては，

当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

するなど，応募しようとする者への情報

提供に努めている。 

 措置の記載が

不十分であり，必

要な対応もなさ

れていない。 

委託契約  委託契約の具体的な内容を事前に把握

した上で承認すると共に，指定管理者に

おいて，真実効率を追及した委託契約を

締結しているのかを具体的に確認し，委

託契約は原則として入札か相見積もりに

よって締結するよう，指導すべきである。

 委託契約の内容については，事前に書

面により報告が出され，内容を確認の上

承認している。委託先の選考に関しては，

業務内容により一律の取扱いは困難であ

るが，できる限り相見積もりを取るなど，

より一層適正な執行に努める。 

 必要な対応が

なされていない。

事業報告

書 

 事業報告書等，収支に関する報告は，

具体的，かつ正確な数字を提示させるよ

う指導することは当然として，その数字

が正確なものであるか否かについて，当

該指定管理者の決算書を精査するなどし

て県自らその真実性を確認すべきであ

る。 

 今後，指定管理者からは正確な数字の

提出を求めるとともに，その内容を精査

し，適正な執行に努めて参りたい。なお，

現在は，指定管理者の決算が確定した段

階で，収支状況報告を改めて徴収し，正

確な収支内容の把握に努めているところ

である。 

 必要な対応が

なされていない。

モニタリ

ング 

 県への納付金額が利用料金収入額によ

って上下する規定となっている場合に

は，県自ら指定管理者の利用料金収入の

状況について具体的な確認をすべきであ

 指定管理者において利用料金収入につ

いては適正に処理されているが，県自ら

も現地での入館者数，収入等について，

なお一層の確認に努めて参りたい。 

 特段の問題は

ない。 
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る。 

（出島野鳥公園） 

指定管理

の基本的

内容 

 利用状況が不十分である本施設につい

ては，利用料金制あるいは報奨金制その

他指定管理者にインセンティブを与える

制度を導入するなど，施設利用の充実を

図るための具体的な方策を検討すべきで

ある。 

 施設利用の充実を図るための方策につ

いて検討して参りたい。 

 措置の記載が

不十分である。 

審査基準  審査基準の内容の決定や変更は，施設

の性質を踏まえて慎重になされるべきで

あり，特に有料施設について，安易に経

済性を軽視するような決定，変更をすべ

きではない。また，審査基準は各選定委

員の裁量を尊重する方法を採用すべきで

ある。 

 審査基準は，審査前に選定委員会に諮

って決定されており，外部委員の意向を

反映した審査基準になっていると考えて

いる。 

 次回の審査に際しては，審査基準の内

容，配点について，施設の性質を踏まえ

慎重に検討して参りたい。また，「効率的

な管理運営」の審査についても検討して

参りたい。 

 措置の記載が

不十分である。 

審査方法  面接等を公開して実施するなど，申請

者の意向を具体的に把握し，また審査過

程の客観性を確保できる審査方法を積極

的に採用するべきである。 

 面接を実施するかどうかは選考委員会

の判断で決定している。平成２０年度で

は面接を実施したが，面接においては書

類では明らかにならない申請団体の個別

情報が含まれることから，非公開として

いる。今後とも審査過程の客観性が確保

できるよう配慮して参りたい。 

 特段の問題は

ない。 

修繕費  修繕費の県負担の範囲と指定管理者負

担の範囲について，もっと明確な規定の

導入を検討すべきである。 

 次回に向け当該施設の実績や，他施設

の事例等を検証し，検討して参りたい。 

 なお，指定管理者の募集に当たっては，

当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

するなど，応募しようとする者への情報

提供に努めている。 

 措置の記載が

不十分であり，必

要な対応もなさ

れていない。 

委託契約  委託契約の具体的な内容を事前に把握

した上で承認すると共に，指定管理者に

おいて，真実効率を追及した委託契約を

締結しているのかを具体的に確認すべき

である。 

 委託契約の内容については，事前に書

面により報告が出され，内容を確認の上

承認している。委託先の選考に関しては，

業務内容により一律の取扱いは困難であ

るが，できる限り相見積もりを取るなど，

より一層適正な執行に努める。 

 必要な対応が

なされていない。

モニタリ

ング 

 指定管理者に対して施設の利用状況を

正確に把握するよう指導することはもち

ろん，県自らモニタリングを徹底して行

い，本施設の管理の実情を理解し，その

問題点を改善するよう指導すべきであ

る。 

 指定管理者に対して，なお一層の利用

状況の把握に努めるよう指導している

が，そもそも不特定多数の利用を見込ん

でいる施設において利用状況を正確に把

握するためには，相当の経費が必要であ

り，実質的には困難であると考える。施

設管理に関するモニタリングは定期的に

実施する。 

 特段の問題は

ない。 

管理の実

情 

 利用者の立場に立った管理，運営を行

うよう，徹底して指導し，その利用の充

実を図るべきである。 

 野鳥との共存を考慮しつつ利用者の立

場に立った管理，運営について指定管理

者と協議して改善に努める。 

 一応の措置は

なされたといえ

る。 

（アスティ） 

ペナルテ

ィ等の条

項 

 ペナルティ等の条項は，新規参入者を

過度に躊躇させるような内容になってい

ないか，十分に検討して導入を決定すべ

きである。 

 ペナルティ条項等は導入に際して当該

施設の実績や，他施設の事例等を検証し

たものであり，新規参入者を過度に躊躇

させるものではない。 

 特段の問題は

ない。 

審査基準  審査基準の内容の決定や変更は，施設

の性質を踏まえて慎重になされるべきで

あり，特に有料施設について，安易に経

済性を軽視するような決定，変更をすべ

 審査基準は，審査前に選定委員会に諮

って決定されており，外部委員の意向を

反映した審査基準になっていると考えて

いる。 

 措置の記載が

不十分である。 
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きではない。また，審査基準は各選定委

員の裁量を尊重する方法を採用すべきで

ある。 

次回の審査に際しては，審査基準の内

容，配点について，施設の性質を踏まえ

慎重に検討して参りたい。また，「効率的

な管理運営」の審査についても検討して

参りたい。 

審査方法  面接等を公開して実施するなど，申請

者の意向を具体的に把握し，また審査過

程の客観性を確保できる審査方法を積極

的に採用するべきである。 

 面接を実施するかどうかは選考委員会

の判断で決定している。面接においては

書類では明らかにならない申請団体の個

別情報が含まれることから，非公開とし

ている。今後とも審査過程の客観性が確

保できるよう配慮して参りたい。 

 特段の問題は

ない。 

委託契約  委託契約の具体的な内容を事前に把握

した上で承認すると共に，指定管理者に

おいて，真実効率を追及した委託契約を

締結しているのかを具体的に確認し，委

託契約は原則として入札か相見積もりに

よって締結するよう，指導すべきである。

 委託契約の内容については，事前に書

面により報告が出され，内容を確認の上

承認している。委託先の選考に関しては，

業務内容により一律の取扱いは困難であ

るが，できる限り相見積もりを取るなど，

より一層適正な執行に努める。 

 必要な対応が

なされていない。

事業報告

書 

 指定管理者から提出された内容を合理

的理由なく修正することは絶対に許され

ない。また，事業報告書等，収支に関す

る報告については，正確な数字を提示さ

せるよう指導することは当然であり，決

算処理の結果，収支が最終的に確定した

時点で，改めてその収支の内容を提出さ

せるべきである。 

 今後，指定管理者からは正確な数字を

提出いただくとともに，その内容を精査

し，適正な執行に努めて参りたい。なお，

現在は，指定管理者の決算が確定した段

階で，収支状況報告を改めて徴収し，正

確な収支内容の把握に努めているところ

である。 

 必要な対応が

なされていない。

修繕費の

内容 

 修繕費の内容について，指定管理者が

誤った報告あるいは請求をしないよう指

導するとともに，報告等される修繕費の

内容を精査し，県自らその真実性を確認

すべきである。 

 修繕内容の事前協議等を密に行い，内

容を精査して参りたい。 

 必要な対応が

なされていない。

修繕費の

削減 

 修繕について，事前に県と協議するこ

とや相見積もり，入札等によって行うこ

となどを指導し，今後はそのような内容

を基本協定書に規定するなどして，修繕

費の削減を図るよう対策を講じるべきで

ある。 

 修繕の内容により一律の取扱いは困難

であるが，できる限り相見積もりを取る

など，より一層適正な執行に努める。 

 改善を要する

点が見受けられ

た。 

モニタリ

ング 

 指定管理者による具体的な支出は，県

自らその内容を事後的にきちんと確認す

る手続を取るべきである。 

 具体的な支出の確認は行っているが，

さらに徹底して参りたい。 

 特段の問題は

ない。 

（あすたむらんど） 

指定管理

の期間 

 指定管理期間の定めは，指定管理者制

度の趣旨を踏まえた上で，具体的な施設

について，短期に定めた場合と長期に定

めた場合のメリットとデメリットを具体

的に比較検討して決定するべきである。

 企画事業等が相当のウエイトを占める

ことから指定期間は５年と定めている。

あすたむらんど徳島では，企画展示や交

流イベントは集客の目玉となるため，企

画事業のノウハウの蓄積や人材の育成に

一定の期間が必要であり，５年は妥当で

あると考える。 

 特段の問題は

ない。 

報奨金制  「報奨金制」の導入に当たっては，そ

れが当該施設の効率的な管理運営に資す

るかという視点をもって，具体的に検討

すべきである。 

 次回に向け当該施設の実績や，他施設

の事例等を検証し，検討して参りたい。 

 措置の記載が

不十分である。 

審査基準  審査基準の内容の決定や変更は，施設

の性質を踏まえて慎重になされるべきで

あり，特に有料施設について，安易に経

済性を軽視するような決定，変更をすべ

きではない。また，審査基準は各選定委

 審査基準は，審査前に選定委員会に諮

って決定されており，外部委員の意向を

反映した審査基準になっていると考えて

いる。 

 次回の審査に際しては，審査基準の内

 措置の記載が

不十分である。 
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員の裁量を尊重する方法を採用すべきで

ある。 

容，配点について，施設の性質を踏まえ

慎重に検討して参りたい。また，「効率的

な管理運営」の審査についても検討して

参りたい。 

 選定委員会において，事務局は，特定

の申請者に利益または不利益に作用する

ような発言や議事進行をすべきではな

い。 

 補足すべき点について委員長からの求

めに応じて発言したものであるが，今後

とも適正な議事進行に努めて参りたい。 

 特段の問題は

ない。 

審査方法 

 面接等を公開して実施するなど，申請

者の意向を具体的に把握し，また審査過

程の客観性を確保できる審査方法を積極

的に採用するべきである。 

 面接を実施するかどうかは選考委員会

の判断で決定している。面接においては

書類では明らかにならない申請団体の個

別情報が含まれることから，非公開とし

ている。今後とも審査過程の客観性が確

保できるよう配慮して参りたい。 

 特段の問題は

ない。 

委託契約  委託契約の具体的な内容を事前に把握

した上で承認すると共に，指定管理者に

おいて，真実効率を追及した委託契約を

締結しているのかを具体的に確認し，委

託契約は原則として入札か相見積もりに

よって締結するよう，指導すべきである。

 委託契約の内容については，事前に書

面により報告が出され，内容を確認の上

承認している。委託先の選考に関しては，

業務内容により一律の取扱いは困難であ

るが，できる限り相見積もりを取るなど，

より一層適正な執行に努める。 

 必要な対応が

なされていない。

事業報告

書 

 事業報告書等，収支に関する報告は，

正確な数字を提示させるよう指導するこ

とは当然として，その数字が正確なもの

であるか否かについて，当該指定管理者

の決算書を精査するなどして，県自らそ

の真実性を確認すべきである。 

 今後，指定管理者からは正確な数字を

提出いただくとともに，その内容を精査

し，適正な執行に努めて参りたい。なお，

現在は，指定管理者の決算が確定した段

階で，収支状況報告を改めて徴収し，正

確な収支内容の把握に努めているところ

である。 

 必要な対応が

なされていない。

修繕費の

内容 

 指定管理者が誤った報告あるいは請求

をしないよう指導するとともに，報告等

される修繕費の内容を精査し，県自らそ

の真実性を確認すべきである。 

 修繕内容の事前協議等を密に行い，内

容を精査して参りたい。 

 特段の問題は

ない。 

修繕費の

削減 

 修繕について，事前に県と協議するこ

とや相見積もり，入札等によって行うこ

となどを指導し，今後はそのような内容

を基本協定書に規定するなどして，修繕

費の削減を図るよう対策を講じるべきで

ある。 

 修繕の内容により一律の取扱いは困難

であるが，できる限り相見積もりを取る

など，より一層適正な執行に努める。 

 改善を要する

点が見受けられ

た。 

（神山森林公園） 

審査基準  審査基準の内容の決定や変更は，公平

性，公正性に配慮すべきであり，特に従

前管理者と新規参入者との間に不公平が

生じないよう，十分留意して行うべきで

ある。 

  審査基準の配点については，本施設の

性格を踏まえた上で，変更したものであ

り，公平性，公正性を損なうものではな

いと考えている。 

 特段の問題は

ない。 

修繕費  修繕費の県負担の範囲と指定管理者負

担の範囲について，もっと明確な規定の

導入を検討すべきである。 

  次回指定管理者の公募時にあたって

は，当該施設等に係る過去の修繕実績を

明示するなど，応募しようとする者への

情報提供に努める。 

 また，修繕費の県負担及び指定管理者

負担の在り方については，他施設の事例

を検証するなど，規定の検討を行いたい。 

 措置の記載が

不十分である。 

委託契約  委託契約の具体的な内容を事前に把握

した上で承認すると共に，指定管理者に

おいて，真実効率を追及した委託契約を

締結しているのかを具体的に確認し，委

託契約は原則として入札か相見積もりに

よって締結するよう，指導すべきである。

 平成２１年度の指定管理業務から，委

託事業の実施については，業務体制報告

書に具体的内容を明記させ，競争入札や

見積書を取り寄せるなど適正な執行に努

めるよう指導を行っている。 

 必要な対応が

なされていない。

措置の記載が不

適切である。 
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モニタリ

ング 

 施設の利用状況について，指定管理者

が正確な報告をするよう指導するととも

に，報告される利用状況を精査して県自

らその真実性を確認すべきであるし，県

によるモニタリングのあり方ももっと充

実させるべきである。 

  平成２１年度からの協定書において

は，県によるモニタリングを明記し，「指

定管理業務モニタリング調査表」を定め

実施することとしている。 

 特段の問題は

ない。 

（日峯大神子広域公園，文化の森総合公園） 

選定委員

の選定等 

 選定委員会は，公平性，客観性が確保

される構成にすべきである。 

 特に，指定管理者に応募する可能性の

ある団体と一定の関係のある部局の職員

は，選定委員会を構成すべきでない。 

 選定委員会の公平性・客観性をより確

保するため，選定委員（定数８名以内）

のうち，内部委員を３名以内，外部委員

を４名以上と改め，常に外部委員が過半

数を占めるよう委員会の構成を見直す。 

 また，応募の可能性のある団体と一定

の関係にある部局の職員については，施

設管理の最終的な責任を負う立場から，

委員会を構成する必要性があると考えて

おり，内部委員の定数の範囲内で選任を

行うこととするが，選任した委員名をホ

ームページで公表するなど，引き続き公

平性・客観性の確保に努める。 

 全施設共通と

同じ。 

審査方法  面接等を公開して実施するなど，申請

者の意向を具体的に把握し，また審査過

程の客観性を確保できる審査方法を積極

的に採用するべきである。 

 書類審査の結果，特に必要があると認

められるときは，審査対象者の出席を求

め，ヒアリングによる面接審査を行うこ

ととしており，今後とも審査過程の客観

性が確保されるよう配慮する。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

対象施設

の組み合

せ 

 指定管理の対象施設の組み合わせは，

従前の管理状況にとらわれることなく，

管理の合理性等を客観的に検討して決定

すべきである。 

 両公園を同一の管理者による管理とし

た理由は， 

① 単体管理より複数管理が，管理体制

のスリム化等に大きな効果があり，コ

ストの縮減に大きな効果があること。 

② 両公園は，植栽管理や遊具の管理が

主体であり，業務にも類似性があり，

複数管理に支障がないこと。 

③ 県の事務の効率化が図られること。 

 から十分検討した結果である。 

 なお，平成２０年度の募集時には，新

たに２公園を追加して経費削減を図った

ところである。 

 特段の問題は

ない。 

審査基準  審査基準の内容の決定や変更は，公平

性，公正性に配慮すべきであり，特に従

前管理者と新規参入者との間に不公平が

生じないよう，十分留意して行うべきで

ある。 

 審査基準の配点については，公平性，

公正性に配慮して，審査基準案を作成し，

選定委員会に提示し，選定委員会の審査

を経て審査基準として決定されたもので

ある。 

 平成２３年度の募集に当たっては，従

前管理者と新規参入者との間に不公平が

生じている等の誤解を招かないような審

査基準案を選定委員会に提示できるよう

検討する。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

委託契約  委託契約の具体的な内容を事前に把握

した上で承認する手続を徹底すべきであ

る。 

  平成２１年度から全ての委託契約につ

いて，具体的な内容も記載の上，事前に

申請させ，承認することとした。 

 特段の問題は

ない。 

事業報告

書 

 事業報告書等，収支に関する報告は，

指定管理者として正確な数字を提示する

必要があるし，また，県としてもそのよ

うに指導すべきである。 

 類似の処理がなかったかを検証し，今

後このようなことがないように引き続き

指導する。 

 特段の問題は

ない。 

修繕費の  修繕費は，指定管理業務と無関係の費   平成２１年度から第三者委託にかかる  特段の問題は
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内容 用を指定管理料として処理しないように

すべきである。 

修繕については，全て県の承認事項とし，

その使途等を確認するなど，適正に修繕

費が執行できるよう努力する。 

ない。 

修繕費の

削減 

 修繕について，事前に県と協議するこ

とや相見積もり，入札等によって行うこ

となどを指導し，今後はそのような内容

を基本協定書に規定するなどして，修繕

費の削減を図るよう対策を講じるべきで

ある。 

 修繕費の削減を図るため，平成２１年

度から第三者委託に係る全ての修繕につ

いては，相見積もりや，入札等によって

行うよう指導した。 

 また，具体的な内容も記載の上，事前

に申請させ，承認することとした。 

 特段の問題は

ない。 

モニタリ

ング 

 施設の利用状況は，県自ら定期的にモ

ニタリングを実施すべきである。 

  平成２０年度に「徳島県日峯大神子広

域公園・文化の森総合公園の管理運営業

務に関するモニタリング実施要領」を制

定し，年２回以上実施することとした。 

 特段の問題は

ない。 

（鳴門ウチノ海総合公園） 

審査方法  面接等を公開して実施するなど，申請

者の意向を具体的に把握し，また審査過

程の客観性を確保できる審査方法を積極

的に採用するべきである。 

 書類審査の結果，特に必要があると認

められるときは，審査対象者の出席を求

め，ヒアリングによる面接審査を行うこ

ととしており，今後とも審査過程の客観

性が確保されるよう配慮する。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

審査基準  審査基準の内容の決定や変更は，公平

性，公正性に配慮すべきであり，特に従

前管理者と新規参入者との間に不公平が

生じないよう，十分留意して行うべきで

ある。 

 審査基準の配点については，公平性，

公正性に配慮して，審査基準案を作成し，

選定委員会に提示し，選定委員会の審査

を経て審査基準として決定されたもので

ある。 

 平成２３年度の募集に当たっては，従

前管理者と新規参入者との間に不公平が

生じている等の誤解を招かないような審

査基準案を選定委員会に提示できるよう

検討する。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

修繕費  修繕費の県負担の範囲と指定管理者負

担の範囲について，もっと明確な規定の

導入を検討すべきである。 

 修繕費の県負担の範囲と指定管理者負

担の範囲については，今後の実績等も踏

まえて，明確な規定を検討してまいりた

い。 

 なお，指定管理者の募集に当たっては，

当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

するなど，応募しようとする者への情報

提供に努める。 

 措置の記載が

不十分である。 

委託契約  委託契約の具体的な内容を事前に把握

した上で承認する手続を徹底すべきであ

る。 

 平成２１年度から全ての委託契約につ

いて，具体的な内容も記載の上，事前に

申請させ，承認することとした。 

 特段の問題は

ない。 

モニタリ

ング 

 施設の利用状況は，県自ら定期的にモ

ニタリングを実施すべきである。 

  平成２０年度に「徳島県鳴門ウチノ海

総合公園の管理運営業務に関するモニタ

リング実施要領」を制定し，年２回以上

実施することとした。 

 特段の問題は

ない。 

（月見が丘海浜公園） 

審査方法  面接等を公開して実施するなど，申請

者の意向を具体的に把握し，また審査過

程の客観性を確保できる審査方法を積極

的に採用するべきである。 

 書類審査の結果，特に必要があると認

められるときは，審査対象者の出席を求

め，ヒアリングによる面接審査を行うこ

ととしており，今後とも審査過程の客観

性が確保されるよう配慮する。 

 日峯大神子広

域公園，文化の森

総合公園と同じ。

審査基準  審査基準の内容の決定や変更は，施設

の性質を踏まえて慎重になされるべきで

あり，特に有料施設について，安易に経

済性を軽視するような決定，変更をすべ

きではない。また，審査基準は各選定委

員の裁量を尊重する方法を採用すべきで

 審査基準の配点については，「住民サー

ビスの向上」という施設の性格を重視し

て審査基準案を作成し，選定委員会に提

示し，選定委員会の審査を経て審査基準

として決定されたものである。平成２１

年度の募集に当たっては，「経済性」等に

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 
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ある。 ついて再検討を行い，審査基準案を選定

委員会に提示する。 

 審査基準は，審査前に選定委員会に諮

って決定されることから，委員の意向を

反映した審査基準になると考えている。 

利用料金

の取り扱

い 

 利用料金の一部を県に納付する規定を

採用する場合には，その算出方法を一義

的かつ合理的な内容で規定すべきであ

る。 

 平成２０年度から，追加納付金の算出

方法については，歳出経費の実績を積み

上げる方法等に変更した。 

 特段の問題は

ない。 

委託契約  委託契約は，その具体的な内容を事前

に把握した上で承認する手続を徹底すべ

きである。 

 平成２１年度から全ての委託契約につ

いて，具体的な内容も記載の上，事前に

申請させ，承認することとした。 

 特段の問題は

ない。 

修繕，備

品購入費

の内容 

 修繕，備品購入費の処理について，指

定管理者が適切な手続をするよう指導す

るとともに，誤った手続による申請に対

しては，安易な追認をするべきではない。

 平成２１年度から，事前に備品購入計

画を提出させ，それに基づいて承認手続

をし，追認がないようにする。 

 特段の問題は

ない。 

修繕，備

品購入費

の削減に

ついて 

 修繕について，事前に県と協議するこ

とや相見積もり，入札等によって行うこ

となどを指導し，今後はそのような内容

を基本協定書に規定するなどして，修繕

費の削減を図るよう対策を講じるべきで

ある。 

 修繕費の削減を図るため，平成２１年

度から第三者委託に係る全ての修繕，備

品購入については，相見積もりや，入札

等によって行うよう指導した。 

 また，具体的な内容も記載の上，事前

に申請させ，承認することとした。 

 特段の問題は

ない。 

モニタリ

ング 

 施設の利用状況は，県自ら定期的にモ

ニタリングを実施し，その記録をきちん

と書面化すべきである。 

  平成２０年度に「徳島県月見ヶ丘海浜

公園の管理運営業務に関するモニタリン

グ実施要領」を制定し，年２回以上実施

することとした。 

 特段の問題は

ない。 

（富田浜第一駐車場，富田浜第二駐車場，幸町駐車場） 

審査方法  面接等を公開して実施するなど，申請

者の意向を具体的に把握し，また審査過

程の客観性を確保できる審査方法を積極

的に採用するべきである。 

 書類審査の結果，特に必要があると認

められるときは，審査対象者の出席を求

め，ヒアリングによる面接審査を行うこ

ととしており，今後とも審査過程の客観

性が確保されるよう配慮する。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

対象施設

の組み合

わせ 

 指定管理の対象施設の組み合わせは，

従前の管理状況にとらわれることなく，

管理の合理性等を客観的に検討して決定

すべきである。 

 ３つの駐車場を同一の管理者による管

理とした理由は， 

① 単体管理より複数管理が，管理体制

のスリム化等に大きな効果があり，コ

スト縮減に大きな効果があること。 

② ３つの駐車場は近くにあり，複数管

理に支障がないこと。 

③ 県の事務の効率化が図られること。 

 から十分検討した結果である。 

 なお，今後の募集に当たっても，様々

な角度から検討を加え，決定していきた

い。 

 特段の問題は

ない。 

利用時間  利用時間について，申請段階における

自由な競争をできるだけ確保できる条件

の募集要項にすべきである。 

 平成２３年度の募集に当たっては，利

用時間の延長など，利便性の向上に繋が

る内容については，自由に御提案いただ

ける募集要項の内容になるよう検討す

る。 

 措置の記載が

不十分である。ま

たその後の募集

時の対応が適切

であったともい

えない。 

審査基準  審査基準の内容の決定は，施設の性質

を踏まえて慎重になされるべきであり，

特に有料施設では経済性を重視すべきで

ある。そして，審査基準のうち，特に「管

理運営費の縮減」に関する項目について，

申請書類提出後にその採点方法を修正し

 審査基準の配点については，「利用者サ

ービスの向上」という観点から審査基準

案を作成し，選定委員会に提示し，選定

委員会の審査を経て審査基準として決定

されたものである。平成２３年度の募集

に当たっては，「経済性」等について再検

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 
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た点は，その内容の合理性や手順の公平

性，公正性の観点から不適切である。 

討を行い，審査基準案を選定委員会に提

示する。 

 また，「管理運営費の縮減」に関する採

点方法については，平成２０年度の更新

において，既に内容や手順を見直してい

る。 

議会承認

の手続 

 県議会での承認手続にあたり，具体的

な採点方法や他の申請者の提案内容等に

ついても，具体的に資料に記載して提出

すべきである。 

 地方自治法では，議決すべき事項は，

公の施設の名称，団体の名称，指定の期

間等となっていることから，議会には，

選定委員名，申請のあった団体名，選定

された団体名，選定理由，申請団体ごと・

審査項目ごとの得点，選定団体の提案内

容を資料として提出しており，議会にお

いて審議されている。 

 なお，今後とも議会から追加資料の要

求があれば，必要な資料を提出できるよ

う対応していきたい。 

 特段の問題は

ない。 

修繕費  修繕費の県負担の範囲と指定管理者負

担の範囲について，もっと明確な規定の

導入を検討すべきである。 

 修繕費の県負担の範囲と指定管理者負

担の範囲については，今後の実績等も踏

まえて，明確な規定を検討してまいりた

い。 

 なお，指定管理者の募集に当たっては，

当該施設等に係る過去の修繕実績を明示

するなど，応募しようとする者への情報

提供に努める。 

 必要な対応が

なされていない。

委託契約  県が特定の会社と委託契約を締結する

ように要求している点について，その妥

当性には疑問がある。また，たとえ徳島

県管理運営業務要求水準書で要求されて

いるとはいえ，基本協定書で事前の承諾

が必要と定められている以上，その手続

を履行すべきである。 

 平成２３年度の募集に当たっては，委

託契約の相手方を特定しないよう是正す

る。 

 また，事前承認手続については，平成

２１年度から実施するよう是正する。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

管理の実

情 

 現実の利用状況等，実績について，指

定管理者に十分な分析をさせて，その具

体的な対策を検討するよう，指示すべき

である。 

 駐車場の利用促進に向けた具体的な取

り組みをするよう，指定管理者を指導す

る。 

 特段の問題は

ない。 
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組織及び

事務分掌

に関する

意見 

事務処理の効率化，責任の所在の明確

化，手続の適正化などの観点から，課や

室の統合を含め，事務処理の一元化を図

る方向で，事務分掌を見直すべきである。

 平成２２年度組織改正において，「授業

料に関する事務」を学校政策課に一元化

した。 

 措置として十

分であったとい

えるか，疑問があ

る。 

 「・・・設計その２業務」は当初設計

契約の内容に含ませて全体として一般競

争入札により価格競争が行われるように

するのが望ましい。仮にそれが困難であ

るとしても，単純な一者随意契約ではな

く，例えば設計契約締結の際に「・・・

設計その２業務」の金額について具体的

な基準を提示して確認するなどして，

「・・・設計その２業務」が経済合理性

を損なわない額で契約できるような方策

を講じるべきである。 

 競争性確保のため，平成 23 年度以降に

契約する設計委託業務により設計された

工事から，設計意図伝達業務の予定価格

を算定する際に，設計業務入札時の請負

率を設計額に乗ずることで，設計時の競

争性を随意契約に反映させていくことと

します。 

 なお，平成 22 年度以前に設計委託を発

注済みのものについては，従前の通りの

扱いとさせていただきます。 

 特段の問題は

ない。 

 自家用電気工作物保守管理業務は入札

等価格競争を経た手続によって契約締結

すべきであり，少なくとも一者随意契約

としてきた取り扱いについて，本当にそ

れが適切妥当であるかについて，きちん

とした見直しを行う必要がある。 

 県立学校の自家用電気工作物保守管理

業務について，平成２３年度，最も競争

性が働くと考えられる徳島市内の２校に

おいて，試験的に一般競争入札を実施し，

全県的な契約方法のあり方を含めた問題

点の検討に着手した。 

 特段の問題は

ない。 

 そもそも当初開発業務の委託時にこれ

ら問題点を十分に検討していたのかに疑

問がある。このような事後に必ず保守管

理が必要となる業務については，それに

要する費用や契約のあり方を十分に検討

した上で，委託契約を締結する必要があ

る。具体的には，開発業者以外の業者が

保守管理できないというようなシステム

を安易に採用したことには大きな問題が

あったというべきである。今後開発する

情報システムについては，オープンソー

ス化する等により開発業者以外の業者も

保守管理業務に参入できるようにすべき

である。 

 また，すでに開発してしまっているシ

ステムについても，別の業者にて保守管

理することが現実的に可能か否かを具体

的に検討すべきである。仮にそれが困難

であるとしても，今後は，保守管理業務

の具体的な内容から見て，適切妥当と思

われる金額にて契約できるような何らか

の方策を講じるべきである。 

 平成２２年度の機器更新に併せて，５

年間の保守管理経費を含めた全体経費を

対象とする一般競争入札を行う。 

 平成２０年度に，教育情報ネットワー

クの主要システムの改修を実施しオープ

ンソース化を行った。 

 今年度，開発業者と保守管理契約を締

結したものについては，ＩＣＴ推進本部

調達管理委員会の審査・承認を得るなど，

適正な事務手続きを行った。 

 特段の問題は

ない。 

 各学校の実情に応じて必要となる具体

的な警備内容を精査し，必要な警備内容

に応じた契約金額を厳密に検討し，交渉

するなどして，合理的な警備業務の委託

契約を締結すべきである。 

 学校の警備業務については，今年度，

地域性や学校規模から抽出した６校にお

いて，モデル的に一般競争入札（長期継

続契約）により業務を発注し，本格導入

に向けた問題点の検討に着手した。 

 特段の問題は

ない。 

一者随意

契約の例

とその問

題点 

 一者随意契約が経済合理性の追求とい

う視点に欠ける調達方法であることは繰

り返し述べてきたとおりである。一者随

意契約の合理性について，一見もっとも

であるかのような理由があっても，入札

や相見積もりがおよそ不可能であるとい

う業務は基本的に存在しない。 

 契約事務の適正執行について，通知文

書を送付するとともに，会議等において

周知徹底を図った。 

 特段の問題は

ない。 
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 これまで一者随意契約にて調達してき

たすべての契約について，改めて何らか

の形で価格競争を実施する方向を模索す

べきである。 

 相見積もりの目的が経済合理性の追求

にあるということを十分に意識し，例え

ばもっと多くの業者に見積依頼をすると

か，積極的に見積依頼の業者を変更する

などの方針を取り，実のある価格競争を

実施すべきである。 

 契約事務の適正執行について，通知文

書を送付するとともに，会議等において

周知徹底を図った。 

 特段の問題は

ない。 

 これらの契約の内容を細分化した本当

の目的は，細分化することで予定価格を

下げ，入札やその他手続を要するような

対象の契約となることの回避と思われ，

この取り扱いは不適切であるといわざる

を得ない。今後は価格競争によって経済

合理性を追求するという意識を持つべき

である。 

 工事，委託業務等の内容や工期などを

勘案し，一括発注する方が合理的と思わ

れるものについては，一括して契約する

よう各学校に周知した。 

 特段の問題は

ない。 

相見積も

りの例と

その問題

点 

 相見積もりという手続の目的が何であ

るかを十分に意識し，今後は価格競争に

よって経済合理性を追求するという明確

な意図のもとに行われるべきである。 

 契約事務の適正執行について，通知文

書を送付するとともに，会議等において

周知徹底を図った。 

 特段の問題は

ない。 

 形式的には入札が実施されているもの

の，入札参加者が極めて少ない例があり，

その場合には，実質的な価格競争がなさ

れたと言いがたい。入札を実施する場合

には，その参加者数をできるだけ多く確

保することを念頭に，公告方法を工夫し，

広く周知を図るべきである。 

 徳島県ホームページにより入札の実施

について公告したところであるが，全庁

的な問題であるため，問題を提起してい

きたい。 

 措置として十

分であったとい

えるか，疑問があ

る。 

一般競争

入札参加

者が少な

い例とそ

の問題点 

 少なくとも県のホームページについて

は，入札情報を容易に検索できるシステ

ムに変更できないか，検討すべきであろ

う。 

 県ホームページの「入札・調達・売却・

契約」属性のページにおいて，より分か

りやすく入札情報を閲覧することができ

るよう，各情報の掲載方法やタイトルの

表示方法について改善した。 

 措置として十

分であったとい

えるか，疑問があ

る。 

指名競争

入札の指

名者数が

少ない例

とその問

題点 

 指名競争入札を実施する場合には，そ

もそも指名者数が少ないと実質的な価格

競争がなされない結果となってしまう。

入札が価格競争によって経済合理性を追

求する手段であるとの意識を明確に持

ち，指名競争入札による場合には，でき

るだけ多くの指名者数を確保するべきで

ある。 

 庁舎管理業務及び清掃管理業務につい

て，指名競争入札における指名者数を，

前年度の６者から８者に増やした。 

 契約事務の適正執行について，通知文

書を送付するとともに，会議等において

周知徹底を図った。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

授業料に

関する指

摘・意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法的な効果や既存の規定の趣旨を十分

検討せず，これらを無視した安易な運用

がなされている傾向がある。 

 例えば，授業料の納付義務者について，

法的な意味での義務の負担が不明確とな

っていることや，授業料の減免手続で既

存の規定を没却するような手続が行われ

ていること，未収授業料の適切な不納欠

損処理がなされていないことなどが挙げ

られる。 

 授業料は，歳入に関する事項であり，

金銭債権の存否に関わる事項でもあるか

ら，法的な意味や法的根拠などをきちん

と検討した上で取り扱う必要がある。上

 平成２２年度から原則として公立高等

学校の授業料は不徴収とされ，法規の改

正による授業料の納付義務者の明確化に

関する実益性は弱くなっている。授業料

に関する保護者の法的な義務について

は，類似事例をもとに保証債務であると

の整理を行った。 

 また，授業料の減免手続に関しては，

各年度の２回目以降の決定に当たっても

減免審査委員会を開催することとしたと

ともに，未収金となっている授業料の不

納欠損処分の手続きについては，該当す

る生徒の各月の未収授業料の処理を，時

効が完成した年度毎に行うこととしたこ

 適切な措置が

なされていない。
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記取り扱いについては，それぞれ今一度

根拠を伴う取り扱いであるか，確認する

必要がある。 

となど，授業料に関する手続きにおける

不備がないよう適切に処理した。 

 

 事務分掌が必ずしも適切とはいいがた

く，それ故に問題が生じているのではな

いかと思われる点が見受けられる。 

 例えば，授業料の徴収手続・未収金の

回収に対する対応，未収授業料の適切な

不納欠損処理がなされていないことなど

が挙げられる。 

 このような問題も意識して，適切な事

務分掌を検討すべきである。 

 平成２２年度組織改正において，「授業

料に関する事務」を学校政策課に一元化

した。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

奨学金に

関する指

摘 

 少なくともその返還状況を漏れなく把

握できるよう，検索可能な管理をすべき

であり，それによって適切な時効中断，

延滞利息の処理を行うことは必要であ

る。また，保証人に対する保証債務の履

行請求をきちんと行うことも必要であ

る。 

 これらの処理等をきちんと行った上

で，なお回収困難である場合には，適切

な手続を経て不納欠損処分とすべきであ

る。 

 奨学金の返還に関しては，「徳島県奨学

金貸付金返還指導マニュアル」に基づき

処理しているが，平成２２年度において，

効率的かつ適正な債権管理を行うため，

徳島県奨学金システムを改修し，債権管

理機能を強化した。 

 また，時効，延滞利息及び不納欠損処

分に関する考え方や対応等についてあら

ためて整理し，こうした内容を平成２３

年２月に改訂した「奨学金貸付金返還指

導マニュアル」に盛り込むなど，返還に

関する手続きを整備して，時効中断，延

滞利息等の処理をより適切に行うことと

した。 

 なお，こうしたマニュアルの改訂によ

り，保証債務の履行請求についてもより

適切に行うこととしたとともに，回収困

難である場合で，所定の要件を満たす場

合には不納欠損処分を行うこととした。 

 措置の内容に

不適切な点が見

られた。 

未利用財

産に関す

る指摘・

意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 未利用財産については，速やかな処分

を真剣に検討すべきである。 

 特に，財産的価値が高いと思われる旧

情報処理教育センター，未利用期間が著

しく長期化している勝浦高等学校実習

地，城西高等学校佐古山演習林，未利用

数が多く，未利用期間も長期化している

傾向にある校長公舎・職員公舎などは具

体的な処分方針を改めて検討し直すべき

である。また，旧山川少年自然の家につ

いては，少なくとも従前以上の真剣な検

討を行うべきである。 

 そして，具体的な処分方法について，

従前の方法にとらわれることなく，あら

ゆる方法を検討すべきである。例えば，

校長公舎・職員公舎については，入札と

所管換以外の方法による処分の可能性

も，具体的に検討すべきである。 

 校長公舎・職員公舎については，平成

２１年度末から平成２２年度末までに所

管換え３件と所属替え１件，先着順随意

契約での売却２件及びＹＡＨＯＯ官公庁

オークションでの売却１件の合計７件の

財産を処分したところであり，応札者が

なかった校長公舎等６件については，現

在，県ホームページにて先着順随意契約

での売り払いの申し込みを受け付けてい

るところである。平成２３年度において

も，引き続き一般競争入札等を実施する

予定であるが，処分方針について，平成

１８年１２月に策定した「教職員公舎の

再編整備基本方針」の見直しを行う予定

としており，処分するべき未利用財産を

再度仕分けするため，条件等について現

在作業を進めているところである。 

 その他未利用地の活用・処分について

は，公有財産活用推進会議や公有財産リ

フレッシュ会議において審議・検討し，

年次計画により，引き続き，一般競争入

札による売却を進めていく予定である。 

 公有財産の売却については，売り払い

方法や金額等について，地方自治法等の

制約があるため，先着順での希望者への

随意契約や，インターネットを使ったオ

 一応の措置が

なされたとはい

える。 
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ークション，不動産業者への媒介委託等，

法律の範囲内での様々な手法を取り入れ

て実施しているところであり，今後も新

たな売却方法を検討していく。 

 

 不動産等の維持管理費や廃棄に要する

費用が大きくなる可能性のある財産につ

いて，県が一定の権利関係を結ぶ場合に

は，将来未利用となり処分しなければな

らなくなった場合の対応を十分に検討

し，必要な合意を交わしておくべきであ

る。 

 今後，不動産等について一定の権利関

係を結ぶ際には，将来利用しなくなった

場合のことを想定し，十分に検討を行っ

たうえ実施する。 

 特段の問題は

ない。 

物品の寄

附，管理 

 学校で使用されている物品について，

使用者が一部に限られる，あるいは維持

管理に費用を要する等の理由で寄附を受

けず，その所有をあいまいにした状態で

使用すべきではない。教育委員会は指針

を示すなどして，適切な寄附受付及び寄

附後の物品管理を行うよう各学校に指導

すべきである。 

 寄附を受ける場合には，後年度におい

ての維持補修費等財政的負担を伴うこと

が予想される場合は，財政面についても

十分な検討を加え，その受理を決定する

ものとしており，（「県立学校への寄附に

対する基本方針」昭和 55.3.31 付教総第

295 号）今後ともこの方針で対応するもの

とする。 

 一応の措置が

なされたとはい

える。 

エアコン

の設置 

 エアコンは本来県負担による設置が望

ましいというべきであり，この方向で具

体的に検討すべきである。 

 県立高校の普通科教室棟へのエアコン

設置については，限られた財源の中で，

整備の優先順位や後年度の維持管理費用

等を考慮すると，公費による整備は現状

では困難な状況にある。こうしたことか

ら，平成１６年度に「県立学校の管理運

営への民間活力の導入指針」を定め，エ

アコンの設置及び運営について民間活力

の導入を図り，その経費を保護者等の負

担で行っている。 

 適切な措置が

なされていない。

自動販売

機の設

置，収入

の扱い 

 自動販売機は県有の土地建物上に設置

されるものである以上その収入は県に帰

属すべきである。したがって，県が業者

と直接契約し収入は県に帰属するように

改め，学校運営に必要な経費については

県費から支出するようにすべきである。

 教育財産についても自動販売機設置に

際して貸付が行えるよう「徳島県教育財

産管理規則」の改正を行い，平成２３年

４月１日から施行した。 

 県立学校内の自動販売機設置について

は，一般競争入札により業者を選定し，

貸付を行う方向で検討中である。 

 適切な措置が

なされていない。

ＰＴＡ会

費その他

学校関連

会費の管

理 

 学校関連会費は，現実にはすべての県

立学校に共通して存在するものであり，

その総額は相当な金額となる。このよう

な状況，教育委員会が学校現場を具体的

に理解する必要性やその他すでに述べた

問題点に鑑みれば，教育委員会において

一元的に学校関連会費の内容や状況を把

握し，これを管理する取り扱い指針の作

成を検討すべきである。 

 少なくとも，生徒及びその保護者に対

して具体的な報告すらなされていないと

いう現状は，直ちに改善する必要がある。

 ＰＴＡ会費等保護者からの徴収金につ

いては，「事務処理の透明性の確保」及び

「保護者への説明責任」を柱に，統一的

な取扱基準の策定のため，「県立学校事務

改善検討ワーキンググループ」での議論

を経て，平成２４年３月に「県立学校に

おける県費外会計事務取扱要領」の策定

を行い，各県立学校に通知した。 

 一応の措置が

なされたとはい

える。 

 教職員は多忙であるといわれているこ

とから，通常業務の分掌や繁閑に配慮し

たスケジュールなど，対象校の教職員に

配慮しながら学校再編を進める必要があ

る。 

 従来から，職員の通常業務の分掌や繁

閑に配慮したスケジュールに努めてきた

ところであるが，再編業務にかかわる教

職員の一層の負担軽減の検討資料として

活用するため，徳島科学技術高校の再編

に携わった教職員に対してアンケートを

実施し，その結果を取りまとめた。 

 措置として十

分であったとい

えるか，疑問があ

る。 

学校再編 

 学校統合等，再編に要する事務処理や  再編統合する際には，対象校の教職員  措置として十
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費用は莫大である。今後も各学校の再編

が予定されているところ，すでになされ

た再編についてはぜひとも実のある検証

を実施し，そのノウハウも今後の再編手

続に生かしていくべきである。 

及び当課の職員で組織する開校準備委員

会を設置して，具体的な作業スケジュー

ルや課題などを定期的に協議検討した上

で個々の作業を進めており，過去の再編

におけるノウハウも構築できていると認

識しているが，より効率的な再編手続き

に向けた検討資料として活用するため，

徳島科学技術高校の再編業務に携わった

教職員に対してアンケートを実施し，そ

の結果を取りまとめた。 

分であったとい

えるか，疑問があ

る。 

施設の利

用状況 

 今後は施設の有効利用という視点を持

ち，利用状況をきちんと記録することは

もちろん，具体的な利用の方法を再検討

し，また一般への貸し出しをもっと広報

するなどしてその利用を促進するべきだ

と思われる。 

 施設の有効利用という視点に立ち，一

般貸出以外の施設について，利用状況を

記録することはもとより，利用実績を踏

まえ，教材研究，研修等の利用頻度を高

めるなど，利用促進に努める。  

 一般貸出施設については，総合教育セ

ンターや県庁のホームページによる広報

を強化するなど,利用の促進に努める。 

 一応の措置が

なされたとはい

える。 

相見積も

りの手続 

 年度初めから締結されていることが必

要な契約であれば，前年度から準備を進

めることは避けられないし，現実に準備

しているのであるから，書類上も正しい

日付を記載すべきである。 

 平成２２年４月１日に締結する契約に

ついては，平成２２年３月下旬から見積

依頼等契約締結に向けた準備を行い，書

面上の日付も実際の処理日とした。 

 特段の問題は

ない。 

(財)埋蔵

文化財セ

ンターに

関する指

摘・意見 

 （財）埋文センターについては，多額

の県費が支出されているという事情に鑑

みても，指定管理業務での経費処理や委

託業務での変更契約手続において，より

客観的で合理性のある処理を行うべきで

ある。 

 職員の人件費については，日報に記録

された来館者への対応時間等から業務量

を算出し，これをもとに給与の案分比率

を決定するなど，合理性のある処理を行

う。 

 事務用品等の経費執行については，従

来も帳簿上明確に区分し購入している

が，なお一層厳正に管理する。 

 委託業務での変更契約手続について

は，契約変更のための見積依頼を行う際

に，客観性がある変更理由や詳細な数値

の提示を求める。 

 一応の措置が

なされたとはい

える。 
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平成２２年度監査テーマ：県税の賦課徴収事務について 

項目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 評価 

 県は，真剣にヒアリングによる徴収率

アップを図るため，市町村からのヒアリ

ングにつき，さらに時間を拡大するなど

して充実したヒアリングを実施すべきで

ある。また，ヒアリング後には該当市町

村にヒアリングの結果やヒアリングにお

ける改善事項等を通知しその内容を共有

すると共に，市町村には業務の継続性の

重要性を伝えた上で，職員の異動がある

場合にはきちんと引継するよう申し入れ

すべきである。そして，少なくとも数年

に一度は全市町村からのヒアリングを実

施すべきである。 

 平成２０年度から３年間で，全市町村

に対しヒアリングを実施してきたところ

であり，平成２３年度からは，滞納整理

状況等のより綿密な分析を行った。また，

ヒアリングにおける改善事項等を双方に

おいて共有するため実施市町村に通知し

た。 

 引き続き，ヒアリングを実施し，税収

確保に向けた徴収強化が図られるよう助

言する。 

 特段の問題は

ない。 

 県は，地方公務員法第１７条の県職員

短期派遣の制度及び地方税法第４８条に

よる直接徴収制度の積極的な活用を働き

かけることにより，市町村と連携して徴

収事務の効率化を図るとともに徴収率の

向上を目指すべきである。 

 県の税務職員の短期派遣及び地方税法

第４８条による直接徴収を行い，徴収率

向上に努めている。 

 また，市町村の税務職員の短期受入も

行い，徴収技術の取得を支援している。 

 引き続き，市町村に制度の積極的な活

用を働きかけ，徴収事務の効率化を図る

とともに徴収率向上に努める。 

 特段の問題は

ない。 

 県は，市町村に対してヒアリングを実

施するなど，納税義務者の把握に対して

もっと積極的で具体的な役割を果たすべ

きである。 

 「家屋敷等課税」を含めた個人住民税

の納税義務者の概要等について，各市町

村のホームページ等に掲載するなど，広

く住民に周知を図るよう市町村税務担当

課長会議等を通じて助言する。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

 県は，個人県民税の徴収率向上に効果

のある特別徴収義務者の指定を増加させ

るべく，市町村に強く働きかけるととも

に，自らもこれに積極的に協力すべきで

ある。 

 特別徴収制度の普及・拡大については，

平成２０年度から県と市町村が連携し，

特別徴収移行への取組を行っており，引

き続き，市町村と連携し特別徴収の普

及・拡大に努める。 

 特段の問題は

ない。 

個人県民

税 

 延滞金も県の有する債権である以上，

県としても，市町村に対してヒアリング

などを実施することにより延滞金の徴収

もれがないか確認し，市町村の延滞金徴

収に積極的に関与する必要がある。 

 延滞金の徴収については，市町村への

ヒアリング等を通じて助言する。 

 必要な対応が

なされていない。

 県は，法人二税の申告書用紙の送付に

あたって，送付先に十分注意をすべきで

あり，仮に税理士に直接送付する場合に

は当期の申告手続を当該税理士に依頼し

ているか否かを確実に確認しなければな

らない。 

 これまで，行政サービスとして，依頼

のあった税理士等に対して申告書用紙の

送付を行ってきたところである。 

 しかし，関与している税理士が変更に

なった際に「変更届」の提出がなく，既

に関与していない税理士に送達してしま

う例があったことから，平成２４年度に

おいて，原則，各法人宛に送付すること

を基本に，コスト面についての検討を行

うこととした。 

 このことについては，送付方法変更前

に税理士等に対し，周知を行う。 

 必要な対応が

なされていない。

法人県民

税・法人

事業税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県は，医療法人等の非課税部分につい

て，直接当該法人等へ出向いて帳簿を確

認したり，社会保険事務所等に存在する

データを確認したりするなどして，申告

内容の妥当性を検証すべきである。 

 これまで，「医療法人等に係る所得金額

の計算書」及び記載の手引きを作成し，

申告者の制度に対する理解を深めるとと

もに当該計算書を提出させ，添付書類と

して「損益計算書」「損益計算書の収入金

額から，本計算書への計上金額にいたる，

集計表等の内訳書」等を提出させ，申告

 特段の問題は

ない。 
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項目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 評価 

内容の確認を行ってきたところである。 

 さらに，平成２３年度の県税事務執行

者会議ワーキンググループにおいて「医

療法人等及び医業個人等に対する調査要

領」等を策定，平成２４年度以降，帳簿

調査等を行うこととした。 

 県は，すべての分割法人について調査

することが困難であるとしても，一定の

税額以上の法人については関係都道府県

と情報交換するなどして，定期的に従業

者数を確認すべきであるし，必要に応じ

て直接当該法人への照会も実施すべきで

ある。 

 本県に本店を置く法人については，一

定の税額以上の法人等について，照会等

を行い，従業者数等を確認することとし

た。 

 なお，他県に本店を置く法人について

は，本店所在都道府県知事から，分割基

準を記した「課税標準額等の通知」があ

るため，当該通知で確認している。 

 特段の問題は

ない。 

 県は，公益法人等の減免申請について，

独自の調査，確認をすべきであり，一度

減免決定をしたとしても，以後定期的な

確認等の手続をすべきである。 

 「以後定期的な確認等」については，

外部監査人の平成２２年度包括外部監査

結果報告書にも記載があるとおり，平成

２２年度から毎年度申請とする取扱いに

改めている。 

 なお，減免の要件である収益事業の有

無の確認については，総務省からの取扱

通知において，「公益法人等については，

収益事業以外の事業の所得に対しては，

事業税が課されないのであるが，その認

定に当たっては，国の税務官署の取扱い

に準ずるものであること」とされている

ので，税務署において，収益事業の有無

を確認する。 

 特段の問題は

ない。 

 公益法人，NPO 法人等の法人県民税の減

免申請については，それまで申告してい

なかった者にこれを認めるべきではな

い。さらに，期限内申告をした者に減免

を行う場合にも申請書提出以後の年度の

減免にすべきであって遡及して減免を認

めるべきではない。 

 平成２４年３月に通達改正を行い，減

免申請の期限を，法人県民税の申告期限

とすることとした。 

 特段の問題は

ない。 

 NPO 法人の法人県民税の減免申請につ

いては，それまで申告していなかった者

にこれを認めるべきではない。さらに，

期限内申告をした者に減免を行う場合に

も申請書提出以後の年度の減免にすべき

であって遡及して減免を認めるべきでは

ない。 

 平成２４年３月に通達改正を行い，減

免申請の期限を，法人県民税の申告期限

とすることとした。 

 特段の問題は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法人県民税均等割の金額の検証につい

ては，県自ら貸借対照表を確認するなど，

資本金等の額について具体的に調査確認

することが必要である。 

 「資本金等の額」は，地方税法におい

て「法人税法第２条第１６号に規定する

資本金等の額又は同条第１７号の２に規

定する連結個別資本金等の額をいう」と

されていることから，法人税申告書にお

ける「資本金等の額」と異なることは適

当でないと考えている。 

 本県においては，「資本金等の額」につ

いて，従来より，毎月の税務署調査の際

に法人税申告書別表５（１）記載の資本

金等の額を確認し，記載がない場合は法

人税の添付書類である貸借対照表で確認

を行ってきたところである。 

 平成２３年度からは，税務署調査の際

に，貸借対照表を確認することとした。 

 特段の問題は

ない。 
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項目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 評価 

 なお，貸借対照表から，法人税申告書

別表５（１）の記載内容に疑義がある場

合については，所管税務署と協議し，適

切に対処する。 

 県は，積極的に不動産取得税や自動車

税の登録情報を活用して未申告法人の発

見に努めるべきである。 

 登録情報を有効に活用し，未申告法人

の発見に努める。 

 特段の問題は

ない。 

 県は，休業届が提出されても実際に事

業停止の事実がなければ納税義務は発生

し，他方で休業届が提出されなくても，

事業を停止し，事務所や事業所が存在し

ない場合には納税義務はないという，当

然の原則を十分認識し，定期的に現状を

調査したり，場合によっては事務所等の

現場を訪れたりするなどして，課税漏れ

となっていないかどうか確認するととも

に，公平な課税も心がけるべきである。

 休業届の提出があった法人について

は，従来より，営業用固定電話の使用が

中止となっている事実の確認等を行って

いるところである。 

 平成２３年度からは，休業届の提出が

あった際に，事務所等の有無を確認する

こととした。 

 なお，翌事業年度以降については，税

務署調査によって，事業再開等の事実が

把握できる。 

 特段の問題は

ない。 

 県は，納税者の権利を奪うことのない

よう更正を行った場合にはすべて通知を

すべきである。 

 課税対象所得があり，法人事業税額が

発生している場合には全て通知を行い，

課税対象所得がなく，更正の前後におい

て法人事業税額がともに発生しない場合

は通知を行ってこなかったところであ

る。 

 平成２３年度からは，納税者の異議申

立の機会を奪うことがないよう，県内に

本店がある法人については，全て通知を

行うこととした。 

 特段の問題は

ない。 

 

 県は，電子申告上のデータをそのまま

の状態でデータ処理できるシステムを導

入すべきであるし，電子申告についても

っと広報し，利用の拡大に努めるべきで

ある。 

 県税トータルシステム（税務電算処理

システム）と電子申告のデータ連携につ

いては，費用対効果を踏まえた連携シス

テムの構築を検討する。 

 なお，電子申告の広報については，従

来の広報に加え，平成２３年度版「地方

税のしおり」にエルタックス（電子申告）

のＰＲを掲載するなど，電子申告の利用

拡大に，より一層努めた。 

 特段の問題は

ない。 

県民税利

子割 

 加算金も延滞金も，徴収が大原則であ

り，徴収困難な場合には適切な手続を経

て不納欠損をしなければならないという

当然の前提を再認識し，厳密な処理を心

掛けるべきである。 

 県民税利子割の加算金及び延滞金につ

いては，金融機関等のシステム上の問題

等から，「正当な理由」及び「やむを得な

い理由」があると認められる場合に，限

定的に不徴収の取扱いを定めていたとこ

ろである。 

 近年，適用事例は殆どなく，金融機関

等のシステム上の問題等が減少している

ことから，当該取扱いは平成２２年度末

で廃止した。 

 特段の問題は

ない。 

県民税配

当割 

 県は納税手続をする株式会社等を把握

しているのであるから，実際に配当等さ

れた額と，配当等がなされずにみなし規

定によって納税義務が発生している額を

照会するなどして確認し，課税漏れ防止

に努めるべきである。 

 所得税法第１８１条第２項による「み

なし支払」があった場合には，所得税の

源泉徴収と併せて県民税配当割も徴収さ

れている。 

 なお，納税手続をする株式会社等（特

別徴収義務者）は全国に約４,７００社あ

るが，その全てに「みなし規定によって

納税義務が発生している額」等の照会を

行うことは困難である。 

 また，県内に本店を有する特別徴収義

 特段の問題は

ない。 
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務者に対象を絞って照会し，本県分の情

報を得たとしても，それは特別徴収義務

者にとっては，全国の一部の情報に過ぎ

ず，突合可能な国税資料等が存在しない

ため，課税漏れ発見の端緒に繋げること

は困難である。 

 今後は，県民税配当割の適正な申告納

入を目的とし，法人関係税の訪問調査を

行う際等に，併せて，配当割の申告納入

までの事務手続きについて確認を行い，

課税漏れ防止に努める。 

 県は，前年度課税対象者について，当

年度に申告がない場合にはその具体的な

理由について確認すべきである。さらに，

県は事業別の個人事業税納付者数を把握

しているところ，各事業者団体に照会し

て同団体に所属している個人事業者数と

の差を確認し，差があればさらに調査を

行うなど課税対象者に漏れがないように

すべきである。 

 県が調査によって課税標準等を決定

し，事業税を課税する個人について，前

年度課税対象者が本年度に申告がない場

合には，「法人成り」「廃業」などが考え

られるため，適宜，事務所・事業所の確

認を行うこととした。 

 なお，県が自主決定する個人以外の者

の個人事業税は，所得税の課税標準等を

基準として課税することとされており，

所得税資料については，平成２３年１月

から全てのデータを電子データで提供を

受けていることから漏れはない。 

 また，各事業者団体への照会は，個人

事業税の業種が「物品販売業」「製造業」

等，大分類になっており，多くの事業者

団体がそれぞれの分類の一部であること

及び当該団体への入会が事業者の任意で

あることから，実効性に乏しい。 

 特段の問題は

ない。 

 県は，一定金額以上の雑所得について

内容の照会を行うなど，一定の指針を作

成して，課税のもれが生じないようにす

べきである。 

 雑所得については，所得税の確定申告

書第２表の「雑所得（公的年金等以外），

総合課税の配当所得・譲渡所得，一時所

得に関する事項」欄の，所得の種類，種

目・所得の生ずる場所，収入金額，必要

経費等の内容を確認している。 

 当該欄において，所得区分等が不明瞭

な雑所得がある場合は，課税漏れが生じ

ないよう，照会等を行っている。 

 必要な対応が

なされていない。

個人事業

税 

 県は，医業等の非課税部分について，

具体的な資料の添付を求めたり，社会保

険事務所等関係機関に存在するデータと

の整合性を確認したり，定期的に医院等

へ出向いて調査したりするなど，客観的

に調査確認等する方法を策定実施し，課

税漏れ防止に取り組むべきである。 

 これまで，「医療法人等に係る所得金額

の計算書」及び記載の手引きを用いて，

申告者の制度に対する理解を深めるとと

もに，確定申告書に付表の添付がないな

ど，診療収入等の内訳が確認できない者

に対しては照会を行い，「社会保険診療収

入等の明細について(回答)」の返送を受

け，申告内容の確認を行ってきたところ

である。 

 さらに，平成２３年度の県税事務執行

者会議ワーキンググループにおいて「医

療法人等及び医業個人等に対する調査要

領」等を策定，平成２４年度以降，帳簿

調査等を行うこととした。 

 必要な対応が

なされていない。

措置記載の内容

が，実際の対応と

一致していない。

不動産取

得税 

 

 

 

 県は，申告義務については，不動産の

取得手続に関与することの多い不動産業

者や建築業者，金融機関，司法書士など

に対しても協力を依頼するなど積極的に

周知を行うべきである。 

 不動産取得税の申告義務については，

不動産の取得者の多くが税法の知識に乏

しい一般個人であることや，一部不動産

業者を除いては不動産を取得すること自

体が希であり，期限内に申告がなされな

 一定の理解は

できるが，問題が

残る。 
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 その上で，軽減措置の的確な取扱いを

行い，さらには不申告に対する過料の適

用を検討するなどし，期限内申告を徹底

させるよう努めるべきである。 

いことが多いことから，「地方税のしお

り」を始め，各種パンフレットに記載し，

周知を図っているところである。 

 さらに，平成２３年度から，(社)徳島

県宅地建物取引業協会を通じて，不動産

業者に対する周知を依頼するなど，期限

内申告の周知に努めた。 

 

「取得」の事実を把握できず課税漏れ

となってしまっていた従前のケースの原

因を検証し，これを踏まえて市町村と協

議，連携して，以後課税漏れが発生しな

いような具体的な対策や把握の方法を検

討すべきである。 

 「取得」の事実を把握できず課税漏れ

になった従前のケースに該当するもの

は，①登記を伴わない承継取得，②建築

確認申請が不要な未登記家屋の把握漏れ

等に限られている。 

 ①の登記を伴わない（契約又は口約束

のみの）承継取得の厳密な把握は困難で

ある。 

 ②の建築確認申請が不要な未登記家屋

については，各市町村税務担当職員が鋭

意巡回調査を実施するとともに，職員間

の情報収集に努めるなど，その把握に全

力を挙げている（市町村によれば航空写

真も活用している）。 

 なお，建築確認申請が不要な未登記家

屋については，固定資産税も課税漏れと

なる恐れがあることから，市町村におい

て「全棟調査（各年度に重点実施地区を

定め，地区内の全戸を訪れ，固定資産税

課税台帳と突合する）」を行っており，そ

の際に発見されたものが「時効分」とし

て課税漏れとなる場合があった。 

 当該課税漏れをなくすため，県が調査

する際にも，固定資産税課税台帳と突合

するなど，市町村との連携強化を図るこ

ととした。 

 特段の問題は

ない。 

県たばこ

税 

 県は，従前の合計本数の比較だけの調

査にとどまるのではなく，個別具体的な

調査を検討し，実施すべきである。 

 県たばこ税の適正な申告納付を目的と

し，本県に本店を置く卸売販売業者等に

対し，県たばこ税の申告納付までの事務

手続きについて確認を行うこととした。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

 県は，ゴルフ場の調査にあたっては，

売り上げや税務申告に関係する書類を見

るなどして，厳正な調査をすべきである。

 ゴルフ場利用税は「売上げ」等に対し

て課されるものではなく，「課税対象とな

る利用人員」に対して課される税であり，

一人当たりの支払料金は受けるサービス

により異なるため，「売上げ」等からの総

利用人員等の把握は困難であるが，平成

２４年度以降において，ゴルフ場利用税

の適正な申告納入を目的とした，新たな

調査手法の研究を行うこととした。 

 措置の記載が

不十分である。 

ゴルフ場

利用税 

 県は，ゴルフ場利用税の納入促進のた

めに不申告者等へのペナルティの導入を

検討すべきであり，他方で交付基準（交

付額）や，場合によってはそもそもこの

交付金制度を維持するのか否かについ

て，再検討すべきである。 

 ゴルフ場利用税特別徴収義務者交付金

は，殆どの都道府県で交付等されており，

本県の交付率・交付額は全国の極めて下

位に位置している。 

 本県においては，当該交付金を昭和５

３年度から交付しているが，以後，軽減

税率の創設，非課税措置の創設等，特別

徴収義務者の事務負担は増えており，他

方，交付率については，昭和５３年度か

ら「２／１,０００」に据え置いていると

ころである。 

 再検討が望ま

れる。 
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 なお，当該交付金の目的は「ゴルフ場

利用税の特別徴収制度の適正な運営を図

るとともに，県税収入の確保を期する」

ことにあり，昭和５３年度から現在まで，

適正な申告納入が行われているところで

ある。 

 さらに，より適正な「申告納入」に資

するため，平成２３年度において，現行

規則における「納期限までに納入した額」

を，「申告期限までに申告し，かつ，納入

した額」に改め，期限後申告となった額

を算定基礎から除くこととした。 

 県は，自動車税の課税保留の手続の際

には，上記総務部長通達が存在する以上

その要件を厳格に守るべきである。 

 自動車税の課税保留の手続きについて

は，通達で要件とされている滞納者自宅

の周辺などにおける当該自動車の綿密な

所在調査を行っているところである。 

 平成２３年度以後も適切に行うととも

に，当該調査内容を滞納処分票に記載し，

課税保留の手続きの一層の適正化に努め

ている。 

 必要な対応が

なされていない。

措置記載の内容

が，実際の対応と

一致していない。

 県は，月４回程度の使用をもって条例

及びそれに基づく施行規則の「専ら」の

要件を満たしているとするが，この判断

は合理的といえない。条例及びそれに基

づく施行規則と運用の齟齬の解消に努め

るべきである。 

 身体障害者等の減免制度は，身体障害

者等が使用する自動車が当該身体障害者

等の日常生活にとって不可欠の生活手段

となっており，当該自動車について自動

車取得税・自動車税を減免することによ

り，身体障害者等が身体障害又は精神障

害を克服し，健全な者に伍して社会生活

を営むことができるよう（身体障害者等

の積極的な社会活動の一助となるよう），

税制上の配意を加えているものである。 

 継続して「月４回程度」確実に身体障

害者等の方の利用があれば，減免の趣旨

に沿っているものと判断する（証明書を

発行できる機関が限られているという問

題もある）。 

 なお，全国の状況を見ると，４６都道

府県が「月４回程度」以下の回数要件と

しており，うち，約２０都府県では，使

途制限又は回数要件を設けておらず，本

県の取扱いは全国的に見て，厳しいもの

となっている。 

 「齟齬」の問題については，現行の証

明書による要件確認の取扱いを改めるな

ど，抜本的な見直しも必要であるが，議

論されている自動車関係税制の改正を踏

まえ，その際に「専ら」の要件も含め，

身障減免制度全体の検討を行う。 

 必要な対応が

なされていない。

自動車取

得税・自

動車税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県は，減免申請書に障害者手帳の原本

を確認したことを記す欄を設けるなどし

て，確実に原本確認がなされるような手

順に改めるべきである。 

 身体障害者等の減免申請については，

従来より，減免申請書の記載内容を，受

付を担当した職員が障害者手帳等の原本

にて確認し，受付者欄に押印しており，

原本確認ができないものについては，減

免申請を受け付けない取扱いとしている

ところである。 

 平成２３年度からは，減免申請書に「原

本確認済欄」を設け，受付した職員が押

印することとした。 

対応がとられ

ているが，運用が

不十分である。 
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 毎年の来庁は障害者本人に負担が大き

いことは理解できるが，ある程度の年数

おきに来庁を依頼して直接使用状況等を

確認するなど，もっと正確な使用状況の

確認方法を検討すべきである。 

 本人運転については年に一度，４月に

往復はがきで現況確認を行っており，家

族運転については，毎年度４月１日から

納期限前７日まで申請を受け付けてい

る。 

 全国照会の結果，本人運転については，

殆どの都道府県で，１～３年に一度の割

合で往復はがき等にて現況確認を行って

いる。 

 本県の取扱いについては，家族運転の

申請時期等を変更せず，本人運転につい

てのみ，何年かに一度来庁をお願いして

の確認となれば事務量が膨大なものとな

るため，取扱いを見直す際には，申請時

期の通年度化や家族運転の申請を２年に

一度に変更するなどの見直しも必要であ

る。 

 自動車関係税制の改正を踏まえ，その

際に確認方法も含め，身障減免制度全体

の検討を行う。 

 必要な対応が

なされていない。

 電話確認の記録は，税の減免という重

要な手続に関わるものであることを十分

認識し，形式面，内容面共に厳密で客観

的な記録の作成を心掛けるべきである。

 障害者の方本人が運転する場合の身体

障害者等の減免については，年に一度，

往復はがきにより現況確認を行い，返送

がない場合は，電話により，現況確認を

行っているところである。 

 平成２３年度からは，現況確認の補完

様式を改め，適切な記録作成に努めてい

る。 

 特段の問題は

ない。 

 自動車税について，一律に全部減免と

するのではなく，一部減免の制度も取り

入れて，減免制度の弾力的な運営を図る

ことを検討すべきである。 

 約半数の都道府県が，減免額等に上限

を設けているが，障害の程度により，大

きめの車両を必要とする身体障害者の方

もいる。 

 自動車関係税制の改正を踏まえ，その

際に一部減免も含め，身障減免制度全体

の検討を行う。 

 必要な対応が

なされていない。

 社会福祉法人の自動車についても，使

用目的等減免の要件を満たしているか定

期的に確認するべきである。 

 社会福祉法人が所有する公益性が非常

に高い自動車に対する課税免除について

は，「事業計画書」，直近３か月以上の「運

行日誌」等を提出させるとともに，現地

に赴き，使用実態等の確認を行ってきた

ところである。 

 平成２４年度以降は，過去課税免除分

についての確認を行うこととした。 

 特段の問題は

ない。 

 実際の課税は，道路運送車両法の規定

に基づいて登録されている住所を基準に

行われることから，県が直接課税対象者

に対し，登録変更を指導することは困難

であるが，少なくとも県は，住所変更を

行い主たる定置場所を移した場合には，

車両の登録住所を変更すべきことを広く

伝え，啓発すべきである。 

 自動車の登録変更については，自動車

税納税通知書送付の際に，住所の異動が

あった場合は運輸支局等において変更登

録を行っていただくことを記載したチラ

シを同封するとともに，徳島運輸支局，

自動車税証紙取扱協会の窓口にも，当該

チラシを掲示している。 

 平成２３年度以後も引き続きその広報

等に努める。 

 特段の問題は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県は，同一業者に対し委託料に加えて

証紙代金収納計器取扱者としての手数料

を支払うにしてもその額はかなりの低額

とすべきである。さらには，証紙や証紙

代金収納計器を使用しない方法やその他

 自動車取得税等に係る委託業務は，事

務量が多い煩雑な自動車登録手続きの一

環であるとともに，国や民間の各種手続

きと一連かつ密接に関わる業務であり，

業務委託に際し，自動車取得税等に関す

 外部監査人の

指摘に対して何

ら措置を講じて

いない。ただし，

理由を付して措
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入札による契約締結が可能な事務処理を

具体的に検討し，早期に入札による契約

締結への移行をすべきである。 

る専門知識及び当該業務に適した施設・

設備が求められることから，Ａ協会以外

にはなく，競争入札にはなじまない。 

 また，自動車取得税等の証紙徴収は，

委託する「申告書等の精査検算業務」と

密接不可分であり，Ａ協会を「証紙売り

さばき人」及び「証紙代金収納計器取扱

者」に指定することは，自動車登録手続

きの迅速化及び県民の利便性の向上を図

るうえで不可欠である。 

 その結果，Ａ協会に対し証紙代金収納

計器取扱手数料を支払っているが，この

手数料は自動車取得税等の税額に応じた

証紙取扱額に県税条例施行規則で定める

率を乗じて算出しており，この率につい

ては一般の県証紙売りさばき手数料の率

の３分の１以下に設定されていること，

また，他の都道府県と比較しても標準的

な率であることから，手数料の算定は適

切になされている。 

 なお，自動車取得税等の徴収方法は，

地方税法及びこれに基づく県税条例で

「証紙や証紙代金収納計器によること」

と定められ，さらに，総務省からは「み

だりに現金徴収しない」旨の通知もなさ

れており，本県の取扱いは法令や通知に

沿ったものであり，証紙や証紙代金収納

計器を使用しない方法を採用することは

できない。 

 自動車関係税制の改正を踏まえ，その

際に証紙代金収納計器取扱手数料率の改

定やその他入札による契約締結が可能な

事務処理などについて検討を行う。 

置を講じないこ

とを公表してい

る。 

 自動車税納税通知書作成契約について

は，より多くの参入を得られるような工

夫を行い，今後も継続的に入札等を導入

すべきである。 

 自動車税納税通知書作成契約について

は，平成２３年度以降も引き続き入札を

実施する。 

 なお，県ホームページにおいて，より

分かりやすく入札情報を閲覧できるよう

改善がなされており，より多くの参入を

得るための工夫がなされている。 

 特段の問題は

ない。 

 

 県は，特に課税等高度な個人情報につ

いては，その管理を徹底するとの意識を

持ち，委託契約に伴って外部に情報を交

付する際には厳密な確認や対応が必要で

ある。 

 自動車税納税通知書作成契約に伴う個

人情報の取扱いについては，平成２３年

度の委託業務において，データ作業手順

の報告（個人情報の消去作業を含む）， 郵

送時の立ち会い等を実施するなど，個人

情報の保護・安全管理に努めた。 

 なお，平成２４年度以降も引き続き，

個人情報について保護・安全管理を徹底

する。 

 特段の問題は

ない。 

軽油引取

税 

 

 

 

 

 

 

 軽油流通情報管理システムの運用に

は，毎年度約４００万円弱の費用が発生

している。県は，この費用を無駄にしな

いためにも存在するシステム上の情報を

有効活用し，他県納税義務者の調査を実

施すべきである。 

 平成２２年度までは軽油流通情報管理

システムの操作端末が徳島庁舎に１台の

みの設置であったが，平成２３年度から

は各庁舎の軽油引取税担当者の端末で操

作できることになったため，各庁舎の担

当者に当該システムの機能等の情報提供

を行い，各庁舎において，軽油の流通経

路の検索や他県に提出された申告書情報

 特段の問題は

ない。 



 

205 
 

項目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 評価 

の閲覧を行うなど，軽油流通情報管理シ

ステムを有効活用し，軽油引取税の課税

の適正化に努めた。 

 県は，軽油引取税の納入促進のために

不申告者等へのペナルティの導入を検討

すべきであり，他方で交付金の交付基準

（交付額）や，場合によってはそもそも

この制度を維持するのか否かについて，

再検討すべきである。 

 軽油引取税特別徴収義務者交付金等に

ついては，『軽油引取税の特別徴収義務者

に対する交付金の交付について（平成２.

１０.１自治府第７６号各道府県総務部

長東京都主税局長宛て自治税務局長通

知）』において，「最近における売掛金の

回収に係る諸経費等の状況にかんがみ，

特別徴収義務者に対する交付金の実態を

考慮しつつ，軽油引取税の納入額に乗ず

る率を２.５パーセントを目途として定

めることが適当であると考えるので，特

段の配慮をされたく通知する」とされて

おり，全４７都道府県において交付等さ

れているところである。 

 同様の通知は昭和４８年５月以後，過

去４回出されているが，本県は過去１２

度の交付率の見直しを行い，常に国通知

と同率以下の数値としており，現在は，

国通知２.５パーセント，本県は納期限内

納入分２.５パーセント，徴収猶予期限内

納入分２.３パーセントとなっている。 

 なお，当該交付金の目的は「軽油引取

税の特別徴収制度の適正な運営を図ると

ともに，県税収入の確保を期する」こと

にあり，昭和４８年度から現在まで，適

正な申告納入が行われているところであ

る。 

 さらに，より適正な「申告納入」に資

するため，平成２３年度において，現行

規則における「納期限までに納入した額」

を，「期限までに申告し，かつ納入した額」

と改めるなど，期限後申告となった額を

算定基礎から除くこととした。 

 特段の問題は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 軽油引取税の免税等の手続はたぶんに

形骸化しており，このような実情では課

税漏れが発生するおそれがあることか

ら，県は今一度その手続を見直し，報告

書の形式や調査方法等をもっと充実させ

るべきである。 

 軽油引取税免税証交付申請の際に，所

要数量算定明細書（使用する機械の名称，

燃料消費率，型式及び馬力数，稼働時間

等から所要見込数量を算定する）を提出

させ，審査を行い，初回申請時，添付の

証明書類等で確認出来ない場合等につい

ては，現場にて確認を行っている。 

 また，免税軽油の引取り等に係る報告

書提出の際には，裏付け資料として，個

別の機械別に稼働時間，使用燃料数量な

どを記載する受払簿の作成・添付をさせ，

疑義があれば個別に聞取り調査等を行

い，「用途外使用」等に対して課税を行っ

てきたところである。 

 平成２４年度税制改正において，当該

課税免除制度が，一部を除き，３年間の

期間延長される見込みとなったことか

ら，報告書の形式や調査方法等を再確認

し，免税軽油の「用途外使用」等の発見

に努める。 

 必要な対応が

なされていない。

措置記載の内容

が，実際の対応と

一致していない。
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 県は，提出される在庫量に関する報告

書をきちんと確認し，不自然な点があれ

ばさらに具体的な調査をすべきである。

 軽油引取税の在庫差量の課税について

は，『軽油引取税に係る在庫差量の取扱い

について（H5.2.18 各都道府県税務主管課

長宛て自治省税務局府県税課間税係長事

務連絡）』により，全国一律の取扱いとし

て，気温による軽油の自然増減，計量誤

差等を考慮した上で，年に一度，前年３

月から当年２月までの各月の帳簿在庫数

量と実在庫数量の差量を把握し，在庫差

課税を行っているところである。 

 平成２３年度からは，不自然な点があ

れば，その都度，調査を行い，原因特定

（確認）に努めることとした。 

 特段の問題は

ない。 

 地区ごとに事務を分担する以上は定期

的に全体的な会議を開いたり議論の内容

を統一的に記録したりするなど，情報を

きちんと管理する態勢や手続を整える必

要がある。 

 徴税手続きに係る進行管理について

は，定期的に分析会議を行い，課内の統

一的な滞納整理方針を確認してきたとこ

ろである。 

 平成２３年度からは，分析会議で確認

した滞納整理方針の要点を統一的な様式

に的確に記載するなど，情報の共有化に

努めている。 

 特段の問題は

ない。 

 これらの事情に鑑みても，徴税手続に

ついて記録を作成し，管理することは極

めて重要であって，県はこの重要性を十

分に認識し，円滑な事務引継ぎ及び事後

的に処理の是非が確認できるような記録

の作成及びその管理を徹底すべきであ

る。 

 徴税手続に係る記録の作成・管理につ

いては，通達により調査事項の記載方法

を定め，要点を明瞭に記載することとし

ている。 

 平成２３年度からは，より一層「明確・

簡潔・正確」な記録の作成に努めており，

記録管理を徹底し，情報の共有化を図る

こととした。 

 特段の問題は

ない。 

 県は，滞納処分の停止等については地

方税法の趣旨を十分に理解して法に基づ

いた厳格な手続をすべきであり，即時欠

損についても慎重な判断をするための統

一的な基準を設けるべきである。 

 滞納処分の停止等については，徹底し

た財産調査等を行うとともに，即時欠損

については適正に行ってきたところであ

る。 

 平成２３年度からは，即時欠損に係る

明確な基準を定め，より適正な処理に努

めている。 

 一定の評価は

できるが，必要な

対応がなされて

いない点がある。

 県は，このような延滞金の存在意義等

に鑑み，これをきちんと徴収するべきと

の意識を明確に持ち，法的に発生した延

滞金についてはすべて把握し，かつその

納付状況を集約すべきである。 

 法的に発生した延滞金は，「滞納繰越一

覧表（延滞金）」や「未納延滞金整理状況

報告書」等で把握していたが，さらに県

税トータルシステム（税務電算処理シス

テム）に改良を加え，より詳細に延滞金

を把握することとした。 

 延滞金の納付状況については，毎月，

各種帳票で管理している。 

 特段の問題は

ない。 

 県は，厳格な納税義務者の把握を徹底

すべきであり，間違っても納税義務者で

ない者に納税を求めることがないように

すべきである。 

 納税義務者の把握については，従来か

ら適切な処理を行ってきたが，平成２３

年度以後も引き続き厳格な処理に努め

る。 

 特段の問題は

ない。 

徴税手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県は，徴税吏員の行使しうる権限の大

きさに鑑み，新任徴税吏員に対する手厚

い研修を行い，必要な知識等を正しく習

得するうえで十分な態勢を整えて，真の

徴税吏員にふさわしい職員を養成すべき

である。 

 徴税吏員の研修については，毎年度研

修計画を定め，あらゆる機会を捉えて効

率的に実施しており，新任税務職員も自

ら研修の講師となるなど，職員全体のス

キルアップを図っており，平成２１年度

の県税徴収率においては全国第５位の成

果を挙げている。 

 平成２３年度以後も，引き続き研修内

 特段の問題は

ない。 
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容の充実に努める。 

 県は，税の賦課徴収に関する情報管理

の重要性を十分に認識し，近年変更が実

施されていない業務パスワードについて

は定期的に変更し，離席時にはパソコン

の電源を落とすよう徹底し，さらに職員

が使用するパソコンの各パスワードの定

期的な変更やその他適切な設定がなされ

ているか否かについて確認するなど，情

報管理態勢を徹底すべきである。 

 県税トータルシステム（税務電算処理

システム）における業務パスワードにつ

いては，平成２３年５月に変更を完了し，

今後も引き続き，定期的な変更を行う。 

 また，離席時のパソコンの電源切断や

職員ごとに管理されるパスワードの定期

的な変更について，周知・徹底に努めた。 

 特段の問題は

ない。 
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 特定業者が既存システムの運用を現に

担い，同システムのプログラムソースに

熟知していることを理由として，一者随

意契約の方式を採った以上，契約後に業

務追加を理由とした契約金額の変更がな

されることは好ましい事態とはいえな

い。 

 平成２４年度における契約の仕様につ

いては，様々な角度から検討，十分な精

査を実施したものである。 

 また，委託契約においては，平成２３

年度に引き続き契約金額の削減を達成で

きている。 

 なお，今後も，契約当時に予測可能な

業務の追加による契約金額の増加が発生

しないように努める。 

 特段の問題は

ない。 

ホームペ

ージ作成

システム 

 新システムは，フルオープンソースシ

ステムとして開発され，入札に先立つ平

成２２年３月２３日にプログラムソース

について公開されているものの，結果か

らすれば，広く入札に参加可能な状況を

形成したとは評価できない。オープンソ

ースで開発した目的（競争の実現による

コスト削減）を達成すべく，入札に先立

って公開されたプログラムの内容が十分

であったか，他社の参加を妨げたものは

何であったのか，といった点について十

分な検証を行い，今後の入札に生かして

いくことが求められる。 

 平成２４年度においても「オープンソ

ース Joruri 公式サイト」や各種の説明会

をはじめとする様々な機会を通じ

「Joruri CMS」を広く周知しているとこ

ろであり，その結果，県内外での利用実

績も平成２４年２月１日から平成２４年

４月２７日までの間に５７団体から７０

団体へと増加しているところである。 

 今後もさらなる認知度の向上に努める

とともに，次回の入札時には入札公告期

間を長めに設定するなどの工夫を図りた

いと考えている。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

 本システムは，基本的には他の都道府

県，市町村等との共同開発，共同利用等

を検討する余地も存在すると考えられ，

将来に向けた検討が必要である。 

 今後見込まれる本システムの再構築の

際には，他の自治体との共同利用やオー

プンソース系システムによる構築を検討

する。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

 運用・保守契約について，開発業者以

外の業者に運用・保守業務を委託するこ

とができないのか，再度具体的に検証す

る必要がある。仮に，開発業者のみと一

者随意契約を繰り返すことがやむを得な

いのであれば，契約金額の最大限の削減

に努力すべきである。 

 本システムは，開発業者が著作権を有

するソフトウェアが機能の大部分を担っ

ているため，他の事業者がプログラムを

修正することは不可能であることから，

現行システムを利用する限りにおいて

は，開発業者との一者随意契約はやむを

得ない。 

 ただし，平成２４年度の運用・保守契

約においては，職員の自助努力によるＱ

Ａ・トラブル対応の回数の見直しや不要

不急のカスタマイズ作業の見直し等に努

めた結果，契約金額を平成２３年度と比

較して２割削減した。 

 特段の問題は

ない。 

人事管理

システム 

 作業時間の積算根拠について，実績報

告書から確認できる限りでいえば，積算

内容と実績が大きく乖離している。必要

な作業時間を精査し，委託金額の積算内

容を根本的に見直す必要がある。 

 現状の実績報告書では，システムエン

ジニアが人事課等で作業した実績のみが

報告されており，社内においてプログラ

ムを変更するために要した日数が含まれ

ていないため，作業時間の積算根拠と実

績報告書が乖離していた。 

 平成２３年度契約の実績報告書から，

システムエンジニアが運用保守委託契約

に基づき実際に作業に要した日数の実績

報告書を提出させるとともに，その実績

を踏まえた検証を行い，平成２４年度の

契約では作業時間の積算根拠を見直し

た。 

 特段の問題は

ない。 

物品管理

システム 

 結果的に開発業者に委託せざるを得な

い結論に至るとしても，それが真にやむ

 物品等管理・車両管理・公有財産管理

の三システムについて保守委託を契約し

 現時点での問

題はない。今後の
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を得ない理由によるものか否かについ

て，システムの内容や開示公表できるプ

ログラム情報等を考慮の上，具体的に検

討がなされるべきである。また，全体の

中の一部に緊急性の高い重要なシステム

が含まれるような場合，直ちにシステム

全体について厳重な運用・保守契約を締

結するのではなく，その重要部分のみを

切り離した契約をすることを検討した

り，重要部分については不具合による一

時的な停止等に備えた代替措置を講じた

りすることでの対処を検討すべきであ

る。 

ているが，システムの安定稼働を図るた

め，開発業者に保守業務を委託すること

としたところである。 

 今後，システムを更新するにあたって

は，プログラム情報の開示等も考慮しな

がら，最適な契約となるよう努めていく。 

課題である。  

 作業時間の積算根拠については，疑問

がないとはいえず，また報告書面から確

認できる限りでいえば，上記積算内容と

実態とは，大きく乖離している。こうし

た事態を招いたのには，安易に一者随意

契約の方式を採用していることに一要因

があると考えられるが，その点を措くと

しても，必要な作業時間を精査し，委託

金額の積算内容を根本的に見直すことが

求められるといえる。 

 作業報告書等から必要な作業時間の精

査に努めて，平成２５年度以降の業務委

託内容の検討に活用する。 

 必要な対応が

なされていない。

措置記載の内容

が，実際の対応と

一致していない。

 既存システムの機能拡張によりシステ

ム改修を行うことはコスト低減の手法と

して有用であるが，その際，既存システ

ムの開発・導入業者以外にも門戸が開か

れるよう工夫が図られるべきであり，競

争が成立しない状況でシステム改修を行

うことは可能な限り避けるべきである。

 各種システムの開発や改修に際して

は，その諸条件に鑑み，当該システムの

改修及び運用を通じて最もコスト低減が

図られるよう，手法や業者選定の在り方

について十分検討した上で取り組む。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

出退表示

システム 

 技術上の理由から開発・導入業者が限

定されるときでも，システム上必要な機

器については入札を行うことも検討する

など，可能な限りで調達に価格競争を取

り入れるべきである。 

 システム上必要な機器の調達に際して

は，その諸条件に鑑み，可能な限り入札

を行うことも検討する。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

 他の都道府県，市町村等との共同開発，

共同利用等を検討する余地も存在すると

考えられ，将来に向けた検討が必要であ

る。 

 各自治体において，既に税務電算処理

システムが稼働しており，共同開発等の

実現には，各自治体で稼働するシステム

の更新時期が合致する必要があることな

どから，自治体間の意思統一は非常に困

難である。 

 次期システム開発時には，共同開発，

共同利用等が可能な自治体の調査などに

ついて検討する。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

県税トー

タルシス

テム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運用・保守契約について，開発業者以

外の業者に運用・保守業務を委託するこ

とができないのか，再度具体的に検証す

る必要がある。仮に，開発業者のみと一

者随意契約を繰り返すことがやむを得な

いのであれば，契約金額の最大限の削減

に努力すべきである。 

 税務電算処理においては，毎年度，税

制度改正に伴うシステム改修があるとと

もに，緊急対応，トラブル発生時の迅速

な対応など，システムの安定稼働が，適

正な税務事務や県民サービスの基本とな

ることから，システム仕様を熟知する開

発業者以外に運用・保守業務を委託する

ことは困難である。 

 契約金額についても，平成２４年度以

降も引き続き，運用・保守業務の点検を

行い，削減に努める。 

 また，次期システム開発時には，ベン

 措置の記載に

適切とはいえな

い部分がある。 
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ダーロックインの解消に向けたオープン

なシステムの採用などについて研究す

る。 

 

 運用・保守契約について，業務の一部

を再委託している点につき，再委託内容

を詳細かつ個別に文書として把握し，特

定の業者と随意契約を継続する理由が正

当なものであるか，契約を分割すること

により契約金額を減額できないか検討す

る必要がある。 

 平成２４年度からは，再委託内容を詳

細かつ個別に文書として提出させること

とした。 

 県税トータルシステムは，全ての県税

を扱う大規模な税務電算処理システムで

あり，安定稼働のためには，委託先のシ

ステム対応能力が最優先され，再委託先

にも，それに準ずる税知識等が要求され

る。 

 この再委託を含めた運用・保守体制は，

システムの詳細仕様を熟知し，マネジメ

ント能力を有する委託先を「運用管理責

任者」とすることにより，安定稼働が図

られていることから，緊急対応，トラブ

ル発生時の迅速な対応などに支障を来す

分割契約を採用することは困難である。 

 なお，当該再委託は国の再委託基準を

踏襲しており，期待された契約金額の削

減効果も実現している。 

 措置の記載に

適切とはいえな

い部分がある。 

 今後，国主導型のシステム導入が進め

られることがあるならば，今回のケース

を参考に他の自治体と連携する等の手法

により，契約金額の減額に取り組むべき

である。 

 地方税の電子申告システムは，国主導

型で進められ，他の自治体と連携するこ

とにより，システム改修費等の削減が図

られたシステムである。 

 このシステムでは，全ての自治体の申

告窓口を全国一箇所とする「受付システ

ム」等は共同システムであるが，申告処

理件数など，各自治体の実情に応じた「審

査システム」は費用対効果の面から，提

示された仕様に則した個別の構築となっ

たものである。 

 電子申告の導入当時は，本県専用の「審

査システム」を構築せざるを得なかった

ものの，平成２２年度から，複数のベン

ダーが都道府県に対するＡＳＰ型審査シ

ステムの提供を開始したことから，本県

においてもＡＳＰサービスを導入し，契

約金額の減額に努めているところであ

る。 

 監査人の意見

に対する直截な

回答がなされて

いない。 

徳島県電

子申告審

査システ

ム 

 現状では本システムの利用度が高いと

はいえない。意見聴取，周知の徹底等に

より，利用度の向上に努めるべきである。

 平成２４年度以降も引き続き，利用率

向上に向け，各税務署主催の「電子申告・

納税システム推進委員会」や関係団体で

ある税理士会，青色申告会，法人会等へ

の協力依頼を行うとともに，ホームペー

ジ，「地方税のしおり」及び法人県民税等

の申告書送付時におけるＰＲチラシによ

る周知広報に努める。 

 特段の問題は

ない。 

自動車二

税課税シ

ステム 

 

 

 

 

 運用・保守契約について，開発業者以

外の業者に運用・保守業務を委託するこ

とができないのか，再度具体的に検証す

る必要がある。仮に，開発業者のみと一

者随意契約を繰り返すことがやむを得な

いのであれば，契約金額の最大限の削減

に努力すべきである。 

 税務電算処理においては，毎年度，税

制度改正に伴うシステム改修があるとと

もに，緊急対応，トラブル発生時の迅速

な対応など，システムの安定稼働が，適

正な税務事務や県民サービスの基本とな

ることから，システム仕様を熟知する開

発業者以外に運用・保守業務を委託する

 一応の措置が

なされたとはい

える。今後の課題

である。 
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ことは困難である。 

 契約金額についても，平成２４年度以

降も引き続き，運用・保守業務の点検を

行い，削減に努める。 

 また，次期システム開発時には，ベン

ダーロックインの解消に向けたオープン

なシステムの採用などについて研究す

る。 

 

 現状の委託業務内容を十分に把握し，

担当課において処理可能な業務がある場

合は，担当課において作業することによ

り委託金額の削減を図るべきである。 

 平成２４年度以降，処理可能な業務に

ついて調査を行うこととした。 

 措置の記載に

疑問がある。 

 今後，オープンソース系システムの開

発の動向を注視し，常に再開発の検討を

すべきである。再開発に至るまでの間は，

複数年契約も視野に入れるべきである。

 当該システムは，平成２２年度にハー

ドウェアの更新を行ったところであり，

現時点での再開発の可能性は低いが，今

後ともオープンソース系システムの開発

動向を注視するとともに，複数年契約も

含めたコスト低減の方策を検討する。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

給与シス

テム 

 再開発においては，給与の制度改変に

よって，できる限り委託費の増加に繋が

らないようなシステムを検討すべきであ

る。 

 再開発の際は，想定されうる給与制度

改変にもできる限り柔軟に対応できるシ

ステムの構築を目指す。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

 本システムは，一定の有効性を有する

ものと期待されるが，今後なお，業務コ

スト削減効果の達成状況につき，具体的

に検証すべきである。 

 電子決裁・文書管理システムは平成２

２年１０月から運用を開始しており，そ

のシステム導入に伴う業務コストの削減

効果を，運用開始次年度の平成２３年度

実績データを用いて検証を行った。 

 具体的には，対象業務について，作業

量を実績データからＡＢＣ分析（活動基

準原価計算）により測定し，システム導

入前と後との合計作業量を比較すること

により，効果の推定を行った。 

 この結果，電子決裁・文書管理システ

ムは，年間約 6,300 万円分，約７人分の

業務コスト削減効果であった。 

 特段の問題は

ない。 

 本件は，先行するオープンソース系シ

ステムの活用，共通基盤上のシステム構

築等によって，経費削減の効果を上げた

事例であり，今後，他のシステムを導入

する際にも，本件を参考にして積極的に

同様の手法を検討すべきである。 

 他のシステムを導入する際には，先行

するオープンソース系システムの活用や

共通基盤上のシステム構築等の手法を採

ることができないか，等の観点から調達

管理委員会において積極的に検討を行

う。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

電子決裁

システ

ム，文書

管理シス

テム 

 今後の本システムの改修，新規機能の

追加については，少なくとも，競争入札

とした場合の具体的な開発・導入経費の

試算による検証をした上で，一者随意契

約によるか否かを検討すべきである。仮

に，簡易公募型プロポーザル方式による

としても，従前のプロポーザルの経緯等

を検証し，少なくとも複数の業者の公募

を得て，実質的なプロポーザルがなされ

るように，より一層，運営を工夫すべき

である。 

 これまでの契約方式を見直し，平成２

４年度の改修については，競争入札を実

施した。 

 特段の問題は

ない。 

総務事務

システム 

 

 

 本システムの導入によって所期の業務

コスト削減効果を達成していると認めら

れるので，今後とも，本システムを適切

に運用することによって，更なる業務コ

 期待に応えられるよう，引き続き適切

な運用を行う。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 
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スト削減効果を達成することが期待され

る。 

 本件は，先行するオープンソース系シ

ステムの活用等によって，経費削減，開

発・導入期間の短縮等の効果を上げた事

例であり，今後，他のシステムを導入す

る際にも，本件を参考にして積極的に同

様の手法を検討すべきである。 

 他のシステムを導入する際には，本シ

ステムと同様，先行するオープンソース

系システムが活用できないか，等の観点

から調達管理委員会において積極的に検

討を行う。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

 

 今後の本システムの改修，新規機能の

追加については，少なくとも，競争入札，

プロポーザル方式による随意契約とした

場合の具体的な開発・導入経費の試算に

よる検証をした上で，一者随意契約によ

るか否かを検討すべきである。 

 平成２４年度の改修については，シス

テム開発業者に加え，運用保守業務の実

績のある者等を含めた３者から見積りを

とり，業者選定を行った。 

 特段の問題は

ない。 

 本件は，オープンソース系システムへ

の切り替えが比較的成功した事案と評価

できるので，今後，他の既存のシステム

を再構築する際にも，本件を参考にして

積極的にオープンソース系システムへの

切り替えを検討すべきである。 

 本県では，全庁的な業務・システム最

適化を推進するとともに情報システムの

調達に関する課題を解決し，情報システ

ムの品質向上と効率的なＩＣＴ投資を図

ることを目的として，平成１９年度に「徳

島県情報システム調達指針」を策定して

いる。 

 この中で，情報システム調達に関する

基本方針の一つとして，情報システムの

調達に当たっては，原則として，特定事

業者の独自技術に依存しないオープンな

技術仕様（オープンソースソフトウェア

等）を積極的に採用することを掲げ推進

してきたことにより，本件事例のように

様々なシステムでオープンソース化を実

現してきたところである。 

 今後も，全庁における情報システム調

達事例の情報共有及び活用に努めるとと

もに，他の既存システムの再構築の際に

は，本件を参考にして，オープンソース

系システムへの切り替えができないか，

等の観点から調達管理委員会において積

極的に検討を行う。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

県立文学

書道館収

蔵品管理

システム 

 機器の調達についても，ハードにつき，

ソフトと分割して一般競争入札の方式に

よったこと，調達の形態につき，複数年

度にわたるリースによったことは，他の

事案の参考とすべきである。 

 「徳島県情報システム調達指針」の中

で，ライフサイクルの各段階に応じた遵

守事項を定めており，これに基づき，本

件事例のように一般競争入札の実施やハ

ードの調達形態を複数年度にわたるリー

ス契約にするなどの経費削減を実現して

きたところである。 

 今後も，全庁における情報システム調

達事例の情報共有及び活用に努めるとと

もに，機器調達の際には，本件を参考に

して，一般競争入札や複数年度にわたる

リース契約などにより経費節減ができな

いか，等の観点から調達管理委員会にお

いて積極的に検討を行う。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

大気汚染

監視テレ

メータ・

システム 

 

 本システムは，法令に基づき導入され，

基本的には，他の自治体等のものと共通

しており，大部分は汎用性を有すると考

えられることに鑑みて，担当課の主張に

かかる国への要望を行うとともに，今後

 これまでに，都道府県・政令指定都市

大気環境・水環境主管課長会議（平成２

４年５月２１日 環境省主催）において

国による基本システムの作成及び配布に

ついて要望するとともに，「環境大気自動

 必要な対応が

なされていない。

措置記載の内容

の一部が，実際の

対応と一致して
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のシステムの更新に向けて，他自治体と

の共同開発，共同利用等について，その

課題を整理した上で，積極的に検討して

いくべきである。 

測定機のテレメーター取り合いの共通仕

様に係る検討業務」（環境省委託業務）を

行っている公益社団法人 日本環境技術

協会からのシステムに関するアンケート

調査においても要望を行った。 

 今後も，機会を捉えて国への要望を行

う。 

 なお，他自治体との共同開発，共同利

用等については，課題を整理する。 

いない。 

 本システムの運用・保守業務について

は，今後は，対象業務を真に必要性があ

るものに絞った上で，具体的な業務内容

に基づき適正額を算定した上で，業者と

価額を交渉し，場合によっては複数年度

契約の導入によって，単年度当たりの単

価を下げるべきである。 

 平成２４年度運用・保守契約は，これ

までの臨時保守点検等実績を考慮し，あ

らためて対象業務を必要性があるものに

絞り，契約単価を下げた。 

 また，今後も，実績から対象業務の適

正額を算定し，業者と価格交渉を行う。 

 特段の問題は

ない。 

 

 また，運用・保守業務につき，今後，

契約額を適正に算定するために，臨時保

守点検，故障時の修補等についても，業

者から検証可能な報告書を徴求するべき

である。 

 臨時保守点検，故障時の修補等につい

て，検証可能な詳細な業務内容を記した

報告書を徴収することとした。 

 特段の問題は

ない。 

 本システムの運用・保守業務につき，

他の都道府県と提携し，厚生労働省に対

して現状の問題点を指摘して事態の改善

を求める等の措置を講じつつ，今後，契

約形態を一般競争入札に改めることを積

極的に検討すべきである。 

 意見を受けて一般競争入札に改めるこ

とを積極的に検討していたところ，平成

２５年度から本システムの運用サーバは

クラウド化（厚生労働省に設置したサー

バによる一括集約システム）されること

になり，これに伴って都道府県サーバも

撤去されるため，運用・保守業務は終了

予定である。 

介護保険

事業者及

び介護支

援専門員

管理シス

テム 

 また，対象業務につき，真に必要性が

あるものに限るべく精査を行い，契約額

の大幅な減額を図り，場合によっては複

数年度契約の導入によって，単年度当た

りの単価を下げるべきである。 

 意見を受けて一般競争入札に改めるこ

とを積極的に検討していたところ，平成

２５年度から本システムの運用サーバは

クラウド化（厚生労働省に設置したサー

バによる一括集約システム）されること

になり，これに伴って都道府県サーバも

撤去されるため，運用・保守業務は終了

予定である。 

 特段の問題は

ない。 

 ベンダーロックインの解消に向けた検

討が必要である。現行システムにおいて

ベンダーロックインの状況から逃れられ

ないことが事実であるとしても，最大限

の委託契約の減額に向けて努力する必要

がある。 

 平成２４年度の契約においては，業務

の一部を担当職員で対応することとし，

委託金額の削減に努めた。 

 なお，次期システムの開発においては，

特定事業者の独自技術に依存しないオー

プンソースの採用など，ベンダーロック

インの解消に向けた検討を行う。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

工事基礎

情報管理

システム 

 運用・保守業務のうち，金額が固定化

されている委託部分について，担当課内

で作業が可能な業務を増やす，運用・保

守の実績によっては委託業者と価格交渉

するといった委託金額削減の更なる努力

が必要である。 

 平成２４年度の契約においては，委託

業者と協議を重ね，担当課内で作業が可

能な業務を抽出し，仕様変更の業務の一

部について，担当職員で対応することに

より，更なる委託金額の削減に努めた。 

 特段の問題は

ない。 

電子入札

システム 

 

 

 

 

 運用・保守契約について，開発業者以

外の業者に運用・保守業務を委託するこ

とができないのか，再度具体的に検証す

る必要がある。仮に，開発業者のみと一

者随意契約を繰り返すことがやむを得な

いのであれば，契約金額の最大限の削減

 現在の電子入札システムの運用・保守

契約は，平成２１年度のシステム更新に

あたり，SaaS 型契約へ移行するとともに，

地方自治法に基づく平成２１年度～２６

年度の５年間の長期継続契約を締結して

おり，開発コストの単年度集中の軽減や

 措置の内容に

疑問がある。特に

平成２６年度の

契約時の検討の

あり方には疑問

がある。 
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に努力すべきである。 契約金額の削減を図っている。 

 平成２６年度の次期契約締結時には，

契約金額の更なる削減が図れるよう，ソ

フトウェア利用料の検証等を行う。 

 SaaS 型契約について，その内訳を把握

できていないため，契約金額の妥当性の

検証ができていない。このような状況を

放置すると，今後の契約金額の交渉にお

いて著しく不利になる可能性もある。少

なくとも各ソフトウェアの利用料等の内

訳を早急に入手し，検討する必要がある。

 現在の契約は，長期継続契約となって

いるが，次期契約締結に向け，ソフトウ

ェアの利用料等の内訳を入手するととも

に，委託業者と協議を重ね，その内容の

妥当性について検証をする。 

 一応の措置が

なされたとはい

える。 

 

 他の市町村との共同利用等を促進すべ

きである。 

 平成２４年度より新たに１市が本運用

を開始し，７市で共同利用が行われてい

る。今後とも，各市町村との共同利用の

促進に努める。 

 特段の問題は

ない。 

 運用・保守の委託にあたり，既存シス

テムの内容把握に多大な時間とコストを

要するかについても，開発・導入以外の

業者の参入を広く認めた上で競争の中で

検討判断されるべき事柄であり，当初か

ら１社に絞り込んで交渉する手法による

のは適当でない。 

 指摘を受けた道路情報システムの保

守・管理については，平成２３年度に新

システムの開発により，平成２４年度か

らは従来のような業者による保守・管理

の業務を必要としないシステムとした。 

 仮に，技術的，費用的観点から，開発・

導入業者に運用・保守を委託せざるを得

ないのであれば，開発・導入時において，

その後長期間に及ぶ運用・保守を当該業

者に委託せざるを得ない事態をも視野に

入れて，開発・導入契約の委託先業者の

選定，契約条件の検討を行う必要があっ

たといえる。 

 指摘を受けた道路情報システムの保

守・管理については，平成２３年度に新

システムの開発により，平成２４年度か

らは従来のような業者による保守・管理

の業務を必要としないシステムとした。 

道路情報

システム 

 導入後の長期間に渡る運用・保守を特

定業者に委託せざるを得ないシステムの

開発・導入にあたっては，その重大性に

鑑み，対象となる業者が多数入札に参加

し，競争原理が十分に実効性をもって働

く状況を生みだす工夫が求められる。 

 指摘を受けた道路情報システムの保

守・管理については，平成２３年度に新

システムの開発により，平成２４年度か

らは従来のような業者による保守・管理

の業務を必要としないシステムとした。 

 一応の措置が

なされたとはい

える。 

 システムを開発した大手ベンダーによ

る囲い込みの回避に成功した好例である

が，指名基準の策定・公表，指名業者・

落札結果の公表を行うなど，指名競争入

札の透明性を可能な限り高める検討も行

われるとなおよいと思われる。 

 徳島県入札情報サービスにおいて，入

札参加者・落札者・落札金額等の入札結

果を公表し，指名競争入札における透明

性の向上に努めている。 

 特段の問題は

ない。 

 およそ防災が関連する事業は一切の費

用対効果の測定をすべきでないとはいえ

ないのだから，可能な限り，費用対効果

やシステムの有効性，更なる合理化の余

地について検討が行われるべきである。

 台風時等に気象台と共同で発表する

「土砂災害警戒情報」は，住民の避難行

動に活用されている。今後，発表地域内

において発生した土砂災害の捕捉率等を

分析し，システムの有効性の検討に努め

る。また，費用対効果については，この

ようなソフト対策事業に対する分析手法

が確立されていないため，今後，国の動

向を見ながら研究を進める。 

 措置記載の内

容の一部が，実際

の対応と一致し

ていない。 

土砂災害

警戒シス

テム 

 再委託については，再委託する業務の

内容と全体に占める金額割合等から，や

むを得ない面があるが，再委託金額の全

体に占める割合等の今後の推移について

は注視する必要がある。 

 再委託に関しては，業務の主たる部分

の再委託は認めないこととするととも

に，委任（下請負）承諾申請書及び再委

託先との委託契約書により業務分担範囲

を確認し，業務割合と業務における責任

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 
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の所在を確認する。 

財務会計

システム 

 新システム導入にあたっては，開発業

者による縛りをなくし，価格競争を取り

入れるとともに，運用・保守業務作業の

簡素化・効率化，さらには，担当課にお

いても処理可能な業務については，シス

テムに習熟することにより作業を行う

等，委託金額の削減を図るべきである。

 新システムでは，オープンソースを活

用し，ライセンス費用を削減するととも

に，構築・導入したパッケージにおいて

も，仕様の公開とともに，使用権，複製

権，翻案権を取得している。 

 平成２５年１月からの業務運用にあた

っては，担当職員による処理範囲を拡大

し，委託金額の削減を図る。 

 一応の措置が

なされたとはい

える。 

 結果的に諸般の事情から当該開発関連

業者に運用・保守を委託せざるを得ない

場合も存すると思われるが，そのような

場合こそ，契約内容や仕様の細部まで検

証し，契約条件について緻密な交渉を重

ねることが肝要である。 

 平成２４年度の本システムの運営支援

の契約に当たっては，作業内容を再確認

し，その一覧を作成することにより仕様

を検証した。 

 一応の措置が

なされたとはい

える。 

県立中央

病院電子

カルテグ

リッドシ

ステム 

 徳島県の取組みの一つの成果として確

立された審査システムを活用しない合理

的理由はないから，病院局においても，

調達管理委員会の審査を受けるか，ある

いは同委員会ないし情報システム課等と

協力して病院局独自の審査システムの改

善を行うなど工夫をして，情報システム

の調達に関する審査の充実を図るべきで

ある。 

 汎用的な情報システムの調達について

は調達管理委員会の審査を受けるほか，

病院局における審査の場において情報シ

ステム課の職員にオブザーバー参加を依

頼するなど，情報システムの調達に関す

る審査の充実を図ることを目的とした徳

島県病院局情報システム調達審査要領を

平成２４年１０月に制定した。 

 同要領に基づき， 

  ①事務用パソコン購入（平成 24 年 11

月審査） 

  ②徳島県病院局財務会計システム構

築（平成 24 年 11 月審査） 

  ③徳島県立３病院ＬＡＮ運用保守

（平成 24 年 12 月審査） 

の予算要求ついて調達管理委員会の審査

を受けた。 

 なお，①，②については平成２５年度

の執行前にも同委員会の調達前審査を受

けることになる。 

 また，海部病院における電子カルテシ

ステムの新規機能追加に当たっても，情

報システム課の職員が徳島県病院事業医

療器械等購入審議会にオブザーバー参加

し，審査を行った。 

 特段の問題は

ない。 

 運用・保守について，開発業者に委託

することが有利であるとの理由で一者随

意契約の方式によりつつ，形式的には，

開発業者と異なる業者に委託する場合に

は，契約上，当該業者が情報の利用及び

著作権の行使等に関して開発業者と同様

の責務を負うことを担保するための配

慮，たとえば，契約書に特別の条項を設

けるか，別途の差入書を徴求することな

どが必要である。 

 平成２４年度から開発業者と異なる業

者に運用・保守業務を委託する場合には，

差入書を徴求することにより当該業者が

情報の利用や著作権の行使等に関して開

発業者と同様の責務を負うことを担保し

た上で，契約の締結を行った。 

 特段の問題は

ない。 

県立三好

病院総合

医療情報

システム

（ソフト

ウ エ ア

等）保守

業務委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いずれにせよ，開発後の運用・保守を

当該開発業者に委託するのであれば，将

来発生が見込まれる運用・保守のコスト

が一定範囲に収まることを契約上も担保

することが望ましい。たとえば，開発・

導入の契約を保守込みの契約内容とし，

 今後導入するシステムにおいては，開

発・導入と保守を一括で入札することに

よって費用低減等の効果が期待できるか

否かを検討の上，最善であると認められ

る方法により調達を行う。 

 一応の措置が

なされたとはい

える。 
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かつその契約期間も長期間とすることで

運用・保守の費用を低減化するなどの方

法等が考えられる。 

 本システムの開発・導入において，入

札参加者が実質１社にとどまった原因を

分析するとともに，今後，入札，とりわ

けこのような大型の案件の入札を実施す

るに当たっては，広く多数の者が参加し

て実質的な競争が確保されるよう，入札

の周知の方法等を工夫するよう努めるこ

とが求められる。病院の立地条件等から

競争が成立しづらい構造が存在するので

あれば，他の病院と一括発注できる状況

（システムの共通化など）を整備すると

いった抜本的な対応が求められる。 

 今後のシステム調達に際しては，他の

病院との共同調達を実施するなど，競争

性の確保に努める。 

 特段の問題は

ない。 

 

 病院局においても，調達管理委員会の

審査を受けるか，あるいは同委員会ない

し情報システム課等と協力して病院局独

自の審査システムの改善を行うなど工夫

をして，情報システムの調達に関する審

査の充実を図るべきである。 

 汎用的な情報システムの調達について

は調達管理委員会の審査を受けるほか，

病院局における審査の場において情報シ

ステム課の職員にオブザーバー参加を依

頼するなど，情報システムの調達に関す

る審査の充実を図ることを目的とした徳

島県病院局情報システム調達審査要領を

平成２４年１０月に制定した。 

 同要領に基づき， 

  ①事務用パソコン購入（平成 24 年 11

月審査） 

  ②徳島県病院局財務会計システム構

築（平成 24 年 11 月審査） 

  ③徳島県立３病院ＬＡＮ運用保守

（平成 24 年 12 月審査） 

の予算要求について調達管理委員会の審

査を受けた。 

 なお，①，②については平成２５年度

の執行前にも同委員会の調達前審査を受

けることになる。 

 また，海部病院における電子カルテシ

ステムの新規機能追加に当たっても，情

報システム課の職員が徳島県病院事業医

療器械等購入審議会にオブザーバー参加

し，審査を行った。 

 特段の問題は

ない。 

徳島県教

育情報ネ

ットワー

ク 

 所内における機器のリースについて，

一般競争入札を行うことにより，契約金

額を大きく減額したことについては評価

できるが，入札業者が１社に留まったこ

とについては，さらに調査，分析が必要

である。 

 入札業者が１社に留まった経緯等につ

いて，調査等を行った。 

 御意見の趣旨を踏まえ，機器更新等の

際には，一般競争入札のメリットが最大

限発揮できるよう，今後とも適正な事務

執行に努めたい。 

 一定の評価は

できるが，なお問

題が残る。 

文化の森

全館情

報，各館

業務シス

テム 

 

 

 

 

 

 施設管理に関するシステムについて

は，他の類似するシステムも存在すると

考えられ，運用・保守契約について，開

発業者のみと一者随意契約を繰り返すこ

とが適正な対応であるとはいえない。契

約方式を変更することができないか，検

討する必要がある。 

 意見のあった業務システムは，情報提

供のプロセスが非常に複雑であること，

またシステム構築完了後も仕様変更の必

要性が生じればシステム全体の構成を洗

い直す必要があり開発と運用は密接な関

係にあること，不具合発生時には迅速な

対応が求められることから，運用保守契

約は開発業者と随意契約をしている。 

 次回システム更改時には，運用保守の

内容や契約方法について他の類似するシ

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 
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ステムも参考にし，幅広く検討する。 

 常駐ＳＥの契約金額について，他のシ

ステムにおける契約事例等を参考にする

等の方法により，減額を検討すべきであ

る。 

 常駐ＳＥの契約金額については，「積算

資料」の単価を基に積算し，ＩＣＴ推進

本部調達管理委員会の審査・承認を得る

など，適正な事務執行を行っている。平

成２３年度においては，作業工数の見直

しを行うなど，費用の縮減に努めた。 

 今後も他のシステムにおける契約を参

考にし，常駐ＳＥの契約金額の縮減に努

める。 

 特段の問題は

ない。 

 後方支援，運用支援といった内容の契

約について，その必要性，一本化による

契約金額の減額について検討すべきであ

る。 

 それぞれ業務の内容が異なっているた

め別契約としている。 

 契約の一本化，契約金額の減額に向け，

業務内容の整理を検討していく。 

 特段の問題は

ない。 

 

 機器の更新に関して，一般競争入札を

行っても，現状，業務を委託している業

者しか入札業者がなかった要因につい

て，調査，分析を行い，他の業者が参入

できるシステムの構築を検討すべきであ

る。 

 平成２３年度において，システム更改

に際して委託業者以外の業者が参入しや

すいよう入札仕様書等を作成した。しか

しながら，高度なシステム連携処理や各

館固有の仕様の反映が必要であること，

費用を縮減するため，既存のシステムを

ベースとした仕様となったことから，結

果として業務を委託している業者しか参

加しなかったものである。次回システム

更改の際には，他システムも参考にし，

多くの業者が参加できるよう入札仕様の

内容を検討する。 

 現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

 本システムの購入を調達管理委員会に

よる各種審査手続の対象外と解釈，運用

している点は誤りである。担当課におい

ては，情報関連機器の調達に関係する関

連内規を正確に理解した上で，これを遵

守することが求められる。 

 徳島県ＩＣＴ推進本部調達管理委員会

運営要領に基づき，予算要求額が１００

万円以上のソフトウェアを調達する場合

は，調達管理委員会の審査を受けること

とした。 

 特段の問題は

ない。 

日本語ワ

ードプロ

セッサ等

ソフトウ

ェア 

 警察庁の大口ライセンスによる調達も

重要な一手段と位置付けつつも，それの

みによるのではなく，徳島県の定める審

査手続を履践し，その過程でオープンソ

ースソフトウェアの導入についても，十

分検討を重ねるべきである。 

 オープンソースソフトウェアを導入す

る場合における，捜査情報の流失・漏洩

等，セキュリティー上の具体的かつ現実

的な危険性についての検討を重ねること

とした。 

 特段の問題は

ない。 

警察情報

管理シス

テム 

 本件サーバ装置等も情報関連機器であ

ることに争いはないから，調達管理委員

会の審査対象外と解することはできな

い。担当課においては，情報関連機器の

調達に関係する関連内規を正確に理解し

た上で，これを遵守することが求められ

る。 

 徳島県ＩＣＴ推進本部調達管理委員会

運営要領に基づき，予算要求額が１００

万円以上のサーバ装置等を調達する場合

は，調達管理委員会の審査を受けること

とした。 

 特段の問題は

ない。 

総論（１） (1) 一者随意契約，ベンダーロックイン

について 

 一部のシステムにつき，オープンソー

ス化を実現している点で一定の評価がで

きるが，それ以外のシステムについても，

オープンソース化を実現したシステムの

事例を参考にして，以下の観点に基づき，

今後とも積極的にオープンソース化に取

り組んでいくなど，一者随意契約，ベン

ダーロックインの状況を解消するための

不断の努力を重ねるべきである。 

 「徳島県情報システム調達指針」の中

で，情報システム調達に関する基本方針

として，情報システムの調達に当たって

は，原則として，特定事業者の独自技術

に依存しないオープンな技術仕様（オー

プンソースソフトウェア等）を積極的に

採用すること等を掲げ推進してきたこと

により，様々なシステムでオープンソー

ス化を実現するとともに，保守運用経費

の大幅な削減を達成してきたところであ

る。 

講じた措置の

記載の仕方が適

切とはいいがた

い。 
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ア 他業者に対する発注の可否につい 

ての精査 

 当該システムの開発業者以外に運用・

保守を発注することができないかどうか

について，プログラムを含めた当該シス

テムの具体的内容や著作権等の権利の帰

属に関する契約条件の内容を個々具体的

に精査すべきである。その際，システム

開発時の契約上開示し得るプログラム情

報等をできる限り広範に開示して競争入

札等を実施し，その結果により判定する

ことがより望ましい（市場による判断）。

イ 特定業者との更なる交渉，契約条件

の見直し 

 上記アの精査を経た上で，なお競争契

約を行うことができないとの結論に至っ

た場合には，契約条件が当該業者にとっ

て有利に偏りがちになるというベンダー

ロックインの危険性を十分に認識した上

で，契約条件や仕様の細部まで精査して，

緻密な交渉を行うべきである。 

ウ 競争が実現できる状態の確保 

 競争が成立する状態を実現するため

に，次の方法を検討すべきである。 

(ｱ) ベンダーロックインされないシス

テムの構築 

 ハードウェアについては汎用性のある

部品等で構成し，ソフトウェアについて

もオープンソース系のものを活用するこ

とで，特定の開発業者によって囲い込ま

れないシステムを構築して，ベンダーロ

ックインを回避する方法によることがで

きないかどうかを十分に検討すべきであ

る。 

(ｲ) 導入後の運用・保守を契約条件とす

る競争入札の実施 

 開発業者以外の業者に運用・保守を委

託することができない例外的な場合に当

たるといわざるを得ない場合には，次善

の策として，将来の運用・保守業務も当

初の開発・導入時の契約条件に組み込み，

運用・保守の委託も競争に晒すことで，

弊害を一定程度緩和すべきである。 

エ 既にベンダーロックインされている

システムへの対処 

 契約条件について，更なる交渉の余地

がないかどうかを検討すべきである。 

 同時に，仮にオープンソース系の新シ

ステムに移行した場合や運用・保守込み

の新システムに移行した場合に発生する

開発・導入コストを試算し，現行システ

ムを継続した場合と比較して顕著に有利

になる見込みが立てば，システムの切替

えを検討すべきである。 

 今後もオープンソース系システムの導

入に積極的に取り組むとともに，一者随

意契約，ベンダーロックインの状況を解

消するため，調達管理委員会での個別シ

ステムの調達審査等において， 

ア 他業者に対する発注の可否について

の精査 

イ 特定業者との更なる交渉，契約条件

の見直し 

ウ 競争が実現できる状態の確保 

エ 既にベンダーロックインされている

システムへの対処 

などの観点から審査を行うほか，これま

で経験して得られた知識やノウハウを蓄

積・活用することにより，継続的なＩＣ

Ｔガバナンスの確保に努める。 

総論（２） (2) 入札における実質的な競争の機会

の確保について 

 競争入札を実施したにもかかわらず，

 競争入札の実施にあたっては，透明性，

公平性及び競争性の観点から，システム

所管課はもとより,一定額を超える調達

講じた措置の

記載の仕方が適

切とはいいがた
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参加者・応札者が１，２社に留まり，広

く競争の機会が確保されたかどうかの判

定が困難な事例については，広く多数の

者が参加するのに支障となる事情がなか

ったかどうか，すなわち，①プログラム

の公開は十分に実施できていたか，②旧

システムの内容等を引きずり，これに過

度に拘束されるような開発・導入の委託

内容で入札を実施していないか，③新規

参入の意欲を有する者が安心して入札に

参加できる情報の公開がなされていた

か，④新規参入が行いやすい業務内容と

するために委託する契約が適切に統合さ

れ，または，切り分けられて入札に付さ

れたか，⑤それらを十分に検討して入札

に適する準備が整った段階で入札を実行

したか，といった諸々の点を検証し，今

後の入札において，実質的な競争の機会

を確保するように努めるべきである。 

については，調達管理委員会での審査も

行い，適正に行ってきたところである。 

 このため，結果的に参加者・応札者が

少数に留まったとしてもやむを得ないも

のと考えているが，今後はなお，調達管

理委員会において個別システムにおける

入札結果についても情報を集約・共有し

調達審査や指導に活かしていくことによ

り，入札における実質的な競争機会の確

保に努める。 

い。 

総論（３） (3) 調達管理委員会における更なる審

査機能の拡充と活用場面の拡大について

ア 現在，審査が実施されていない部局

における審査システムの活用 

 地方公営企業や病院事業における情報

システムについても，今後は，調達管理

委員会において，真に「事業固有の専門

性の高い情報システム」に該当するか否

かを審査の上，個別システム毎に審査の

対象とするか否かを精査すべきである。

 また，「事業固有の専門性の高い情報シ

ステム」についても，調達管理委員会の

審査の対象としたり，調達管理委員会，

情報システム課の支援，協力を得て，そ

の審査の手法を盛り込むことによって，

実質的に調達管理委員会におけるのと同

様の審査の水準を確保したりすることに

よって，審査等のより一層の充実・改善

を図るべきである。 

イ 審査対象契約の拡大 

 審査対象につき，効率性，経済性とい

う観点から一定の基準を設けること自体

はやむを得ないとしても，例外的に審査

を要する特別の事情が認められるとき

は，審査の対象とするなど，運営の改善

を工夫するべきである。 

ウ 検討過程の可視化による事後的な検

証可能性の確保 

 事案の内容に応じて，特に検討過程に

関する審査記録を充実させるなど，検討

過程を目に見える形で記録して（可視

化），事後的に審査の是非を検証できるよ

うにするべきである。 

 調達管理委員会における審査機能の拡

充と活用場面の拡大について， 

ア これまで，地方公営企業や病院事業

のシステム調達においては，管理者の責

任の下，設置の目的たる事業固有の専門

性の高い情報システムの開発・更新等に

ついて，審査の対象外としてきたところ

である。 

 平成２４年度からは，個別システム 

毎に調達管理委員会の審査対象とするか

否かを，各地方公営企業等管理者の意見

を踏まえ精査し，汎用的な情報関連機器

の調達については調達管理委員会の審査

対象とした。 

 また，調達管理委員会の審査対象とし

ない事業固有の専門性の高い情報システ

ムの調達については，各地方公営企業等

管理者が独自に実施する審査会において

調達管理委員会と同様の審査水準が確保

されるよう，平成２４年度から徳島県病

院事業医療器械等購入審議会に情報シス

テム課職員がオブザーバー参加するな

ど，調達管理委員会や情報システム課が

支援・協力を行うこととした。 

イ 審査対象契約の拡充については，既

に平成２３年度から運用保守契約のうち

審査対象となる契約について,契約金額

を５００万円から３００万円に引き下

げ，審査対象を拡充したことにより，全

ての情報システムにおける運用保守経費

の９割以上をカバーしているところであ

る。 

 平成２５年度に実施する審査からは，

さらに審査対象を拡大し，契約金額が３

００万円未満の運用保守契約であって

も，調達管理委員会において特に必要と

認められる場合（例えば，契約金額が１

００万円を超える委託契約のうち，具体

特段の問題は

ない。 
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的な検証が行われず連続３年以上同一業

者と随意契約が繰り返されている場合

等）は，審査の対象とする。 

ウ 検討過程の可視化による事後的な検 

証可能性の確保については，これまでの

調達審査により得られた知識やノウハウ

を蓄積・活用し，今後の調達審査に反映

させるという観点からも非常に有効であ

ることから，平成２４年度からは，審査

前段階における検討過程についても審査

記録として整理し，事後的な検証を可能

とした。 
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平成２４年度監査テーマ：観光及びこれに関連する事業について 

項目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 評価 

 本事業は，ロケ隊の本県への宿泊など

の「直接的効果」や映像に取り上げられ

ることによるイメージの向上などによる

「観光集客効果」などの役割を観光振興

分野において担っている。 

 また，メディアを活用した本県の魅力

発信をより効果的なものとするため，平

成２４年度から農林水産部のメディア戦

略推進チームに参画するなど，他部局と

の連携を図っている。（観光政策課）【平

成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 本事業の必要性は認められるが，本事

業の観光戦略における位置付けについて

再検討するとともに，その効果を最大限

に発揮するために，他の事業との提携に

ついても検討すべきである。（意見） 

 本事業は，ロケ隊の本県への宿泊など

の「直接的効果」や映像に取り上げられ

ることによるイメージの向上などによる

「観光集客効果」などの役割を観光振興

分野において担っている。 

 また，メディアを活用した本県の魅力

発信をより効果的なものとするため，さ

らに，平成２６年度には全庁部局横断的

に国内外への本県の魅力発信に取り組む

「対外発信戦略統括本部」へ参画するな

ど，他部局との連携を図っている。（観光

政策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 ロケーションサービスを運営するにあ

たっては，短期的でなく，長期的な形で

「徳島県の顔」としての窓口を設置する

ことが映像制作会社との継続的な関係を

醸成し，「ワンストップサービス」で情報

発信するために重要である。また，特定

非営利活動法人ジャパンフィルムコミッ

ションの認定要件の一つに非営利公的機

関であることが記載されていることか

ら，徳島県観光協会を委託先として選定

している。（観光政策課）【平成 25 年 8 月

末時点】 

特段の問題は

ない。 

 仮に，事業の性質上，委託者の能力等

が重要な考慮要素になるとしても，たと

えば，プロポーザル方式によって受託者

を選定するなど，できる限り多様な事業

者の参加を求めて本事業を活性化すべき

である。（意見） 

 徳島県観光協会が継続的な窓口として

積極的に取り組みを重ねてきたことによ

り，全国ネットの番組製作会社との関係

を築くことができ，ＰＲ効果が高い大手

民放キー局の大型チャリティー番組企画

を本県に誘致するなどの成果が出てい

る。（観光政策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 平成２５年度以降，ロケ，ロケハンな

どに可能な限り同行し，制作会社やエキ

ストラ等からアンケートや意見聴取を行

い，事業のチェック等を実施する。（観光

政策課）【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

とくしま

ロケーシ

ョン・ブ

ランド発

信事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後は，単に報告書を受けるだけでは

なく，事業の内容についても，十分なチ

ェック，見直しを行うように努めるべき

である。（意見） 

 ロケ，ロケハンなどには可能な限り同

行するとともに，制作会社やエキストラ

等から意見聴取を実施し，平成２５年度

には，ロケハンから撮影まで，効率的に

計画を立てられるようロケ地写真の情報

収集・整理を行い，徳島県ロケーション

サービスホームページの写真ライブラリ

ーに，グーグルマップを活用した地図情

特段の問題は

ない。 
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報を追加掲載するなど意見を事業内容に

反映し改善を図っている。（観光政策課）

【平成 27 年 3 月末時点】 

 より良い情報発信，ロケーション支援

ができるよう，平成２５年度以降，ロケ，

ロケハンなどに可能な限り同行し，制作

会社やエキストラ等からアンケートや意

見聴取を行う。（観光政策課）【平成 25 年

8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 本事業の参加者には，ロケ撮影を行う

撮影関係者，エキストラその他の形でロ

ケ撮影をサポートする県民・県内事業者

が存在する。今後の事業展開の参考にす

るためにも，アンケートその他の手段に

よって，これらの参加者から積極的に意

見を聴取する仕組みを構築すべきであ

る。（意見） 

 ロケ，ロケハンなどには可能な限り同

行するとともに，制作会社やエキストラ

等から意見聴取を行っており，意見聴取

での要望などについて関係部局へも情報

提供し，時期ごとのおすすめロケ地一覧

について，徳島県の絶景からご当地グル

メまで１年を通して旬の時期が一目でわ

かる徳島県のロケナビカレンダーが作成

されるなどの効果がでている。（観光政策

課）【平成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 本事業の実績は，映画であれば「入場

者数」「ロケ隊の宿泊者数」などで効果を

測定することは可能であるが，例えば「テ

レビコマーシャル」などの映像作品では，

必ずしも効果を数値化できない面があ

る。 

 また，映画などは，撮影から公開まで，

最低でも半年以上の期間があり，ロケ支

援を行った時期と，効果が測定できる時

期にズレが生じる場合が多い。 

 このため，効果を予測し，ロケ支援に

優先順位を付けるにしても，予測できな

い反響も考えられることから，依頼のあ

るロケに関しては出来る限り支援を行う

ことが，長期的には有益であると考えて

いる。なお，映画等の公開後の反響等も

事業展開していく上での参考とする。（観

光政策課）【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 

 単にロケの件数のみならず，ロケの内

容，影響等をも考慮した上で，本事業の

実績を検証する必要がある。また，本事

業によって，どの程度の経済効果が見込

まれるのか，それが投じた費用に見合う

ものであるか，仮に，見合うものといえ

ない場合，今後の事業展開はいかにある

べきか等，費用対効果の測定とこれに基

づく事業の見直しを定期的に実施すべき

である。（意見） 

 小規模予算の映画であっても，完成後

海外の映画祭などで受賞し髙い評価を得

たり，当初予定していた公開規模が拡大

されるなど，ロケ支援実施段階において

は，予測できなかった大きな反響・効果

が生じている事例も生まれてきている。 

  今後とも，作品の大小に関わらず，可

能な限り支援の実施を行っていく。（観光

政策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 これまでも事業推進にあたって適宜，

詳細な報告がなされていたが，委託契約

の事業完了報告書に添付できていないも

のもあったため，指摘を受け，各月の売

上額や購入客数や販売状況についての分

析結果を添付するなど，平成２４年度の

事業実績報告についての充実を図った。

（観光政策課）【平成 25 年 8 月末時点】 

必要な対応が

十分なされてい

ない。 

徳島県物

産観光交

流プラザ

運営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 本事業には，支出金額に見合った事業

報告がなされているといえるか疑問があ

るため，今後は，事業内容について，課

題の発見や後日の検証可能性という観点

も考慮した，より詳細な報告を事業完了

報告書にも記載させるべきである。（意

見） 

  プラザに導入しているＰＯＳシステム

に基づき，月ごとの商品部門別の売上や

必要な対応が

十分なされてい
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過去の部門別売上推移などを比較・分析

するとともに，出展業者へフィードバッ

クすることにより，ユーザーのニーズを

踏まえた商品開発や販売戦略を実施し，

県産品の販売促進，販路拡大に繋げてい

る。（観光政策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

ない。 

 委託先からの情報提供については，県

が推進する「とくしま県産品振興戦略」

の中の市場調査に関するデータとして活

用し，今後の県産品振興施策を推進する

にあたって具体的に活かしていくととも

に，広く県民にも周知を図るため，平成

２５年５月には物産協会ホームページに

て，平成２４年度の売上動向等を掲載す

るなど，積極的に公開をしていくことと

した。（観光政策課）【平成 25 年 8 月末時

点】 

必要な対応が

十分なされてい

ない。 

 委託先を介し，あるいは，委託先から

適切な情報提供を受けた上で，徳島県自

らが，ユーザーの購買動向に関する情報

やニーズを収集し，これを分析して広く

活用する仕組みを導入すべきである。（意

見） 

  委託先からの情報提供については，県

が推進する「とくしま県産品振興戦略」

の中の市場調査に関するデータとして活

用し，今後の県産品振興施策を推進する

にあたって具体的に活かしていくととも

に，広く県民にも周知を図るため，平成

２５年度から，ホームページや書面で前

年度の売上動向等を公開している。こう

した情報を活用し，閲覧した業者による

商品開発や，物産展やイベントへの売れ

筋商品の出展など，ユーザーのニーズを

踏まえた販売戦略に繋がっている。（観光

政策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

必要な対応が

十分なされてい

ない。 

 徳島県物産協会は食品や工芸品など幅

広い分野の県産品関係事業者が加盟し，

現在も会員数は増加している。平成２５

年４月に公益社団法人に移行し，販売所

として直接商品販売を行うほか，マーケ

ティングや商品開発，県外バイヤーへの

商談会など，県産品振興のための取り組

みを地道に推進している県内唯一の公的

団体である。今後は運営の公平性をより

確保するため，会員以外の商品の展示販

売についても幅広く募集を行い，さらに

積極的に対応するとともに，契約内容に

ついては必要性，費用対効果などを十分

に考慮し，公正性を確保する。（観光政策

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

必要な対応が

なされていない。

本事業については，運営の公平性を確

保しつつ，展示商品の販促及びＰＲ活動

を積極的に展開するという観点から，委

託先の選定ないし委託先との契約内容等

を見直し，さらなる改善について検討を

行うべきである。（指摘） 

  平成２５年度以降，運営の公平性をよ

り確保するため，市町村や商工関係団体

への出展者募集依頼や，年４回発行の「協

会だより」での募集を行うなど，会員以

外の商品についても，幅広く募集を行う

とともに，「お試し展示販売コーナー」を

はじめとしたプラザでの企画展で幅広い

商品販売を展開し，販売方法に関するア

ドバイスやユーザーからの声のフィード

バック，販売方法に関するアドバイス等

を行っている。契約内容については必要

性，費用対効果などを十分に考慮し，公

必要な対応が

なされていない。
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正性を確保しつつ，今後はより大きな費

用対効果が得られるよう内容を充実して

いく。（観光政策課）【平成 27 年 3 月末時

点】 

 農林水産物については，「すだちくん」

をあしらった「農林水産物統一ロゴマー

ク」により，県内外の消費者，流通業者

等に一目で「徳島県産」と認識できる表

示を実施している。 

  また，平成２５年７月には，本四高速

全国共通料金導入に向けた徳島県のＰＲ

のための新しい「キャッチコピー」と，「す

だちくん」をモチーフにした新ロゴマー

クを作成した。 

 今後，新キャッチコピー「おどる宝島！

とくしま」を合い言葉に，新ロゴマーク

を，本県の魅力を全国に力強く発信する

旗印として全庁的にあらゆる場面で活用

する。（もうかるブランド推進課）【平成

25 年 8 月末時点】 

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

 できる限り他の事業と連携し，一目で

徳島県が認定した徳島県産品と分かるよ

うな統一的な認定表示（とくしまブラン

ドの統一化）を検討すべきである。（意見）

 農林水産物については，「すだちくん」

をあしらった「農林水産物統一ロゴマー

ク」により，県内外の消費者，流通業者

等に一目で「徳島県産」と認識できる表

示を実施している。 

 また，平成２７年夏頃を目途に，現在

「選りすぐりの県産品」として商工労働

部で認定している加工品の「特選阿波の

逸品」と，農林水産部で登録している一

次産品の「とくしま特選ブランド」につ

いて，両部が連携して新たな特選ブラン

ドとして統一し，優れた県産品として一

体的に情報発信する。（もうかるブランド

推進課）【平成 27 年 3 月末時点】 

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

  大消費地における情報発信拠点店舗と

して登録した「とくしまブランド協力店」

等その名称については，県産農林水産物

の消費拡大，認知度の向上に協力をいた

だく目的で，量販店やレストランから著

名人，民間企業者，消費者，学生まで各

分野に渡ってお願いしているため，それ

ぞれ特徴的な呼称となっている。 

 今後は，できる限り一般消費者，県民

に分かりやすい呼称となるよう，見直し

や整理を行いながら更なるＰＲに努め

る。（もうかるブランド推進課）【平成 25

年 8 月末時点】 

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

 名称やキャッチフレーズについて，一

般の消費者，県民等に分かりやすいある

程度統一的な用語を使うなどして，より

分かりやすい個別事業のＰＲを検討すべ

きである。（意見） 

平成２７年夏頃を目途に，現在「選り

すぐりの県産品」として認定・登録して

いる加工品の「特選阿波の逸品」と一次

産品の「とくしま特選ブランド」を統合

した新たな特選ブランドを構築すること

としており，統一的な名称により分かり

やすい県産品のＰＲを行う。（もうかるブ

ランド推進課）【平成 27 年 3 月末時点】 

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

新鮮とく

しまブラ

ンド戦略

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 今後とも，「新鮮 なっ！とくしま」号

を効果的に活用することにより，「とくし

 今後においても，「新鮮 なっ！とくし

ま号」を活用し，物産・観光・文化等と

特段の問題は

ない。 
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「とくしまブランド」を一体的にＰＲし，

「徳島まるごと」の情報発信を一層図る。

（もうかるブランド推進課）【平成 25 年 8

月末時点】 

まブランド」のＰＲ活動に貢献すること

が期待される。（意見） 

 平成２６年度は，量販店の店頭やイベ

ント会場等に加え，徳島ヴォルティスの

Ｊ１昇格の機会を捉え，ホーム・アウェ

イ問わず可能な限り試合会場へ出動し，

県産農林水産物の試食等ＰＲを実施し

た。また，併せて阿波おどりの披露や物

産販売等の観光物産ＰＲを行って徳島の

魅力をまるごと発信するなどにより，「新

鮮 なっ！とくしま」号を効果的に活用し

たＰＲを実施した。（もうかるブランド推

進課）【平成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 当該事業の実績については，具体的な

取組みや成果の報告を求めるなど，これ

まで以上に，事業の効果検証を行い，メ

リハリのある事業実施に努める。また，

補助金の交付にあたっては，ご意見を踏

まえ，平成２５年度の重点課題に取り組

むため「野菜増産に向けた生産モデルの

作成」をはじめ，新規性のある事業を盛

り込んだ予算編成に努めた。（もうかるブ

ランド推進課，経営推進課）【平成 25 年 8

月末時点】 

一定の評価は

できるが，なお問

題は残る。 

 「飛び出す」ブランド産地育成事業に

かかる補助金の交付につき，より具体的

な報告を求めて補助金が効果的に支出さ

れているかを検証し，かつ，毎年，的確

な審査を行い，場合により新規性のある

事業に集中的に補助金を交付するなど，

メリハリのついた運営が求められる。（意

見） 

 補助金の効果的な執行のため，事業実

績について各地区から中間報告を求め，

その実績を他の地区に情報提供するなど

により，年度後半の事業効果を高めた。 

 また，平成２６年度の予算執行にあた

っては，平成２５年度末の実績と残され

た課題を求め，効果的な予算執行に努め

た。（もうかるブランド推進課）【平成 27

年 3 月末時点】 

一定の評価は

できるが，なお問

題は残る。 

 「とくしまブランド戦略会議」委員か

らの意見聴取のみならず，同戦略会議に

「企画委員会」を設置し，年２回，具体

的取組や数値目標の達成状況等を議論し

ている。「とくしまブランド戦略会議・企

画委員会」には，「産地戦略会議」の委員

にも参画いただき，「産地戦略会議」との

連携を図っている。 

 今後においても，各数値目標，達成状

況については，わかりやすい説明に努め

るとともに，委員への事前の情報提供，

運営方法の改善など，効率的な意見聴取

や実施状況の精査に努める。 

 また，「産地戦略会議」での意見がより

一層，「とくしまブランド戦略会議」の議

論に反映されるよう，連携を密にした運

営を図っている。（もうかるブランド推進

課，経営推進課）【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「とくしまブランド戦略会議」につき，

具体的な数値目標の達成状況等にかかる

各数値の意味，重要性，位置付け等を整

理し，年１回の会議に留まらずに適宜，

委員の意見を聴取し，「産地戦略会議」と

も提携し，意見を交換しながら，より積

極的な形で事業の実施状況を精査するこ

とが望まれる。（意見） 

 「とくしまブランド戦略会議」での委

員からの意見聴取のみならず，同会議に

「企画委員会」を設置，平成２６年度は

８月に開催し，具体的取組や数値目標の

特段の問題は

ない。 
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達成状況等について議論した。 

 各数値目標や達成状況については，わ

かりやすい説明に努めることはもとよ

り，委員への事前の情報提供や運営方法

の改善などにより，効率的な意見聴取や

実施状況の精査が図られた。 

 また，「産地戦略会議」委員に「企画委

員会」へ参画いただくことで連携を図る

とともに，「産地戦略会議」での意見がよ

り一層「とくしまブランド戦略会議」の

議論に反映されるよう，連携を密にした

運営により，「とくしまブランド戦略会

議」における議論の充実を図った。（もう

かるブランド推進課，経営推進課）【平成

27 年 3 月末時点】 

 産地には，県，市町村，生産者団体等

と共同で県内１１ブロック毎に，「産地戦

略会議」を設置し，品目毎に具体的な振

興方策を定める「産地改造計画」を策定

し，その実施を支援している。 

 「とくしまブランド戦略会議」委員か

らの意見聴取のみならず，同戦略会議に

「企画委員会」を設置し，年２回，具体

的取組や数値目標の達成状況等を議論し

ている。「とくしまブランド戦略会議・企

画委員会」には，「産地戦略会議」の委員

にも参画いただき，「産地戦略会議」との

連携を図っている。 

 また，「産地戦略会議」の構成員である

県の担当者が，活発に意見交換すること

で，「産地戦略会議」での意見が，より一

層「とくしまブランド戦略会議」の議論

に反映されるよう，連携を密にした運営

を図っている。（もうかるブランド推進

課，経営推進課）【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 「産地戦略会議」につき，「とくしまブ

ランド戦略会議」とも提携し，意見を交

換しながら，より活発な検討・検証，意

見交換がなされるように工夫すべきであ

る。（意見） 

 産地には，県，市町村，生産者団体等

と共同で県内１１ブロック毎に，「産地戦

略会議」を設置し，品目毎に具体的な振

興方策を定める「産地改造計画」を策定

し，その実施を支援している。 

 「とくしまブランド戦略会議」委員か

らの意見聴取のみならず，同戦略会議に

「企画委員会」を設置，平成２６年度は

８月に開催し，具体的取組や数値目標の

達成状況等を議論した。同企画委員会に

は，「産地戦略会議」の委員にも参画いた

だき，「産地戦略会議」との連携を図って

いる。 

 また，「産地戦略会議」の構成員である

県の担当者が，活発に意見交換すること

で，「産地戦略会議」での意見が，より一

層「とくしまブランド戦略会議」の議論

に反映されるよう，連携を密にした運営

を図っている。（もうかるブランド推進

課，経営推進課）【平成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 「新鮮 なっ！とくしま」号につき，報

告書の作成，アンケート調査等が実施さ

 イベント会場における消費者の反応や

ニーズを記録し，「新鮮 なっ！とくしま

特段の問題は

ない。 
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号」イベントの改善や農林水産物の販売

促進活動に反映させるなど，より良い運

営に努める。 

 また，当該事業の実施で得たノウハウ

については，全庁的な共有を行い，他の

事業にも活かせるよう努める。（もうかる

ブランド推進課）【平成 25 年 8 月末時点】 

れ，それを踏まえた改善が図られるなど，

一定のチェック，報告体制が確立し，実

効性を上げているものと評価できるの

で，今後，より良い運営を目指すととも

に，他の事業にもそのノウハウを活かす

べきである。（意見） 

 イベント会場における消費者の反応や

ニーズを記録し，「新鮮 なっ！とくしま」

号イベントの改善や農林水産物の販売促

進活動に反映させるなど，より良い運営

に努めた。 

 また，当該事業の実施で得たノウハウ

については，にぎわいづくり課や観光政

策課など，ＰＲ等イベントを実施する庁

内組織で共有することにより，県実施事

業の質の向上と円滑な運営に活かした。

（もうかるブランド推進課）【平成 27 年 3

月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 今後は，平成２５年３月に策定した「農

林水産物メディア戦略」に基づき，県ホ

ームページ「新鮮 なっ！とくしま通信」

での紹介のみならず，マスコミ，ＳＮＳ

等を活用した大都市圏への積極的な情報

発信を行う。（もうかるブランド推進課）

【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 「美味いよ！とくしまブランド店」に

つき，未だ知名度が高いとまではいえな

いので，効果的な広告宣伝の方法などを

工夫する必要がある。（意見） 

 県ホームページ「おどる宝島 なっ！と

くしま」での紹介のみならず，マスコミ，

ＳＮＳ等を活用した大都市圏への積極的

な情報発信を行うとともに，店内に小型

デジタルサイネージを設置し，産地ＰＲ

動画をはじめ，本県の観光や文化も併せ

て発信するなど店舗の魅力づくりにも協

力している。（もうかるブランド推進課）

【平成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 「すだちくん」については，平成２５

年４月からスタートしたデザイン使用の

無料化や着ぐるみ貸出のみならず，動き

やすい着ぐるみの開発，テーマソングと

ダンスの作成など新たなプロモーション

を推進しており，「すだちくん」をモチー

フにした 新ロゴマークも活用し，県産農

林水産物をはじめとする徳島県のＰＲを

積極的に展開している。 

 また，「とくしまブランド特使」「なっ！

とくしまソムリエ」についても，人気Ｔ

Ｖ番組に出演いただいたり，東京・大阪

など大都市圏における商談会はもとよ

り，消費地における各種ＰＲイベントへ

の積極的な協力をこれまで以上に依頼す

る。（もうかるブランド推進課）【平成 25

年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ブランド応援隊」活用事業につき，「す

だちくん」は，その広告宣伝効果は大き

いと思われるが，経済効果等を勘案し，

より一層積極的に，県産農林水産物の広

告宣伝に活用すべきである。「とくしまブ

ランド特使」，「なっ！とくしまソムリエ」

についても，一定の活用がなされている

ものの，より一層の活用が期待される。

（意見） 

 「すだちくん」については，徳島の優

れた食材や阿波おどり，Ｊ１徳島ヴォル

ティスとの組み合わせにより，「とくし

ま」の魅力を全国に発信した。 

 また，「とくしまブランド特使」，「な

特段の問題は

ない。 
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っ！とくしまソムリエ」についても，Ｔ

Ｖ出演等により県産農林水産物のＰＲを

していただくとともに，東京，大阪での

「まるごと商談会をはじめ，消費地にお

ける各種ＰＲイベントへの積極的な出演

や協力をいただいている。（もうかるブラ

ンド推進課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 「新鮮 なっ！とくしま大使」は，県内

外のイベントはもとより，その人脈を活

かして販路拡大に協力いただいている。

「とくしまブランド・クチコミ応援隊」

には，ブログ等で県産農林水産物の魅力

を発信していただいている。今後も，一

層，県からメルマガで県産農林水産物の

旬の情報を提供するなどして，ブランド

応援隊として積極的に活躍いただけるよ

う努める。（もうかるブランド推進課）【平

成 25 年 8 月末時点】 

一応の措置が

なされたといえ

る。 

 「新鮮 なっ！とくしま大使」，「とくし

まブランド・クチコミ応援隊」は，未だ

十分な活用ができておらず，より積極的

な活用が期待される。（意見） 

 「新鮮 なっ！とくしま大使」は，県内

外のイベントはもとより，その人脈を活

かして県産農林水産物の販路拡大につな

がるＰＲを行っていただいた。 

 「とくしまブランド・クチコミ応援隊」

には，県からメルマガを通じ県産農林水

産物の旬の情報を提供するなどにより，

ブランド応援隊として積極的に活躍いた

だけるよう促し，ブログ等で県産農林水

産物の魅力を発信していただいた。（もう

かるブランド推進課）【平成 27 年 3 月末

時点】 

一応の措置が

なされたといえ

る。 

 消費者の意見については，「新鮮 な

っ！とくしま」号による「徳島フェア」

の開催を通じ，「ブランド品目」等に対す

る意見を聴取している。また，県ホーム

ページ「新鮮 なっ！とくしま通信」上で，

年４回程度実施している「プレゼントキ

ャンペーン」において，県産品に関する

アンケート調査も実施している。 

 さらに，市場関係者の意見については，

東京，大阪両本部において，卸売会社と

の意見交換を通じ，日常的に直接聴取し

ている。 

 今後も引き続き，消費者，市場関係者

の意見を，より一層継続的に聴取する。

（もうかるブランド推進課）【平成 25 年 8

月末時点】 

一応の措置が

なされたといえ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ブランド品目，ブランド育成品目，地

域育成品目，とくしま特選ブランドにつ

き，消費者から直接，意見を聴取し，か

つ，市場関係者に対する継続的なアンケ

ート等の実施も検討すべきである。（意

見） 

 消費者の意見については，「新鮮 な

っ！とくしま」号による「徳島フェア」

の開催を通じ，「ブランド品目」等に対す

る意見を聴取した。 

 また，県ホームページ「新鮮 なっ！と

くしま通信」上で「プレゼントキャンペ

ーン」として県産品に関するアンケート

調査を実施しており，平成２６年度は３

回実施，にんじん，すだち，鳴門わかめ

についての消費者データを得た。 

 さらに，市場関係者の意見については，

一応の措置が

なされたといえ

る。 
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東京，大阪両本部において，卸売会社と

の意見交換を通じ，日常的に直接聴取を

行い，販売活動等に活用した。（もうかる

ブランド推進課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 「とくしまブランド戦略会議」におい

て，「生産者」，「流通業者」，「消費者」等

の代表委員から幅広い意見や評価をいた

だき，戦略目標である「もうかる農林水

産業の実現」につながるよう，さらなる

検討を行う。（もうかるブランド推進課）

【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 

 

 本事業は，相当の実績を上げているが，

実績を活かして，具体的な成果にどのよ

うに結びつけていくかにつき，これまで

以上に検討すべきである。（意見） 

 「とくしまブランド戦略会議」におい

て，「生産者」，「流通業者」，「消費者」等

の代表委員から幅広い意見や評価をいた

だき，戦略目標である「もうかる農林水

産業の実現」につながるよう検討を行っ

ている。 

 また，現戦略は，平成２６年度，最終

年度を迎えていることから，次期戦略に

おいて，世界に通じる日本のトップブラ

ンドとして確固たる地位の確立を図るた

めの新たな取組みを展開する。（もうかる

ブランド推進課）【平成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 今後とも，各種事業の着手にあたって

は，目的や戦略上の位置付け，期待され

る効果等を検討し，外国人観光誘客の推

進を図っていく。（国際戦略課）【平成 25

年 8 月末時点】 

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

 効果測定が困難な事業については，当

該事業を実施した理由や戦略上の位置付

けが明確にされる必要があり，今後は，

それらについてより慎重な検討がなされ

るべきである。（意見） 

 最近の円安傾向やＬＣＣ路線の充実に

加え，本県が国に政策提言を行ってきた

東南アジア諸国のビザ緩和，消費税免税

制度の拡充が実現するなど，訪日観光に

対する追い風が吹く中，訪日観光への関

心分野や旅行形態，目的は，国や地域に

より異なるため，多言語パンフレットや

ＤＶＤ，フェイスブックを活用した情報

発信，民間事業者と連携した海外プロモ

ーションなど，様々なコンテンツや手法

を組み合わせ，国，地域の特性に合わせ

た効果的な事業実施に努めている。 

 こうした官民を挙げた取組が功を奏

し，本県を訪れる外国人観光客は増加し

ており，今後とも，各種事業の着手にあ

たっては，目的や戦略上の位置付け，期

待される効果等を検討し，外国人観光誘

客の推進を図っていく。（国際戦略課）【平

成 27 年 3 月末時点】 

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

みんない

っしょに

外国人観

光客事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本事業の成果物については，日中関係

悪化によるイベントの中止等マイナス要

因はあるものの，現在の状況下でなお活

用の余地がないか，検討されることが望

ましい。（意見） 

 

 

 

 

 

 本事業で実施した中国でのＴＶ番組の

作成において，中国全土での本放送，再

放送のみならず成果品としてＤＶＤを作

成している。 

 平成２４年度は尖閣諸島問題に端を発

する日中関係の悪化により，当初，この

成果品の活用を予定していたイベントが

中止になるという状況であったが，今後，

日中情勢を注視しつつ，観光ＰＲを行う

場合は各種の観光動画ツールを比較考慮

特段の問題は

ない。 
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した上，場面に応じて活用を図っていく。

（国際戦略課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 

 本事業で実施した中国でのＴＶ番組の

作成において，中国全土での本放送，再

放送のみならず成果品としてＤＶＤを作

成している。 

 このＤＶＤは，海外での様々なイベン

トで，他の観光動画ツール等と組み合わ

せながら活用している。 

・平成２５年５月 citysuper での四国 

フェア（中国・上海市） 

・平成２５年６月 高島屋での日本フェ

ア（中国・上海市） 

・平成２５年８月 上海新国際博覧中心

での日本精品展（中国・上海市） 

・平成２７年３月 サクラ祭り（中国・

無錫市） 

（国際戦略課）【平成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 本事業は，平成２３年度に四国運輸局，

四国ツーリズム創造機構，四国４県の観

光協会等が連携し，四国４県の魅力を紹

介するＴＶ番組を作成し，中国全土に放

映したものである。 

 本事業は，上記のように四国の各県の

観光協会等が連携して実施する事業であ

ったこと，さらに，(財)徳島県観光協会

は，これまで，海外からの旅行会社，メ

ディアの招へい及びアテンド，海外誘客

活動など豊富な実績を有していることか

ら地方自治法及び地方自治法施行令に定

める随意契約を行ったものである。 

 (財)徳島県観光協会は，本県の観光宣

伝紹介，国内外からの観光客の誘致促進

等を目的に設立された財団法人(平成２

５年４月から一般財団法人に移行)であ

り，県が最大の出資者となっていること

から，県が当協会と同様の事業者を育成

することは困難であるが，今後，民間か

ら主体的に本県全体の観光宣伝，観光誘

客活動等を実施する事業者が現れること

については，本県の観光振興に資するも

のである。（国際戦略課）【平成 25 年 8 月

末時点】 

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 複数の候補者の中から競争的手法によ

り委託先を選定することが望ましく，仮

に，本事業のような内容でも担い手が一

者しか存在しないのであれば，そのこと

自体が由々しき事態である。よって，か

かる事態を早急に解消すべく，事業の担

い手の育成等，事態解消に向けた方策に

ついて検討し着手すべきである。（意見）

 本事業は，平成２３年度に四国運輸局，

四国ツーリズム創造機構，四国４県の観

光協会等が連携し，四国４県の魅力を紹

介するＴＶ番組を作成し，中国全土に放

映したものである。 

 本事業は，上記のように四国の各県の

観光協会等が連携して実施する事業であ

ったこと，さらに，(財)徳島県観光協会

は，これまで，海外からの旅行会社，メ

ディアの招へい及びアテンド，海外誘客

活動など豊富な実績を有していることか

ら地方自治法及び地方自治法施行令に定

める随意契約を行ったものである。 

 (財)徳島県観光協会は，本県の観光宣

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 
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 伝紹介，国内外からの観光客の誘致促進

等を目的に設立された財団法人(平成２

５年４月から一般財団法人に移行)であ

り，県が最大の出資者となっていること

から，県が当協会と同様の事業者を育成

することは困難であるが，この事業に限

らず，委託事業の内容によっては，旅行

会社や印刷会社，インターネット関係事

業者，翻訳会社など，様々な事業者に委

託を行っている。（国際戦略課）【平成 27

年 3 月末時点】 

 平成２５年度から東アジアのみならず

東南アジアをも重点地域とする新たな

「とくしまグローバル戦略」を展開して

おり，エアポートセールスをはじめ，各

国・地域の旅行需要に応じた外国人観光

誘客の取組みを進めている。 

 その成果のひとつとして，平成２５年

７月１７日から８月３０日まで計１２往

復の香港からの国際チャーター便の誘致

に成功したところである。（国際戦略課，

交通戦略課）【平成 25 年 8 月末時点】 

必要な対応が

なされていない。

 定期チャーター便等を利用した国際観

光の推進に当たっては，特定地域，路線

に偏重せず，むしろ，複数の地域に目を

向けた多面的な事業を展開すべきであ

り，かかる観点から，必要に応じて戦略

や基本方針の立て直し（変更）にも着手

すべきである。（意見） 

 平成２５年度から東アジアのみならず

東南アジアをも重点地域とする新たな

「とくしまグローバル戦略」を展開して

おり，エアポートセールスをはじめ，各

国・地域の旅行需要に応じた外国人観光

誘客の取組みを進めている。 

 その成果のひとつとして，平成２５年

７月１７日から８月３０日まで計１２往

復の香港からの国際チャーター便の誘致

に成功したところである。 

 また，徳島阿波おどり空港は，平成２

６年３月から東京便が１日１２往復と充

実していることから，羽田空港から入国

した外国人観光客の誘致について,国内

線（羽田－徳島）のアクセスを活用した

ＰＲにも取り組んでいる。（国際戦略課，

交通戦略課）【平成 27 年 3 月末時点】 

必要な対応が

なされていない。

 平成２４年４月１日施行の現行の要領

においては，チャーター便の搭乗及び県

内での宿泊を証明する書類を添えた実績

報告書の提出を受け，審査した上で助成

金の額を確定し，交付することとしてお

り，基準を明確かつ合理的なものとして

いる。 

 こうした手続きにより，平成２５年７

月１７日から８月３０日までの香港から

の国際チャーター便についても助成金の

交付を行うこととしている。（交通戦略

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

徳島阿波

おどり空

港国際線

就航促進

事業 

 今後，新たな路線や定期便，ツアーを

誘致するにあたり補助を行う場合には，

より良い補助制度とするために，補助金

交付の基準が明確かつ合理的なものとな

るようにすべきである。（指摘） 

 平成２４年４月１日施行の現行の要領

においては，チャーター便の搭乗及び県

内での宿泊を証明する書類を添えた実績

報告書の提出を受け，審査した上で助成

金の額を確定し，交付することとしてお

り，基準を明確かつ合理的なものとして

特段の問題は

ない。 
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いる。 

 こうした手続きにより，平成２５年７

月１７日から８月３０日までの香港から

の国際チャーター便についても助成金の

交付を行った。（交通戦略課）【平成 27 年

3 月末時点】 

 県に寄せられたユーザーからのニーズ

等については，これまで，散発的に主催

者側へ伝えていたところであるが，平成

２５年度からは，主催者側に対し，書面

等を用いて改善要望を行うとともに，い

かなる措置を採ったか報告を受け，事後

のフォローを行うこととする。（観光政策

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

必要な対応が

なされていない。

 ユーザーから多様な情報提供を受ける

徳島県として，独自にユーザーのクレー

ムやニーズを収集し，これを分析して活

用する仕組み・体制を構築すべきである。

 具体的には，たとえば，主催者側に書

面等を用いた明確な方法で改善要望を行

い，主催者側からは各要望についていか

なる措置を採ったかという措置結果につ

いて報告を受け，その後，当該クレーム

が減少したか否かについて事後のフォロ

ーを行う，といった方法をとることが要

請される。（指摘） 

 県に寄せられたユーザーからのニーズ

等については，これまで，散発的に主催

者側へ伝えていたところであるが，平成

２５年度からは，主催者側に対し，情報

提供とともに改善要望を行い，いかなる

措置を採ったか報告を受け，課題の共有

及び事後のフォローを行っており，観光

客からの「おどり広場」でのアナウンス

が聞きづらいとの要望に対して，音響設

備を改善するなどの対応が講じられてい

る。（観光政策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

必要な対応が

なされていない。

 平成２５年度から阿波おどり終了後に

開催される阿波おどり実行委員会におい

て，課題の情報共有を図り，改善等につ

いて検討を行うこととする。（観光政策

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

必要な対応が

なされていない。

講じた措置には

誤解を与えるよ

うな記載は控え

るべきである。 

阿波おど

り活性化

支援事業 

 観光誘客促進の観点から極めて重要な

役割を担うイベントを維持し，さらに発

展させていくため，細部も含めて課題を

積極的に発見する仕組みを設け，さらな

る改善について検討を行うべきである。

（意見） 

 平成２５年度から阿波おどり終了後に

開催される阿波おどり実行委員会におい

て，課題の情報共有を図り，改善等につ

いて検討を行っている。例えば，演舞場

での踊りが終わる前に，演舞場外の提灯

が一部消えてしまうことがあったため，

全体の雰囲気作りとして，提灯の消灯を

あわせるなどの改善を図っている。（観光

政策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

必要な対応が

なされていない。

講じた措置には

誤解を与えるよ

うな記載は控え

るべきである。 

 イベント同士の連携による相乗効果を

減殺することがないよう，スケジュール

調整やイベントの周知の連携を可能な範

囲内で実施しているところであるが，更

なる改善の余地がないか，平成２６年度

以降も検討・調整を行っていく。（観光政

策課）【平成 25 年 8 月末時点】 

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

春の阿波

おどり支

援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県内の宿泊施設のキャパシティーが脆

弱であるというハード面の欠陥により，

イベント同士の連携による相乗効果を減

殺し，観光客数の飛躍的増加を阻んでい

ることは由々しき問題であり，イベント

実施における集客増の努力が最大限報わ

れるように，宿泊施設のキャパシティー

増加といったハード面の改善についても

引続き検討課題とされたい。また，上記

課題が解消されるまでの間も，イベント

同士の連携の相乗効果を減殺することが

ないよう，連携の範囲や方法について適

切な調整を行うべきである。（意見） 

 イベント同士の連携による相乗効果を

減殺することがないよう，スケジュール

調整やイベントの周知の連携を可能な範

囲内で実施しているところであるが，更

なる改善の余地がないか，平成２６年度

以降も検討・調整を行っていく。 

【参考：近年の徳島駅周辺宿泊施設の開

業状況】 

・H17 東横イン徳島駅眉山口（208 室） 

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 
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・H18 ホテルサンルート徳島（177 室） 

・H20 東横イン徳島駅前（139 室） 

・H27.10 予定 ダイワロイネットホテル

徳島（仮称）（200 室程度） 

（観光政策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 イベントのさらなる改善改良を図るた

め，平成２５年度以降，実績報告書にお

いて詳細な報告を受け，補助金のあり方

について検証を行う。（観光政策課）【平

成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 本事業には，実績報告書において支出

金額に見合った事業報告がなされていな

いという問題がある。したがって，今後

は，イベントのさらなる改善改良を図る

ため，事業内容についてより詳細な報告

を受けて，補助金のあり方についても検

証を行うべきである。（指摘） 

 イベントのさらなる改善改良を図るた

め，平成２５年度以降，実績報告書にお

いて詳細な報告を受け，次年度以降への

課題や補助金のあり方，支出の必要性に

ついて，毎年検証を行っており，旅行商

品造成の観点から平成２６年度から桟敷

席の復活と旅行会社向け予約席の確保，

平成２７年度は集中的かつ効果的な集客

を図るため，平日を含む３日間の開催か

ら土日の２日間の開催に変更するなどの

改善を図っている。（観光政策課）【平成

27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 支出の合理性について，客観的な検証

が可能となるよう，平成２５年度以降，

検討過程の記録化を行う。（観光政策課）

【平成 25 年 8 月末時点】 

必要な対応が

なされていない。

 今後は，支出（各支出項目の金額）の

合理性について，客観的な検証が可能と

なるよう，検討過程の記録化について検

討すべきである。（指摘） 

支出の合理性について，客観的な検証

が可能となるよう，平成２５年度以降，

検討過程の記録化を行っている。（観光政

策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

必要な対応が

なされていない。

 「マチ★アソビ」の開催については，

県として主催であるアニメまつり実行委

員会の事務局として運営に携わるととも

に，ＮＰＯ法人マチ★アソビなどと連携

し，組織化された事業を実施している。

（観光政策課）【平成 25 年 8 月末時点】 

現在は問題は

ないが，今後も問

題意識を継続す

ることが必要。 

 「マチ★アソビ」支援事業は，基本的

に徳島県の観光政策に大きく寄与するも

のと評価できるものの，今後も，「アニメ

と言えば徳島」というイメージを保ちつ

つ，「マチ★アソビ」を中核とする観光振

興を行うためには，関係者の支援・努力，

人的結合等にのみ頼らない永続的な仕組

みの構築が求められる。（意見） 

 「マチ★アソビ」の開催については，

県として主催であるアニメまつり実行委

員会の事務局として運営に携わるととも

に，ＮＰＯ法人マチ★アソビ，県，関係

機関が連携の上，組織化された事業を実

施することにより，毎回来場者数を増加

させている。（観光政策課）【平成 27 年 3

月末時点】 

現在は問題は

ないが，今後も問

題意識を継続す

ることが必要。 

 平成２４年１０月に開催されたマチ★

アソビ Vol.9 においては，松茂町の「徳

島阿波おどり空港」での空港ジャックを

行うなど，一部徳島市外でもイベントを

開催している。 

 今後も徳島市外でのイベントの開催に

ついて，関係機関と協議するとともに，

実行委員会で検討し，徳島市外でのイベ

ントを実施する。（観光政策課）【平成 25

年 8 月末時点】 

現在は問題は

ないが，今後も問

題意識を継続す

ることが必要。 

「マチ★

アソビ」

関連事業

（「マチ

★アソ

ビ」支援

事業，海

外発信事

業，デジ

タルコン

テンツＰ

Ｒ事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「マチ★アソビ」のイベントの開催地

は，ほとんどが徳島市中心部に集中し，

徳島市外であるのはごく一部に留まるの

で，徳島市外におけるイベントをより増

やしていくことが期待される。（意見） 

 平成２４年以降の「秋のマチ★アソビ」

においては，松茂町の「徳島阿波おどり

現在は問題は

ないが，今後も問
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空港」でのアニメ作品空港ジャックを行

うなど，一部徳島市外でもイベントを開

催している。 

 今後も徳島市外でのイベントの開催に

ついて，関係機関と協議するとともに，

実行委員会で検討し，徳島市外でのイベ

ントを実施する。（観光政策課）【平成 27

年 3 月末時点】 

題意識を継続す

ることが必要。 

 平成２４年１０月に開催された「マチ

★アソビ」vol.9 では，「宇宙戦艦ヤマト

の巨大模型」の展示など宇宙戦艦ヤマト

世代の集客に努めている。 

 また，平成２５年３月に開催された「ぷ

ち★アソビ」では，「ヤッターマン」など

懐かしのアニメの上映も行った。 

 今後も，「マチ★アソビ」が対象とする

１０代２０代などの若年層だけでなく，

家族連れや昔懐かしのアニメファンに喜

んでいただくようなイベントを企画す

る。（観光政策課・にぎわいづくり課）【平

成 25 年 8 月末時点】 

現在は問題は

ないが，今後も問

題意識を継続す

ることが必要。 

 「マチ★アソビ」のイベント内容は，

現在ないし最近のアニメに関わるものが

中心であるので，今後，より幅広い客層

にアピールするべく取り組んでいくこと

が望まれる。（意見） 

  平成２４年１０月に開催された「マチ

★アソビ」vol.9 では，「宇宙戦艦ヤマト

の巨大模型」の展示など宇宙戦艦ヤマト

世代の集客に努めている。 

 また，平成２５年３月に開催された「ぷ

ち★アソビ」では，「ヤッターマン」など

懐かしのアニメの上映も行った。 

 平成２６年３月に開催した「ぷち★ア

ソビ」では，家族連れを対象とした「は

なかっぱ」の上映やショーを行うととも

に，平成２６年５月，１０月開催の「マ

チ★アソビ」では，お遍路をテーマにし

たアニメを打ち出すなど，幅広い客層に

アピールすることに取り組んだ結果，３

割の方がイベント初参加，３０代，４０

代，５０代の方の参加も全体の２５．４％

を占めるなど，取組の効果が現れた。（観

光政策課・にぎわいづくり課）【平成 27

年 3 月末時点】 

現在は問題は

ないが，今後も問

題意識を継続す

ることが必要。 

平成２４年１０月に開催された「マチ

★アソビ」vol.9 において，県内の製菓会

社など７社が包装紙等に人気アニメのキ

ャラクターを採用した菓子や飲料を販売

した。 

 また，平成２５年５月に開催された「マ

チ★アソビ」vol.10 においても県内の有

名製菓の詰め合わせを人気アニメキャラ

クターの包装とする「コラボスイーツ」

の販売を行った。 

 引き続き，県内の企業が生産する商品

の販売促進のため，アニメキャラクター

を使用した商品開発等の支援を行う。（観

光政策課）【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来場者にせっかく徳島に足を運んでも

らいながら，徳島県産品の売り込みがう

まくできていないという面も否定できな

いので，アニメ関連のグッズ等以外の県

産品の販売が促進できるようにすべきで

ある。（意見） 

 平成２４年以降「マチ★アソビ」の開

催にあわせて，県内の製菓会社などが包

装紙等に人気アニメのキャラクターを採

特段の問題は

ない。 
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用した「コラボスイーツ」などの販売を

行っている。また徳島県の伝統工芸「藍

染め」作品とアニメのコラボしたランチ

ョンマットの販売など，本県の特色を活

かしたグッズ販売を行っている。 

 引き続き，県内の企業が生産する商品

の販売促進のため，アニメキャラクター

を使用した商品開発等の支援を行う。（観

光政策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 アンケート調査によれば，宿泊予定者

の割合は「マチ★アソビ」vol.6(H23.5)

～vol.8(H24.5)～vol.9(H24.10)にかけ

て 23.6％～24.1%～30.0%と微増してい

る。 

 平成２５年度以降も，県内での宿泊が

増えるよう，イベント終了後も，

ufotableCINEMA での映画上映を行うな

ど，来場者に長く滞在いただき，宿泊し

ていただけるようにイベント内容を工夫

する。（観光政策課）【平成 25 年 8 月末時

点】 

現在，一定の成

果が出ているが，

今後の検討課題

である。 

 県外からの来場者が多いにもかかわら

ず，宿泊者が少ないので，来場者に少し

でも徳島県内で宿泊してもらえるように

するべく，運営面でもより一層の工夫が

望まれる。（意見） 

 アンケート調査によれば，宿泊予定者

の割合は平成２４年の約３０％から平成

２６年には約４５％と増加している。 

 今後も，県内での宿泊が増えるよう，

インターネット予約を行っていない宿泊

施設の情報も「マチ★アソビ」ホームペ

ージでの情報発信を行うとともに，イベ

ント終了後も，ufotableCINEMA での映画

上映を行うなど，来場者に長く滞在いた

だき，宿泊していただけるようにイベン

ト内容を工夫する。（観光政策課）【平成

27 年 3 月末時点】 

現在，一定の成

果が出ているが，

今後の検討課題

である。 

 「マチ★アソビ」の開催時に毎回参加

者にアンケート調査を実施し，例えば安

全面での会場レイアウト変更など，いた

だいたご意見を運営時の参考としてい

る。 

 引き続き，アンケート調査の結果を分

析・活用してより良い運営を行う。（観光

政策課・にぎわいづくり課）【平成 25 年 8

月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 来場者に対するアンケート調査を実施

し，分析して報告書にまとめている点は，

ユーザーの意見を聴取する体制を作り，

事業の改善に活かしていこうとする姿勢

として，基本的に評価できる。今後，報

告書等を活用して，よりよい運営に努め

ることが期待される。（意見） 

  「マチ★アソビ」の開催時に毎回参加

者にアンケート調査を実施し，安全面で

の会場レイアウト変更など，いただいた

ご意見を運営時の参考としている。 

 さらに，アンケートの結果を活用し，

お土産としての「コラボスイーツ」の開

発や，大手旅行予約サイトなどでは掲載

されていない宿泊施設情報の紹介など，

よりユーザーの要望に応えられるような

運営となるよう改善を図っている。（観光

政策課・にぎわいづくり課）【平成 27 年 3

月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「マチ★アソビ」海外”発進”事業は，

アニメというサブカルチャーを通じた国

際交流，観光振興として一定の成果を上

 本県の強みであるアニメをはじめとす

る体験型観光や世界に通用する自然，文

化，食の魅力を海外でのプロモーション

特段の問題は

ない。 
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において直接アピールするとともに，フ

ェイスブック等のＳＮＳなど，様々なツ

ールを活用して情報発信している。（観光

政策課）【平成 25 年 8 月末時点】 

げていると評価できる。今後，適宜，ア

ニメ以外の徳島県の情報をも発信し，海

外に「マチ★アソビ」ファン，引いては，

徳島県のファンを更に育成し，これらの

人材を活用した更なる国際交流，観光振

興を図っていくことが期待される。（意

見） 

 本県の強みであるアニメをはじめとす

る体験型観光や世界に通用する自然，文

化，食の魅力を海外でのプロモーション

において直接アピールするとともに，フ

ェイスブック等のＳＮＳなど，様々なツ

ールを活用して情報発信するとともに，

秋の「マチ★アソビ」に中国のコスプレ

イヤーを招待し，マチ★アソビを通じた

国際交流を行っている。また，招待する

コスプレイヤーを選定するための中国で

行われるコスプレ審査会の際には，観光

ＰＲブースを設置し，海外における観光

誘客プロモーションも実施している。（観

光政策課・にぎわいづくり課）【平成 27

年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 平成２５年４月２１日に開催された

「とくしまマラソン２０１３」において

は，「はなはるフェスタ」「ＬＥＤアート

フェスティバル」と同時期に開催し，マ

ラソンの受付の際にこれらのパンフレッ

トを参加者に配布するなど，同時期に開

催されるイベントと効果的に連携し，観

光客のさらなる誘致に努めた。 

 平成２５年以降も，引き続き同時期に

開催されるイベントとの効果的な連携を

図り，「徳島県観光振興基本計画」の基本

方針である「阿波とくしまらしいにぎわ

いの創出」に努めていくことにより，基

本計画の戦略目標である「観光入込客

数」，「宿泊者数」の目標達成に資するよ

う努める。（にぎわいづくり課）【平成 25

年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

とくしま

マラソン

支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後，より具体的に，どのような戦略

で，県の観光客誘致の最終目標に繋げる

のかという方針の明確化が必要である。

（意見） 

 平成２５年４月２１日に開催された

「とくしまマラソン２０１３」において

は，「はな・はるフェスタ」「ＬＥＤアー

トフェスティバル」と同時期に開催し，

マラソンの受付の際にこれらのパンフレ

ットを参加者に配布するなど，同時期に

開催されるイベントと効果的に連携し，

観光客のさらなる誘致に努めた。 

 平成２６年４月２０日に開催した「と

くしまマラソン２０１４」において，同

時期開催の「はな・はるフェスタ」と連

携すると共に，関係各団体の協力を得て

県内の様々な情報を大会ガイドに掲載す

るなど本県の魅力発信を行った結果，県

外からの参加者が約４割を占め，宿泊者

数の増加が図られた。 

 平成２７年３月２２日に開催した「と

くしまマラソン２０１５」においても，

フルマラソンでは中四国初の国際大会と

して実施し，国内外から過去最高の１０，

６２８名が出走するなど，さらなる誘客

特段の問題は

ない。 
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の促進に努めている。 

 今後も平成２７年３月に策定した「徳

島県観光振興基本計画(第２期)」におい

て，「阿波とくしまらしいにぎわいの創

出」の項目中，「イベントの開催などによ

る集客」と明記し，イベントの活用によ

る「観光入込客数」，「宿泊者数」の目標

達成に繋げる。（にぎわいづくり課）【平

成 27 年 3 月末時点】 

 インターネットなどを利用して，県内

各地で開催されているマラソンやハーフ

マラソンなどの様々なランニングイベン

トと連携した情報発信を行うなど，各イ

ベントと効果的に連携することによる相

乗効果が発揮されるよう，関係機関と協

議しながら進めていく。（にぎわいづくり

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

 各イベントと県全体でのスポーツイベ

ントによる「にぎわいづくり」という最

終目標とを繋ぐ中間戦略を策定し，各イ

ベントを束ねることにより相乗効果を狙

う戦略が必要である。（意見） 

  とくしまマラソンのホームページ上で

他スポーツイベントの紹介を行うなど県

内で開催されているスポーツイベントと

の連携を図った。また，県内ランナーの

意見や要望を取り入れながら「県全体で

のスポーツイベントによるにぎわいづく

り」の中核イベントとなるよう，「とくし

まマラソン❤サポートランナーズ協議

会」の設立協力を行い，協議会に参加す

るなかで相乗効果を高められるよう取り

組んでいる。（にぎわいづくり課）【平成

27 年 3 月末時点】 

現時点での問

題はない。今後の

課題である。 

 平成２３年３月２０日に開催予定であ

った（東日本大震災により延期）「とくし

まマラソン２０１１」以降は，参加予定

者からの意見などを踏まえて当選者の決

定以降に参加料を支払うように変更して

おり，参加者に過度の負担が生じないよ

う努めている。 

 また，平成２４年度以降は，フィニッ

シュ地点でのアンケート調査やインター

ネットでのアンケート調査により参加者

から幅広く意見を聴取し，「とくしまマラ

ソン実行委員会」の企画委員会等におい

て関係者と協議した上で，運営方法等に

これらの意見を反映させるよう改善し

た。今後も不断の見直しを行い，よりよ

いイベントとして構築していく。（にぎわ

いづくり課）【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者に過度の負担が生じないよう

に，イベントを行う前に，その実施要領

について，担当課内で検討するだけでは

なく，他のスポーツイベントを実施して

いる担当課，あるいは，参加予定者等か

ら幅広く意見を聴取するといった方策を

制度化する必要がある。（指摘） 

 平成２３年３月２０日に開催予定であ

った（東日本大震災により延期）「とくし

まマラソン２０１１」以降は，参加予定

者からの意見などを踏まえて当選者の決

定以降に参加料を支払うように変更して

おり，参加者に過度の負担が生じないよ

う努めている。 

 また，平成２４年度以降は，フィニッ

シュ地点でのアンケート調査やインター

ネットでのアンケート調査により参加者

から幅広く意見を聴取し，「とくしまマラ

特段の問題は

ない。 
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ソン実行委員会」の企画委員会等におい

て関係者と協議した上で，運営方法等に

これらの意見を反映させるよう改善し

た。 

 さらに，参加者の意見を運営に反映し，

イベントの「楽しさ」，「競技性」，「安全

性」をさらに高められるよう，平成２６

年１０月，県内ランニングクラブやラン

ナーを中心に組織する団体「とくしまマ

ラソン❤サポートランナーズ協議会」の

設立に協力し，積極的に協議会に参加す

ることで幅広く意見を聴取する制度を取

り入れた。（にぎわいづくり課）【平成 27

年 3 月末時点】 

 従来より，とくしまマラソンの運営マ

ニュアルで気象条件等により中止の判断

を行う場合の決定方法を定めていたが，

平成２４年度，新たに「とくしまマラソ

ン実施本部」に「医療スタッフ協議会」

を設置し，医療関係者の医学的見地から

の意見を聞くようマニュアルを改正して

いる。（にぎわいづくり課）【平成 25 年 8

月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 風雨，気温等の大会当日のコンディシ

ョンについて，医師等と協議を行い，大

会を実行するか否かについて，事前に基

準を策定しておくべきである。（指摘） 

 「とくしまマラソン２０１３」以降も，

「とくしまマラソン実施本部」の適正な

運用に努めており，２０１４大会，２０

１５大会においても大きな事故等なく開

催できた。今後も引き続き，大会の安全

な開催に努めていく。（にぎわいづくり

課）【平成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 平成２５年４月２１日に開催された

「とくしまマラソン２０１３」において

は，幅広い意見を反映させるために，フ

ィニッシュ地点でのアンケート調査やイ

ンターネットでのアンケート調査により

参加者から幅広く意見を聴取するととも

に，動員者や医療スタッフ，ボランティ

アなどへのアンケートを実施した上で，

これらの意見を「とくしまマラソン実行

委員会」の企画委員会等で報告し，情報

を共有するとともに，運営方法等の改善

にこれらの意見を反映させるよう改善し

た。（にぎわいづくり課）【平成 25 年 8 月

末時点】 

特段の問題は

ない。 

 

 

 意見聴取の方法，対象者，時期，及び

意見を反映する方法，情報を共有する方

法等について，検討を行う必要がある。

（意見） 

 平成２６年４月２０日に開催された

「とくしまマラソン２０１４」において

は，いただいた意見を基に，トイレの利

用，スタート整列などランナーのマナー

アップ大作戦を実施するとともに，年代

別の賞を設けるなど魅力アップを図っ

た。（にぎわいづくり課）【平成 27 年 3 月

末時点】 

特段の問題は

ない。 

２０１１

自転車王

国とくし

まライド

ｉｎＮＡ

 今後，より具体的に，どのような戦略

で，県の観光客誘致の最終目標に繋げる

のかという方針の明確化が必要である。

（意見） 

 

 平成２４年４月１７日，サイクルイベ

ントの主催団体や有識者による自転車利

用促進協議会を立ち上げ，既存のサイク

ルイベントの現状と課題，魅力アップの

方策等を検討するとともに，ブランド
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化・パッケージ化を行い，県内外へのＰ

Ｒを実施した。 

 平成２５年度以降，県内サイクリング

コースの充実を図るとともに，サイクル

イベントの魅力アップを支援するなど，

「自転車王国とくしま」のブランドを強

化し，県内外に発信していくこととした。

（県民スポーツ課）【平成 25 年 8 月末時

点】 

 

 自転車王国とくしまライドｉｎＮＡＲ

ＵＴＯは，平成２４年度は鳴門市主催で

実施したが，費用対効果やボランティア

不足等の課題が生じたため，次年度以降

の継続開催を断念した。 

 「自転車王国とくしまライドｉｎＮＡ

ＲＵＴＯ」については，平成２５年度及

び平成２６年度は開催していないが，引

き続き「自転車王国とくしま」の取り組

みをさらに充実していくために，平成２

６年６月には，自転車利用促進協議会に

おいて，「自転車でつながる人・まち」づ

くりプロジェクトを今後推進することが

承認された。 

 平成２７年度以降は，本プロジェクト

において，サイクルスポーツを通じた新

しい魅力を創り出すとともに，県内のサ

イクルスポーツイベントの充実と継続的

な開催を通じて，「徳島県スポーツ推進計

画（※）」を効果的かつ円滑に推進し，併

せて県民のスポーツ実施率の向上や健康

増進，観光・文化の推進，環境対策など

に繋がる方策等を検討し，サイクルスポ

ーツ先進県を目指すこととした。 

（※）徳島県スポーツ推進計画 

 県民の誰もが，いつでも，どこでも，

いつまでもスポーツに親しみスポーツを

通じて県民の元気を創造する，全国に誇

りうる「スポーツ王国とくしまづくり」

の実現を目指して平成２５年３月に制定

された。計画期間は，平成２５年度から

平成２９年度までの５年間。 

（県民スポーツ課）【平成 27 年 3 月末時

点】 

        

 様々なイベントと連携することによる

相乗効果が発揮されるよう，関係機関と

協議し進めていくこととし，平成２５年

度には，剣山国定公園が平成２６年３月

に指定５０周年を迎えることを契機に抽

選により地元特産品などが当たる「自転

車王国とくしまスタンプラリー」を実施

することとした。（県民スポーツ課）【平

成 25 年 8 月末時点】 

        

ＲＵＴＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各イベントと県全体でのスポーツイベ

ントによる「にぎわいづくり」という最

終目標とを繋ぐ中間戦略を策定し，各イ

ベントを束ねることにより相乗効果を狙

う戦略が必要である。（意見） 

 平成２５年度に実施した「自転車王国

とくしまスタンプラリー」を『「剣山国定

公園」指定５０周年記念ぐるっと剣山!交

流促進事業』及び『室戸阿南海岸国定公

園指定５０周年記念事業』の一環として
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継続して実施した。 

 また，「四国の右下ロードライド２０１

４」や農村舞台公演と連携した「ミニガ

イドツーリング」を開催した。（県民スポ

ーツ課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 当イベントの開催にあたっては，以下

の安全対策を講じた。 

１．不測の事態に備えた消防，警察，病

院による緊急医療体制の構築を図った。 

２．コースの安全確認を事前及び当日に

複数回行った。 

３．立哨スタッフへの安全対策の周知を

行った。 

４．当日，参加者には交通ルールの遵守

や安全走行の徹底を図った。 

５．スタート時の運営として，１分間隔

で１０名ずつのスタートとするなど，安

全走行を促した。 

 2012 大会は鳴門市が中心となって平成

２４年１１月に開催されたが，実行委員

会に徳島県も参画し，2011 大会スタッフ

も引き続き運営に協力した結果，交通事

故の報告はなかった。 

 今後，県主催の大規模なイベントを実

施する際は，安全対策に万全を期すよう

関係機関と十分連携を図っていく。（県民

スポーツ課）【平成 25 年 8 月末時点】 

        

 

 実行委員会に医療関係者を入れ，救護

所等の問題を含め，意見を運営に反映さ

せるべきであり，イベント当日は医師を

待機させるべきである。（意見） 

 平成２６年度からは，徳島県トレーナ

ー協会と連携して，「自転車王国とくし

ま」の４つのライドイベントで参加者の

コンディショニングケアを行っている。 

 今後，県主催の大規模なイベントを実

施する際は，安全対策に万全を期すとと

もに参加者が安心できるよう関係機関と

十分連携を図っていく。（県民スポーツ

課）【平成 27 年 3 月末時点】 

        

 平成２５年５月から県内で開催される

４つの自転車イベントと連携し，「ぐるっ

と剣山！自転車王国とくしまスタンプラ

リー」を実施することで，県内他地域イ

ベントとリンクを図っている。（南部総合

県民局産業交流部）【平成 25 年 8 月末時

点】 

 特段の問題は

ない。 

 今後，県南部に留まらず，県全体にお

けるスポーツイベントとのリンクも検討

が必要である。（意見） 

  県内で開催される４つの自転車イベン

トと連携し，平成２５年度は「ぐるっと

剣山！自転車王国とくしまスタンプラリ

ー」，平成２６年度は「自転車王国とくし

まライドラリー」を実施することで，県

内他地域イベントとリンクを図ってい

る。（南部総合県民局産業交流部）【平成

27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

四国の右

下ロード

ライド２

０１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後，より具体的に，どのような戦略

で，県の観光客誘致の最終目標に繋げる

のかという方針の明確化が必要である。

（意見） 

 

 

 地域の魅力をより一層伝えることがで

きるよう，給水ポイントやゴール会場に

おいて地域特産品を提供するなど，観光

イベントとしてのブラッシュアップに努

めた結果，申込者が増加した。今後とも

継続してイベントのブラッシュアップに

特段の問題は

ない。 
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努めるとともに，県内の他のサイクルイ

ベントと連携し，「自転車王国とくしま」

としてのブランド価値を確立すること

で，さらなる観光客誘致につなげていく。

（南部総合県民局産業交流部）【平成 25

年 8 月末時点】 

  

  地域の魅力をより一層伝えることがで

きるよう，給水ポイントやゴール会場に

おいて地域特産品を提供するなど，観光

イベントとしてのブラッシュアップに努

めた。さらに平成２６年度は，誰もが走

りやすいショートコースを新設した結

果，申込者数とともに県外者数が増加し

た。今後とも継続してイベントのブラッ

シュアップに努めるとともに，県内の他

のサイクルイベントと連携し，「自転車王

国とくしま」としてのブランド価値を確

立することで，さらなる観光客誘致につ

なげていく。（南部総合県民局産業交流

部）【平成 27 年 3 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

 他のスポーツイベント等との連携方法

等について，関係各課や市町村等と協議

する。（にぎわいづくり課）【平成 25 年 8

月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 本事業とスポーツイベント，宿泊体験

等の事業との関連付けを行うことについ

て，積極的な検討を望みたい。（意見） 

 県が行う観光ＰＲやコンベンションに

よる大会誘致と連携すると共に，他のス

ポーツイベント等のＰＲを本事業と同時

に行うことで，それぞれの事業の魅力ア

ップを行っている。（にぎわいづくり課）

【平成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 プロポーザル方式の導入等について検

討するとともに，関係機関の意見を踏ま

え，業務内容の固定化を避けるよう努め

る。（にぎわいづくり課）【平成 25 年 8 月

末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 現行の契約方式を再検討し，少なくと

も，他の団体からのプロポーザルを受け

る方式とし，業務内容の固定化を避ける

努力をすべきである。（意見） 

 プロポーザル方式の導入も含め，業務

内容の固定化を避け，本事業を効果的に

実施する手法について，施設関係者等関

係機関の意見を踏まえて検討した結果，

これまでの企業や大学のサークルに加

え，新たに大学の体育会や社会人クラブ

の強豪チームも対象に加えたスポーツ合

宿の誘致を行うことで，業務内容の固定

化を避けた。（にぎわいづくり課）【平成

27 年 3 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 誘致件数に応じた委託内容など，モチ

ベーションが上がるような方策の導入を

図る。（にぎわいづくり課）【平成 25 年 8

月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

スポーツ

王国立国

事業 

 誘致成功件数に応じて委託金額が変動

する部分を設けた契約内容とすることを

検討すべきである。（意見） 

 新たに，大学の体育会や社会人クラブ

の強豪チームのスポーツ合宿を誘致する

ことにより，スポーツツーリズムに係る

新たなビジネスモデルをうみ出すチャン

スを設けることで，モチベーションの向

上に努めている。（にぎわいづくり課）【平

成 27 年 3 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。
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 指定管理者との連絡会議等での協議を

踏まえ，平成１６年度に策定した中長期

保全計画に基づいた中長期的な修繕計画

を立て，適正に執行するよう指導してい

る。 

 また，平成２４年度以降は，毎月県と

指定管理者の間で打ち合わせ会議を開催

し，修繕計画による修繕の実施状況や新

たな修繕箇所の有無の確認等について情

報交換を行っている。（にぎわいづくり

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 修繕費について，集客目標等と連動し

た中長期的な修繕計画を策定し，基本的

には当該計画に基づいて修繕を実行させ

ていくという考え方が必要である。（意

見） 

 毎月県と指定管理者の間で打ち合わせ

会議を開催し，修繕計画による修繕の実

施状況や新たな修繕箇所の有無の確認等

について情報交換を行っている。 

 また，平成２６年度に策定した公共施

設等総合管理計画に基づき，より長期的

視点で修繕を行うこととする。（にぎわい

づくり課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

 １件２０万円以下の備品更新について

は修繕費で実施する旨を規定した基本協

定書に基づき処理している。 

 なお，備品を更新した場合は，指定管

理者から県への月報において修繕費と区

分して報告させており，その内容につい

て確認している。（にぎわいづくり課）【平

成 25 年 8 月末時点】 

 現時点での問

題ない。今後の課

題である。 

 経営管理等の観点から，修繕費と備品

購入費とを区分すべきである。（意見） 

 １件２０万円以下の備品更新について

は修繕費で実施する旨を規定した基本協

定書に基づき処理している。 

 なお，備品を更新した場合は，指定管

理者から県への月報において修繕費と区

分して報告させており，その内容につい

て確認するとともに，それぞれの実績や

推移などの把握を行っている。（にぎわい

づくり課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 現時点での問

題ない。今後の課

題である。 

 報奨金の基準額については，指定管理

の更新の際に過去のデータを分析した上

で見直しを行っており，平成２８年度か

らの新たな指定管理者の募集の際に，現

状の報償金の基準を見直すこととする。

（にぎわいづくり課）【平成 25 年 8 月末

時点】 

 特段の問題は

ない。 

 現状の報奨金の基準が，有効に指定管

理者のモチベーションに作用していると

はいえず，見直しが必要である。（意見）

 平成２８年度からの新たな指定管理者

の募集の際には，現状の報償金の基準に

ついて，経済状況や過去の指標となる数

値を分析した上で見直すことにより，指

定管理者のモチベーションの向上に努め

たい。（にぎわいづくり課）【平成 27 年 3

月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

徳島県立

産業観光

交流セン

ター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２３年度からの指定管理者の募集

において，応募が１社しかなかったこと

は，観光戦略の観点においては消極的に

評価せざるをえず，指定管理者における

募集期間，情報提供等を再度検討する必

要がある。（意見） 

 平成２３年度からの指定管理者の選定

における応募は１団体のみであるが，募

集要項の交付が７団体，現地説明会の参

加は５団体であった。 

 指定管理者の選定においては，応募者

の拡大を図るため，県ホームページ上へ

必要な対応が

なされていない。
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の募集要項の掲載や報道関係への資料提

供，応募期間の「１ヶ月程度」から「２

ヶ月程度」への延長などを行ってきたが，

今後は，より多くの広報媒体の活用や他

県における取り組みの調査などを行い，

さらなる情報提供に努める。（にぎわいづ

くり課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 

 平成２３年度からの指定管理者の選定

における応募は１団体のみであるが，募

集要項の交付が７団体，現地説明会の参

加は５団体であった。 

 次回指定管理者の選定においては，応

募者の拡大を図るため，県ホームページ

上への募集要項の掲載や報道関係への資

料提供，応募期間の延長などを行うとと

もに，「県ＨＰトップページ」を活用する

など，募集案内の周知に努める。（にぎわ

いづくり課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 当施設の「徳島県観光振興基本計画」

における位置づけは，「『阿波とくしま』

らしいにぎわいの創出」の項目において，

「交流拠点を活用したイベントの充実」

と明確に規定されており，この規定に基

づき，指定管理者の募集の際には，「管理

運営業務要求水準書」において，実施す

べきイベントについての内容を提示し，

また，指定管理者において自主的なイベ

ント（自主事業）を行うよう指示してい

る。 

 また，指定管理者が自主事業を行うに

あたっては，事前に県へ事業案を提出さ

せ，当事業が施設の設置目的や観光誘客

方針と合致するかを審査した上で，県が

事前承認を行っている。（にぎわいづくり

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 今後，より具体的に，どのような戦略

で，県の観光客誘致の最終目標に繋げる

のかという方針の明確化が必要である。

（意見） 

 平成２７年３月に策定した「徳島県観

光振興基本計画（第２期）」における位置

づけは，「『阿波とくしま』らしいにぎわ

いの創出」の項目において，「交流拠点を

活用したイベントの充実」と明確に規定

されている。 

 この規定に基づき，指定管理者の募集

の際には，「管理運営業務要求水準書」に

おいて，実施すべきイベントについての

内容を提示し，指定管理者において自主

的なイベント（自主事業）を行うよう指

示し，「徳島県観光振興基本計画」の最終

目標に合致したイベントの実施により，

交流人口の増加，観光客数の目標値の達

成に繋げている。（にぎわいづくり課）【平

成 27 年 3 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

徳島県立

あすたむ

らんど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本施設のように指定管理者制度を採っ

ている施設においても，県の観光戦略上

の位置づけを明確化した上で，運営上も，

県の観光戦略において果たすべき役割と

いう観点が必要である。（意見） 

 「徳島県観光振興基本計画」において，

イベントの充実や「『阿波とくしま』らし

いにぎわいの創出」の推進を掲げており，

引き続き，戦略的な観光誘客に取り組む。

（にぎわいづくり課）【平成 25 年 8 月末

時点】 

 必要な対応が

なされていない。
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  平成２７年３月に策定した「徳島県観

光振興基本計画（第２期）」において，「『阿

波とくしま』らしいにぎわいの創出」の

項目中，「イベントの開催などによる集

客」と明記し，本施設などの交流拠点を

活用したイベントの充実を図ることで，

交流人口の増加，観光客数の目標値の達

成に繋げている。（にぎわいづくり課）【平

成 27 年 3 月末時点】 

必要な対応が

なされていない。

 平成２３年度からの指定管理者の選定

における応募は１団体のみであるが，募

集要項の交付が４団体，現地説明会の参

加は２団体であった。 

 指定管理者の選定においては，応募者

の拡大を図るため，県ホームページ上へ

の募集要項の掲載や報道関係への資料提

供，応募期間の「１ヶ月程度」から「２

ヶ月程度」への延長などを行ってきたが，

今後は，より多くの広報媒体の活用や他

県における取り組みの調査などを行い，

さらなる情報提供に努める。（にぎわいづ

くり課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 平成２３年度からの指定管理者の募集

において，応募が１社しかなかったこと

は，観光戦略の観点においては消極的に

評価せざるをえず，指定管理者選定にお

ける募集期間，情報提供等を再度検討す

る必要がある。（意見） 

 平成２３年度からの指定管理者の選定

における応募は１団体のみであるが，募

集要項の交付が４団体，現地説明会の参

加は２団体であった。 

 次回指定管理者の選定においては，応

募者の拡大を図るため，県ホームページ

上への募集要項の掲載や報道関係への資

料提供，応募期間の延長などを行うとと

もに，「県ＨＰトップページ」を活用する

など，募集案内の周知に努める。（にぎわ

いづくり課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 報奨金制度自体は一定のモチベーショ

ン維持に機能していると考えるが，今後，

更なるモチベーション確保策について導

入を図る。（にぎわいづくり課）【平成 25

年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

る。 

 指定管理者がより積極的な集客に努力

するような報奨金制度を検討すべきであ

る。（意見） 

 報奨金制度自体は一定のモチベーショ

ン維持に機能していると考えている。平

成２６年度末には，四国のみならず全国

からも集客が見込める魅力のあるイベン

トを県が委託するなど，指定管理者の更

なるモチベーションの確保に努めた。（に

ぎわいづくり課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

る。 

 現在，所管施設全体の要修繕箇所の把

握に努めており，指定管理者との連絡会

議等での協議等を踏まえ，より長期的視

点での修繕計画を策定する。（にぎわいづ

くり課）【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 修繕費について，集客目標等と連動し

た，中長期的な修繕計画を策定し，基本

的には当該計画に基づいて修繕を実行さ

せていくという考え方が必要である。（意

見） 

平成２６年度に策定した公共施設等総

合管理計画に基づき，より長期的視点で

修繕を行うこととする。（にぎわいづくり

課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

徳島県立

渦の道及

 今後，より具体的に，どのような戦略

で，県の観光客誘致の最終目標に繋げる

 当施設の「徳島県観光振興基本計画」

における位置づけは，「『阿波とくしま』

 必要な対応が

なされていない。
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らしいにぎわいの創出」の項目において，

「交流拠点を活用したイベントの充実」

と明確に規定されており，この規定に基

づき，指定管理者の募集の際には，「管理

運営業務要求水準書」において，実施す

べきイベントについての内容を提示し，

また，指定管理者において自主的なイベ

ント（自主事業）を行うよう指示してい

る。 

 また，指定管理者が自主事業を行うに

あたっては，事前に県へ事業案を提出さ

せ，当事業が施設の設置目的や観光誘客

方針と合致するかを審査した上で，県が

事前承認を行っている。（にぎわいづくり

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

のかという方針の明確化が必要である。

（意見） 

 平成２７年３月に策定した「徳島県観

光振興基本計画（第２期）」における位置

づけは，「『阿波とくしま』らしいにぎわ

いの創出」の項目において，「交流拠点を

活用したイベントの充実」と明確に規定

されている。 

 この規定に基づき，指定管理者の募集

の際には，「管理運営業務要求水準書」に

おいて，実施すべきイベントについての

内容を提示し，指定管理者において自主

的なイベント（自主事業）を行うよう指

示し，「徳島県観光振興基本計画」の最終

目標に合致したイベントの実施により，

交流人口の増加，観光客数の目標値の達

成に繋げている。（にぎわいづくり課）【平

成 27 年 3 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 「徳島県観光振興基本計画」において，

情報発信拠点として充実していくことと

されており，現在，指定管理者において，

鳴門地域の観光施設への誘客促進のた

め，周辺観光施設と連携して，共通チケ

ットの販売等を実施している。（にぎわい

づくり課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 本施設のように指定管理者制度を採っ

ている施設においても，県の観光戦略上

の位置づけを明確化した上で，運営上も，

県の観光戦略において果たすべき役割と

いう観点が必要である。（意見） 

  平成２７年３月に策定した「徳島県観

光振興基本計画（第２期）」において，情

報発信拠点として充実していくこととさ

れており，現在，指定管理者において，

県内各地の観光情報を積極的に提供する

とともに，鳴門地域への誘客促進のため，

周辺観光施設と連携して，共通チケット

の販売等を実施している。（にぎわいづく

り課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

び徳島県

立大鳴門

橋架橋記

念館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２４年度からの指定管理者の募集

において，応募が１社しかなかったこと

は，観光戦略の観点においては消極的に

評価せざるをえず，指定管理者における

募集期間，情報提供等を再度検討する必

要がある。（意見） 

 

 

 

 

 平成２４年度からの指定管理者の選定

における応募は１団体のみであるが，募

集要項の交付が２団体，現地説明会の参

加は２団体であった。 

 指定管理者の選定においては，応募者

の拡大を図るため，県ホームページ上へ

の募集要項の掲載や報道関係への資料提

供，応募期間の「１ヶ月程度」から「２

ヶ月程度」への延長などを行ってきたが，

今後は，より多くの広報媒体の活用や他

 必要な対応が

なされていない。
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県における取り組みの調査などを行い，

さらなる情報提供に努める。（にぎわいづ

くり課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 

 平成２４年度からの指定管理者の選定

における応募は１団体のみであるが，募

集要項の交付が２団体，現地説明会の参

加は２団体であった。 

 指定管理者の選定においては，応募者

の拡大を図るため，県ホームページ上へ

の募集要項の掲載や報道関係への資料提

供，応募期間の「１ヶ月程度」から「２

ヶ月程度」への延長などを行うとともに，

平成２６年度から新たに「県ＨＰトップ

ページでの案内サイトを開設」するなど，

募集案内の周知に努めた結果，平成２６

年度は募集要項の交付が３団体に増加し

た。（にぎわいづくり課）【平成 27 年 3 月

末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 当施設は，収入が管理料を上回ってい

るため，収入のうち一定額の県への納付

金以外は指定管理者の収入となり，さら

に一定額を超える収入超過があった場合

は超過額の１／２は指定管理者の収入と

なるという，ある意味報奨金制度と同様

の効果を有する納付金制度としており，

一定のモチベーション維持に機能してい

ると考えるが，今後，更なるモチベーシ

ョン確保策の導入を図る。（にぎわいづく

り課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

る。 

 

 指定管理者がより積極的な集客に努力

するような報奨金制度を検討すべきであ

る。（意見） 

  当施設は，収入が管理料を上回ってい

るため，収入のうち一定額の県への納付

金以外は指定管理者の収入となり，さら

に一定額を超える収入超過があった場合

は超過額の１／２は指定管理者の収入と

なるなど，報奨金制度と同様の効果を有

する納付金制度として，一定のモチベー

ション維持に機能している。 

 平成２７年度からは，さらに集客に努

力するよう，基本協定書に入場者数の基

準を設け，具体的な数値目標を設定する

ことで積極的に集客に努力するような制

度とした。（にぎわいづくり課）【平成 27

年 3 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

る。 

 観光施設として当施設が果たすべき戦

略的役割については，新たに「徳島県観

光振興基本計画」に位置付けるとともに，

平成２６年度に導入予定の本四高速全国

共通料金制度等による来県者の増加に対

応した集客力向上を図るため，京阪神方

面への積極的なＰＲを行う。 

 あわせて，当施設への来園者の状況等

について，施設管理者，当課および観光

部局が情報を共有する報告体制を整備す

る。（林業戦略課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

徳島県立

神山森林

公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後，観光施設として本施設が果たす

べき戦略的役割を検討し，それに応じた

計画案，報告体制を検討すべきである。

（意見） 

  平成２７年３月に策定した「徳島県観

光振興基本計画（第２期）」においても，

広大な園内を活用した「自然体験活動等

一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題
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を通じた環境学習の推進」をする施設と

して位置付けている。 

 また，徳島市中心部からも近距離であ

ることなども含めて県内外にチラシなど

で積極的なＰＲを続けている。 

 あわせて，来園者情報について，施設

管理者から毎月報告を受けており，この

情報を関係部局へ提供するなど，情報を

共有する体制を整備している。（林業戦略

課）【平成 27 年 3 月末時点】 

である。 

 当施設の更なる魅力向上を図るため，

平成２５年７月に当施設の遊具の改良及

び点検を実施した。 

 また，京阪神向けに，当施設の持つ魅

力を周知するため，新たに県外客も視野

に入れたパンフレットを作成するととも

に，従来は配布していなかった県内の観

光施設や京阪神の高速道路のＳＡ・ＰＡ

等に配布し，県の観光客誘致にも繋げる。

（林業戦略課）【平成 25 年 8 月末時点】 

一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 

 今後，より具体的に，どのような戦略

で，県の観光客誘致の最終目標に繋げる

のかという方針の明確化が必要である。

（意見） 

 徳島市中心部から近距離に位置する広

大な園内の 200 種，10 万本を超える植栽

樹木などを活用し，「保健休養の場」のみ

ならず「森林・林業への理解度の向上」

に資することを戦略目標に，県内外から

幅広く誘客を進めている。 

 そのため,京阪神のＳＡ・ＰＡ等に新た

に作成したパンフレットを配置するとも

に,平成２６年８月からネーミングライ

ツ制度の協力企業の県外店舗にもパンフ

レットを配置した。（林業戦略課）【平成

27 年 3 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 「徳島県観光振興基本計画」において

当公園の観光戦略上の位置付けを行い，

次期指定管理者の募集要項等で計画に基

づいた取り組みを求めていく。（都市計画

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 今後，観光施設としての利用，積極的

なＰＲ，県の観光戦略上での位置付けを

検討した上で，指定管理者に委託すべき

である。（意見） 

 平成２５年度に実施した「徳島県観光

振興基本計画」における位置付けに引き

続き，平成２７年３月策定の「徳島県観

光振興基本計画（第２期）」においても当

公園の観光戦略上の位置付けを行った。 

 また，平成２６年度に実施した次期指

定管理者の募集において要項等の中で基

本計画に基づいた取り組みを求めた。（都

市計画課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 「徳島県観光振興基本計画」において

当公園の観光戦略上の位置付けを行い，

公園の景観の維持，向上及びＰＲに取り

組み観光誘致に繋げる。（都市計画課）【平

成 25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

徳島県鳴

門ウチノ

海総合公

園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後，より具体的に，どのような戦略

で，県の観光客誘致の最終目標に繋げる

のかという方針の明確化が必要である。

（意見） 

  魅力あるイベントの実施や園内清掃及

び植栽管理の徹底等により，景観の維持

向上を図り，公園利用者の増加に繋げる

よう，指定管理者を指導した。 

 さらに，観光客誘致に繋がるよう公園

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 
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の情報を発信するため，公式ウェブサイ

トの機能アップやイベント開催情報の発

信強化等の新たな取り組みが指定管理者

により平成２７年度から実施される。（都

市計画課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 「徳島県観光振興基本計画」において

当公園の観光戦略上の位置付けを行い，

観光戦略上の観点からの記載を求めてい

く。（都市計画課）【平成 25 年 8 月末時点】 

一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

指定管理者からの報告について，観光

戦略上の観点からの記載を求めるべきで

ある。（意見） 

 年度末に指定管理者から提出される事

業報告書において，魅力ある観光地づく

りの観点から，園内清掃及び植栽管理の

徹底並びに多彩なイベントの実施等に関

する記載が行われた。（都市計画課）【平

成 27 年 3 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 平成２４年度からの指定管理者の選定

における応募は１団体のみであるが，募

集要項の交付が５団体，現地説明会の参

加は４団体であった。 

 指定管理者の選定においては，応募者

の拡大を図るため，県ホームページ上へ

の募集要項の掲載や報道機関への資料提

供，応募期間の「１カ月程度」から「２

カ月程度」への延長などを行ってきたが，

今後は，より多くの広報媒体の活用や他

県における取り組みの調査などを行い，

更なる情報提供に努める。（都市計画課）

【平成 25 年 8 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 平成２４年度における指定管理者の選

定において，他の応募が１社もなかった

ということは，今後，本施設を観光目的

で積極的に活用すべきであるとの観点に

おいては，消極的に評価せざるをえず，

募集期間，情報提供等を再度検討する必

要がある。（意見） 

 平成２６年度に実施した指定管理者の

募集にあたっては，応募者の拡大を図る

ため，県ホームページ上への募集要項の

掲載や報道機関への資料提供などを行っ

た。 

 結果として３団体から募集関係書類の

交付要請があったが，応募は１団体のみ

であった。 

 今後とも応募者数の増加を図るため，

指定管理者制度を所管している部局とも

連携しながら，更なる情報提供の手法に

ついて引き続き調査検討に努める。（都市

計画課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 当公園は有料施設はなく，気軽に楽し

んでいただくことを目的に設置している

ため，報奨金制度等の導入はなじまない

と考えている。今後とも利用者の拡大や

満足度の向上を図るため，県外へのＰＲ

や利用者アンケートの充実に努める。（都

市計画課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

 観光施設としてのより多くの利用を促

進するため，他の指定管理施設で行われ

ている報奨金制度等を参考に，何らかの

基準を設け，指定管理者のモチベーショ

ンを上げる手法を検討すべきである。（意

見） 

  当公園には有料施設がないため，報奨

金制度等の導入は直接にはなじまない。 

 しかしながら指定管理者は，利用者の

満足度向上及び地域に愛される公園を目

指し，施設のＰＲ活動，利用者アンケー

ト及び地域住民と連携した自主事業等を

実施することにより，利用促進に努めて

いる。（都市計画課）【平成 27 年 3 月末時

 特段の問題は

ない。 
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点】 

 「徳島県観光振興基本計画」において

当公園の観光戦略上の位置付けを行い，

次期指定管理者の募集要項等で計画に基

づいた取り組みを求めていく。（都市計画

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 今後，観光施設としての利用，積極的

なＰＲ，県の観光戦略上での位置付けを

検討した上で，指定管理者に委託すべき

である。（意見） 

  平成２５年度に実施した「徳島県観光

振興基本計画」における位置付けに引き

続き，平成２７年３月策定の「徳島県観

光振興基本計画（第２期）」においても当

公園の観光戦略上の位置付けを行った。 

 平成２７年度に予定している次期指定

管理者の募集時には計画に基づいた積極

的な取り組みを求めていく。（都市計画

課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 「徳島県観光振興基本計画」において

当公園の観光戦略上の位置付けを行い，

公園の景観を活かした体験型施設として

観光誘致に繋げる。（都市計画課）【平成

25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 今後，より具体的に，どのような戦略

で，県の観光客誘致の最終目標に繋げる

のかという方針の明確化が必要である。

（意見） 

  公園の景観及び体験型施設としての特

色を活かした観光客誘致が図られるよ

う，園内清掃及び植栽管理の徹底並びに

多彩なイベントの実施等について，指定

管理者を指導した。（都市計画課）【平成

27 年 3 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 「徳島県観光振興基本計画」において

当公園の観光戦略上の位置付けを行い，

観光戦略上の観点からの記載を求めてい

く。（都市計画課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 指定管理者からの報告について，観光

戦略上の観点からの記載を求めるべきで

ある。（意見） 

  年度末に指定管理者から提出される事

業報告書において，公園の景観を活かし

た体験型施設として観光誘致に繋げるた

めの，民間の旅行サイトを通じた施設の

情報発信や利用促進に繋がる多彩なイベ

ントの実施等に関する記載が行われた。 

（都市計画課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 当公園の有料施設の運営については，

使用料が指定管理者の収入となる利用料

金制度を採用しており，現状においても

モチベーションの向上に繋がっているも

のと考えるが，より一層の利用者の増加

が図れるよう，宿泊状況等を分析した上

で指定管理者と協議を行う。（都市計画

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

徳島県月

見が丘海

浜公園 

 観光施設としてのより多くの利用を促

進するため，他の指定管理施設で行われ

ている報奨金制度等を参考に，何らかの

基準を設け，指定管理者のモチベーショ

ンを上げる手法を検討すべきである。（意

見） 

  当公園においては，宿泊施設の使用料

が指定管理者の収入となる利用料金制度

を採用しており，現状においてもモチベ

ーションの向上に繋がっているものと考

える。 

 これまでも繁忙期における開園日の増

加等の提案が行われてきたが，平成２６

年度は新たに施設のマスコットキャラク

ターの設定及び関連イベントの実施等，

指定管理者からの積極的な利用促進策が

図られた。（都市計画課）【平成 27 年 3 月

 特段の問題は

ない。 
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末時点】 

 情報誌で使用した表紙の題字「四国の

右下↑みぎあがり」は南部総合県民局の

観光ＰＲのためのロゴマークとして活用

している。 

 また，南部総合県民局管内の観光案内

のためのホームページである「徳島県南

部観光サイト四国の右下↑みぎあがり」

に情報誌の内容を掲載し，引き続き情報

発信に努めている。 

 さらに，情報誌の作成の際に取材した

資料等を活用するとともに，この事業に

より得られたノウハウを活かし，魅力的

なパンフレットづくりを行っている。（南

部総合県民局経営企画部）【平成 25 年 8

月末時点】 

一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 情報誌「四国の右下↑（みぎあがり）」

につき，ホームページ，メールマガジン

などで部分的に復活させ，記事を掲載す

るなどして，同冊子の編集，発行で蓄積

したノウハウを活かし，継続的に情報を

発信することが期待される。（意見） 

 情報誌で使用した表紙の題字「四国の

右下↑みぎあがり」は南部総合県民局の

観光ＰＲのためのロゴマークとして活用

している。 

 また，南部総合県民局管内の観光案内

のためのホームページである「徳島県南

部観光サイト四国の右下↑みぎあがり」

に情報誌の内容を掲載し，引き続き情報

発信に努めている。 

 さらに，平成２６年６月の「るるぶ四

国東南部」の発行や「『室戸阿南海岸国定

公園』指定５０周年記念四国の右下イベ

ントガイド」においても，情報誌の作成

の際に取材した資料等を活用するととも

に，この事業により得られたノウハウを

活かし，魅力的なパンフレットづくりを

行った。（南部総合県民局経営企画部，南

部総合県民局産業交流部）【平成 27 年 3

月末時点】 

一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 平成２４年１２月に開催した食博覧会

において南阿波丼・南阿波鍋を味わって

いただくツアーを実施した。引き続き平

成２５年１１月開催予定の食博覧会にお

いても実施する予定である。また，平成

２５年５月に大阪で開催された｢食博覧

会大阪」会場において，「新鮮 なっ！と

くしま」号と連携し，南阿波丼のＰＲ販

売を行った。今後とも，機会あるごとに

積極的にＰＲを図っていく。（南部総合県

民局産業交流部）【平成 25 年 8 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

南部圏域

にかかる

観光振興

事業全般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 南阿波丼，南阿波鍋につき，各種旅行

を組み合わせたツアー商品の開発や，県

外でのイベント（たとえば，「新鮮 なっ！

とくしま」号が参加するイベント）での

さらなるＰＲ等を積極的に図るべきであ

る。（意見） 

 ツアー商品の開発については,平成２

４年１２月に開催した「食博覧会」にお

いて南阿波丼・南阿波鍋を味わっていた

だくツアーを実施した。さらに平成２５

年１１月開催の「第３回食博覧会」では

丼・鍋に加えスイーツを開発し，平成２

６年１月には関西メディア・旅行会社等

関係者を招き，「『四国の右下』体験会」

を実施した。平成２６年１１月の「全国

丼サミット」と同時開催した「第４回食

博覧会」においても，「南阿波丼」「南阿

 特段の問題は

ない。 
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波スイーツ」等の「南阿波グルメ」と観

光スポットを組み合わせたツアーを実施

した。 

 また，県外イベントでのＰＲについて

は,平成２５年５月に大阪で開催された

｢食博覧会大阪」会場において，「新鮮 な

っ！とくしま」号と連携し，「南阿波丼」

のＰＲ販売を行った。 

 さらに，平成２５年１０月に，福島市

で開催された「全国丼サミット in ふくし

ま２０１３」，平成２７年３月，首都圏の

百貨店での「四国の物産展」において「南

阿波丼」のＰＲを行った。今後とも機会

あるごとに積極的にＰＲを図っていく。

（南部総合県民局産業交流部）【平成 27

年 3 月末時点】 

 ｢南阿波アウトドア道場」を各イベント

会場や観光案内所で配布，広報した結果，

掲載している各種イベントやツアーの利

用者増につながった。また，平成２４年

度に開催されたアウトドアイベントのう

ち４会場において，参加者の生の意見を

確認し，平成２５年度実施事業において，

開催時期の見直しや，イベント告知方法

の見直しを行うことで，より参加者に喜

ばれるイベントに改善した。今後ともこ

の事業で得られたノウハウを活用し，魅

力ある広報を行っていく。（南部総合県民

局産業交流部）【平成 25 年 8 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

 「南阿波アウトドア道場」につき，費

用対効果を測定するとともに，観光客の

生の意見を集め，更によりよい内容にす

るべく努めることが期待される。（意見）

 ｢南阿波アウトドア道場」を各イベント

会場や観光案内所で配布，広報した結果，

掲載している各種イベントやツアーの利

用者増につながった。また，平成２４年

度に開催されたアウトドアイベントのう

ち４会場において，参加者の生の意見を

確認し，平成２５年度実施事業において，

開催時期の見直しや，イベント告知方法

の見直しを行うことで，より参加者に喜

ばれるイベントに改善した。引き続き，

２６年度実施イベントにおいても，参加

者の生の意見を確認し，コースの見直し

や地域特産品の提供等よりよい内容に見

直しを図った。今後ともこれらの事業で

得られたノウハウを活用し，魅力ある広

報を行っていく。（南部総合県民局産業交

流部）【平成 27 年 3 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

 引き続き新たなスポットを発掘した結

果，平成２４年度末で１５０箇所のスポ

ットを見つけることができた。今後とも

さらに魅力ある観光スポットの発掘を行

うとともに，それらを貴重な観光資源と

して，有効に活用していきたい。また，

この事業により得られたノウハウを他機

関等と共有し，新たな観光スポットの発

掘に役立てていく。（南部総合県民局産業

交流部）【平成 25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「だれも知らない四国の右下」につき，

有名観光スポットがない地方であって

も，取り上げ方次第で様々な魅力を発信

し，観光スポットを開発できることを示

す好例であるので，南部圏域に留まらず，

県内の他の地域でも，このノウハウを活

かして，同様の観光スポットの発掘等の

取り組みが期待される。（意見） 

 引き続き新たなスポットを発掘した結 一応の措置が
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果，平成２４年度末で１５０箇所のスポ

ットを見つけることができた。今後とも

さらに魅力ある観光スポットの発掘を行

うとともに，それらを貴重な観光資源と

して，平成２６年度にはメディアを有効

に活用し，ＣＡＴＶでの放送やホームペ

ージへの掲載を行った。また，この事業

により得られたノウハウを他機関等と共

有し，新たな観光スポットの発掘に役立

てていく。（南部総合県民局産業交流部）

【平成 27 年 3 月末時点】 

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 ｢四国の右下」ＰＲ活動については，地

域の独自性を強調しつつ，徳島県全体の

観光振興策の一環としての共通キャラク

ター「すだちくん」等と連携した情報発

信をホームページ等で行うことにより，

徳島県南部としての地域情報を発信する

ことに努めている。今後とも他の観光振

興事業と連携をとりながら，より一体的

な観光情報の発信を行っていく。（南部総

合県民局産業交流部）【平成 25 年 8 月末

時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 

 「四国の右下」ＰＲ活動は，徳島県に

おける観光政策全体における位置付け，

他の観光振興事業（他の圏域におけるも

のを含む）との情報交換・提携等が十分

であるとまではいいがたい面がある。「四

国の右下」の独自性を活かしつつも，徳

島県全体の観光振興の一環として共通の

キャッチフレーズ，イメージキャラクタ

ー等の活用を図ったり，本事業で得られ

たノウハウ等の成果を他の観光振興事業

に反映させたりすることを検討すべきで

ある。（意見）   ｢四国の右下」ＰＲ活動については，地

域の独自性を強調しつつ，徳島県全体の

観光振興策の一環としての共通キャラク

ター「すだちくん」等と連携した情報発

信をホームページ等で行うことにより，

徳島県南部としての地域情報を発信する

ことに努めている。さらに，西部圏域と

連携し平成２６年度は剣山国定公園指定

５０周年事業「ぐるっと剣山交流促進事

業」の実施や，平成２５，２６年度の９

月，３月には，「あるでよ徳島」において

物産展を開催しＰＲに務めた。今後とも

他の観光振興事業と連携を図りながら，

より一体的な観光情報の発信を行ってい

く。（南部総合県民局産業交流部）【平成

27 年 3 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 県観光協会や西部地域受入団体等の関

係機関と連携し，「全国ほんもの体験フォ

ーラム」を開催することで，全国に向け

た効果的な魅力発信を行った。この開催

により得られたノウハウを活かし，今後

とも連携や情報交換により，より一層効

果が上がるよう努める。（南部総合県民局

産業交流部）【平成 25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

体験型観

光推進事

業，体験

型観光連

携推進事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 体験型観光ないしコンベンションを推

進ないし誘致する事業など，内容が類似

する事業につき，相互に提携し，情報を

交換して，相乗効果を上げるように努め

るべきである。（意見） 

 県観光協会や西部地域受入団体等の関

係機関と連携し，「全国ほんもの体験フォ

ーラム」を開催することで，全国に向け

た効果的な魅力発信を行った。この開催

により得られたノウハウを活かし，魅力

的な体験プログラムの開発やインストラ

クターやガイドの育成に取り組んだ。平

成２７年２月には「南阿波よくばり体験

１０周年記念講演会」を開催することで，

体験型観光の今後の展開について検討の

機会を持った。さらに県観光協会等，関

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 
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係する機関との情報交換により，より一

層効果が上がるよう取り組みを進めてい

く。（南部総合県民局産業交流部）【平成

27 年 3 月末時点】 

 平成２５年３月に「全国ほんもの体験

フォーラム」を開催した。今回の誘致，

開催により得られた効果や問題点を検証

しながら，今後とも引き続き，体験型観

光を推進していく。（南部総合県民局産業

交流部）【平成 25 年 8 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

 「全国ほんもの体験フォーラム」の誘

致は，大規模な体験型観光ないしコンベ

ンションの事例として評価しうるもので

あり，今後も同様の誘致の取り組みが期

待される。（意見） 

 平成２５年３月に「全国ほんもの体験

フォーラム」を開催した。今回の誘致，

開催により，主催者としても豊かな自然

や食文化など県南の魅力を再認識すると

ともに,全国に向け効果的な魅力発信が

でき交流人口の拡大につながった。今後

とも魅力的な体験プログラムの開発や,

拡大する民泊ニーズに対応できるよう,

引き続き，体験型観光を推進していく。

（南部総合県民局産業交流部）【平成 27

年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 平成２５年３月に発行したパンフレッ

ト「四国の右下みぎあがり book」におい

て，この事業により得たノウハウを活か

した広報を行った。（南部総合県民局産業

交流部）【平成 25 年 8 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

 本事業では，体験型観光の推進のため

にパンフレット・ポスター等を作成して

いるが，総じて工夫されており，一定の

広報効果を上げているものと評価できる

ので，そのノウハウを他の事業にも活か

していくべきである。（意見）   平成２５年３月，平成２６年３月に発

行したパンフレット「四国の右下みぎあ

がり book」や，「室戸阿南海岸国定公園指

定５０周年記念四国の右下イベントガイ

ド」において，この事業により得たノウ

ハウを活かした広報を行った。（南部総合

県民局産業交流部）【平成 27 年 3 月末時

点】 

 特段の問題は

ない。 

 魅力的なプログラムの開発，円滑な運

営について，他実施団体の状況確認や利

用者の意見を聞きながら，より利用者に

喜ばれる体験を提供できるよう，引き続

き検討する。（南部総合県民局産業交流

部）【平成 25 年 8 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

 

 

 

 本事業は，相当の実績を上げているも

のと評価できるが，南阿波よくばり体験

の利用料金が平成２６年度から増額され

る予定であるので，料金の改定にもかか

わらず，より一層，利用者を増やせるよ

うに，更に魅力的なプログラムの開発，

円滑な運営等に取り組むべきである。（意

見） 

  魅力的なプログラムの開発，円滑な運

営について，他実施団体の状況確認や利

用者の意見を聞くとともに，平成２７年

２月には「南阿波よくばり体験１０周年

記念講演会＆総合研修会」を開催し，魅

力的な体験プログラムの開発や民泊料理

として南阿波グルメとして開発した「南

阿波鍋」の講習会等を実施し，より利用

者に喜ばれる体験を提供できるよう取り

組んだ。（南部総合県民局産業交流部）【平

成 27 年 3 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

総論(1) 

観光関連

事業の実

施状況の

評価につ

 戦略目標，個別目標について，一応の

数値目標を立てていることは，基本的に

は評価できるが，両目標における達成状

況の乖離の原因について，十分に検討す

る必要がある。 

 戦略目標の達成に効果的に繋がるもの

とするため，今後は，各取り組みの進捗

状況に応じて，個別目標の内容の修正や，

新たな個別目標の設定など，不断の見直

しを行い，戦略目標と個別目標との着実

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 
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な連携を図っていく。（観光政策課）【平

成 25 年 8 月末時点】 

いて  個別目標が概ね順調に推移しているこ

とが戦略目標の達成状況に十分に反映さ

れていないとすれば，戦略目標と個別目

標との連携について，再考する必要があ

る。（意見） 

 平成２７年３月策定の「観光振興基本

計画（第２期）」においても，本県の観光

振興を図るため，戦略目標を設定，３つ

の核となる重点施策を掲げるとともに，

具体的な個別目標を設定し，施策展開を

図ることとしている。なお，策定後につ

いても，不断の見直しを行い，戦略目標

と個別目標との着実な連携を図ってい

く。（観光政策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 各イベントや各観光施設においては，

目標集客者数，目標年間来館者数などの

数値目標を設定しており，この数値目標

の達成に向けて実施計画，年次計画を策

定のうえ，事業展開を図っているところ

である。 

 今後は，こうした数値目標の達成状況

を踏まえ，各イベントや各観光施設ごと

に，県内での観光周遊や宿泊に繋がって

いるか等について定期的に効果検証を行

った上で，個別の目標値について必要な

見直しを行い，戦略目標の達成を目指し

ていく。（観光政策課）【平成 25 年 8 月末

時点】 

 必要な対応が

なされていない。

ア 戦略目標達成へのコントロールにつ

いて 

 一定の困難が伴うとしても，各イベン

ト，各施設等において，できる限り具体

的な数値目標を明確化し，その積み上げ

により目標達成に至るまでの道筋を描く

べきである。 

 仮に，その目標値に到達しなかった場

合には，個別具体的に検証してその原因

を明確にすることによって，どのイベン

ト，どの施設等にいかなる問題があるか

を把握し，積上計算を含め，再度，全体

的な方策を練り直すという過程を繰り返

すべきである。（意見） 

各イベントや各観光施設においては，

目標集客者数，目標年間来館者数などの

数値目標を設定しており，この数値目標

の達成に向けて実施計画，年次計画を策

定のうえ，事業展開を図っているところ

である。 

 「観光振興基本計画（第２期）」におい

ても，同様に，数値目標の達成状況を踏

まえ，毎年度，成果を検証の上，ＰＤＣ

Ａサイクルにより，必要な見直しを行い，

戦略目標の達成を目指していく。（観光政

策課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 必要な対応が

なされていない。

 県産品の振興においては，例えば平成

２５年４月２６日から５月６日の間に開

催された「'１３食博覧会・大阪」におい

て観光国際局や農林水産部などの連携に

よる取り組みを行うなど，部局間の連携

を図り，一体的な情報発信によるブラン

ド化や相乗効果を狙った取り組みを始め

ており，各事業担当課で実施するイベン

ト等についても，計画段階での連携を強

化し，より一層の相乗効果の発揮や，ノ

ウハウの共有を図っていく。（観光政策

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

総論(2) 

統括的な

機能の強

化につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 相乗効果，ノウハウの一元化・共有

化について 

 各事業等を全庁的に把握し，各担当課

の枠を超えて，横断的に各事業等を束ね

る可能性を探り，ブランド化や，相乗効

果を狙う機能を強化すべきである。 

 また，各事業を担当課内で終結させる

のではなく，関連する事業を行っている

各課が計画段階から共同で協議を行い，

まず，「誰に」「何を」「どのように」提供

する事業なのかという事業の要素を明確

化し，過去に各担当課が蓄積したノウハ

ウを活かせないか，事業の要素を付け加

えることにより事業の拡張性を図れない

か，各担当課との事業の相乗効果を狙う

ことはできないか，といった検討を重ね

ることによって，ノウハウを共有・蓄積

させるべきである。（意見） 

 観光や物産に関するＰＲイベントのほ

か，各事業担当課が実施する様々なイベ

ント等においても，計画段階から，政策

創造部や農林水産部，県土整備部など部

局間の連携を図り，相乗効果の発揮や，

ノウハウの共有を図っている。（観光政策

課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 
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 市町村，観光事業者等が実施するイベ

ントや観光施設の催事等については，徳

島県観光情報サイト「阿波ナビ」により，

情報の一元化を行っている。平成２５年

３月には同サイトをリニューアルしてお

り，随時，最新の観光情報をより多くサ

イト利用者に提供できるよう，例えば，

トップ画面の「新着情報」に連携して，

県内の市町村等のイベントや観光情報を

一元的にかつ最新の状態で利用できるよ

うにしたほか，各市町村や各市町の観光

協会がイベント等の記事を同サイトに直

接，編集，新規作成を行えることなどに

より，市町村等との更なる連携や情報交

換の緊密化を図っており，更なる活気と

にぎわいを創出していく。（観光政策課）

【平成 25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 

 

 

 

ウ 他の自治体，観光事業者，観光関係

団体との連携，協力について 

 各担当課が個別に連携等の可能性を探

るのではなく，たとえば，観光政策課に

おいて，市町村，観光事業者，観光関係

団体等の有するイベント・施設等の情報

を一元的に管理し，連携についてのノウ

ハウを一元的に蓄積し，さらに，情報交

換，批判，検討等を行うに当たっても窓

口を一つにすることにより，より効果的，

効率的に問題点の解決への道筋を描くべ

きである。（意見） 

 平成２５年にリニューアルした徳島県

観光情報サイト「阿波ナビ」の本格活用

により，市町村，観光事業者等が実施す

るイベントや観光施設の催事等の情報の

一元化を図っており，利用者に対し最新

の観光情報等を提供している。市町村や

各市町の観光協会自らが編集権限を持つ

ため，リアルタイムで最新情報が提供で

きることから，それらの情報を活用し季

節に応じた特集を組むなど，関係者間の

情報共有や連携も図っている。（観光政策

課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 これまでも観光誘客イベントや誘客キ

ャンペーンをはじめ様々な誘客活動にお

いて，すだちくんを積極的に活用してき

ている。平成２５年７月公表の本四高速

への全国共通料金制度の導入を契機とし

た本県の魅力を全国発信していく「おど

る宝島！とくしま・ＰＲロゴマーク」で

も，すだちくんを本県のイメージキャラ

クターとしており，このＰＲロゴマーク

の観光誘客活動での積極的な活用を図る

ことにより，観光イメージ戦略に繋げる。

（観光政策課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

総論(3) 

マスコッ

トキャラ

クター，

キャッチ

フレーズ

等を活用

した統一

的な観光

イメージ

戦略につ

いて 

 すだちくんを始めとするマスコットキ

ャラクター，「近いよ！徳島」などを始め

とするキャッチフレーズ等につき，徳島

県の観光政策における貴重な資源として

位置付けた上で，これらを組み合わせて

総合的に活用することで，統一的な観光

イメージ戦略を推進していくべきであ

る。（意見） 

 これまでの誘客活動においても，すだ

ちくんを積極的に活用している。また，

平成２５年７月公表の本四高速への全国

共通料金制度の導入を契機とした本県の

魅力を全国発信していく「おどる宝島！

とくしま・ＰＲロゴマーク」でも，すだ

ちくんをイメージキャラクターとして活

用し，観光イメージ戦略に繋げてきた。 

 さらに，平成２６年９月以降は，様々

な機会を捉え，本県の共通コンセプト「ｖ

ｓ東京」を活用し，自然・文化・食など

徳島ならではの優れた資源を発信，徳島

の知名度の向上，ブランドイメージの定

着化を図っている。（観光政策課）【平成

27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない。 

総論(4) ア 支出の内容やその適否等の審査につ  県が負担金等を支出するイベントにお ※各該当箇所の
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いては，県も実行委員会の委員として会

議の場で収支状況の詳細な報告を受けて

審査を行っているところであるが，負担

金等の交付段階での書類審査を徹底する

観点から，実績報告書においても平成２

５年度以降は詳細なものの提出を求めて

いく。（観光政策課）【平成 25 年 8 月末時

点】 

包括外部監査人

評価参照(阿波お

どり活性化支援

事業，春の阿波お

どり支援事業)。

いて 

 徳島県が負担金交付等の方法により支

援する以上は，実行委員会の収支等につ

いて各経費支出の必要性や収入の中身も

含めて審査するのは当然であり，例外を

設けることなく，全てのイベントについ

て十分な審査がなされるべきである。（指

摘） 

  県が負担金等を支出するイベントにお

いては，県も実行委員会の委員として会

議の場で収支状況の詳細な報告を受けて

審査を行っているところであるが，負担

金等の交付段階での書類審査を徹底する

観点から，平成２５年度以降，詳細な実

績報告書の提出を求めている。（観光政策

課）【平成 27 年 3 月末時点】 

※各該当箇所の

包括外部監査人

評価参照(阿波お

どり活性化支援

事業，春の阿波お

どり支援事業)。

 実行委員会の場においては，これまで

もイベント内容や運営方法について積極

的に意見を述べているが，県に寄せられ

る意見等についても分析・検討を行い，

イベントの充実・改善見直しに繋げてい

くよう実行委員会に働きかける。（観光政

策課）【平成 25 年 8 月末時点】 

※各該当箇所の

包括外部監査人

評価参照(阿波お

どり活性化支援

事業)。 

イ イベント内容の改善を図る仕組みに

ついて 

 実行委員会が主催するイベントである

から，実行委員会が運営の中心的役割を

担うのは当然であるが，県としても，負

担金を交付する以上は，イベントの内容

や運営方法についても積極的に意見を述

べるべきである。 

 また，イベントに関して県に届いた意

見や寄せられるクレーム等について，担

当課が集約した上で，多く寄せられる意

見はないか，毎年継続して寄せられるク

レームはないかといった分析・検討を行

うことが要請される。 

 さらに，かかる分析・検討を行った上

で，主催者側に書面等を用いた明確な方

法で改善要望を行い，主催者側からは各

要望についていかなる措置を採ったかと

いう措置結果について書面等で報告を受

け，その後，当該クレームが減少したか

否かをチェックしていくという，事後の

フォローを行うといった仕組み，体制を

作ることが要請される。（指摘） 

 実行委員会の場においては，これまで

もイベント内容や運営方法について積極

的に意見を述べているが，県に寄せられ

る意見等についても分析・検討を行い，

イベントの充実・改善見直しに繋げてい

くよう実行委員会に働きかけている。 

 また，イベントの関係機関に対して寄

せられる意見についても，会議の場に持

ち寄り，改善策を協議の上，次回イベン

トに反映させている。 

 例えば，「とくしまマラソン」では，会

場やインターネット上で実施したアンケ

ート調査に寄せられた意見を参考に，関

係者と協議を行い，ランナーのトイレ利

用やスタート整列等のマナーアップの取

組みや，年代別賞の創設等，運営方法の

改善を行った。（観光政策課）【平成 27 年

3 月末時点】 

※各該当箇所の

包括外部監査人

評価参照(阿波お

どり活性化支援

事業)。 

 平成２５年度以降，各種イベントにお

いて，参加者アンケートを徹底するなど，

より多くの参加者の意見を収集し，参加

者の目線をより意識したイベント運営を

図っていくよう実行委員会に働きかけ

る。（観光政策課）【平成 25 年 8 月末時点】 

※各該当箇所の

包括外部監査人

評価参照(阿波お

どり活性化支援

事業)。 

実行委員

会が主催

する大型

イベント

について 

ウ 実行委員会のメンバーについて 

 実行委員会のメンバーに，参加者の目

線に立った意見を述べることができる者

など，一部新しい人材を得て，より多方

面からの意見を取り入れることも検討す

べきである。（意見） 

 平成２５年度以降，各種イベントにお

いて，参加者アンケートを徹底するなど，

より多くの参加者の意見を収集し，参加

者の目線をより意識したイベント運営を

図っていくよう実行委員会に働きかけて

いる。 

 例えば，「とくしまマラソン」では，会

場やインターネット上でのアンケート調

査で幅広く意見を聴取し，「とくしまマラ

ソン実行委員会」の企画委員会等の協議

※各該当箇所の

包括外部監査人

評価参照(阿波お

どり活性化支援

事業)。 
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を経て，運営方法等に反映させるよう改

善しており，加えて，平成２６年１０月

には，県内ランニングクラブやランナー

を中心とした「とくしまマラソン❤サポ

ートランナーズ協議会」の設立に協力し，

積極的に協議会に参加するなど，多方面

からの意見を取り入れている。（観光政策

課）【平成 27 年 3 月末時点】 

 県内各地でマラソン大会やサイクルレ

ースなどのスポーツイベントが開催され

ており，こうしたイベントと県が実施す

るスポーツイベントや各種アウトドアス

ポーツ拠点の情報を一体的に発信するこ

とを通じて，アウトドアスポーツの楽園

である徳島の魅力を効果的に発信し，観

光誘客の拡大を図る。 

 また，こうしたイベントを核とした施

策においては，観光入込客数や宿泊者数

といった戦略目標の達成に繋がる有効な

施策となっているか，との観点での中間

進捗管理や効果検証を行った上で，施策

内容について必要な見直しを行い，戦略

目標の達成を目指していく。（観光政策

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

ア 観光戦略上の位置づけについて 

 今後，各イベントを束ねること等によ

り，相乗効果を狙うといった戦略が必要

であり，そのような戦略を策定した上で，

徳島県観光振興基本計画における最終的

な戦略目標との繋がりを検討すべきであ

る。（意見） 

 平成２７年３月に策定した「徳島県観

光振興基本計画（第２期）」において，「『阿

波とくしま』らしいにぎわいの創出」の

項目中，「スポーツによるにぎわいづく

り」と明記し，スポーツ文化の振興やに

ぎわいの創出を図ることで，交流人口の

増加，宿泊者数，観光客数の目標値の達

成に繋げる。（観光政策課）【平成 27 年 3

月末時点】 

 一応の措置が

なされたといえ

るが，今後の課題

である。 

 例えば「とくしまマラソン」では，運

営マニュアルにおいて，従来より，気象

条件等により中止の判断を行う場合の決

定方法を定めているほか，平成２４年度

からは，新たに「とくしまマラソン実施

本部」に「医療スタッフ協議会」を設置

し，医療関係者の医学的見地からの意見

を聞くよう定めるなど，イベント当日の

天候等，開催の可否が問われるような場

合に備えて安全性の観点からの判断基準

を策定しており，イベントの実施時にお

いても警察，消防，医療機関と連携した

安全確保体制を構築している。こうした

基準の情報共有を図っていくことによ

り，各イベントの安全性の更なる向上に

繋げていく。（観光政策課）【平成 25 年 8

月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

総論(5) 

スポーツ

イベント

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 安全性，円滑な運営について 

 イベントによっては，参加者への安全

性の配慮が十分でないものがあり，今後，

計画段階から医師等の意見を反映させ，

イベント開催の条件等について事前の基

準を策定する必要がある。また，この安

全性の基準については，各スポーツイベ

ントを行う担当課において，共通認識と

し，各イベントにおいて活用していくべ

きである。 

 さらに，イベントを行う際には，事前

準備として，担当課の枠を超えて幅広く

意見聴取を行う等の方法により，万全の

態勢を整えておく必要がある。（指摘） 

 例えば「とくしまマラソン」では，運

営マニュアルにおいて，従来より，気象

条件等により中止の判断を行う場合の決

定方法を定めているほか，平成２４年度

からは，新たに「とくしまマラソン実施

本部」に「医療スタッフ協議会」を設置

し，医療関係者の医学的見地からの意見

特段の問題は

ない。 
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を聞くよう定めるなど，イベント当日の

天候等，開催の可否が問われるような場

合に備えて安全性の観点からの判断基準

を策定しており，イベントの実施時にお

いても警察，消防，医療機関と連携した

安全確保体制を構築している。こうした

基準の情報共有を各イベント担当課で行

うことにより，イベントの安全性の更な

る向上に繋げている。（観光政策課）【平

成 27 年 3 月末時点】 

 例えば「とくしまマラソン」では，参

加者や動員者，医療スタッフ，ボランテ

ィアなどからアンケートで聴取した意見

を「とくしまマラソン実行委員会」の企

画委員会等で報告し，情報を共有すると

ともに，運営方法等の改善にこれらの意

見を反映させており，平成２５年度以降

は，こうした取組みを踏まえ，イベント

開催後に問題点の抽出や解決方法の検討

を行うとともに，類似イベントの担当課

間で問題点等の情報を共有することを通

じて，各イベントの改善と更なる魅力向

上を図る。（観光政策課）【平成 25 年 8 月

末時点】 

 特段の問題は

ない。 

 

 

 

 

ウ 意見聴取，反映について 

 イベントの意見聴取において判明した

問題点は，引き継ぎを行った上で改善状

況をモニターすべきであり，また，他の

スポーツイベントを所管する担当課とも

情報を共有すべきである。（意見） 

 例えば「とくしまマラソン」では，参

加者や動員者，医療スタッフ，ボランテ

ィアなどからアンケートで聴取した意見

を「とくしまマラソン実行委員会」の企

画委員会等で報告し，情報を共有すると

ともに，運営方法等の改善にこれらの意

見を反映させており，平成２５年度以降，

こうした取組みを踏まえ，イベント開催

後に関係者を交え問題点の抽出や解決方

法の検討を行っている。これら検討の結

果について，南部総合県民局が開催する

アウトドアイベントでのおもてなしの改

善に繋げるなど，イベントの改善と更な

る魅力向上を図っている。（観光政策課）

【平成 27 年 3 月末時点】 

 特段の問題は

ない。 

 県営施設については，それぞれの目的

を持って設置，運営されているが，施設

によっては，本来の目的に加えて，観光

施設としての一面もあるところであり，

こうした施設については，観光振興基本

計画における位置づけを明確にし，観光

誘客への積極的な活用を図る。（観光政策

課）【平成 25 年 8 月末時点】 

※各該当箇所の

包括外部監査人

評価参照(徳島県

立あすたむらん

ど，徳島県立渦の

道及び徳島県立

大鳴門橋架橋記

念館）。 

ア 観光戦略上の位置づけについて 

 各施設における観光戦略上の位置づけ

を明確にし，その上で指定管理者が行う

べき取り組み，報告体制等を検討し，ひ

いては，徳島県観光振興基本計画におけ

る最終的な戦略目標との繋がりを検討す

べきである。（意見） 

 平成２７年３月に策定した「徳島県観

光振興基本計画（第２期）」において，「『阿

波とくしま』らしいにぎわいの創出」の

項目中，「交流拠点を活用したイベントの

充実」と明記し，にぎわいの創出を図る

ことで，宿泊者数，観光客数の目標値の

達成に繋げる。（観光政策課）【平成 27 年

3 月末時点】 

※各該当箇所の

包括外部監査人

評価参照(徳島県

立あすたむらん

ど，徳島県立渦の

道及び徳島県立

大鳴門橋架橋記

念館）。 

総論(6) 

観光施設

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ 指定管理者のモチベーションについ

て 

 本県では，施設の性質や社会情勢の変

化を踏まえつつ，指定管理者のモチベー

特段の問題は

ない（一応の措置
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ションの維持に努めており，指定管理者

の更なるモチベーション向上に繋げてい

く手法については，先進事例の把握と研

究に努めながら，不断の見直しを加えて，

その確立を図る。（観光政策課）【平成 25

年 8 月末時点】 

がなされたとい

える）。 

 報奨金等の指定管理者のモチベーショ

ンを上げる方策が行われていない施設，

報奨金等の制度を設けているが，報償金

の基準が現状の収支等と乖離しており，

指定管理者のモチベーションに有効に作

用しているとは思えない施設も見受けら

れるので，他の施設を参考にするなどし

て，指定管理者のモチベーションを上げ

るために適切な対策を講じるべきであ

る。（意見） 

 本県では，施設の性質や社会情勢の変

化を踏まえつつ，指定管理者のモチベー

ションの維持に努めており，指定管理者

の更なるモチベーション向上に繋げてい

く手法については，先進事例の把握と研

究に努めながら，不断の見直しを加えて，

その確立を図っている。（観光政策課）【平

成 27 年 3 月末時点】 

特段の問題は

ない（一応の措置

がなされたとい

える）。 

 応募者の拡大や利便性の向上を図るた

め，情報提供の方法について改善を図っ

てきたところであり，競争性，公平性は

確保されているものと考えている。引き

続き，十分な応募が得られるよう，多様

な広報媒体の活用を図り，より分かりや

すく情報提供するなど創意工夫を行って

いく。（観光政策課）【平成 25 年 8 月末時

点】 

※各該当箇所の

包括外部監査人

評価参照（徳島県

立産業観光交流

センター，徳島県

立あすたむらん

ど，徳島県立渦の

道及び徳島県立

大鳴門橋架橋記

念館，徳島県鳴門

ウチノ海総合公

園）。 

 

 

 

 

ウ 指定管理者の選定について 

 指定管理者の選定において，十分な応

募が得られるように，募集期間，情報提

供等を再度検討する必要がある。（意見）

 指定管理者の選定においては，応募者

の拡大を図るため，県ホームページ上へ

の募集要項の掲載や報道関係への資料提

供，応募期間の「１ヶ月程度」から「２

ヶ月程度」への延長などを行うとともに，

平成２６年度から新たに「県ＨＰトップ

ページでの案内サイトを開設」するなど，

募集案内の周知に努めた。その結果，例

えば「渦の道」・「大鳴門橋架橋記念館」

では，募集要項の配付団体が増加するな

どの効果があった。今後についても，引

き続き応募者の拡大に向けた工夫を行っ

ていく。（観光政策課）【平成 27 年 3 月末

時点】 

※各該当箇所の

包括外部監査人

評価参照（徳島県

立産業観光交流

センター，徳島県

立あすたむらん

ど，徳島県立渦の

道及び徳島県立

大鳴門橋架橋記

念館，徳島県鳴門

ウチノ海総合公

園）。 

 


